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序文

ここ数十年で、我々は世界の飢餓や貧困と
の闘いにおいて大きな前進を遂げてきた。
2015年までに栄養不足人口の割合を半減させ
るというミレニアム開発目標のターゲットは、
開発途上地域全体では達成にあと一歩及ばな
かったものの、FAOが追跡調査を行ってきた
国々の過半数、129ヵ国中72ヵ国で達成され
た。さらに、このうち29ヵ国は、1996年の世界
食料サミットで各国政府が打ち出した、2015
年までに栄養不足人口（の絶対数）を半減させ
るという、より野心的な目標をも達成してい
る。一方、途上国では、極度の貧困状態で暮ら
す人々の割合は、1990年の43%から2015年に
は17%に改善した（World Bank, 2015a）。

もっとも、こうした前進には、国や地域でば
らつきがある。飢餓と貧困の割合は一部の地
域、特に東アジア・太平洋や東南アジアで大
幅に低減したものの、南アジアやサハラ以南
アフリカでは、一部の国の成功例があるとは
いえ、全体的に改善のペースは鈍い。
『The State of Food Insecurity in the World 

2015（世界の食料不安の現状2015年報告）』
（FAO, IFAD and WFP, 2015a）によると、世
界では、今なお７億9,500万人余りが飢餓に苦
しみ、10億人近くが極度の貧困にあえいでい
る（World Bank, 2015a）。こうした人々の大半
は農村部に暮らし、収入の大半を農業に頼っ
ている。

だからこそ、世界を貧困から解放するため
に、こうした最も脆弱な人々の支援に向けて
行動を起こすことが急務であるのだ。経済成
長、とりわけ、農業における成長は、飢餓率や
貧困率を引き下げるのに不可欠な役割を果た
してきた。それゆえ、農業への投資は依然とし
て、所得を創出し、（特に農村の女性や若年層
の）栄養を改善する機会を提供する、唯一の最
も効果的な手立てとなる。

もっとも、経済が成長しても、成長が包摂的
でない場合、飢餓や貧困からの脱却に向けた
取り組みは、往々にして遅々たるものとなる。
子どもや高齢者といった一部の集団にとって、
経済成長はほとんど何の安心ももたらさない

か、困窮や不利益の常態化を食い止めるには
効果が現れるのが遅すぎる。

飢餓と貧困を根絶するには、官民による継
続的な投資と社会保護策を組み合わせ、一体
的に取り組む必要がある。2030年までに世界
の飢餓を持続的に根絶するには、農村部や都
市部および社会保護への投資（これにより、貧
しい人々が食料へのアクセスを確保し、生活
を向上させることができる）に、年平均で推定
2,670億ドルがさらに必要となる。これは世界
のGDPのおよそ0.3%に当たり、平均すると、
今後15年間に、極度の貧困状態にある各人に
毎年160USドルを提供することになる（FAO, 
IFAD and WFP, 2015b）。

これは、我々が生きているうちに飢餓を解
消するのに支払う金額としては、比較的少額
だといってよい。

農業部門や農村振興に向けた投資に加え、
社会保護プログラムへの投資も必要だ。

途上国世界の多くの国は、貧困や飢餓を直
ちに削減あるいは防止するのに社会保護策が
必須であることを、ますます強く認識するよ
うになっている。その結果、近年、社会保護プ
ログラムは急速な拡大を見せている。もっと
も、実施されているプログラムの内容は、同じ
国の中でさえも、実にさまざまだ。

多くの研究により、社会保護プログラムが
飢餓と貧困の削減に成果を上げていることが
明らかになっている。2013年には、社会保護の
支援により、１億5,000万人もの人々が極度の
貧困から救い出された。

社会保護は、多くの場合、自家生産を促すこ
とで、世帯が食料消費を増やしたり、食事を多
様化するのを可能にする。プログラムがジェ
ンダーに配慮したり、女性をターゲットにし
ている場合、母子の厚生への好ましい効果が
高まる。というのも、母子の栄養失調により、
貧困は母から子へと世代を超えて無際限に引
き継がれるため、このことはとりわけ重要で
ある。

社会保護プログラムは消費を保護するだけ
にとどまらない。調査データ（エビデンス）に
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よると、社会保護は子どもの教育や健康に対
しより多くの投資を促すうえ、児童労働の抑
止にもつながり、将来の生産性や雇用適性に
大きな影響を及ぼす。

また、社会保護が適切に運用され、給付が定
期的で予測可能である場合、農業生産活動へ
の投資（農業投入財、農具、家畜など）や、非農
業事業への投資も促す。給付金が比較的少額
であっても、貧困層が資金の流動性や信用面
での諸制約を打開する助けとなるうえ、より
見返りの大きい活動に従事するのを尻込みさ
せるある種のリスクに対する保険にもなる。

最後に、社会保護は地域社会や地域経済に
好ましい効果をもたらす。公共事業プログラ
ムは、適切に設計され、実施された場合、重要
なインフラや地域共有資産を供与することが
でき、地域経済に直接貢献する。学校給食プロ
グラムは、栄養失調改善の一助となるだけで
なく、子どもに確実に教育を受けさせるため
のインセンティブの役割も果たす。社会保護
プログラムによりもたらされた追加所得は、
地域で生産される財やサービスの需要を拡大
し、地域の経済成長の好循環にも貢献する。

社会保護にはこうした確かな効果があるも
のの、社会保護単独では飢餓と貧困から人々
を持続的に脱却させることはできない。しか
し、社会保護に農業を結びつけることで、地域
振興の好循環を生み出すことができる。報告
書で明らかにされた「ウィン・ウィン」のソ
リューションには、学校給食などの政府プロ
グラムで提供する食料を公共機関が地元農家
から買い取り、地元で生産された食料の消費
増加につなげる、「組織的調達」などがある。

こうしたプログラムの実施を阻む障壁とし
て資金調達面の制約を挙げることもできるだ
ろうが、こうした制約が解消できるかどうか
は、必要な財源を確保するのに要する政治的
意志の有無に密接に関わってくる。パイロッ
トプログラムや、周到なモニタリング、実効性
評価の実施は、こうした社会扶助策の財源確
保に向けて、国内の支援を形成するための政
策対話を促すのに役立つ。少なくとも財源の
一部は国内で調達し、社会保護プログラムの
持続可能な基盤を整えねばならない。

ここ数十年にわたる各国の成果は、飢餓、食
料不安、栄養失調に終止符を打つことが決し
て夢物語ではないことの証左である。しかし
同時に、こうしたビジョンを実現するには、今
後の課題も少なくないことを示している。こ
うした取り組みでは、政治的コミットメント、
緊密なパートナーシップ、充分な財源、包括
的・一体的な措置がカギとなる。

我々は、飢餓と栄養失調を過去のものにす
るための各国その他多くの組織の取り組みの
支援に尽力している。2012年の国際労働機関
総会における「社会保護の床」の採択、「ゼロ・
ハンガー・チャレンジ」、2014年の「栄養に関
するローマ宣言」、2015年の「アディスアベバ
行動目標」、「ポスト2015年持続可能な開発ア
ジェンダ」は、最近の国際社会による支援の現
れの一例である。本書『世界食料農業白書2015
年報告』は、社会保護に焦点を当て、必要とさ
れる施策を効果的に策定し、提供するための
各国の対処能力と潜在能力の強化に向けた
我々の揺るぎない支援について、論考を試み
たものである。

ジョゼ・グラジアノ・ダ・シルバ
FAO事務局長
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Bolsa Família Conditional cash transfer programme, Brazil. 条件付き現金給付プログラム（ブラジル）

BRAC Bangladesh Rural Advancement Committee バングラデシュ農村向上委員会
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    連邦政府社会プログラムのための統一登

録システム

CCT conditional cash transfer  条件付き現金給付
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FSVGD Food Security Vulnerable Group Development programme, Bangladesh
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    包括的成長のための国際政策センター
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   貧困生活対策強化（ガーナ）

LEWIE Local Economy-wide Impact Evaluation  地域経済全域インパクト評価

略称用語集
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MGNREGA Mahatma Ghandhi National Rural Employment Guarantee Act, India

    マハトマ・カンジー国家農村雇用保障法

（インド）

NGO non-governmental organization 非政府組織

OFSP Other Food Security Programme, Ethiopa  その他の食料安全保障プログラム（エチ

オピア）

Oportunidades  see PROGRESA （PROGRESAを参照のこと）

P4P Purchase for Progress programme (WFP) 前進のための食糧購入（WFP）

PAA Programa de Aquisição de Alimentos (Food Acquisition Programme), Brazil

   食料調達プログラム（ブラジル）

PAA Africa Purchase from Africans for Africa Programme   アフリカのためのアフリカからの購入プ

ログラム

PNAE Programa Nacional de Alimentacão Escola  全国学校給食プログラム

PPP purchasing power parity 購買力平価

PROGRESA Programa de Educación, Salud y Alimentación, a conditional cash transfer programme in 

Mexico, renamed (and slightly modified) Oportunidades in 2003 and Prospera in 2014

    教育、保健、食料プログラム（メキシコの

条件付き現金給付プログラム）

	 	 	 ※	2003年にOportunidades、2014年に

Prosperaに改称（および一部改変）

Pronaf Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (National Programme for 

Strengthening Family Farming), Brazil 家族農業強化国家プログラム（ブラジル）

Prospera see PROGRESA （PROGRESAを参照のこと）

PSNP Productive Safety Net Programme, Ethiopia  生産的セーフティーネットプログラム

（エチオピア）

PtoP From Protection to Production project (FAO and UNICEF)

    「保護から生産へ」プロジェクト（FAOお

よびUNICEF）

RMP Rural Maintenance Programme  農村維持管理プログラム

SCT Social Cash Transfer, Malawi 社会的現金給付（マラウイ）

SCTPP Social Cash Transfer Pilot Programme, Ethiopia   社会的現金給付パイロットプログラム

（エチオピア）

SDG Sustainable Development Goal 持続可能な開発目標

SPF Social Protection Floor 社会保護の床

TPDS Targeted Public Distribution System, India ターゲット型公共配給制度（インド）

UNDP United Nations Development Programme 国連開発計画

VGD Vulnerable Group Development programme, Bangladesh

    脆弱なグループの発展プログラム（バン

グラデシュ）

VUP Vision 2020 Umurenge Programme, Rwanda  ビジョン2020ウムレンゲ・プログラム

（ルワンダ）

WFP World Food Programme 世界食糧計画

WHO World Health Organization 世界保健機関
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貧困の緩和を掲げたミレニアム開発目標
（MDGs）は多くの国で達成されたとはいえ、遅
れをとる国が多いのも事実であり、貧困と飢餓
の完全な撲滅は2015年以降の課題に持ち越さ
れた。開発途上国の多くは、貧困生活者の現下
の窮状を緩和したり、貧困でない人々が危機に
見舞われて貧困に陥るのを防ぐのに、社会保護
策の必要性をますます認識するようになって
いる。社会保護はまた、受益者が自らリスクを
管理し、資産を構築し、より見返りの大きい活
動に従事できるようにすることで、彼らの生産
性を高めるのにも役立つ。こうした恩恵は、受
益者が食料や農業投入財などの地域の財や
サービスを購入することで、受益者当人を超え
て、地域社会、さらにはより幅広い経済にまで
波及する。もっとも、包摂的な経済成長があっ
て初めて、社会保護は貧困からの持続的な脱却
に向けた道筋を示すことができる。ほとんどの
低中所得国では、農業が依然として貧困層の最
大の雇用主であり、賃労働や世帯消費向け、市
場販売向けの自家生産などにより、主要な生計
手段となっている。貧困とそれに伴う栄養失
調、疾病、教育の遅れといった事態は、農業の
生産性に縛りをかけるものだ。したがって、社
会保護の提供と農業開発の推進を一体的に進
めることで、両者の効果を高める相乗効果がも
たらされる。

貧困の動向

貧困層および最貧層の割合はこの30年間で
減少したものの、その数はいずれも約10億人ず
つと、依然高い水準にある。最貧層は、東アジ
ア・太平洋や南アジアをはじめ多くの地域で
大幅に減少したが、サハラ以南アフリカではほ
とんど前進が見られず、人口の約半数がいまだ
極度の貧困状態にある。

最貧層は農村部に集中しており、とりわけサ
ハラ以南アフリカでは、農村の貧困世帯は非貧
困世帯よりも農業に依存する傾向が強い。貧困
層は生計を農業に頼り、家計に占める食費の割

合が高いことから、農業は貧困・飢餓の緩和策
のカギを握るといえる。

なぜ貧困が根強く残るのか?

貧困は多くの場合、特に幼児期における栄養
不良や健康不良が引き金となる。貧困層は飢
餓、栄養不良、健康不良、低生産性、貧困の悪
循環に陥る。経済成長、なかでも農業の振興は
貧困率の低減に不可欠だが、経済が成長しても
それが包括的なものでない限り、貧困からの脱
却に向けた取り組みは往々にして遅々たる歩
みとなる。子どもや高齢者といった一部のグ
ループにとって、経済成長はほとんど何の効果
ももたらさなかったり、困窮や不利益の常態化
を食い止めるには遅すぎることがある。

貧困から脱するための道のりは険しい。非貧
困世帯の多くも、何らかの打撃によって容易に
貧困に陥る傾向にある。こうした打撃により、
多くの世帯は大幅な収入減を被り、打撃を和ら
げる十分な蓄えもないため、貧困ライン以下に
落ち込んでいく。一般に、こうした悪影響は長
期化する傾向にある。

社会保護とは?

社会保護は、貧困層への現金給付や現物支
給、リスクからの弱者の保護、社会的に不利な
立場にある人々の社会的地位や権利の向上と
いったイニシアティブを包含するもので、いず
れも貧困を緩和し、経済的・社会的弱者を救済
することを包括的な目標としている。社会保護
は大きく分けて、社会扶助、社会保障、労働市
場保護の３つから成る。社会扶助プログラムと
は、条件付きか無条件の公的な現金給付や現物
支給、さらには公共事業プログラムを指す。社
会保障プログラムとは、世帯の厚生や収入に影
響を及ぼす特定の偶発事象を補償する、拠出制
のプログラムを指す。労働市場プログラムと
は、失業給付の支給や技能の習得、労働者の生

総合要約
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産性や雇用適性の向上に向けたプログラムを
指す。

社会保護プログラムはこの20年で急速に拡
大している。途上国では、人口の３分の１に当
たる約21億人が何らかの形で社会保護を受け
ている。もっとも、地域間には大きなばらつき
があり、貧困率が高い地域ほど制度の普及は進
んでいない。本報告書では、途上国で最も一般
的な社会保護の形態である「社会扶助プログラ
ム」に焦点を当てている。

社会保護は手ごろな手段か

大半の国には、たとえ最貧国であっても、貧
困との闘いにとってきわめて重要な社会保護
プログラムを講じるだけの財政的余地はある。
これまで、こうした制度への支出がGDPに占
める割合は小さかった。もっとも、より包括的
なプログラムでは、財源確保で難しい選択を迫
られるかもしれない。一部の国では、制度を維
持するのにドナーによる支援が短中期的に不
可欠になると思われる。しかし原則として、最
初から国内の財源の動員を前提とし、政治的・
財政的に持続可能な社会扶助プログラムの基
盤を確立することが重要である。試験的なプロ
グラムや子細なモニタリング・評価の実施は、
プログラムの特徴や規模、財源に関する国内の
コンセンサス形成に必要な政策対話を促すの
に役立つ。

社会保護による貧困や食料不安の緩和

社会保護プログラムは貧困や飢餓の緩和に
効果的である。2013年には社会保護により、
１億5,000万人もの最貧層（１日1.25ドル未満で
生活する人々）を極度の貧困から救うことがで
きた。社会保護は多くの場合、自家生産を増や
すことで、各世帯の食料消費の増加や多様化を
促す。プログラムがジェンダーに配慮していた
り、女性をターゲットにしていると、子どもと
母親の福利に対する効果は高くなる。母親と子
どもの栄養失調は貧困の世代間連鎖をもたら
すため、このことは特に重要である。

食料消費の増加と食事の多様化は、自動的に

栄養状態の改善をもたらすわけではない。栄養
状態はそれ以外にも、上水や公衆衛生、医療へ
のアクセス、子どもへの適切な栄養補給や成人
の食事の選択など、多くの要素に左右されるた
め、社会扶助制度により栄養改善を図るには、
補完的な介入策と組み合わせて一体的に取り
組む必要がある。家庭菜園や小型家畜の飼育と
いった数々の農業介入策も、栄養改善に役立
つ。

社会保護が投資や経済成長に与える
潜在的影響

途上国の農村の貧困世帯のほとんどは、依然
として農業、特に自給農業で生計を立ててい
る。こうした農業者の多くは、市場（農業投入
財・産出財、労働、信用貸付や保険といった
財・サービスの市場）が存在しないか、適切に
機能していない地域に暮らす。とりわけ、深刻
化する気候変動による天候不順や、その対抗手
段としての手頃な保険の欠如が、家計を農業に
頼る世帯の脆弱さの核心にある。

弱い立場の農業世帯は日々の糧を得るのに
精一杯であるため、物事を短期的な時間軸で見
がちである。その結果、農業であれ他の仕事で
あれ、収入を得るのに低リスク・低リターンの
戦略をとる傾向にあり、臨時労働市場で流動収
入を得ようとしたり、収入源の多角化を図ろう
としたりすることがある。これと同様の理由か
ら、子どもの教育や健康に十分に投資しなかっ
たり、資産を投げ売るなどの非建設的な対リス
ク戦略をとって、食料消費の質や量を落とした
り、子どもを学校に行かせなかったり、持続的
ではない方法で天然資源を利用したりするこ
ともある。

社会保護は貧困世帯の投資判断にプラスの
影響を与えることができる。家庭のリスク管理
にも役立つ。社会保護が定期的、安定的に提供
されれば、保険の部分的代用になり、流動収入
の重要な供給源になるため、農業者は将来を予
測しやすくなり、より安心感を得ることができ
る。多くの証拠から、社会扶助プログラムは、
貧困世帯が打撃を受けた際に、より深刻な貧困
や飢餓に陥るのを防ぐだけでなく、資金の流動
性や信用面での制約を取り払い、効果的なリス
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ク管理ができるよう支援することで、彼らが生
産活動に投資したり、資産を構築したりできる
ようにすることが示されている。

社会保護は将来の生産性や雇用適性にプラ
スの影響を与えることで、子どもの教育や健康
に対する投資を促し、児童労働を減らすという
証拠も示されている。社会保護はまた、適切に
実施されれば、農業生産（投入財や農具、家畜
など）への投資や、非農業活動への投資の増加
を促すこともできる。比較的少額の給付でも、
貧困層が資金の流動性や信用面での制約を取
り払うのに役立ち、ハイリターンの活動に従事
するのを躊躇させるある種のリスクへの保険
にもなる。給付により、貧困世帯の社会ネット
ワークへの参加や貢献が容易になり、より大き
な社会的包摂が促進されることが、証拠からも
明らかとなっている。これは、貧困世帯がリス
クに対処したり、地域の社会構造の中で補助的
な役割を担ったりするのを後押しする。

社会保護は労働意欲を削ぐものではない。し
かし、受益者にはより幅広い選択肢が与えられ
るため、多くの人々は、以前は臨時の賃金労働
に当てていた時間を農作業や農業外雇用に振
り向けることができる。こうした効果を考え合
わせると、社会保護は人々の依存を助長するの
ではなく、むしろ生計手段を強化するものだと
いえる。

社会保護は地域社会や地域経済にもプラス
の効果をもたらす。公共事業プログラムは重要
なインフラや地域資源を提供できるため、適切
に計画・実施されれば、地域経済に直接貢献す
る。現金給付は貧困層の購買力を高め、彼らは
主として地元経済で生産される財やサービス
への需要を生み出す。こうした現金給付による
付加的な収入はまた、地域の経済成長の好循環
を生み出すのにも寄与する。供給面での制約を
改善するには補完的なプログラムが必要にな
る場合もあり、それによって、著しい価格上昇
を防ぎ、実質所得や生産活動へのプログラムの
効果を高めることができる。

プログラムの設計と実施過程がもつ
意義

すべてのプログラムが等しく効果的である

とは限らない。また、その影響は規模も性質も
大きく異なる。似通って見えるプログラムで
も、例えば貧困層への現金給付であれば、プロ
グラムの設計や実施方法の違いが全く異なる
結果を導く。一例を挙げると、労働年齢の成人
の少ない世帯をターゲットにした場合、生計に
おける労働の役割が変容する可能性がある。

対象を絞ることにより低コストで目的達
成が可能に

一般に、社会保護プログラムには、対象とな
る受益者を明確に定めた目標がある。プログラ
ムがどれだけ目標を達成できるかは、主とし
て、どれだけ的確にターゲットグループに到達
できるかに左右される。社会保護プログラムで
は、選択された個人や世帯に、より多くの保護
策をより適切に提供するために、複数のターゲ
ティング方法を組み合わせて使用している。
ターゲティングは貧困や不平等の緩和に向け
た効果的な手段となり得るが、効率的な実施が
カギであり、その成否は制度面の能力に大きく
左右される。

給付水準やタイミング、予測可能性がカギ
大半の社会扶助給付は、最低限の食料消費コ

ストをカバーするように設計されているため、
さらなる効果を求める場合は、それに応じて給
付水準を上げていく必要がある。入手可能な
データによると、給付水準は種々さまざまであ
り、多くの国は受益者に貧困ライン（１日1.25
ドル）を数倍上回る平均社会保護給付額を支給
する一方で、最貧国の給付額の多くは、このラ
インを大きく下回っている。

おそらく同様に重要なのが、給付のタイミン
グと予測可能性である。受益世帯が給付金を不
定期に一括払いで受け取る場合と、予測可能な
形で定期的に受け取る場合とでは、支出の方法
が異なってくるであろう。給付が不定期で信頼
性に欠ける場合、貧困世帯は一定期間にわたっ
て消費を計画・調整するのが難しくなり、した
がって食事の質や量の持続的な改善への移行
も困難になる。他方、定期的で信頼できる給付
であれば、受益世帯の時間的視野も拡がり、リ
スクや打撃をより効果的に管理できるため、

「非建設的な」対処戦略やリスク回避的な生産
戦略に頼るかわりに、収益性の高い作物や活動
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に挑戦するなどリスクを厭わない姿勢も促さ
れる。定期的で信頼できる給付により、信用力
が高まり、非正規の保険機構への負荷も軽減さ
れる。

世帯レベルの要因やジェンダーの影響
ターゲティングの基準は、成人や子どもの年

齢といった受益世帯の人口学的特性にとって
大きな意味を持ち、プログラムの効果を左右す
る。例えば、労働力の豊富な世帯の方が、短期
的にも長期的にも、生産的投資に給付金を利用
するのに有利な立場にある。

女性と男性では給付の用途が異なる。多くの
社会保護プログラムが女性をターゲットにし
ているのは、女性に家計管理の権限をより多く
与えることで、食料や健康、教育、子どもの衣
服や栄養強化のための消費が増えることがわ
かっているためである。加えて、給付プログラ
ムの効果はジェンダーによって異なることも
研究で示されている。例えば、女性と男性では
投資する家畜の種類が異なる。女性は一般に小
型家畜が中心だが、男性は大型家畜が中心にな
る。給付はまた、労働の割り当てや生活時間の
点で、男性と女性、少年と少女では異なる効果
をもたらす。

市場もカギを握る
地域経済の特徴も、現金給付プログラムが生

産活動に及ぼす将来的な効果を左右する。一部
の村落では、過疎や流動性を欠く市場、低水準
の公共投資や不十分な公共インフラが特に強
い制約となり、現物支給の方が高い効果を生む
結果を招いている。他方、市場が発達している
地域では、現金給付の方が生計戦略に及ぼす効
果が高まる傾向にある。市場の状況がプログラ
ムに及ぼす重要性は、生産活動のどんな要素が
利用可能かによって異なる。

社会保護と農業振興

社会保護プログラムの有効性は実証されて
いるとはいえ、それ単独では貧困や飢餓から
人々を持続的に脱却させることはできない。農
村での生計においては、農業と社会保護は本質
的に結び付いている。食料不安を抱える貧困世

帯は、生計を主に農業に頼っており、こうした
世帯が社会保護プログラムの受益者の大部分
を占める。農業と社会保護策の一体性が高まれ
ば、貧しい小規模農家の福利が保護され、効果
的なリスク管理や農業生産性の改善が促され、
より持続可能な生計の構築と貧困・飢餓から
の脱却につながる。

しかし、農業介入策が社会保護プログラムと
連携または一体化している例は比較的少ない。
限られた政府予算では公共支出のトレードオ
フが困難なため、農業と社会保護の相乗効果を
高めることは、チャンスであり必須であるとい
える。社会保護プログラムによる支援は、最貧
層の人々が（彼らが働くことができない場合は
特に）消費の基本的ニーズを満たせるよう支援
するのに不可欠であるだけでなく、支援それ自
体が、貧困層の生計を徐々に改善させていくた
めの基盤となる。農業プログラムと社会保護プ
ログラムが互いを補完しあう形で、双方への公
共支出を強化することは、こうした移行を促す
だけでなく、農業と地域の発展にもつながる。

農業政策と社会保護の組み合わせ
社会保護プログラムと農業介入策や農業政

策を一体化し、より緊密に連携させるための一
連の選択肢が存在する。その中には、社会保護
と農業の各セクターに特化した別個のプログ
ラムが、双方が合わさって両セクターに一体的
な効果をもたらすように設計されたものから、
特定のターゲット集団に合わせて両タイプの
公的介入を結合させた共同プログラム、さらに
は、社会保護と農業のそれぞれ独立した介入策
を、互いの相補性を最大化し、不整合を減らす
よう調整したものまで、多岐にわたる。いくつ
ものアプローチをさまざまな方法で組み合わ
せることができる。

社会保護と農業投入財補助金
農業投入財への補助金、とりわけ肥料への補

助金は、特に2007〜08年に起きた食料価格や肥
料コストの高騰を受け、アフリカ、アジア、ラ
テンアメリカ・カリブ海で再び広く採用され
るようになった。投入財補助金プログラムも、
主要産物の供給増と低価格化により食料安全
保障の向上に資する限りにおいて、貧困層に恩
恵をもたらすものであり、社会保護策の目的に



xvi

合致し、貢献する。もっとも、一般に、こうし
たプログラムは貧困層をターゲットにしてお
らず、貧困層に直接届かない。

肥料補助金プログラムは、多くの国で政府の
農業予算の大部分を消化している。こうした単
一の「独立した」投入財プログラムと社会保護
とを組み合わせることにより、例えば、ターゲ
ティングを改善したり、投入財パッケージの規
模や種類を最貧困の小規模家族農家の具体的
なニーズに合わせて調整することで、最貧世帯
に補助金が届く範囲を拡げることも可能であ
ろう。

最貧層をターゲットにしたプログラムは、彼
らの実際のニーズを満たすように設計された
投入財パッケージを提供するのが最適である。
投入財プログラムを現金給付プログラムと組
み合わせ、最貧層の受益者に「補助金でカバー
されていない」投入財の購入資金を追加給付す
る方法もある。

農業への信用供与
農業投資の大きな障壁となっているのが、信

用面での制約である。農業への貸付は比較的少
なく、多くの農業生産者は十分な融資を受けら
れずにいる。多くの国では、特別プログラムや
信用保証制度、専門銀行などの設置を通じて、
こうした信用市場の欠陥に対処することが優
先課題となっている。アジア、ラテンアメリ
カ、カリブ海のほぼすべての国々やアフリカの
大半の国々は、農業セクターへの貸付を促すた
めのさまざまな対策を講じている。

最貧困層を直接ターゲットにしたマイクロ
クレジット（小口貸付）は困難を伴うことが判
明しており、それ単独では、貧困世帯の貧困か
らの脱却や貧困世帯の福利向上の支援には不
十分であることを示す多くの証拠がある。

組織的食料調達プログラム
適切な市場の不在は、農業の成長や地域振興

を阻害する主要因となっている。いわゆる「組
織的食料調達プログラム（IPP）」は、小規模農
家の農産物のための市場を新たに創出するこ
とで、地域振興を推進する。社会扶助と公的機
関の需要を結び付けた介入策もまた、通例、市
場リソースへのアクセスが妨げられた比較的
貧しい小規模農家の支援に焦点を当てている。

ブラジルは、小規模農家の農産物の需要保証
と食料安全保障戦略とを結び付け、組織的食料
調達プログラムを開発した最初の国である。そ
の実績は、「アフリカのためのアフリカからの
購入（PAA Africa）」プログラムを介してアフ
リカの地に移植され、成果を上げている。世界
食糧計画（WFP）の「前進のための食糧購入

（P4P）」プログラムを足場に各国が推進する現
地調達による学校給食プログラムは、多くの国
で普及の拡がるIPPの一例である。

セクター間の連携：ターゲティングにおける
重要ポイント

複数セクターを連携させる際の課題は、介入
策のターゲティングをいかに効果的に行うか
である。一部の国々での経験から、複数のプロ
グラムで目的やターゲット集団が重複する場
合には、登録データを一本化したり、ターゲ
ティングシステムを統合して運用するのが特
に有用であることがわかっている。

特定のプログラムは、より適切なターゲティ
ングによってより大きな効果をもたらすが、こ
のことは、弱い立場の人々が外的な打撃による
被害の長期化を避けるのに何らかの社会保護
を必要とする場合に、そうした人々すべてに社
会保護を広く提供することと、必ずしも矛盾す
るものではない。

本報告書の主なメッセージ

•   社会保護プログラムは貧困と食料不安を削
減する。効果的なターゲティングと適切な
給付水準が、プログラムの成否を握る重要
な決定因子となる。社会保護は、消費の増
加を確保するだけでなく、世帯が食料を自
給し、所得を創出する能力を高めること
で、所得と食料安全保障の向上に寄与す
る。

•   女性をターゲットにしたプログラムは、食
料安全保障と栄養改善により強い効果をも
たらす。ジェンダーに配慮したプログラム
は、女性の時間的制約を緩和し、女性の家
計管理の権限を強化することで、母子の厚
生を向上させる。母子の栄養失調により、
貧困は母から子へと、世代を超えて際限な
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く引き継がれるため、このことはとりわけ
重要である。

•   社会保護策は、農業生産活動やその他の経
済活動への投資を刺激する。社会保護は、
栄養や健康、教育機会を向上させ、将来の
生産性、雇用適性、所得、福利に大きな影
響を及ぼす。定期的で予測可能な給付を提
供する社会保護プログラムは、農業活動と
非農業活動のいずれにおいても、貯蓄や投
資を促し、世帯がより野心的で見返りの大
きい活動に従事するのを後押しする。

•   社会保護策は労働意欲を削ぐものではな
い。むしろ、受給者にはより幅広い選択肢
が与えられるため、多くの人々が、以前は
苦肉の策として臨時の農業賃労働に従事し
ていた時間を、自分の土地での農業や農業
以外の就労に振り向けている。農業／非農
業生産活動の増加といった効果を考え合わ
せると、社会保護は人々の依存を助長する
のではなく、むしろ生計手段を強化するも
のだといえる。

•   社会保護は地域社会や地域経済に好ましい
効果をもたらす。公共事業プログラムは、
重要なインフラや地域共有資産を供与する
ことができるため、適切に設計され、実施
された場合、地域経済に直接貢献する。現
金給付は受給世帯の購買力を高め、財や
サービスの需要を拡大するが、こうした財
やサービスの多くは、地域経済の中で非受
給世帯によって生産され、提供されるもの
である。生産上の制約を改善し、インフレ
を抑えて、実質所得や生産活動へのプログ
ラムの効果を最大化するには、補完的プロ
グラムが必要になる場合もある。

•   社会保護は、単独では人々を貧困から脱却
させるのに不十分である。貧困世帯は通
例、多様な制約やリスクに直面しているた
め、社会保護と農業介入策が一体化したプ
ログラム、あるいは連携・協調したプログ
ラムは、貧困世帯が貧困から持続的に脱却
するのを支援するのに、より高い効果が見

込める。
•   社会保護プログラムと農業プログラムの活
用は、地域振興を推進するための紛れもな
い契機となる。限られた政府予算では、社
会保護と農業との相乗効果を引き出すこと
は、チャンスであると同時に必須でもあ
る。最貧層が最低限の消費ニーズを満たせ
るよう援助することが（そうした人々が働
くことができない場合は特に）必須である
のは言うまでもないが、こうした援助はそ
れ自体、貧困層の生計に漸進的な改善をも
たらす基盤にもなる。農村の貧困層の多く
がもっぱら農業に依存していることを考慮
すると、成長を妨げる供給サイドの構造的
な障害を打開するには、農業介入が不可欠
となる。農業プログラムと社会保護プログ
ラムを互いに補完させつつ公費投入を行
い、両者に一体的に取り組むことは、こう
した貧困世帯の生活の変容を促すだけでな
く、農業開発と地域振興の強化にもつなが
る。

•   農業と社会保護により、いかに人々を貧困
と飢餓から徐々に脱却させるかについて、
国家ビジョンを示す必要がある。国家ビ
ジョンや方針は、国内のリソースの恒常的
な動員を拠り所に、国レベルや地方レベル
で緊密に連携した取り組みを支援するもの
でなければならない。農村開発、貧困削減、
食料安全保障、栄養改善に向けた政策や政
策立案の枠組みは、こうした目的の達成に
農業と社会保護が――より広範囲の介入策
とともに――果たす役割を明確に示す必要
がある。社会扶助と組み合わされる農業介
入策のタイプは、諸々の状況や制約に依存
するが、地域の実施主体の実行力や利用可
能な資源といった問題も勘案する必要があ
る。いずれにせよ、こうした介入策は、最
貧層が貧困からの持続的な脱却に向け、自
らの生計戦略を主体的に変革していけるよ
う、さまざまな制約要因の打開を目的とし
たものでなければならない。





社会保護と農業――
農村貧困の悪循環を断つ

ガーナに暮らすこの女性は、現金給付の支援を受けな
がら、HIV/AIDSで親を失った４人の子どもを引き
取って育てている（©	FAO/I.Grifi）。



ガーナのガ・サウス市轄区で、貧困対策生活エンパ
ワーメントプログラムの受給者が、給付金を受け取る
ために列に並ぶ（©	FAO/I.Grifi）。

インドのハンセン病コロニーで農業を営む人々。FAO
のプロジェクトの援助を受けて、居留地内の灌漑シス
テムを清掃する（©	FAO/G.	Bizzarri）。

ペルーの農村部の小学校で、健康的な朝食をとる児
童。この給食は、FAOが支援する全国学校給食プログ
ラムの一環（©	FAO/I.	Camblor）。



3社 会 保 護 と 農 業 ―― 農 村 貧 困 の 悪 循 環 を 断 つ

第１章　	農村部における貧困の連鎖を	
断つための社会保護と農業

今日、農村部に暮らす数億もの家庭は、飢
餓、貧困、低生産性の悪循環に陥り、身動きが
できずにいる。こうした負の連鎖は、人々に無
用な苦しみをもたらすばかりか、農業の発展に
水を差し、より包括的な経済成長の歩みを鈍ら
せる。この悪循環を断ち切るには、２つの相互
補完的な領域における取り組みが求められる。
１つは社会保護、もう１つは経済の生産部門に
軸足を置いた成長の促進である。多くの途上国
の農村に暮らす人々にとって、農業は今なお最
も重要な生産部門であるため、社会保護を農業
開発と結びつけ、一体的に取り組むことは、農
村が貧困の連鎖を断ち切るための有力な方策
となりうる。

途上国の多くは、貧困生活者の現下の困窮を
緩和したり、貧困でない人々が危機に見舞われ
て貧困に陥るのを防ぐのに、社会保護策の必要
性をますます切実に認識するようになってい
る。社会保護はまた、受益者が自らリスクを管
理し、資産を形成し、より見返りの大きい生産
行動をとれるようにすることで、彼らの生産性
を高める助けとなる。こうした恩恵は、受益者
が食料や農業投入材（インプット）などの地域
の財やサービスを購入することで、受益者当人
を超えて、地域社会、さらにはより幅広い経済
にまで波及する。社会保護策はまた、社会的、
経済的不平等を減らし、適正な就労を促し、包

摂的かつ持続可能な成長を助けることで、経済
成長や農業変革に付随する経済的、社会的混乱
を軽減することもできる。もっとも、社会保護
は、経済成長があって初めて貧困からの持続的
な脱却に向けた道筋を開くことができる。ほと
んどの低中所得国では、農業が今なお貧困層の
最大の雇用主であり、賃労働や（世帯消費向
け、市場販売向けの）自家生産などにより、主
要な生計手段となっている。貧困とそれに伴う
栄養失調、疾病、教育の遅れといった事態は、
農業の生産性に縛りをかけるものだ。したがっ
て、社会保護の提供と農業の振興を一体的に進
めることで、両者の効果を高める相乗効果がも
たらされる。

本書、『世界食料農業白書 2015年報告』では、
社会保護策が幅広い農業・農村振興策と組み
合わさることで、農村部の貧困や脆弱性の連鎖
を断ち切るのに役立つことを論証していく。導
入となる第１章では、社会保護と、農村世帯の
消費・生産行動と、貧困削減との繋がりを浮き
彫りにする概念的枠組みを提示する。特に農村
部の貧困に着目し、何百万もの家族農家にとっ
て、農業や農業開発が貧困脱却に向けた道筋と
していかに重要であるかに焦点を当てる。加え
て、社会保護に関連した諸概念について簡単に
概説するとともに、近年の低中所得国での社会
保護をめぐる諸動向を整理する。
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続く各章では、社会保護と農業について、調

査データを基に検証を行う。社会保護と農業の
繋がりを直接検討した研究は少ないものの、農
村部における社会保護プログラムについては、
多くの綿密なインパクト評価が実施されてい
る（BOX １）。これらは、次の３つの問題に関す
る強固な裏付けを提供している。（i）貧困層の
困窮や食料不安の緩和における社会保護策の
有効性、（ii）社会保護が、貧困世帯の潜在生産
力をがどれだけ高めるか、（iii）プログラム受益
者が受ける恩恵がどの程度の余剰収入を生み
出し、地域経済や地域社会にどの程度の「波及
効果」をもたらすか。本報告書は、社会保護プ
ログラムの影響の異種混交性につながる諸要
因を特定、評価し、こうした要因がプログラム
設計にどんな意味合いをもたらすのか、どうす
れば農業政策と社会保護プログラムをより緊
密に結びつけることができるかについて検討
する。結論部では、政策やガバナンスに向けた
提言を検討する。

貧困、社会保護、農業の繋がり

図１は、農村部の貧困、社会保護、農業の概
念上の繋がりを示す。この連関は、典型的な農
村世帯を起点とする。この世帯は、自らが管理
する、またはアクセスをもつ、元手となる生計
資源の量や質、さまざまな経済活動から得られ
る期待所得、さらには公的・私的な給付を拠り
所に、何を生産し、何を消費するかについて意
思決定を行う。多くの場合、世帯の生計資源
は、「物的資源」、「人的資源」、「社会的資源」、

「財的資源」、「天然資源」の５つのタイプから
構成される。農業に従事する典型的な農村世帯
の「物的資源」には、土地、農機具、家畜などが
ある。「人的資源」には、家族の成員の健康状態
や栄養状態、教育水準などがあるが、これらは
すべて、その家庭が働き、収入を得る能力を左
右する。多くの貧困世帯にとっては「人的資
源」が主要な収入源となる。「社会的資源」と
は、交友関係や血縁関係などの相互的な絆や、
葬式講や貯蓄貸付組合、生産者グループなどの
地域住民組織といった、世帯がリスクに対処し
たり、より広い地域社会の営みに関わり合うの
を可能にする社会関係的なネットワークを指

す。「財的資源」には、世帯の貯蓄や、フォーマ
ル（正規）／インフォーマル（非正規）な信用制
度へのアクセスなどが挙げられる。「天然資源」
は、土壌や水資源、気候条件といった自然環境
の質や安定性に関わるものである。

ほとんどの農村世帯、特に農地で使用される
労働力のほとんどを自ら提供し、生産物の一部
を自らのニーズのために消費する小規模家族
農家にとって、生産行動と消費行動に関する意
思決定は密接に絡み合っている。こうした世帯
の生産・消費に関する意思決定は、世帯の収入
や貯蓄、投資のレベルを左右し、これらが今度
は、食料や農業投入材、労働力などの財やサー
ビスの売買を介して世帯と市場とを結びつけ、
さらに、こうした世帯や市場の活動が、好況時
には貯蓄させ、不況時には資産を売り払って乗
り切るといったように、世帯の物的・財的資産
の蓄積に影響を及ぼす。

社会保護プログラムと農業介入は、いくつか
の異なるポイントにおいて、貧困世帯の意思決
定プロセスに影響を及ぼす。現金／現物給付と
いった社会保護策は、例えば、より健康的な食
事の摂取や、適切な医療へのアクセス、教育機
会の利用を可能にすることで、受給者の人的資
源や生産性の向上に直接結びつく。社会保護給
付はまた、信用や流動性といった資金調達面で
の諸制約を緩和することで、貧困世帯が新た
な、より生産性の高い生産活動に投資したり、
資産を形成したり、資源を拡充できるようにす
る。給付が定期的、安定的に提供されれば、受
給者は従来ならリスクが大き過ぎて尻込みし
ていた投資にも意欲的に取り組むことができ
る。フォーマルな社会保護策は、逼迫するイン
フォーマルな保険機構や相互扶助ネットワー
クにかかる負担も軽減できる。

社会保護策が受給世帯の生産や消費、事業の
立ち上げといった活動に変化をもたらすのに
伴い、受給世帯のこうした活動は、地域の財や
サービスの需要を刺激することで地域経済に
も連鎖的な波及効果を及ぼす。同時に、農業介
入が、貧困世帯に課された土地、水資源、農業
投入材、金融サービス、指導サービス、市場へ
のアクセスの制約の打開を図ることで、貧困世
帯の生産性の向上を促す。供給サイドの諸制約
を緩和するこうした農業介入は、社会保護によ
る地域需要の拡大を、インフレを招くことな
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BOX	１
インパクト評価と社会保護

政府の社会保護政策や社会保護プログラムのイ

ンパクト評価は、それらが掲げる目標の到達度合

いを測ったり、さらには、意図せぬ余波や成果を

評価することを狙いとしている。より体系的な評

価が可能になることで、より幅広い政策論議を促

し、農村・農業振興戦略の一環としての社会保護

策の明確化に寄与する。インパクト評価による結

果（ファインディング）は、さまざまなプログラ

ムのコスト効率や、ターゲティング手法の有効

性、運用段階で起こりうる諸問題などを検討する

うえでの手がかりとなる。

インパクト評価は一般に、定性評価と定量評価の

両方からなる複合的な手法を用いる。定量的イン

パクト評価とは、プログラムの参加者が、「仮に

プログラムに参加しなかった場合はどうなって

いたか」を想定することで、プログラムの効果を

評価する手法である。しかし、同一人物で参加・

非参加の両方を同時に観察することは不可能で

あるため、定量的インパクト評価では、いかに

「反事実」事象を推定するかがカギとなる。「反事

実」は通例、プログラムに参加していないが、参

加グループと同様の属性をもつ個人や世帯から

なるグループとなる。参加と非参加の２つのグ

ループの挙動を経時的に比較することで、統計学

的妥当性を備えたプログラムの因果的効果を確

立できる。他方、「フォーカスグループ」や

「キー・インフォーマント・ディスカッション」と

いった定性的手法もまた、適切に設計されたイン

パクト評価には欠かせない要素となる。定性的手

法は参加者と非参加者、さらには他の利害関係者

の実感や経験を調査したり、定量的分析が困難な

問題を検討するのに用いられる。

途上国では、社会保護プログラム（特に現金給付）

が他のいかなる政策プログラムにも増して、一貫

して体系的に、厳格な評価手法を用いて評価され

てきた。ラテンアメリカ・カリブ海に始まり、最

近ではサハラ以南アフリカでも、条件付き・無条

件現金給付プログラムが、無作為比較試験や準実

験計画法（quasi-experimental	designs）といった

定量的分析に定性的手法を組み合わせる方法で

評価されている（Davis	et	al .,	2012;	Handa	and	

Davis,	 2006）。最近では、FAOと国連児童基金

（UNICEF）の共同プロジェクトである「From	

Protection	to	Production（保護から生産へ）」プロ

ジェクト1が、村落の一般均衡モデルを導入して、

サハラ以南アフリカにおける７つの政府現金給

付プログラムの複合的手法によるインパクト評

価を行い、こうしたプログラムによる所得乗数を

算定している。

こうしたインパクト評価は、プログラムや政策の

設計に加え、より広範な国レベル、地域レベル、

世界レベルでの政策をめぐる議論に明らかな影

響を及ぼしてきた。インパクト評価の結果は、給

付のターゲティングや種類・規模、タイミング、

プログラムに付随するメッセージといった点で、

プログラムの運用において具体的かつ即効的な

意義を持ってきた。サハラ以南アフリカでは、イ

ンパクト評価が現金給付プログラムを含む包括

的な社会保護政策に信頼性を付与し、プログラム

に対する国の政策ナラティブ（語り口）を転換さ

せた。その結果、現金給付プログラムは、特に財

務省などの財源主体からより幅広い支持を確保

できるようになった。今日では社会保護は単なる

援助ではなく、発展を促すものとして認知されて

おり、当初懸念された依存の助長を示す証拠もほ

とんどない（Davis	et	al .,	近刊）。メキシコでは、就

学助成金プログラムであるPROGRESA2（後に

Oportunidades、Prosperaに改称）における先駆

的なインパクト評価の結果が、プログラムの運用

の改善、さらには短期的な持続可能性の確保や運

用拡大において重要な役割を果たした（Behrman,	

2007）。

1	「保護から生産へ」プロジェクトはサハラ以南アフリカで実
施されている現金給付プログラムの複数国にまたがるイン
パクト評価。プロジェクトは、FAO、UNICEFの東部・南部
アフリカ地域事務所、エチオピア、ガーナ、ケニア、レソ
ト、マラウイ、ザンビア、ジンバブエ各国政府による共同プ
ロジェクト。

2	メキシコのPrograma	de	Educación,	Salud	y	Alimentación
（PROGRESA）は1997年に導入され、その後、2003年に
Oportunidades、2014年にProsperaに改称（および一部改
変）された。

出典：From	Protection	to	Production	team,	FAO
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く、地域経済の成長へとつなげていくのにも不
可欠である。こうした意味で、農業介入と社会
保護は相互補完的であり、これらを一体的に推
し進め、人々の基本的なニーズを満たし、人々
がさまざまな機会を利用して生産性を高める
のを助け、市場を基盤とした活動を促すこと
で、人々の厚生、農業振興、経済安全保障の正
の連鎖を生み出すことができる。

貧困、農村部の貧困および農業

貧困の緩和を掲げたミレニアム開発目標
（MDGs）は多くの国で達成されたとはいえ、遅
れをとる国が多いのも事実である。貧困は多く
の低所得国の農村部に深く根を下ろし、経済や
社会の歩みを鈍らせている。貧困と飢餓の完全
な根絶は2015年以降の課題に持ち越された。大

半の男女が農業で生計を立てる南アジアやサ
ハラ以南アフリカでは（FAO, 2011）、平均的な
家族農家は零細であり、その規模はますます縮
小する傾向にある（FAO, 2014a）。農業従事者
１人当たりの資本投資はここ30年間で横ばい
か減少基調にあるうえ（FAO, 2012）、農業生産
の拡大や多角化のための助言や支援サービス
も不完備である（FAO, 2014a）。本節では農村
部の貧困の実態を概観し、農村部の貧困層の生
計戦略における農業の重要性とともに、農業を
含む生産部門への介入のみでは最貧層の家族
農家にまで支援の手が届かない現状を、実例を
挙げて検証する。脆弱性を分析し、貧困の実態
を理解することは、社会保護を適切に運用する
うえできわめて重要である。

貧困の傾向
低中所得国の人口の３分の１以上が１日2.00

社会保護と農業介入の影響は
以下により左右される

◦	ジェンダー	

◦	農業気候条件

◦	経済的コンテクスト	
　（価格、インフラ、市場）

◦	社会的コンテクスト	
　（コミュニティ、文化）

◦	サービス

世帯は、自在に扱える資源や
直面する制約の程度と質に
基づき、消費・生産行動に関
する意思決定を行う。

農村世帯の資源

◦	物的資源―土地、農機具、家畜

◦	人的資源―労働力、栄養、教育、健康

◦	社会的資源―ネットワーク、労働分配

◦			財的資源―フォーマル／インフォー
マルな信用制度、貯蓄制度	

◦	天然資源―土壌、水、空気

地域経済やコ
ミュニティと
の相互作用

◦			財、農業投
入材、生産
要素、労働、
金融サービ
スの市場

◦			社会的ネッ
トワーク

◦			医療や教育
サービス

社会保護と農業介入は
消費や生産への脅威や制約に対処する

図１		
社会保護と世帯の消費・生産活動、地域経済との繋がり

社会保護は世帯の収
入、消費・生産行動
に関する意思決定や
実行、さらには市場
の需要や制約に影響
を及ぼす。農業介入
は構造的制約への対
処に必要となる。

こうした介入には土
地改良や拡張、灌漑、
小口融資、インフラ
整備、農業投入材等
がある。

収入／自家生産

◦	貯蓄

◦	投資

◦	消費

消費活動

生産活動

出典：FAO
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ドル未満で生活する貧困層である1。さらに、６
人に１人が１日1.25ドル未満で生活する最貧層
であり（図２および付属資料の表A１）（World 
Bank, 2015a）、およそ７億8,000万人が慢性的な
飢餓に苦しんでいる（FAO, IFAD and WFP, 
2015a）。世界銀行の定義に従うと、貧困層と最
貧層の割合は過去30年間で大幅に減少したも
のの、両者ともにほぼ10億人ずつと、その数は
依然として高い水準にある。最貧層は、特に東
アジア・太平洋や南アジアをはじめ、多くの地
域で大幅に減少したが、サハラ以南アフリカで
はほとんど前進が見られず、人口のほぼ半数が
いまだ極度の貧困状態にある（図３および付属
資料の表A１）。サハラ以南アフリカは、世界
の最貧層のほぼ半数と、極貧層（最貧困ライン
である１日1.25ドルの半分未満で暮らす人々）
のおよそ３分の２を抱えている（Barret t , 
2011）。

1 １日1.25ドル未満、2.00ドル未満は国際貧困ラインに基づく。
ドルは2005年の購買力平価（PPP）により調整したPPPドル（本報
告書では$の記号で表記）。

農村部の貧困のパターン
最貧層は農村地域に偏って集中している。世

界銀行の推定によると、2010年までに最貧層の
78%が農村部に暮らしていた（World Bank, 
2015b）。（農村部と都市部を合わせた）総貧困
率は地域によってばらつきがあるものの、農村
部に困窮が偏るこうしたパターンはどの地域
にも共通して見られる傾向である（図４）。農
村部における相対的困窮は、社会経済的厚生指
標の幅広い範囲に現れている。例えば、５歳未
満児の低体重率に基づき評価した子どもの栄
養失調は、データが入手可能なほぼすべての国
で、農村部で悪化の傾向を示している（付属資
料の表A１）。

農業と貧困
農業と農村部の貧困は密接な繋がりがある

うえ、多くの場合、経済的・社会的な諸関係の
ジェンダーによる偏りを反映している。農業が
低中所得国の国内総生産（GDP）に占める割合
はおよそ１割にとどまるのに対し、農業従事者

（家族農業労働を含むフォーマル／インフォー

図２
低中所得国の貧困者数と貧困率
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１日1.25～2.00ドル生活者数（右縦軸）
最貧困者数（右縦軸）
最貧困率（左縦軸）
貧困率（左縦軸）

注：数値は国際貧困ラインである１日1.25ドル（最貧層）および2.00ドル（貧困層）に基づく（2005年の購買力平価により調整した
PPPドルで換算）。
出典：World Bank (2015a) をもとに筆者が集計。付属資料の表A１参照のこと
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マル雇用の有給／無給労働者）は労働力人口の
およそ45%にのぼる。これらの数値から浮き彫
りになるのは、農業部門の労働者１人当たりの
生産額が他部門よりはるかに低いということ、
つまり、生計を農業に頼る人々の低所得という
実情である。経済と雇用に占める農業の割合
は、依然貧困率の高い中央アメリカ、南アジ
ア、サハラ以南アフリカの低所得国でおしなべ
て高い傾向にある。

低中所得国では、就農人口の43%を女性が占
める。この割合は、サハラ以南アフリカの国々
など、貧困が特に根深く、女性の農業以外の雇
用機会に乏しい地域では５割を超える。にもか
かわらず、女性の農業従事者は、農業投入材や
種々のサービス、市場へのアクセス面で多くの
制約に直面しており、このことは、女性が貧困
からの脱却の手立てとして農業生産に頼るの
を特に困難にしている（Quisumbing et al . , 
2014）。

大半の開発途上国、とりわけサハラ以南アフ
リカの村落に暮らす人々にとって、農業以外に

も多くの所得創出活動は存在するが、農業が主
たる収入源である（World Bank, 2007）。さら
に、貧農世帯にとって、農業活動による収入が
生計に占める重要性は、裕福な農業世帯よりも
大きい（p. 10、図５）。たとえばガーナでは、食
料生産者は人口の43%を占めるが、同時に貧困
層の69%が食料生産者でもある（Al-Hassanand 
Poulton, 2009）。サハラ以南アフリカでは、 
農村の経済活動人口のほぼ４分の３が家庭で 
消 費 す る 食 料 の 大 半 を 自 分 の 土 地 で 
生産する小規模家族農家であるが、そうした 
農家の多くは貧困層か最貧層に属している

（Barrett, 2011）。
家族農業は低中所得国の農業生産の屋台骨

といえるが、多くの家族農家は零細であり、困
窮している。低中所得国では、農地のおよそ
75%が１ha未満である（付属資料の表A２）。こ
れはつまり、途上国世界の３億7,500万を超え
る家族農家が１ha足らずの土地で生計を立て
ていることになる（FAO, 2014a）。

図６（p. 11）を見ると、農業世帯の収入源は
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図３
低中所得国の最貧困率（地域別）

％

注：数値は国際貧困ラインである１日1.25ドル（最貧層）に基づく（2005年の購買力平価（PPP）により調整したPPPドルで換算）。
出典：World Bank (2015a) をもとに筆者が集計。付属資料の表A１参照のこと
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多岐にわたっており、自家生産への依存度は農
地の規模区分〔四分位区分の第１区分が最小規
模〕に反比例していることがはっきりとわか
る。つまり、零細農家は大規模農家よりも、収
入に占める自家生産の割合が少ない。むろん、
これは農業生産が小規模農家にとって重要で
ないという意味ではない。それどころか、デー
タが入手可能な大半の国の最小規模区分では、
農作物や畜産物の生産が世帯総所得に占める
割合は４割以上にのぼっている。さらに、この
区分の世帯の食料消費に占める自家生産の割
合も大きく、こうした世帯が投資や多角化に積
極的なほど、この割合はさらに高まると考えら
れる。図６からはまた、どの規模区分において
も、給付や送金を含む非農業収入が、世帯総所
得のかなりの割合を占めていることがわかる。

最貧農世帯は食料の純購買者でもあるが、農
業従事者であるなしにかかわらず、食費が貧困
世帯の家計に占める割合は大きい。とりわけ極
貧層では、家計支出全体の65〜80%を食費が占

めている（Ahmed et al ., 2007）。それゆえ、食料
品の値上げは貧困層、最貧層にとって――多く
が食料の純購買者であるためになおさら――大
きな痛手となる（Zezza et al . , 2008;World 
Bank, 2007）。貧困層が生計を農業に頼り、家
計に占める食費の割合が高いというこうした
実態からも、農業が貧困や飢餓の緩和に向けた
介入策のカギを握るといえる。

貧困はなぜこれほど根深いのか

前述のように、多くの地域では貧困削減の取
り組みに前進が見られるものの、貧困率は相変
わらず多くの国の（特に農村部で）高いままで
ある。経済成長――とりわけ農業振興による経
済成長――は、貧困率の低減に不可欠な役割を
果たしてきた。1990年から2005年の期間には、
世界経済の力強い成長により、世界の貧困率が
46%から27%に低減した（UN, 2011a）。例えば

図４
低中所得国の農村部・都市部における最貧困率（１日1.25ドル未満生活者）（地域別）

％
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注：国際貧困ラインを用いた農村部・都市部の貧困率はほとんどの国で入手できない。ここでは、中国、インド、インドネシア以外の
すべての国について、入手可能な貧困データを用い、IFAD（2010）に記載された以下の方法に従って推定した。すなわち、国レベル
では、国際貧困ラインに基づき、（a）国際貧困ラインに基づく国別貧困率、および、（b）国民貧困ラインによる農村部および都市
部の貧困率を用いて、農村部の貧困率を推定した。中国、インド、インドネシアについては、国際貧困ラインを用いた農村部・都市
部の貧困率が入手できるため、これを用いて地域別の推定を行った。すべてのケースで、2005～2012年の期間に関する入手可能な
最新の貧困情報を用いた。
出典：World Bank (2015a) 、World Bank (2015c) をもとに筆者が集計
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中国では、農業を端緒とした力強く、かつ裾野
の広い経済成長が、貧困や飢餓の劇的な減少を
もたらした。他の地域、とりわけGDPや雇用に
占める農業の割合が高い国では、農業を契機と
した経済成長が貧困層の所得の底上げに特に

有効であることが示されている（World Bank, 
2007; Christiaensen, Demery and Kuhl, 2011）。

農村部の貧困層の所得を１日当たり1.25ドル
未満の最貧困ラインより引き上げるには、2010
年の貧困層の平均所得から、サハラ以南アフリ

図５
一部の低中所得国における最貧層と最富裕層の農業世帯の農業所得配分率
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注： Davis, Di Giuseppe and Zezza（2014）に従い、農業活動には作物生産と畜産を含むが、農業労働賃金は含まない。農業世帯
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出典：世帯調査データをもとに筆者が集計。参考にしたすべての調査のリストについては、本報告書の巻末（p. 127）に掲載した世
帯調査に関する参考文献を参照のこと



社 会 保 護 と 農 業 ―― 農 村 貧 困 の 悪 循 環 を 断 つ 11
図６
資源・農地規模による四分位区分別の農業世帯の平均所得配分率
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カで少なくとも60%、アジア（特に中国とイン
ド）で少なくとも30%増加させる必要がある

（World Bank, 2015b）。こうした所得格差は最
貧層ではさらに大きくなる。2015年から2030年
の期間に平均所得を60%引き上げるには、１人
当たり所得が年３%増加しなければならず、最
貧層の所得を倍増するには、4.4%増加しなけれ
ばならない（Yoshida, Uematsu and Sobrado, 
2014）。これらの１人当たり所得増加率は、大
半の低所得国で過去数十年間に達成された所
得の増加――最貧層の多くはその水準にさえ
達していない――を上回るものである（Vakis, 
Rigolini and Lucchetti, 2015）。

農業の発展は、より幅広い経済発展プロセス
の一部であるが、こうした発展プロセスには劇
的な農業変革が伴う。経済成長や都市化が起こ
ると、その煽りが就農人口の減少、さらには農
業生産における労働生産性の向上となって現
れる。例えば中国では、1990年から2012年の期
間に都市化が28%から53%に拡大したのに伴
い、同時期に農業従事者１人当たりの農業生産
量も416ドルから1,024ドルに増加した（FAO, 
2015a）2。農業部門は、雇用環境の激変のほか
に、所得上昇やライフスタイルの変化に伴う需
要の変化にも対応していかねばならない。こう
した対応はまず、技術革新の形で具現される。
技術革新のもたらす商業化の拡大がさらには、
小売りや貯蔵、マーケティングにおける変革
や、新たに出来した規模の経済性をより効果的
に利用するための農業経営の構造再編へと結
びつく（Collier and Dercon, 2009）。こうした
変化は長い年月を要するものであり、経済的観
点からはきわめてメリットが大きいが、変化の
しわ寄せが多くの人々を混乱や困窮に追いや
るのもまた事実である。

成長の鈍い地域では、こうした農業の構造的
変革も行き詰まっており、多くが貧困から抜け
出せずにいる。もっとも、経済が成長しても、
貧困脱却の歩みは往々にして遅々たるものだ。
インドをはじめ、多くの国では、貧困世帯の物
的 ・ 財 的 資 産 の 構 築 が 立 ち 遅 れ て い る

（Naschold, 2012）。背景のひとつに、こうした
世帯が、リスクを負うかわりに、見返りの少な
い生計戦略を選ぶことがある（Dercon and 

2 農業産出額は恒常国際ドルにより評価（種子・飼料用途は除く）。

Christiaensen, 2011）。例えばCarter（1997）に
よると、貧困世帯は、食料の安定確保と引き換
えに、収入の20%を進んで諦めることがわかっ
た。こうした食料確保と収入増加の間で折り合
いをつける程度は、貧困が深刻な世帯ほど大き
くなる（Alderman  and  Paxson ,  1 992 ; 
Rosenzweig and Binswanger, 1993）。自然災害
や人的災害は、非貧困世帯を貧困に、貧困世帯
をより一層深刻な貧困に追いやった挙句、しば
しば、彼らになけなしの資産を手放すことをも
余儀なくさせる。

さらに、経済成長が包摂的なものでない場合
がある。子どもや高齢者といった一部のグルー
プにとって、経済成長はほとんど効果をもたら
さないか、困窮や不利益の常態化を食い止める
には効果が現れるのが遅すぎる。他方で、経済
的機会へのアクセスに乏しい人々は、慢性的貧
困から身動きがとれなくなるリスクを負う。い
くつかの要因が重なり、最も貧しい人々を貧困
から抜け出せなくさせる「貧困の罠」をつくり
だしている。例えば、極度の貧困により、生産
的な労働に最低限必要な栄養が摂取できな
かったり、教育に投資できなかったり、事業の
立ち上げに必要な資源が蓄積できなかったり
といった要因が考えられる。農地が少ないため
にフォーマルな信用制度や保険を利用できな
いといった要因もありうる。こうした制約は多
くの世帯にとって打開が困難な障壁となり、資
産や資源、収入や支出の点で最低限度を下回る
生活水準を受け入れざるを得なくさせている。

貧困から脱却するための道のりも平坦では
ない。貧困層に加えて、多くの非貧困世帯も、
ちょっとした打撃を受けて容易に貧困に陥る
傾向にある3（BOX ２も参照）。多くの世帯は、
こうした災害により大幅な収入減を被り、影響
を緩和するのに十分な貯蓄もないため、貧困ラ
イン以下に落ち込んでいく。例えば、2010年末
には、燃料危機、食料危機、金融危機の影響に
より、危機がなかった場合と比べて、１日1.25
ドル未満で暮らす人々が世界中で6,400万人余

3 貧困と脆弱性には繋がりがあるが、同一ではない。貧困は多く
の場合、現在の資産や能力を反映した純所得によって決まるのに
対し、脆弱性は将来ありうる所得の変化や将来の貧困状態を左右
する諸要因に関する、より広範かつ動的な概念である（UNICEF, 
2012）。「貧困の克服（Attacking Poverty）」を取り上げた『世界開
発報告2000/2001』でも、これらの概念や考えうる指標について
広範な議論を行っている（World Bank, 2001）。
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り増えると予想された（World Bank, 2010）。
サヘルなどの一部の国や地域では、降雨量の

多寡、土地の劣化、砂漠化といった自然事象
も、脆弱性や貧困の一因となっている。気候変
動は今後数十年にわたり、こうした環境負荷を
一段と悪化させることが見込まれており、貧困
削減の道のりをさらに困難なものにしている。

災害による被害を受けた世帯は復旧に努め
るため、貧困に陥ったり、抜け出したりと、か
なりの流動性があることを裏付ける調査デー
タ（エビデンス）がある（Van Campenhout and 
Dercon, 2012）。パキスタンのパンジャブ州、シ
ンド州、北西辺境州のデータを検討したBaulch 
and McCullough（1998）の研究によると、
1986/87年と1990/91年には、それぞれ21%と
29%の世帯で所得が貧困ラインを下回ってい
たが、こうした貧困世帯の46〜51%が翌年には

貧困から脱しており、調査期間の５年を通じて
ず っ と 貧 困 状 態 に あ っ た 世 帯 は わ ず か 
３%にとどまった4。とはいえ、打撃からの復旧
のペースは往々にして鈍い。例えばエチオピア
では、1984年から翌年にかけての大飢饉の後、
農村世帯が家畜保有数を飢饉以前のレベルに
復 旧 す る の に 、平 均 で 1 0 年 か か っ て い る

（Dercon, 2008）。また、中国の農村部の調査
データによると、貧困層は非貧困層に比べ収入
の打撃からの回復が遅れる傾向にある（Jalan 
and Ravallion, 2001）。

貧困は多くの場合、特に幼児期における栄養
不良や健康不良が端緒となる。貧困層は飢餓、

4 Krishna（2004）, Krishna et al .（2004）and Krishna et al .（2006）
はそれぞれ、インド北部、ケニア西部、ウガンダの中央部と西部
の村落に暮らす貧困層にかなりの流動性があることを報告して
いる。

BOX	２
漁民に顕著な脆弱性

水産部門（漁業および養殖業）で働く人々は世界で

およそ5,830万人にのぼると推定され（FAO,	

2014b）、そのうち９割が小規模漁業従事者である

（Mills	et	al .,	2011）。小規模漁業従事者には自営漁

業者（自前の漁船や漁具を持つ）や漁船乗組員（漁

船所有者に雇われて漁船で働く）、さらには生計

活動（多くは農業）の一部として漁業に従事する

世帯も含まれる。その多くが低中所得国に暮ら

し、漁業や関連事業を営んでいる（FAO,	2014b）。

水産加工や漁業取引には、この３倍ほどの人々が

就労している（World	 Bank/FAO/World	 Fish,	

2012）。全体として、小規模漁業や関連産業は、雇

用や食料安全保障、収入の重要な供給源でありな

がら、その重要性は過少評価されるきらいがあ

る。

漁業従事者の貧困は依然として広く世界中に存

在している。しかし、漁業と所得貧困との繋がり

は複雑だ（Jentoft	and	Eide,	2011）。多くの事例で

は、漁業コミュニティは近隣の（農業）コミュニ

ティと同程度に豊かな暮らし向きにあるため、漁

民が特に貧困であるとか、貧困に陥りやすいと

いったことに疑問を呈する人もいる（Béné,	2009

を参照）。しかし、漁業従事者の貧困はしばしば、

多くの専業漁業コミュニティや漁業と農業の兼

業コミュニティに特徴的な、深刻な地理的・政治

的孤立と関係する。漁民の収入は変動の激しい漁

獲量に大きく依存するため、一般に不安定で予測

が難しい。

漁業に依存するコミュニティのリスクへの暴露

や感受性の度合いは他の社会経済グループと比

べて高いにもかかわらず、外的な打撃に対処す

る、あるいは打撃から回復する能力は比較的低

い。漁民がさらされる物理的リスクは、状況次第

でより大きなものとなりうる。こうしたリスク要

因には、漁業資源の特質、漁獲方法、社会経済的

コンテクスト、気候変動に起因するリスク（海面

上昇、洪水や熱帯暴風の影響）、漁業資源の変動、

健康リスク（住血吸虫症、マラリア）、市場リスク

（通貨切り下げ、燃料価格）、政治や安全面のリス

ク（窃盗、民族間・国家間紛争）などがある。

出典：Béné,	Devereux	and	Roelen,	2014
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栄養不良、健康不良、低生産性、貧困の悪循環
に陥るのだ。母子の栄養不良や健康不良は、出
生時の低体重、発育阻害、認知発達阻害、学業
不振につながる（Alderman, 2010; Hoddinott et 
al ., 2013）。幼児期の発育阻害が、成人してから
の生産性の低下を招き、結果的に低所得をもた
らすのは、経験的証拠からも明らかだ（Strauss 
and Thomas, 1998; Hunt, 2005）。一方で、それ
ほど顕著ではないものの、発育阻害の女児は成
長不良の母親となる傾向が高い。そして母親の
成長不良は、低体重児出産の有力な兆候とな
る。母子の栄養失調はこのように、貧困の連鎖
を無際限に紡いでいく。こうした初期段階の貧
困状態は克服が困難であり、貧困世帯をことさ
ら打撃に無防備にさせる。こうした打撃は甚大
かつ執拗な影響を及ぼすが、貧困者はこれに対
して保険で十分に備えることができない

（Barrett and McPeak, 2006）。
世帯はリスクをコントロールし、乗り切るた

めにさまざまな生計戦略をとっている。消費変
動リスクを回避するため、埋葬講や葬式講と
いった地域の貯蓄貸付組合や、インフォーマル
な信用制度や貯蓄スキームも利用している。し
かし、こうしたインフォーマルな仕組みは、干
ばつや洪水といった地域単位で被災する共分
散的な災害よりも、疾病など、影響が個々の世
帯に限られた個別的な打撃に対して効果があ
り、いずれにしろ、貧困層にとっては限定的な
保険にしかならないことが、多くの調査データ
によって明らかになっている（Devereux, 1999; 
Dercon, 2011）。例えばDercon, Hoddinott and 
Woldehanna（2005）によると、2004年のエチオ
ピアの貧困率は、被災しなかった場合よりもお
よそ50%高かった。さらに、Beegle, Dehejia 
and Gatti（2006）によると、タンザニアでは、
世帯収入への打撃により、児童労働が増え、就
学率が低下した。

前述のように、最貧層のほとんどは農村部に
暮らし、収入の大半を農業活動から得ており、
家庭で消費する食料のかなりの割合を自分の
土地で生産している。加えて、貧困層ではほぼ
例外なく、家計に占める食費の割合が高い。こ
うした理由から、農村部における貧困や飢餓の
打開には、食料と農業に焦点を当てた社会保護
介入が特に重要となる。近年の研究では、農業
と社会保護の相乗効果の潜在的な重要性も明

らかになっている。もっとも、ごく最近まで農
業と社会保護のこうした繋がりは、開発実践者
や政策立案者からはほとんど注目されてこな
かった（Tirivayi, Knowles and Davis, 2013）。

気候に由来するリスクは、農村の暮らしをし
ばしば根底から揺るがし、貧困世帯が貧困から
脱却できない原因となっている（Alderman 
and Haque, 2007）。例えば、インドの半乾燥地
帯に暮らす農家の所得五分位区分の最貧層で
は、気候に由来するリスクによる標準偏差を１
つ減らすだけで、平均収益が最大35%も上昇す
る（Rosenzweig and Binswanger, 1993）。同様
に、タンザニア西部のシニャンガ州に広がる半
乾燥地帯に暮らす農家では、被災後、十分な消
費水準を保つための選択肢がきわめて限られ
た状況で、サツマイモなどのリスクは少ないが
収益も上がらない農作物を一種の暗黙的な保
険として選択し、最大20%もの期待所得を放棄
していた（Dercon, 1996）。さらに、エチオピア

（Elbers, Gunning and Pan, 2009）とジンバブエ
（Elbers, Gunning and Kinsey, 2007）では、農
家が蓄積していた資本金は、リスクがない場合
に達成可能な水準の、それぞれ36%と46%にと
どまった。

こうした打撃が貧困層に及ぼす影響は長期
化する恐れがある。例えば、エチオピアとタン
ザニアで干ばつの被害にあった世帯は、被災後
10年経過しても、被災しなかった世帯より所得
が少なかった（Beegle, De Weerdt and Dercon, 
2008; Dercon, 2008）。保険に加入していなけれ
ば、農村の被災世帯は消費を減らしたり、資産
を売却することを余儀なくされると考えられ
る。しかし、目先の生産資産を保持するために
消費を減らすことは、世帯の最も脆弱な成員で
ある子どもの長期的な身体的、認知的発達を不
可逆的に阻害する恐れがある。例えばDercon 
and Porter（2010）によると、1984年のエチオピ
アの大飢饉の最中に特に脆弱な月齢12〜36ヵ
月であった子どもは、飢饉の影響で身長が平均
より３cm低いことが確認された。

社会保護とは

公的な扶助がなければ、貧困者や弱者の多く
は、延々と続く困窮から抜け出せずに無用の苦
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しみを被るばかりか、こうした貧困は将来世代
にも無際限に引き継がれる。一方で、貧困者や
弱者を支援する大規模プログラムが成果を上
げているブラジル、エチオピア、インド、メキ
シコといった途上国では、貧困と飢餓、さらに
は、社会的、経済的、政治的不平等との闘いに
おける社会保護プログラムの価値や役割を再
評価する機運が高まっている。社会保護プログ
ラムはこの20年間で急速な拡大を見せている

（第２章を参照）。
社会保護の概念は、1980年代、90年代の「社

会セーフティネット」5をめぐる議論や問題提起
を受けて現れた（HLPE, 2012）。ごく初期には
打撃への対応策とみなされていたが、時を経る
につれ、特に1980年代、90年代に多くの途上国
で財政危機をきっかけに構造調整政策が採用
された後には、フォーマル（正規）な社会保険
制度の不整備を補うための施策として社会保
護の概念はさらに拡大され、慢性的貧困にも対
応するようになった。社会保護のアプローチに
は、多くの国連文書も定めるとおり、権利とし
ての社会保護の概念に基づき、規範性を強く打
ち出すものもあれば、弱者の保護や貧困削減、
経済成長の促進における役割に比重を置くも
のもある。また、貧困者が貧困から脱却するの
を助ける役割を重視するものもあれば、社会的
包摂や社会正義を促進し、すべての人々に所得
保障や、質の高い教育や医療を確保する役割に
力点を置くものもある。

社会保護にはさまざまな定義があるが、広く
定着した定義によると、「貧困層への所得移転
または消費移転、生計リスクからの弱者の保
護、社会的に不利な立場にある人々の社会的地
位や権利の向上に向けたあらゆる公的・民間
のイニシアティブであり、貧困、弱者、社会的
に不利な立場にあるグループの経済的、社会的
脆弱性を低減することを包括的な目的とする」

（Devereux and Sabates-Wheeler, 2004, p. ９）6。

5 一部の組織や機関、例えばUNICEFなどは、一時的または短期
的なプログラムを指すのに「社会セーフティネット（social safety 
nets）」という用語を用い、一連のより広範な給付制度――これら
も社会保護の１つの構成素に過ぎないが――を指すのに「社会的
移転（social transfers）」という言葉を用いている。
6 European Report on Development（EUI, 2010）にも同様の定
義が採用されている。大半の定義は広義だが、政府やドナーなど
のアクターがそれぞれ独自の立場や目的をもつ場合が多い。例え
ばUNICEFは、子どもに焦点を当てたアプローチをとっている

（Gentilini and Omamo, 2009）。

こうした定義に従って、社会保護策はしばし
ば、予防的、保護的、促進的、変革的と解釈さ
れる。

社会保護は、食料へのアクセスや、打撃の影
響を緩和するための手段（現金または現物）を
提供することで、保護的な役割を担う。打撃に
対するレジリエンス（強靭性）を高め、所得や
資産の喪失を防ぐことで、困窮の深刻化を回避
するための予防的な機能も果たす。また、資産
移譲や公共事業などによって生計を安定的に
維持するための資産の蓄積を支援する。さら
に、人的資源への投資（栄養改善、健康改善、
教育、労働技術の習得）を直接的に支援した
り、流動性制約や所得不安を緩和して、農業・
非農業活動への投資を促す促進的機能を担う。
加えて、世帯内のパワーバランスをシフトさせ
たり（社会保護は女性のエンパワーメントに寄
与する）、貧困層の潜在能力（ケイパビリティ）
と対処能力（キャパシティ）を強化してエンパ
ワーメントを図ることで、その日暮らしの生活
から将来への投資へと目を向けさせ、貧困層の
生活を立て直す変革的機能も果たす。

社会保護の概念の解釈をめぐっては一部の
間で今なお意見が分かれるものの、社会保護が
大きく分けて、「社会扶助」、「社会保険」、「労働
市場保護」の３つの要素から構成されるという
点では一般に意見が一致している（Barrientos, 
2014; World Bank, 2014, UN, 2011b）。本報告書
ではこの分類を採用する。
社会扶助プログラムは、税財源による――つ

まり公的に提供される――「社会扶助」の機能
を担う給付制度であり、慢性的貧困の発生やそ
の深刻度を緩和するのが目的である。給付が保
証され、安定的に提供された場合（Devereux, 
2002）、消費を平準化し、一時的な打撃による
困窮を防ぐことで、「社会保険」の機能を果た
す（Devereux, 2001; Lichand, 2010）。最も一般
的なプログラムは、次のとおりである。（１）無
条件給付――つまり、現金や配給券の給付、あ
るいは現物支給（食料など）を無償で行うプロ
グラム、（２）条件付き給付――受給者に特定
の条件（通例、子どもの就学などの人的資源の
改善）を課すことを除けば、無条件給付と同様
である、（３）公共事業プログラム――労働の
対価としての食料／現金支給あるいは雇用保
証プログラムとも呼ばれ、受給者は給付と引き
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換えに、世帯や地域の資産を整備・保守するた
めに労働に従事することが求められる。

社会扶助の受給資格は一般に、参加する個人
や世帯の市民的地位や社会経済的地位に基づ
いている。プログラムはまた、弱い立場にある
とみなされるグループ（多くの場合、子どもや
高齢者など）を対象にするよう設計される場合
がある。入手可能な調査データによると、社会
扶助プログラムは貧困者や弱者に焦点を当て
るのが一般的だ（Fiszbe in ,  Kanbur and 
Yemtsov, 2014）。

社会扶助と緊急援助は実践面で区別される
ことに留意されたい。緊急援助または人道支援
は自然災害や人災といった非常時に提供され、
一般に短期的な援助であり、多くの場合、被災
者の社会経済的地位に関係なく受給できる。低
所得国では、緊急援助や人道支援は一般に海外
援助による資金投入を財源に、国内または国際
的な非政府組織（NGO）によって提供される。
緊急援助と社会扶助では、動機も、目的も、対
象グループや財源も全く異なる。本報告書では
社会扶助にのみ言及する。
社会保険プログラムは一般に、被雇用者、雇

用者、国からの拠出を財源に、リスクをもつ個
人または世帯が、同様のリスクをもつ多数の個
人または世帯と共同で資源（保険料）をプール
することで、リスクから自らを保護するという

「保険の原理」に基づいている。社会保険プロ
グラムは、ライフサイクル、雇用、健康などに
関して生じる不測事態を対象とし、保険制度
は、世帯の厚生や収入に影響を及ぼす特定の不
測事態による損害を補填する。保険手当の受給
資格はたいてい、労働者が支払う保険料に基づ
き、給付は社会保険基金から賄われる。農村部
における画期的な保険アプローチに、「天候指
数保険スキーム」があり、多くの国で試験運用
されている（Hazell et al ., 2010）。しかし、低所
得国における農業保険制度の整備や導入はあ
まり進んでいないのが現状である（Mahul and 
Stutley, 2010）。
労働市場プログラムとは、失業給付を提供し

たり、労働技術の習得を支援して労働者の生産
性や雇用適性の向上を図るプログラムを指す。
労働市場政策では、「積極的」な政策と「受動
的」な政策を分けて考えるのが一般的になって
いる。「受動的」な介入は、例えば、雇用や労働

の最低基準の保証を目的とした法的枠組みを
通じて、職場における労働者の人権を保護する
など、基本的な権利を保証することを目的とす
る。他方、「積極的」な介入は、労働者の雇用適
性の向上を狙いとする。入手可能な調査データ
によると、社会保険プログラムや労働市場プロ
グラムは、高所得層の方がメリットが大きい傾
向にある（Fiszbein, Kanbur and Yemtsov, 
2014）。

社会保護は社会政策の一環であり、これには
基本的な社会サービス――主に教育と医療で
あるが、低所得国では上水や公衆衛生も対象と
なる――も含まれる。社会保護は貧困層に、こ
うした社会サービスへのより開かれたアクセ
スを提供するものでもある。例えば、学校給食
や学費免除は、教育へのアクセスを開く社会保
護策である。また、年金などの制度には、拠出
型（社会保険）と非拠出型（社会扶助）がある

（図７）。
ここ数年、社会保護へのアプローチは、さま

ざまな国家横断的な経験から学ぶことにより、
単独での介入から、さまざまな社会保護の構成
素を組み合わせた統合的な社会保護システム
の構築へと進化を遂げている（Banerji and 
Gentilini, 2013）。国際労働機関（ILO）、FAO、
経 済 協 力 開 発 機 構（ O E C D ）、世 界 銀 行 、
UNICEFといった国際的・多国間組織は目下、
社会保護への体系的なアプローチの必要性を
強調し、他の社会経済政策と緊密に連携した包
摂的かつ持続可能な社会保護システムの構築
を目指している（ILO, 2014）。とりわけ、ILOと
世界保健機関（WHO）の主導により立ち上げら
れた国連の「社会保護の床（Social Protection 
Floor）」イニシアティブは、社会保護への「人
権に基づくアプローチ」を普遍的な政策目標に
掲げて運用される、最初の体系的な試みと評さ
れている（HLPE, 2012）。

困窮や脆弱性の根本的原因は、より広範な経
済的、社会的、政治的、文化的、自然的、物的環
境にある。それゆえ、貧困と脆弱性の打開に
は、農業や食料システム、公衆衛生や教育、さ
らには、より幅広い政策領域における一体的か
つシステム全体にわたる行動が求められる。
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世界的・地域的な社会保護の普及動向

社会保護プログラムはこの20年間で急拡大
をみせている。2014には、世界の145ヵ国以上
が１つまたは複数の社会扶助プログラムを運
用していた。その内訳は、63ヵ国で条件付き現
金給付プログラム、130ヵ国で無条件現金給付
プログラム（そのうち37ヵ国は非拠出型年金）、
94ヵ国で公共事業プログラムである。学校給食
は最も広く行われているプログラムであり、
131ヵ国が何らかの形で学校給食を提供してい
た（BOX ３）（World Bank, 2015d）。

国によって、社会保護プログラムの形態はさ
まざまであり、状況や時期が異なれば、ター
ゲットも異なる。同じ１つの国においても、多
種多様なモデルが運用されている。１つの国
で、国民皆保護プログラムと対象を絞ったプロ
グラムを併用している場合も多い。最近の潮流
として、こうした共通のビジョンをもつ複数の
プログラムを、互いに補完的な一組のプログラ
ムとして組み合わせ、相乗効果を狙うことで、
より大きな、より持続する成果を上げようとい

う動きも盛んである。

給付制度の広がり
途上国世界では、全体でおよそ21億人、すな

わち人口のおよそ３分の１が、何らかの形で社
会保護を受けている（図８）。もっとも、地域間
には大きなばらつきがあり、貧困率が高い地域
ほど制度の普及は遅れている。南アジアとサハ
ラ以南アフリカでは、何らかの社会保護策を受
給しているのは人口の約22%にとどまるが、こ
れらは最貧困率が最も高い地域でもある。他
方、貧困率が最低レベルの地域では（p. ８の 
図３を参照）、社会保護制度がより広く行き
渡っており、人口のおよそ６割が何らかの形で
制度の恩恵を受けている。

南アジアとサハラ以南アフリカでは、さまざ
まなタイプの社会保護の中でも社会扶助給付
が最も広く普及しており、平均すると、前者で
は人口の約17%、後者で16%に達している。と
はいえ、これらの受給レベルは他の地域よりも
低く、例えばラテンアメリカ・カリブ海では平
均で27%、中東と北アフリカで34%となってい
る。社会扶助プログラムは社会保護の他のタイ

図	７	
社会保護の範囲

食料配給、
現金給付、

治療的給食プログラム

学校給食、
栄養強化プログラム、
奨学金、学費免除

市場ベースの手段：
公共事業プログラム、

農業投入材補助金、リスク保険
社会保護	

厚生、生産性、
経済活動を高めるための
現金／現物給付

社会的発展		

医療、教育

人道的プログラム

経済的発展		

マクロ経済政策、商取引、農業

出典：Slater	et	al.,	2010
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プよりも、最貧層での受給レベルが高い。世界
推計によると、近年では最貧層の少なくとも
24%が何らかの社会扶助プログラムを受給し
ているのに対し、社会保険プログラムと労働市
場プログラムの受給率は、いずれもわずか 
３%にとどまっている（図９）。もっとも、これ
らは控えめに見積もった数値である。ほとんど

の中所得国では、貧困家庭に現金／現物給付を
直接提供するプログラムが、貧困世帯の大半に
行き渡っており、人口の大半に普及している地
域も一部ながら存在する。

別の控えめな推計によると、途上国の15億人
を超える人々が、少なくとも１つの社会扶助プ
ログラムを受給している。この数は最貧層の数

BOX	３
学校給食プログラム

今日、世界中では少なくとも３億6,800万人の子

どもが、毎日学校で給食をとっている（WFP,	

2013）。多くの政府は、公的資金による学校給食

プログラムを運営している。例えば、ブラジルの

国家学校給食プログラム、Programa	Nacional	de	

Alimentacãoでは、2013年に4,720万人の子ども

が学校給食を受けた（Del	Grossi	and	Marques,	

2015）。国連世界食糧計画（WFP）も、毎年2,000万

人を超える子どもに学校給食を提供している。

学校給食プログラムの設計や運営モデルは国に

よって大きく異なるが、主なモデルには、（１）子

どもが学校で食事をとる学校給食と、（２）子ども

が学校で配給パックをもらって家に持ち帰る「持

ち帰り配給食（take-home	 ration）」の２つがあ

る。前者の場合、子どもは毎日学校に通う必要が

あるが、後者の場合、決まった日に学校に行くだ

けでよい。学校給食プログラムの中には、家庭の

食料安全保障の向上と、学校に通うことに対する

より効果的なインセンティブの提供を狙い、学校

給食と持ち帰り配給食を組み合わせて行うもの

もある。多くの事例では、栄養士が献立を作成し

たり、子どもの食事に不足しがちな微量栄養素を

補うために栄養強化された食事を提供するなど、

工夫をこらしている。	

学校給食プログラムのターゲティングの基準と

しては、地理的ターゲティングが最も一般的であ

る（WFP,	 2013）。このタイプのターゲティング

は、最もコストがかからず、煩雑さも少ない。と

いうのも、対象となる子どもに支援の手が確実に

届いているかとか、受給資格に影響する状況の変

化がないかといった確認のための資産調査やモ

ニタリングなどの仕組みを必要としないためだ。

低所得国では、政府が通常、教育ニーズも組み込

んだ貧困マップや食料安全保障マップを作成し

ている。多くの場合、学校給食プログラムで持ち

帰り配給食の対象となるのは、女児やHIVに罹患

した子ども、特定の民族集団など、特に脆弱性の

高いグループである。

最貧地域をターゲットにすることで、プログラム

の支援の手を確実に貧困層に届けることができ

る。しかし、プログラムの普及に伴い、対象地域

に非貧困層の子どもが高い割合で含まれる傾向

も増えている。これは特に学校給食プログラムが

より広く定着している上位中所得国でいえる。多

くの場合、こうした国では地理的ターゲティング

と個別ターゲティングを併用している。例えばチ

リでは、世帯の社会経済的データに基づく学校別

の脆弱性指標を根拠に対象校が選定され、保護者

や教師で組織された学校の委員会がクラスごと

に脆弱性の高い子どもを特定する。その他の子ど

もにも給食は出るが、有料である。こうしたター

ゲティングモデルにより、学校給食のコストの８

割が最貧層の生徒に適切に届き、恩恵をもたらし

ている（Kain,	Uauy	and	Taibo,	2002）。

多くの学校給食プログラムは、地域振興と社会保

護の両方を目的に、地元農家から食料を購入する

プログラムと組み合わせて行われている。こうし

た一体化プログラムについては第５章で詳述す

る。

出典：Based	in	part	on	Cirillo,	Gyori	and	Soares	（2014）
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に近いものの、実際には最貧層の受給率は全体
の４分の１にとどまっている。最貧層の受給率
の低さの理由として、不十分な財源や不適切な
ターゲティングのほか、社会扶助プログラムが
そもそも貧困をターゲットにしたものではな
く、栄養改善や孤児の養護といった他の目的を
もっている可能性が挙げられる。社会扶助プロ
グラムは多くの場合、弱者に打撃に対するレジ
リエンスの構築を促し、貧困者と非貧困者の両
方を打撃から保護することを狙いとしている
ためだ。

社会扶助は農村部の貧困層に普及してい
るか

ほとんどの地域では、農村世帯は都市部の世
帯よりも社会扶助を受給する傾向が高く、さら
に、農村部に限れば、貧しい世帯の方が高所得
の世帯よりも社会扶助を受給する傾向が高い

（図10および図11）。ただし、世界の最貧地域で
は受給率ははるかに低くなる。南アジアおよび
サハラ以南アフリカの農村部では、最貧層で何
らかの形の社会扶助を受給している人口の割
合は、それぞれおよそ30%と20%であり、ラテ
ンアメリカ・カリブ海でのおよそ70%という
水準をはるかに下回る。所得五分位区分の最貧
層が社会扶助を受ける傾向は高いものの、最富
裕層を含む他の所得区分で社会扶助を受ける
人々もかなりの割合を占める。全体では、農村
部の最富裕層のおよそ15〜35%が社会扶助を
受けている。

農村部の貧困が深刻な世帯ほど社会扶助を
受給する傾向は高いが、１人当たりの給付額
は、都市部のより裕福な世帯を若干下回ってい
る（付属資料の表A４）。

図８
社会保護プログラムの各タイプの受給者の比率（地域別）

注：括弧内は国の数
出典：World Bank (2015e)を用いて筆者が編集・集計
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貧困の根絶に向けた社会保護と農業

社会保護は、長引く困窮による貧困層の無用
な苦しみを和らげることができる。栄養の改善
も、貧困者や弱者の身体的・認知的発達を改善
し、教育水準を上げることで、彼らの経済的生
産性を高める。例えばタンザニアでは、15歳未
満で母親を失くした子どもは、成人後、複数の
厚生指標において不利な立場に置かれる。こう
した子どもは、低身長、低学歴、低所得の傾向
が高いのだ（Beegle, De Weerdt and Dercon, 
2008）。このように、貧困層や弱者層に対する
無為無策が招くコストはきわめて高い。栄養失
調や微量栄養素欠乏による経済生産性の損失
は、世界全体で、生涯収入の10%、世界のGDP
の２〜３%を上回ると推定されている（World 
Bank, 2006）。

社会保護はそれゆえに、子どもの健康的な発
育にとって欠くことのできない母親の栄養や
健康を守ることで、貧困の連鎖に歯止めをか
け、社会的、経済的発展の促進に資することが
できる。これを効果的に行うためには、社会保
護は人々の所得と消費を保証し、農村部、とり

わけ農業に遍在する高いリスクや脆弱性に対
する人々のレジリエンスを保護し、強化しなけ
ればならない（レジリエンスについては次章で
詳述）。社会保護はまた、自然災害、家畜の疾
病、気候変動、金融危機、世界的な食料価格高
騰、紛争、経済の崩壊、HIV/AIDSなどの壊滅
的な感染症といった農村世帯の厚生を大きく
脅かすリスクから、人々の暮らしを守ることが
できる（Dorward et al ., 2006; Dercon, 2005）。

こうした複雑な状況下では、社会保護プログ
ラムは異なるコンテクストごとに効果的に設
計する必要がある。図12は、４つの異なるタイ
プの世帯における厚生水準を定型化したもの
だ。実線は経時的な厚生水準の推移、破線は貧
困閾値を表す。世帯Aの厚生は全体として上昇
基調を描いているが、打撃による間欠的な落ち
込みが見られる。こうした打撃による厚生の変
動を平準化することは、世帯Aの厚生を強化
し、貧困からの恒常的な脱却につながりうる。
他方で、世帯Bの厚生は、貧困期と非貧困期を
交互に繰り返しながら、貧困閾値の近傍を行っ
たり来たりしている。世帯Bの変動を平準化し
た場合、厚生水準はちょうど貧困ラインかその
少し上あたりで安定的に推移することになる。

図９
低中所得国の社会扶助、社会保険、労働市場プログラムの最貧層受給者の比率

注：括弧内は国の数
出典：World Bank（2015e）を基に筆者が集計
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図 10
農村部と都市部における社会扶助の受給者の比率（地域別）

%

注：括弧内は国の数。
出典：World Bank（2015e）を基に筆者が集計
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図 11
農村部における社会扶助受給者の所得五分位区分による比率（地域別）
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注：括弧内は国の数。
出典：World Bank（2015e）を基に筆者が集計
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世帯Cの厚生は打撃の影響を受けないが、その
代わりに常に貧困ラインを下回るレベルで一
定に保たれている。この場合、変動を平準化し
ても、それ自体では世帯Cを貧困ラインより上
に引き上げることはできない。世帯Dの厚生は
打撃の影響を被って間欠的に落ち込みながら、
下降の一途をたどっている。この場合、平準化
して世帯を打撃から守っても、貧困から恒常的
に抜け出すには不十分であろう。

打撃による経時的な厚生の変動を平準化す
るアプローチは、世帯Aと世帯Bの貧困からの
解放を助けることはできるが、世帯Cと世帯D
で効果を発揮する見込みは薄い。生計安定に向
けた資産や資源の持続的な給付なしには、世帯
Cと世帯Dが貧困から抜け出せる可能性は低い。

農村部や農業世帯の暮らしは特に、ある種の
リスクにさらされている（Barrett, 2010）。保険
に未加入の農村の集団では、疾病、失業、家族
の死、出産、移住、結婚、事故といった個別的
な打撃を被ることが、貧困や貧困の深刻化を招
く恐れがある。農村の貧困層が背負う最も深刻
なリスクは、見かけは同質の集団においても、
空間的時間的条件によって著しく異なる

（Doss, McPeak and Barrett, 2008）。
社会保護プログラムは、適切に設計された場

合、農村の貧困層や弱者層の食料消費量を増や
すことで貧困の緩和を助けることを示す多く
の調査データがある（こうしたデータについて
は次章以降で検証する）。多くの場合、こうし
たプログラムはまた、貧困世帯の食事の多様化

を促すのに加え、プログラムがジェンダーに配
慮して設計され、医療、衛生管理、自家菜園の
促進、栄養教育といった補完的な介入を伴う場
合、栄養、健康、教育面に長期的な改善をもた
らす。

さらに、農村や農業領域でも、社会保護は、
貧困世帯の経済活動を促し、貧困からの解放を
助けるのに特に適している。というのも、社会
保護を受給する農村生活者のほとんどは、金融
サービス（信用制度や保険制度など）、労働、農
業投入材といった財やサービスの市場が不完
備であったり、そうした市場へのアクセスが困
難であったり、あるいは、そうした市場が適切
に機能していない地域に暮らすためだ。社会保
護は、信用や資金の流動性における制約など、
世帯の経済活動にとって大きな障壁となる諸
制約を緩和する。また、給付が定期的、安定的
に支給されれば、リスクに直面しても安定的な
生計を確保できる。その結果、貧困世帯はリス
クから守られた状況で生産的な投資を行うこ
とができ、これは多くの場合、自家生産の拡大
につながりうる。さらに、社会保護により、貧
困世帯はハイリスク・ハイリターンの生産活
動にも積極的に従事できるようになる。貧困世
帯は一般に、さまざまな制約に直面しているた
め、社会保護プログラムも多面的であるのが望
ましく、現金や資源の給付にとどまらず、こう
した諸制約の打開に向けた具体的な支援――
例えば、金融サービス、栄養知識、ビジネスス
キルのトレーニングなど――を盛り込んだも

図 12
異なるタイプの貧困世帯における厚生水準の仮想推移
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出典：Barrientos, 2014
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のであれば、貧困世帯の生計を抜本的に立て直
すのに一層効果的である。

受給世帯の収入が増えれば、地域の財やサー
ビスの需要も増える。もっとも、地域の供給が
乏しければ、インフレ圧力にもつながりうる
が、これは農業生産性の向上やインフラ整備と
いった介入で緩和できる。こうした意味で、社
会保護プログラムと農業介入は相互補完的で
あり、これらをうまく連携させることで、人々
の厚生、農業振興、経済の安定の正の連鎖を生
み出すことができる。

農業の構造変革のより長期的なコンテクス
トにおいても、社会保護は、農家が変化に適応
するのに被るコストを軽減することで、プロセ
スをより包摂的（インクルーシブ）で、より痛
みの少ないものにするのに重要な役割を果た
す。社会保護はまた、貧困層が絶望を理由に都
市に移住し、単に農村部の貧困が都市部の貧困
に取って代わるだけというような状況を回避
する助けにもなる。これに対し、社会保障はよ
り幅広い選択肢を提供し、経済的機会がある場
合に都市への移住を後押しすることで、生計の
再建を手助けする。

本報告書は、社会保護、特に社会扶助に焦点
を当て、農村部の貧困世帯の困窮を緩和し、人
的資源や生産性を高め、投資や生産活動の多様
化を促すのに果たす役割を検証する。いかに社
会保護が個人や世帯の行動に影響を及ぼすか、
社会保護はそれだけで世帯を貧困から持続的
に脱却させることが可能か、いかに社会保護を
農業政策や農業プログラムに結びつけ（あるい
はその逆もある）、社会保護をより包括的な農
村開発戦略に組み込むか、といった問題を考察
する。農村振興や貧困削減における農業の役割
は十分な事例に裏打ちされており、農業は社会
保護にとって必然のパートナーであって、社会
保護はこうした農業の役割があって初めて完
全になると言える。これら２つのアプローチを
組み合わせれば、貧困層の目の前の生計ニーズ
を満たすだけでなく、長期的な生計向上にも役
立つことができる。

社会保護は手ごろな手段か

社会保護は手ごろな手段だと言える。さらに

いうと、本報告書に示す事例をみれば、社会保
護はコストではなく、投資とみなすべきである
ことがわかる（BOX ４も参照）。2010〜2014年
には、全世界で総額3,290億ドルが社会保護に
投じられたが、これは１日1.25ドル未満で暮ら
す人々の貧困ギャップを解消するのにかかる
コストの２倍であった（World Bank, 2015d）。
社会扶助プログラム――条件付き／無条件の
現金／現物給付プログラムや公共事業（補助金
を除く）――の支出は、平均すると、中所得国
のGDPの1 .6%、低所得国の1.5%を占める

（World Bank, 2015d）。もっとも、国によって
支出にはばらつきがある。最も高い貧困率を抱
えながら、最も支出が少ない国もある。さら
に、すべてのプログラムが適切にターゲティン
グ（対象設定）されているとは限らず、貧困層
の多くに支援の手が届いていないのも事実だ。

貧困国で社会扶助プログラムを拡大するこ
とは可能だろうか。2016〜2030年の期間に貧困
ギャップを解消するのに要するコストは、平均
すると、東アジア、ラテンアメリカ・カリブ海
地域、中東、北アフリカでGDPの0.1%未満、南
アジアでは1.6%であるのに対し、サハラ以南ア
フリカではGDPのおよそ5.3%にも達し、さら
に、同地域の14ヵ国では10%を上回る（FAO, 
IFAD and WFP, 2015b）。

こうした相対的な支出レベルには、時間をか
けて徐々に到達することもできよう。低所得国
では、初期段階は最貧層に的を絞って実施する
こともできる。サハラ以南アフリカのほとんど
の国では、人口の20%の最貧層を１日1.00ドル
の消費水準に引き上げるのに要するコストは
GDPの0.1〜２%と、より少なくなる。ただし、
そのうち５ヵ国ではこれより高くなり、GDP
の2.3〜4.5%の範囲となる（Plavgo, de Milliano 
and Handa, 2013）。

多くの国では、こうしたプログラムの財源確
保で難しい選択を迫られるであろう。一部の国
では、プログラムを維持するのにドナーによる
支援が短中期的に不可欠になると思われる。し
かし原則として、国内の財源の動員を前提と
し、政治的、財政的に持続可能な社会扶助プロ
グラムの基盤を確立することが必須となる。こ
のドナー出資のパイロット・プログラムから、
国費で賄い、自国で管理する社会保護システム
への前進は、すでにケニア、レソト、ザンビア
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などで実現している。パイロット・プログラム
や、周到なモニタリング、評価の実施は、社会
扶助プログラムの特徴や規模、財源に関する国
内のコンセンサス形成に必要な政策対話を促
すのに役立つ（Davis et al ., 近刊）。

本報告書の構成

第２章では、貧困削減、食料消費の引き上
げ、食料不安や飢餓からの貧困世帯の救済、栄

BOX	４
ゼロ・ハンガーの達成

多くの地域的、国際的な議論の場では、国際社会

が2030年までに貧困と飢餓のない世界を目指す

ことを公約している。ポスト2015年における持続

可能な開発アジェンダと開発資金調達（アディス

アベバ行動目標）がその代表例だ。こうした地球

規模の取り組みは、持続可能な開発目標（SDGs）、

すなわち2030年までに貧困に終止符を打つこと

を掲げたSDG	ターゲット１と、飢餓と栄養失調に

終止符を打つことを掲げたSDG	ターゲット２に

反映されている。

飢餓の削減ではかなりの前進が見られ、2015年ま

での飢餓人口の半減を掲げたミレニアム開発目

標は達成にあと一歩のところまで来たものの、最

新の推定では、世界には今なお、およそ７億9,500

万人が慢性的（食事エネルギー）栄養不足に苦し

んでいる（FAO,	IFAD	and	WFP,	2015a）。FAOの趨

勢型シナリオ予測によると、2030年には依然とし

て６億5,000万人余りが栄養不足の状態にあると

見込まれる。これが示唆するのは、経済の期待成

長率に依存するのみでは、飢餓の撲滅と栄養の改

善には不十分であるという事実である。飢餓撲滅

の公約を実現するには、断固たる行動が不可欠で

ある。	

最近のFAOの研究によると、貧困、飢餓、低栄養

の早急な克服には、今後15年間で2,670億ドルの

追加年間総投資額――世界総生産の0.3%に相当

――が必要となる（FAO,	IFAD	and	WFP,	2015b）。

この投資額の主要な部分を占めるのが、社会保護

の1,160億ドルだ。適切に設計された社会保護は

消費ニーズを満たすだけにとどまらず、適切な公

的投資やそれを可能にする環境整備と組み合わ

せた場合、貧困、飢餓、低生産性の連鎖を断ち切

ることができる。農村部では、こうした投資は、

貧困層が生産活動から収入を得るための機会の

増加につながる。勤労所得が、社会保護給付によ

る補完的所得にしだいに取って代わることが期

待される。追加投資に必要な資金は、農村部で

1,050億ドル、都市部で460億ドルと推定される。

養の長期的改善の促進に向けた社会保護介入
策の有効性を検討する。第３章では、栄養の長
期的改善、投資の促進、地域振興における社会
保護の有効性に関する事例を検証する。第４章
ではプログラムのさまざまな影響の背景にあ
る諸々の要因を検証し、プログラムの設計に活
かすべき教訓を引き出す。第５章では、社会保
護と農業政策を緊密に連携させ、プログラムの
効果や開発効果を最大化する方法について考
察する。第６章では本報告書の主要な結論を総
括する。
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貧困や食料不安の根絶は、「ポスト2015年開
発アジェンダ」が掲げる主要目標である。所得
や雇用の引き上げはこうした目標の達成に不
可欠だが、これを実現するには、小規模家族農
家の生産性の向上、教育水準の引き上げ、高リ
ターンの生産活動への貧困世帯の参入支援な
ど、多くの方法がある。もっとも、これらは貧
困層にとってあくまで長期的な希求であるの
に対し、貧困や飢餓は目の前の現実であり、そ
の影響は後々まで尾を引くものだ。貧困や飢え
に苦しむ人々は一刻を争う援助を必要として
いる。本章では、こうした焦眉の貧困削減に向
け、食料消費の改善や食事の多様化における社
会保護介入の有効性を検討する。幅広い社会保
護策を取り上げるが、特に貧困世帯をターゲッ
トにした社会扶助介入に焦点を当てて考察す
る。

社会保護は貧困削減に役立つ

現在、世界中でおよそ１億5,000万人の人々
が、さまざまな社会保護策（社会扶助、社会保
険、労働市場プログラムを含む）のもと、極度
の貧困に陥るのを免れている（Fiszbe i n , 
Kanbur and Yemtsov, 2014）。こうした人々の
大半は、社会保護制度が広く普及する東ヨー
ロッパや中央アジアに暮らしている。一方で、
制度の普及が進まないサハラ以南アフリカで
は、保護を受ける人々の数ははるかに少なく、
給付により貧困から脱却する人々の割合は年
間で人口の１%にも満たない。

社会保護にはさまざまな形態があり、貧困削
減で高い成果を上げてきたものもあれば、そう
でないものもある。本章では、これまでに評価
が実施されたいくつかの社会扶助プログラム
を取り上げ、それらの効果を検証し、高い成果

をもたらす特徴を同定する。Fiszbe in  e t 
al .（2009）は、複数の条件付現金給付プログラ
ムを検討し、多くのそうしたプログラムが少な
くとも短期的に貧困を削減すると結論づけて
いる（BOX ５）。例えば、メキシコで1997年に
導入されたPrograma de Educación, Saludy 
Alimentación（PROGRESA）――2003年に
Oportunidades、2014年にProsperaに改称（お
よび一部改変）――は2013年に人口の21%に普
及した（BOX ５も参照）（World Bank, 2015d）7。
Skoufias（2005）によると、このプログラムは２
年間で受給者の貧困率をおよそ１割、貧困
ギャップ率8をおよそ３割改善した。この成功
の理由のひとつは、ターゲティングが不適切で
あった他の補助金制度にPROGRESAが取って
代わったことであるが、このことは貧困削減に
とって適切なターゲティングがいかに重要で
あるかを示している。さらに、こうしたメキシ
コでの成功例から、独立した厳格なモニタリン
グやインパクト評価の重要性も浮かび上がる。
これにより、プログラムに正当性が付与され、
設計や運用面から学んだ教訓を踏まえて、プロ
グラムの強化・拡大や改善を図ることができ
た。

ブラジルのBolsa Famíliaは、2015年には
1,400万世帯余りに普及したが（World Bank, 
2015d）、これは人口のおよそ24.5%に相当する

（BOX ５も参照）。プログラムは貧困層と最貧
層の低減に貢献しており、2003〜2009年の期間
に、前者が1.9ポイント、後者が1.6ポイント減
少した。これは貧困層の13%、最貧層の32%に

7 Prospera はOportunidadesを継続しているが、貯蓄制度やマ
イクロクレジット制度、保険制度への受給者のアクセスの改善を
通じて、条件付き現金給付から生産的、財務的包摂への移行を
図っている。
8 「貧困ギャップ率」とは、貧困ラインからの平均乖離率に貧困
率を乗じたものを指す。

第２章　	農村部の貧困削減と	
食料安全保障の改善に	
向けた社会保護
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相当する。貧困ギャップはさらに改善し、同期
間中に18%低下している（Soares, 2012）。

Bolsa Famíliaは、相補的な諸政策の包括的
ネットワークの真価が発揮された良い例でも
ある。例えば、2008年の世界的な金融危機の
後、ブラジル政府はこのプログラムを強化、拡
大することで、低コストで迅速に危機に対応で
きた。これは著しい効果を上げ、1,600万人を超
える最脆弱層の受給者が、結果的には内需拡大
に貢献した。2009年のGDPは0.6%減のマイナ
ス成長であったにもかかわらず、個人消費は底
堅く推移し、下半期には上昇に転じた（Berg 
and Tobin, 2011）。

無条件現金給付プログラムは多くの場合、孤
児や高齢者といった脆弱人口層の特定カテゴ
リーをターゲットにしているが、これも貧困削
減に貢献している（BOX ６も参照）。例えば、
ケニアの「孤児と脆弱制の高い子どものための
現 金 給 付 プ ロ グ ラ ム（ C a s h  T r a n s f e r 
Programme for Orphans and Vulnerable 
Children, CT-OVC）」9では、2011年に24万5,000
人余りの子どもが受給対象となったが、これは

9 CT-OVCは、OVC（片親または両親を失くした、または、片親、
両親、もしくは保護者が慢性疾患にかかっている17歳以下の世帯
住人と定義される）極貧世帯をターゲットにしている。

孤児など、脆弱性の高い最貧層の子どものおよ
そ４割にあたる。さらに、2007〜2009年の期間
には、受給世帯の貧困率（１日当たり１ドル未
満）が13ポイント低下した（Ward et al ., 2010）。

南アフリカの児童支援助成金（Child Support 
Grant, CSG）はサハラ以南アフリカで最大の社
会保護プログラムである。このプログラムは、
18歳未満の子どもがおり収入が一定水準を下
回る家庭に現金給付を行うものだ。2014年に
は、０歳から18歳の貧困層の子ども1,100万人
が受給し（SASSA, 2015）、2007年には子どもの
貧困率が９%改善した（SASSA, 2011, cited in 
Tiberti et al ., 2013）。加えて、同国の（非拠出
型）社会年金制度でも、2002年にケープタウン
とイースターンケープで貧困率がおよそ2.8ポ
イント低下している。同国全体では貧困ギャッ
プ率が21%、高齢者世帯では54%改善した

（Omilola and Kaniki, 2014）。Barrientos（2003）
の分析によると、社会年金制度により、非貧困
者が貧困に陥る傾向も12.5%低下している。
Leibbrandt et al .（2010）の推定によると、南ア
フリカの主な政府補助金――国家老齢年金

（State Old-Age Pension）、障がい者助成金
（Disability Grant）、児童支援助成金（Child 
Support Grant）、里親助成金（Foster Care 
Grant）――は、全体で2008年の貧困率を６ポ

BOX	５
条件付き現金給付プログラムと条件付き現物給付プログラム

条件付き現金給付プログラム（CCT）とは、受給者

がある種の義務を果たす見返りに現金の給付を

受けるプログラムである。CCTの典型的な条件に

は、子どもの就学、保険医療施設での受診、労働

技術の習得や栄養知識の向上に向けたトレーニ

ングの受講などがある（奨学金プログラムもCCT

とみなされる）。CCTを実施する国は2008年の

27ヵ国から2014年の63ヵ国に増加した。プログ

ラムは、ラテンアメリカ・カリブ海で最も広く実

施されており（22ヵ国）、サハラ以南アフリカ

（18ヵ国）がこれに続く。受給者数ではインドの

Janani	Suraksha	Yojanaが最大で（7,800万人）、次

いでブラジルのBolsa	Família（4,900万人）、メキ

シコのProspera（2,600万人）となっている。

条件付き現物給付（CIT）は、受給者の行動変容を

目的とした条件を課す点ではCCTと同じだが、給

付されるのは現物である。学校給食プログラムは

CITの代表例だ。学校給食はアフリカで最も普及

しており（45ヵ国）、次いでラテンアメリカ・カ

リブ海（28ヵ国）、東ヨーロッパ・中央アジア

（23ヵ国）と続く。受給者数ではインドのプログ

ラムが最大で（１億500万人）、次いでブラジルの

Programa	Nacional	 de	Alimentação	 Escolar

（4,700万人）となっている。

出典：World	Bank,	2015d
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イント改善した。
ターゲット型／非ターゲット型の食料価格

補助金も、無条件給付の一形態である。インド
のターゲット型公共配給制度（Targeted Public 
Distribution System, TPDS）はその一例で、
2010〜2011年には人口のおよそ45%が受給し

（Himanshu and Sen, 2013）、2013年以降は人口
のおよそ３分の２（農村部の75%、都市部の半
数）10の受給が見込まれている。TPDSでは、穀
物の３つの価格階層――最貧世帯を対象にし
たAntyodaya価格（最高助成額）、貧困世帯を 
対象にしたBPL（貧困ライン未満）価格、食料
配給券をもつ残りの全世帯を対象にしたAPL

（貧困ライン以上）価格――に基づくターゲッ
トシステムに基づき、政府に穀物を提供する。
APL価格の助成額は、他の２つに比べてはる
かに少額となる。TPDSは貧困削減に強い効果
があった。TPDSと学校給食（Mid-Day Mealプ
ログラム）がなければ、2009〜2010年の貧困率
は4.6ポイント高くなっていたと考えられる

（Himanshu and Sen, 2013）11。同様の結果が
Drèze and Khera（2013）により確認されてい

10 TPDSは1997年に非ターゲット型のPublic Distribution 
System（PDS）に取って代わった。
11 効果はほとんどがTPDSによるもの。Mid-Day Mealは全生徒
対象の給食プログラム（BOX ５を参照）。

る。著者らの報告によると、2009〜2010年には
農村部の貧困が国レベルでおよそ11%、貧困
ギャップ率が18%改善した。TPDSの効果はシ
ステムが適切に機能している州で特に大きく、
他方、システムが適切に機能していない州で
は、効果がほとんど見られていない。

同様に、一部の公共事業プログラムも、ある
種の状況で効果的に貧困を削減している。リベ
リアでは2007年から翌年にかけて起きた食料
価格の高騰を受け、一時雇用による労働対価支
給プロジェクト（Cash for Work Temporary 
Employment Project）が実施された。このプロ
ジェクトは2010年までに１万7,000の脆弱世帯
に一時雇用を提供し、村落の公共農地の復耕な
ど、都市部や農村部でのさまざまな公共事業を
推進することで、同国のコミュニティ全体に必
要な公共サービスを提供した。Andrews et 
al .（2011）によると、同プロジェクトは、プログ
ラム参加者の貧困率を５%減らし、プログラム
参加者間の貧困ギャップを21%改善した。

インドは、貧困撲滅に向けた世界最大規模の
公共雇用プログラム、マハトマ・カンジー国家
農村雇用保障法（Mahatma Ghandhi National 
Ru r a l  Emp l o ymen t  Gu a r a n t e e  Ac t , 
MGNREGA）を制定している（BOX ７も参照）。
1970年代のマハラーシュトラ州雇用保証ス

BOX	６
無条件現金給付プログラムと無条件現物給付プログラム

無条件現金（UCT）／現物（UIT）給付プログラム

は、給付の対価として受給者に特定の義務を課す

ことはない。ただしプログラムの中には、条件を

課す代わりに、推奨される給付金の使い道につい

てメッセージを送るものもある。例えばレソトの

児童助成金プログラム（Child	Grant	Programme,	

CGP）では、給付金を子どもの衣服や靴などに当

てることを促す強いメッセージを送った結果、こ

うした支出を増やすのに特に大きな効果があっ

たとされている（Pellerano	et	al .,	2014）。多くの

場合、こうしたタイプの給付金は、高齢者（社会

年金）、孤児、学童といった脆弱人口層をター

ゲットにしている。世界にはおよそ130のUCTが

あり、このうち37は社会年金プログラムである。

社会年金プログラムはアフリカで最も広く運用

されており（41ヵ国）、次いで東ヨーロッパ・中

央アジア（29ヵ国）、ラテンアメリカ・カリブ海

（28ヵ国）と続く。

UCTは92ヵ国で実施され、その大半がアフリカ

（42ヵ国）とラテンアメリカ・カリブ海（24ヵ国）

である。受給者数では中国のDi-Baoが最大であり

（7,500万人）、インドのIndira	Gandhi	National	

Old-Age	Pension	Scheme（2,100万人）がこれに

続く。他方、UITでは、トルコのGida	Yardimiが最

大で（900万人）、次いで、メキシコのmilk	grant	

benefit（600万人）となっている。

出典：World	Bank,	2015d
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キーム（Maharashtra Employment Guarantee 
Scheme, MEGS）における実績がMGNREGA導
入の足場となった。深刻な干ばつ被害をうけて
導入されたMEGSは、貧困緩和に強い効果を発
揮すると同時に、州の灌漑インフラや村落の道
路網の整備ももたらした（Subbarao et al . , 
2 0 1 3 ）。複 数 の 独 立 し た 調 査 に よ る と 、
MGNREGAプログラムはいくつかの問題点は
あるものの、貧困削減や社会的包摂の向上に貢
献している。その一方で、別の調査データ（エ
ビデンス）は、MGNREGAの成果には州によっ
て大きな開きがあることを示唆している

（UNDP, 2013）。例えばDutta et al .（2014）によ
ると、プログラムが実施されたビハール州で
は、貧困を14ポイント低減することが期待され
ていたにもかかわらず、実際には１ポイントほ
どの低下にとどまった。著者らは、未達の最大
の原因は、このスキームが雇用の「保証」を提

供できなかったことにあると結論づけている。
もう１つの例として、エチオピアの生産的

セーフティネットプログラム（Productive 
Safety Net Programme, PSNP）では、公共事
業プログラムと並行して、労働力に制約のある
貧困世帯に現金給付も行っている。およそ750
万人を対象とするPSNPは、南アフリカを除く
サハラ以南アフリカで最大のセーフティネッ
トプログラムであり、国内の貧困率を２ポイン
ト改善するのに貢献した。同プログラムはま
た、多くの国を悩ませ続ける季節性の飢餓に世
帯が上手く対処できるよう支援することを目
的に設計、運用されている（BOX ８を参照）。
Berhane et al .（2014）の算定では、プログラム
により、季節性の飢餓に陥る受給者が３分の１
減っている。

しかし、公共事業プログラムは、直接費用や
機会費用の点で、プログラム参加者に大きな負

BOX	７
インドのマハトマ・カンジー国家農村雇用保障法

マハトマ・カンジー国家農村雇用保障法

（MGNREGA）は、２つの密接に関連した目的をも

つ、歴史上重要な法律である。同法の「人権に基

づくアプローチ」（rights-based	approach）は、雇

用を国によって提供されるべき国民の権利とみ

なす。MGNREGAの第１の目的は、単純労働に就

く意思のある各世帯の成人１人に年間100日まで

の賃金雇用を与えることで、農村住民に安定的な

生計を保証することであり、第２の目的は、農村

の余剰労働力を動員して生産力のはけ口を与え、

農村部の経済成長を活性化させることである。

MGNREGAは2006年２月２日に施行され、段階的

な導入を経て、３年後には全農村地域に展開され

た。2010年度のピーク時には、農村世帯のおよそ

３分の１に当たる5,500万世帯余りが対象となり、

26億日分の雇用を生んだ。比較的コストのかから

ないプログラムであり、ピーク時でも支出総額は

GDPの1.0%に満たず、現時点でも0.5%未満にと

どまる。プログラムは大規模なものの、州によっ

て実施状況にばらつきがある。財務と雇用の両指

標で最も成果を上げたのは2009年度と2010年度

であり、その後は大半の州で全般的に下火となっ

ている（Ghosh,	2014）。

プログラムは以下のように設計されている

（MORD,	2013）。熟練技術を必要としない単純労

働につく意思のある農村世帯の成人は、地域のグ

ラム・パンチャヤート（Gram	Panchayat：最下位

の行政単位）に登録する。各世帯には年間100日

を上限とする雇用資格が与えられる（ただしこれ

までのところ実際に提供された雇用日数は世帯

当たり年間40〜50日）。登録世帯にはジョブカー

ドが発行される。申込書を提出した登録世帯には

15日以内に雇用が提供されることになっており、

提供されなかった場合は失業手当（賃金の半額）

が支払われる。参加者の３分の１以上を女性とす

る規定があり、実際には女性がおよそ半数を占め

ている。託児施設や飲料水、屋根付き休憩所と

いった施設の提供も定められている。ただし、参

加者の賃金を除くプロジェクトのコストが、総コ

ストの４割を超えてはならない。下請けや労働力

に取って代わる機械の使用は禁じられている。

出典：Ghosh,	2014
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担をかける場合もある。例えば、公共事業の雇
用は他の雇用活動に取って代わる可能性があ
るため、プログラム参加による収入への純効果
が、プログラムに参加しなければ従事したであ
ろう雇用活動で得られる報酬よりも小さくな
る可能性もある。賃金労働の機会がきわめて乏
しく、農業活動が特定の季節に限られている場
合であれば、こうした類いの代替は比較的少な
くなると考えられる。また、給付されるのが低
賃金であると、きわめて深刻な食料不安を抱え
る世帯が自動的に対象となるようなセルフ
ターゲティングを惹起しそうに思われるが、必
ずしもそうであるとはいえない。例えば、エチ
オピアの農村部では、高所得の世帯ほど、フー
ド・フォー・ワークスキームに参加する傾向が
高かった。というのも、高所得の世帯は余剰労
働力があるのに対し、貧困世帯ほど働き手に事
欠き、プログラムに参加する余裕がないためだ

（Barrett and Clay, 2003）。
結論として、かなりの事例（エビデンス）か

ら、多くの社会扶助プログラムが少なくとも短
期的に貧困を削減することが裏づけられた。モ
ニタリングやインパクト評価は、プログラムの
強化、拡大のための強固な足場となり、評価結
果を踏まえてプログラムの改善を図るのに役

立つ。打撃への対抗措置として、プログラムを
拡大展開することが重要であることは、ブラジ
ルでの実績が示すとおりである。プログラムの
設計もまた重要である。公共事業プログラムの
設計では、他の経済的機会を奪うことのないよ
う配慮し、世帯が被る機会費用も考慮しなけれ
ばならない。また、インドのTPDSでの経験が
示すように、プログラムが適切に運用されるこ
とも極めて重要になる。サハラ以南アフリカで
実施されているいくつかのプログラムでは、現
地コミュニティがプログラムの運用で重要な
役割を果たしてきた。このように、こうしたレ
ベルでのキャパシティ・ビルディングは、プロ
グラムの成果の向上につながる（Barca et al ., 
2015）。

最後に、すべてのプログラムが実際に貧困を
削減するとは限らないが、貧困でない人々が貧
困 に 陥 る の を 防 ぐ こ と は で き る 。事 実 、
Fiszbein, Kanbur and Yemtsov（2014）が指摘
するように、社会保護プログラムはしばしば、
実際の貧困層をターゲットにするというより
も、むしろ貧困でない人々を貧困から守り、弱
者が自らのレジリエンスを高めるのを促すこ
とを目的として設計されている。

BOX	８
社会保護と季節性

季節性は飢餓や栄養失調の主な要因となる

（Vaitla,	Devereux	and	Swan,	2009）。これは、とり

わけサハラ以南アフリカやアジアの一部地域な

ど、天水栽培に頼る地域に特にいえる。例えば

Dostie,	Haggblade	and	Randriamamonjy（2002）

は、マダガスカルでは端境期に100万人の人々が

貧困に陥ったと報告している。また、Dercon	and	

Krishnan（2000）によると、エチオピアでは、収穫

前と収穫後で貧困や消費水準に大幅な変動があ

り、これが人々の栄養状態にも大きな変動をもた

らした。さらに、Cornia,	Deotti	and	Sassi（2012）

によると、マラウイとニジェールでは、季節によ

る食料価格の激しい変動が子どもの栄養失調の

主要な原因となっており、こうした変動は比較的

豊作であった時期にも発生した。これには、コ

ミュニティや世帯レベルで貯蔵への投資が不十

分であったり、信用制度へのアクセスに制約が

あったり、戦略的な食料備蓄が不十分であると

いった理由が挙げられる。社会保護プログラム

は、地域特有の価格変動や労働需要を考慮してき

め細かく設計され、適切なタイミングで実施され

た場合、こうした季節性の悪影響を軽減するのに

役立つ。例えば、バングラデシュの再貧層のため

の雇用創出（Emp l o ym e n t 	 G e n e r a t i o n	

Programme	for	 the	Poorest,	あるいはフード・

フォー・ワーク）プログラムは、農閑期に賃金労

働と引き換えに食料を給付するもので、季節性プ

ログラムの優れた例として知られている

（Subbarao	et	al .,	2013）。
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社会保護と食料安全保障

食料不安は貧困と密接に繋がっている。それ
ゆえ、多くの社会扶助プログラムが、よりバラ
エティに富んだ、より質の良い食料へのアクセ
スを増やすことで、食料安全保障に良い影響を
及ぼしてきたのも驚くに当たらない。プログラ
ムの中には、自家生産を促すことで食料の安定
的な確保の改善を図ってきたものもある。

Hidrobo, Hoddinott, Kumar and Olivier
（2014a）は、世帯の食料安全保障に対する社会
扶助のインパクトを評価した複数の研究の最
新かつ最も包括的なレビューを行っている12。
著者らは39の社会保護プログラムに関する48
編の研究を対象にメタ分析を行った結果、プロ
グラムの平均的なインパクトが（ベースライン
に対して）カロリー摂取量で13%、食料消費／
支出で17%であることを確認した。さらに、一
部のプログラムは、特に動物性食品の消費の点
で食事の多様化を促したことも裏づけられた。
以下に、いくつかのプログラムを詳しく取り上
げていく。

メキシコの条件付き現金給付プログラムであ
るPROGRESA（現Prospera）では、1997年11月
から1999年11月の期間に、受給世帯の食料支出
中央値が13%増加した。この増加は主に、果物、
野菜に加え肉などの動物性食品への支出が増
えたことによるものだ。また、同時期に、摂取
カロリー中央値は11%近く上昇した（Hoddinott, 
Skouf ias  and Washburn ,  2000）。一方、
Angelucci and Attanasio（2009）によると、同
プログラムの開始後６ヵ月、12ヵ月、18ヵ月
で、農村部における消費（成人換算１人当た
り）がそれぞれ８%、14%、17%増加した。さら
に、Angelucci and DeGiorgi（2009）の調査に
よって、受給世帯の給付金が、同じ村落に暮ら
す非受給世帯の消費を間接的に約20%増加さ
せたことがわかった。

12 研究の選定基準は次のとおり。（１）評価は300世帯以上のサン
プルに基づくものであること（というのも、サンプルの乏しいイ
ンパクト評価はあまり参考にならない。サンプル規模の小ささに
よりインパクトを検出できていない恐れがあるため）、（２）無作
為比較試験、準実験計画法、差分の差分分析、または操作変数法
に基づく厳密なインパクト評価を含むこと。方法論に関する詳細
な議論については、Hidrobo, Hoddinott,Kumar and Olivier

（2014a）を参照されたい。

パラグアイでは、条件付き現金給付プログラ
ムであるTekoporãの受給世帯で、１人当たり
の消費レベルが対照群の消費レベルより９〜
15%増加した（Soares, Ribas and Hirata, 
2008）。Hidrobo, Hoddinott, Peterman et al .

（2014）の報告によると、エクアドルのプログ
ラムでは、給付が現金、食料配給券、食料のい
ずれであるかにかかわらず、１人当たりの食料
消費量、１人当たりのカロリー摂取量、食事の
多様性のすべてで改善が見られた。さらに、現
金給付の場合は、食料と食料以外の支出に当て
られた給付金の割合に変化は見られなかった
が、食料給付ではカロリー摂取量に大きな改善
効果が見られ、食料配給券では食事の多様化に
大きな改善効果が見られた。食料給付の場合、
主に給付される食料品が食料消費の増加を―
―十分にバラエティーに富んでいれば食事の
多様化を――もたらし、他方、配給券の場合、
配給される食料品が、野菜、卵、牛乳、乳製品
など、バラエティーに富んでいるために、食料
消費の増加につながった。

無条件プログラムもまた食料消費に効果を
発揮している。Ahmed, Quisumbing et al .

（2009）は、バングラデシュの極貧層をター
ゲットにした３つの異なる無条件現金給付プ
ログラムを比較した（著者らの比較には公共事
業プログラムの農村維持管理プログラム

（Rural Maintenance Programme）も含まれる
が、これについては後述する）。３つのうちの
２つは脆弱なグループの発展（Vulnerable 
Group Development, VGD）プログラムの一環
として行われているもので、１つは「所得創出
のためのVGD（IGVGD）」、もう１つは「食料安
全保障のためのVGD（FSVGD）」である。いず
れも貧困女性をターゲットにしており、前者は
24ヵ月以上の食料配給、後者は食料と現金の給
付を行う。３つ目は総合的食料安全保障プログ
ラム（Integrated Food SecurityProgramme）
の一環で行われる資産創出のための食料

（Food for Asset Creation, FFA）で、公共事業
プログラムの参加者（そのうち７割以上は女性
とする規定がある）への対価として、食料と現
金を組み合わせて給付するものだ。著者らによ
ると、３つのプログラムへの参加はいずれも、
食料消費への支出を大幅に増やし、１人当たり
の１日のカロリー摂取量がIGVGD、FSVGD、
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FFAの参加者でそれぞれ、164kcal、247kcal、
194kcalと、統計学的に有意な増加が認められ
た。

サハラ以南アフリカの無条件現金給付プロ
グラムも効果を上げている。ザンビアの社会的
現金給付（SCT）プログラムの児童助成金

（Child Grant）モデルとマラウイのSCT プログ
ラムは、受給世帯の平均消費水準を大幅に引き
上げ、食事の多様化をもたらした（American 
Institutes for Research, 2013; Boone et al ., 
2013）。他方、Asfaw et al .（2014）によると、ケ
ニアで実施された定額給付のCT-OVCプログ
ラムでは、運用開始から２年で、世帯規模に
よって効果にばらつきが見られた。大規模世帯
ではほとんどの食料消費カテゴリーで支出に
何ら効果が見られなかったのに対し、少規模世
帯と女性世帯主世帯（母子世帯）では、乳製品、
卵、肉、魚、果物の消費に顕著な改善効果が現
れた。これは、一部は食料自給の増大によるも
のだった。Romeo et al .（2015）によると、運用
開始から４年が経過し、インフレにより給付金
の目減りをうけた後は、CT-OVCはもはや食料
消費に大きな効果をもたらさなくなった。しか
し、バラエティに富んだ質の良い食料を消費す
るという行動変化は定着した。

年金プログラムもまた食料安全保障に貢献
することができる。Martínez（2004）によると、
例えばボリビアでは、BONOSOL（Bono 
Solidario）プログラムの提供する社会（非拠出
型）年金がほぼすべて食料消費に当てられた結
果、6.3%の消費増加をもたらした。増加したの
は主に肉、動物性食品、野菜、果物の消費で
あったが、一部は食料自給の増大によるもの
だった。

公共事業プログラムは飢餓の削減にも有効
であることがわかっている。Gil l igan and 
Hoddinott（2007）がエチオピアの「雇用創出

（Employment Generation）スキーム」と「食料
の無償配布（Gratuitous Food）スキーム」を調
査したところ、2002年の干ばつ後、18ヵ月で受
給者の食料消費が増加したことがわかった。
Deininger and Liu（2013）によると、インドで
は、アーンドラ・プラデーシュ州の国家農村雇
用スキーム（National Rural Employment 
Scheme）の参加者でタンパク質とエネルギー
の摂取量が短期間で大幅に増えたのに対し、

Ahmed, Quisumbing et al .（2009）の調査では、
バングラデシュの農村維持管理プログラム

（RMP）――女性をターゲットにしたプログラ
ムで、村落の道路保守作業の対価として現金給
付を行う――で食費が大幅に増え、１人当たり
の１日の平均カロリー摂取量が271kcalと、統
計学的に有意に増加した。

最も広く実施されている社会保護の形態が
学校給食である（第１章のBOX ３も参照）。多
くの学校給食プログラムが、学校に通う子ども
たちの食料消費を増やしていることを裏づけ
る調査データがある。フィリピンでは、学校軽
食（school snack）プログラムにより、初等学齢
児童１人当たりの１日のカロリー消費量がお
よそ300kcal増加したが（Jacoby, 2002）、家庭で
親が子どもに与える食事の量が減ることはな
かった。同様の調査結果は、バングラデシュ

（Ahmed, 2004）やブルキナファソ（Kazianga, 
de Walque andAlderman, 2014）など、他の国
の事例にも認められる。

多くの社会扶助プログラムは、そのタイプに
関係なく、食料安全保障や食事の多様性、とり
わけ動物性食品の消費に大きな効果をもたら
している13。とはいえ、中にはこうした効果が
はっきりと現れないプログラムもある。３ヵ月
ごとに現金給付を実施したレソトの児童助成
金プログラム（Child Grant Programme, CGP）
がその一例だ。効果が現れなかったのは給付の
間隔が開いていたことが原因だが、定期的な支
払いが困難であったことも状況を悪化させた。
というのも、給付が不定期になると、世帯が次
の給付日までに計画的に支出できず、消費を平
準化できなくなるためだ。定性的なフィールド
ワークによると、世帯の食料の消費や食事のバ
ラエティが増えるのは給付日あたりに集中し
ており、これが無作為比較試験で消費の増加を
捕 捉 す る の を 困 難 に す る 要 因 と な っ た

（Pellerano et al ., 2014）。しかし、インパクト評
価では、報告された食料安全保障指標に有意な

13 政策立案者は、貧困世帯が現金給付の一部をアルコールやタ
バコなどの「誘惑物」の購入に当てることを懸念するかもしれな
い。この点に関し、Evans and Popova（2014）による現金給付の

「誘惑物」への影響に関する19編の研究の44の推定事例（無条件／
条件付き現金給付の両方）を検証したレビューによると、ほぼ例
外なく、何ら顕著な影響は認められず、むしろ給付金がアルコー
ルやタバコへの支出を減らすのに有効であった事例さえ確認さ
れた。
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改善が認められた（Pellerano et al ., 2014）。同
様にガーナでも、７万1,000余りの貧困世帯が
受給する貧困生活対策強化（LEAP）プログラ
ムにおいて、不定期な給付により消費の平準化
が困難になった（Handa et al ., 2013）。

食料安全保障のカギはジェンダーに
配慮した社会保護

プログラムのターゲティングや設計におい
て女性の役割に焦点を当てることで、食料安全
保障や貧困削減における社会保護の効果を高
めることができる。意思決定や家計管理におけ
るジェンダー不平等は多くの国で根強いが、ア
フリカ、アジア、ラテンアメリカの事例では、
家庭における女性のステータスや権限が強い
と、その家庭にとってメリットになることが一
貫して示されている。例えば一部の研究による
と、経済的な意思決定に対する女性の発言権が
大きい家庭では、食料、健康、教育、子どもの
衣服や栄養強化により多くの所得を当てるこ
とがわかっている（van den Bold, Quisumbing 
and Gillespie, 2013; Holmes and Jones, 2013）。

多くの国では、現金給付プログラムの受給者
の大半は、社会的に弱い立場にある貧困女性で
ある。大多数のプログラムでは女性世帯主世帯

（母子世帯）の受給が偏って多い。というのも、
労働力に乏しい最貧世帯に母子家庭の占める
割合が特に高いためである。また、大半のプロ
グラムは、世帯主が男性であっても女性を直接
の受給対象としている14。その結果、こうした
プログラムは女性のエンパワーメントに効果
があるとしばしば主張されるが、これは女性が
給付の主たる受取人として、世帯の財的資源に
対し、より大きな裁量を行使できるという仮定
に基づいている。しかし、エンパワーメントの
成果に関する入手可能な調査データを見ると、
決してそうとも言い切れない（de la O Campos, 
2015）。これは１つには、こうした成果が、家庭

14 例えば、サハラ以南アフリカでは、ガーナのLEAP、ザンビア
の児童助成金、ジンバブエのHSCT、レソトのCGPにおいて、そ
れぞれ、受給者の81%、98%、64%、67%が女性であった。他方、エ
チオピアのPSNP、ケニアのCT-OVC、マラウイのSCTではそれ
ぞれ、受給者の73%、65%、83%が女性世帯主世帯であった。本情
報は「保護から生産へ（PtoP）」プログラムのデータに基づく

（Tirivayi, Knowles and Davis（2013）も参照のこと）。

や社会における女性の役割だけでなく、知識、
技術、影響力、資源の所有権や裁量における旧
来のジェンダー不平等を反映したものでもあ
るからだ。

例えばケニアでは、現金給付を受けた女性は
まず子どもの栄養強化や教育に給付金を当て、
生産活動に投資するのはその後であった

（FAO, 2013b）。同様の結果はエチオピアでも
見られた。生産的セーフティネットプログラム

（PSNP）を受給していた女性世帯主世帯と男性
世帯主世帯では、給付金の使途パターンに顕著
な違いが見られた。女性世帯主世帯では教育を
優先し、学費を支払って、子どもをできるだけ
長く学校に通わせるために使うのに対し、男性
世帯主世帯では、農業活動や物的資産の蓄積に
投資する傾向が高かった（Slater et al ., 2006）。
男性は生産的資産に対して女性よりも大きな
裁量をもつ傾向にあることが、こうした支出パ
ターンの理由であろう。

女性をターゲットにすることで、女性に裁量の
ある領域での支出を増やすことができるが、そ
れでもほとんどの場合、一般的な家庭の支出パ
ターンは変わらず、ジェンダーによる偏りは極め
て大きいままであり、慣習や文化的、歴史的環境
に依存しがちである。これは１つには、個人の選
好による部分があるかもしれないが（女性は子ど
ものための当座のニーズに支出するのを優先し、
男性は長期的な投資を優先する）、その一方で、
支出パターンは旧来の支配的な社会通念に加え、
財産権や資源アクセスといった多くの場合女性
が不利益を被っている法的、社会的、経済的権
利も反映しているためだ（Doss, 2011）。土地など
の資産に対して女性が限られた法的権利しかも
たない場合、投資よりも消費を優先することが、
女性に開かれた最善の選択肢であるかもしれな
い（Holmes et al ., 2014）。

社会に浸透している父権的ジェンダーの通
念は、たとえプログラムがこの点を設計に織り
込んでいたとしても、女性が財務的な事柄に関
して意思決定を行うのを相変わらず妨げてい
ることが、事例からも示されている。例えばイ
ンドのMGNREGAプログラムは、女性が働い
て得た収入を世帯主の男性に支払うことを禁
じる規定を設けている。しかし、Reddy et 
al .（2011）によると、こうした規定にもかかわ
らず、女性は多くの場合、たとえ自分で賃金を
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受け取ったとしても、それを思い通りに使うこ
とができない。例えばビハール州では、妻が
MGNREGAで得た収入を夫の半数が管理して
いた。しかし、状況によってはプログラムが奏
功する場合もある。ブラジルでは、女性の受給
者が給付金の管理を行うことを法で定めてお
り、これが家庭内での女性の交渉力の向上に著
しい効果をもたらしている（de Brauw et al ., 
2014）。

ケニアの飢餓セーフティネットプログラム
（Hunger Safety Net Programme, HSNP）と
CT-OVC、ジンバブエの総合社会的現金給付

（Harmonized Social Cash Transfer, HSCT）、
ガーナのLEAPプログラムでも、同様の問題が
生じている。おそらく、これらのプログラムが
女性を給付金の「正式な」受取人とすることを
規定していなかったり、個人口座の開設やジェ
ンダーに関する意識喚起といった方策を導入
して女性による給付金管理を支援する取り組
みを行っていないためだと思われる。それどこ
ろか、これらのプログラムはそもそも、ジェン
ダー関係の改善を目指していない（OPM, 
2013b; Jennings et al ., 2013）。

社会保護策によるエンパワーメントの成果
は、プログラムの目的（女性のエンパワーメン
ト）や、プログラムの設計（女性を給付金の受取
人にする、プログラムにジェンダーに関する配
偶者の意識喚起を盛り込む）、さらにはプログラ
ム開始以前の女性の意思決定力の程度に左右さ
れる。教育水準は特に重要であり、女性の教育
水準が配偶者のそれとどの程度釣り合っている
か、あるいは上回っているかも同様に重要だ

（de Brauw et al ., 2014）。女性のスキルの開発
や、資源や雇用へのアクセスの促進は、もっと
考慮されてしかるべきである。加えて、社会保
護プログラムは十分な時間をかけて継続し、経
済的エンパワーメントの持続的な効果を確保す
る必要がある（de la O Campos, 2015）。

社会保護プログラムの設計も、家庭の食料安
全保障に女性が果たす特別な役割を考慮する
必要がある。従来、女性は食事の支度や育児、
家族の世話といった役割を担ってきた。また、
薪や燃料、水の調達といった仕事も女性の典型
的な役割である。同時に、女性は自分の土地で
農業に従事したり、あるいは農業以外の労働市
場に参加する場合もある。こうしたさまざまな

役割は一般に、女性の時間に過度な負担をかけ
ており、女性は往々にして時間配分に折り合い
を付けなければならない（とりわけ育児のため
に）。初期の公共事業プログラムは女性に余計
に負担をかけるとして激しい批判にさらされ
たが、最近のプログラムは女性の包摂を促すよ
う設計されている。

例を挙げると、インドのMGNREGAプログ
ラムは、村の公共事業の作業場に６歳未満の子
どもを５人以上連れてくる母親がいる場合、託
児施設を設置する規定を盛り込んでいる。ま
た、こうした託児施設では、母親が働いている
間、子どもの面倒を見る女性を雇うことも推奨
している。同様に、エチオピアのPSNPも、女
性の労働による時間の制約を考慮して設計さ
れた（Berhane et al ., 2013）。規定の上では、女
性は家庭で育児をする必要があれば、遅く出勤
したり早く帰宅したりして労働時間を短縮で
きる。さらに、公共事業の作業場にデイケアセ
ンターを設置し、妊産婦は労働しなくても直接
サポートを受けられる。

残念ながら、プログラム設計に盛り込まれた
ケアは必ずしも実際に実施されてはおらず、女
性の時間的制約の解消に向けたプログラムは
目ぼしい成果をあげていない。例えばインドで
は、MGNREGAの託児施設の提供については
あまり知られておらず、複数の関係者の話によ
ると、実際に作業場に託児施設が設けられてい
る例はきわめてまれである（Holmes et al . , 
2014）。インドの北部4州で行った調査では

（Pankaj and Tankha, 2010）、５歳未満の子ど
もを持つ女性で職場に子どもを連れていくの
はわずか28%にとどまり、62%が子どもを家に
残して年長の兄弟姉妹や他の身内に世話をさ
せ、10%が世話をする人がいない家に子どもを
残していた。多くのケースでは、回答者が託児
施設の提供を知らないのが原因であった。もっ
とも、女性にとっては、子どもを公共事業の作
業場の見知らぬ他人に預けるよりも、家族や近
所の人に預ける方が安心であったかもしれな
い。同様の事態は他の公共事業プログラムでも
見られたが、これは、こうした賃金雇用を導入
する場合には、地域レベルでデイケアを提供す
る必要があることを浮き彫りにしている。

エチオピアのPSNPもまた、ジェンダーに配
慮したプログラム設計の運用で壁に突き当
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たっている。10郡中８郡の公共事業の担当官
は、女性の参加を促す措置はとっていないと報
告している（Berhane et al ., 2013）。デイケアセ
ンターが成功裡に導入されたのは、アムハラ
州、ティグレイ州、南部諸民族州のわずか３州
にとどまった。導入が進まない理由として、財
源不足、プログラムの託児施設の提供に関する
実施主体の認識不足（または優先順位の引き下
げ）、女性の参加者からの需要が乏しいこと、
一部の女性に子どもを見知らぬ他人に預ける
ことへの懸念がある可能性など、いくつかの要
因が挙げられる（Holmes and Jones, 2013）。

改善の余地はある。そして、改善を促すの
が、モニタリングや評価の目的だ。例えば、プ
ログラムの効果を最大化するには、特に農村部
の女性が直面するさまざまな制約や不利益の
打開に向けた多様な支援の在り方を検討し、補
完し、強化することが不可欠だとするコンセン
サスが新たに芽生えつつあるのも事実である。
女性のニーズを満たすインフラの改善から、教
育、金融サービス、生産資源へのアクセスにお
けるジェンダー格差への対応、さらには、妊産
婦のケアや育児を含む社会サービスへのアク
セスの改善まで、こうした目的を達成するには
無数の方法がある。

バングラデシュのBRACによる「貧困削減の
限界点への挑戦——極貧層に焦点を当てて

（Challenging the Frontiers of Poverty 
Reduction―Targeting the Ultra Poor, CFPR-
TUP）」プログラムは、貧困や脆弱性のジェン
ダー側面への深い理解を拠り所に、こうした課
題の打開を明確に掲げた取り組みである15。優
れた実践例である同プログラムでは、農村の極
貧世帯にターゲットを絞り、こうした世帯の女
性に主に家畜などの生産資産を提供してい
る16。加えて、プログラムは追加的な援助もス
テップを踏んで提供する。例えば、生産資産は
すぐには利益を生まないため、最初の12〜18ヵ

15 BRAC（バングラデシュ農村向上委員会：Bangladesh Rural 
Advancement Committee）は現在、バングラデシュをはじめ
数ヵ国で活動しているNGO。
16 このプログラムは2002年にスタートし、2006年までには極貧
層の10万世帯に普及した。2016年までに77万300世帯への支援提
供を目指している。極貧世帯は、慢性的飢餓や栄養失調に苦し
み、十分な保護施設を持たず、さまざまな種類の疾病に罹患する
傾向が高く、教育の機会が剥奪され、繰り返し起こる自然災害に
特に脆弱な人々である。

月間の世帯消費の支援がプログラムの成功の
カギと見なされている（Sabates-Wheeler and 
Devereux, 2011）。さらに、貧困世帯には、貯蓄
サービスや週１回の家庭訪問、さまざまなト
レーニング（資産の使い方、健康や衛生、基本
的な労働技術、読み書き）に加え、全般的な支
援やカウンセリング（ジェンダーバイオレン
ス、早婚、ダウリーと呼ばれる持参金をめぐる
圧力への対処法など）も提供される。さらに、
医療支援や社会的統合支援も提供される。この
プログラムには、ジェンダーに配慮した社会保
護プログラムの構築だけでなく、もっと一般的
に、貧困世帯を貧困から恒常的に「卒業」させ
ることを目指すあらゆるプログラムに活かす
ことのできる多くの教訓が詰まっている。この
教訓については、第４章と第５章でも触れる。

主要メッセージ

•   社会保護プログラムは、そのタイプに関係
なく、効果的に貧困を削減し、とりわけ貧困
の深さ（深刻度）の軽減に有効である。

•   社会保護プログラムは、そのタイプに関係
なく、効果的に食料不安を軽減することが
できる。プログラムは食料の消費レベルを
引き上げ、結果的に家庭の食事の多様化を
もたらす。

•   女性は多くの場合、社会保護プログラムの
主たる給付対象であり、家庭の食料安全保
障と栄養改善に重要な役割を担う。女性を
ターゲットにして、女性の時間的制約に配
慮し、女性の家計管理の権限を高めるプロ
グラムは、とりわけ子どものための食料安
全保障と栄養の改善に強い効果を発揮す
る。



社 会 保 護 と 農 業 ―― 農 村 貧 困 の 悪 循 環 を 断 つ 35

前章で述べたように、社会扶助は貧困層の消
費レベルを引き上げ、食料不安を軽減するのに
有効なツールとなりうる。しかし、社会保護の役
割は、収入や消費の不足分の埋め合わせをする
だけにとどまらない。社会保護は、生産に結びつ
く投資も促し（Barrientos, 2010）、そうすること
で、貧困層の所得創出能力を高めることもでき
る。こうした投資は持続可能な貧困削減にとって
不可欠である。というのも、投資のすべをもつ
人々は一般に、信用制度や補完的な資源・サー
ビスにより上手く、より自発的にアクセスし、新
たな生産資産や技術、新たなマーケティングの
繋がり、さらには、子どもの教育や健康管理への
投資に取り組むためだ。本章では、なぜ社会保護
が世帯の生産的投資に密接に関連するのかを明
らかにするとともに、投資への刺激における社会
保護の有効性について、蓄積された豊富な事例

（エビデンス）を検証していく。

なぜ、そしていかに、社会保護は投資
を刺激するのか

社会保護が農業に生産上の効果をもたらすと
期待するのには、確たる理論的根拠がある17。多
くの貧困世帯の生計はいまだに農業を基盤とし
ており、しかもその多くは自給農業に頼ってい
る。これは特にサハラ以南アフリカについて、現
在、そして今後も当面言えることだ。こうした農
業生活者の多くは、市場――農業投入材・産出
財、労働、その他の財やサービス（信用制度や保
険制度など）の市場――が不完備であるか、適切
に機能していない地域に暮らす。さらに、とりわ
け気候変動に由来する天候不順や、価格的に手
の届く保険の欠如が、家計を農業に頼る世帯の

17 Tirivayi, Knowles and Davis （2013）を参照のこと。これらの
繋がりに関する多くのエビデンスは、「保護から生産へ」（PtoP）
プロジェクトにより得られた。

脆弱さの根底にある。市場の機能不全やリスク
の高い環境といった状況下で、さらに、世帯が生
活の糧の生産をおおかた自分で担っている場合、
世帯の消費行動の感化を意図した介入は、世帯
の生産行動の意思決定にも感化を及ぼす（その
逆もまた同様）――消費行動と生産行動の意思
決定は互いに不可分なのである。これは、食料不
安に直面した場合に、高リスクで高収益の換金
作物（市場向け作物）と低リスクで低収量の自家
用作物のどちらを選ぶか、あるいは、栄養価の高
い食料、子どもの教育、家畜のいずれかにどの程
度投資するかの兼ね合いにも明らかに見て取れ
る。

信用市場へのアクセスを持たず、代わりとな
るリスク対抗手段にも乏しい状況で、食べていく
ことさえままならない場合、農業世帯の時間尺度
は短期化する。その結果、そうした世帯は往々に
して、低リスク・低リターンの（農業／非農業）
所得創出戦略をとり、臨時労働市場での農外労
働を増やすことで、流動収入やより安定した収
入を得ようとする（Dercon, 2002）。同様の理由か
ら、子どもの教育や健康に十分な資金投入をし
なかったり、資産の投げ売りといった消極的なリ
スク対抗戦略をとって、食料消費の質と量を落
としたり、子どもを退学させたり、金品を無心す
ることさえありうる。こうしたコンテクストでは、
社会保護は投資の意思決定に次の３つの経路で
作用する。①リスクを管理すること、②資金の流
動性、信用、貯蓄における諸制約を緩和するこ
と、③コミュニティや地域市場への波及効果、の
３つである（Aldermanand Yemtsov, 2014; 
Tirivayi, Knowles and Davis, 2013）。

第１に、社会保護は世帯のリスク管理を助け
ることができる。社会保護の諸手段が定期的か
つ予測可能な間隔で提供されれば、保険の部分
的代用になり、また、流動収入の極めて重要な供
給源にもなるため、農業世帯はより多くの確実性
や安心を得ることができる。貧しい農村世帯は、
相互扶助やインフォーマルなリスク・シェアリン

第３章　	投資と成長に対する	
社会保護の潜在的影響
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グ機能、さらには自己保険といった自在に扱える
ツールを活用し、リスクを能動的に管理している

（BOX ９を参照）。とはいえ、幅広い研究による
と、こうしたリスク管理戦略は、貧困層にとって
部分的な保険になるだけで、通例、経済不況、自
然災害、深刻な健康問題といった打撃に対して
十分な保護にはならないことが示唆されている

（Dercon, 2011）。定期的かつ予測可能な社会保
護策の提供は、それがなければリスクが大きす
ぎると考えられるような投資や経済的機会の利
用を貧困世帯に促す。また、社会保護があれば、
打撃に見舞われた場合に、消極的なリスク対抗
戦略に依存するのを回避することもできる。

第２に、現金を給付する社会保護プログラム
は、世帯の貯蓄を促し、信用や流動性におけるを
緩和するうえ、給付が定期的で予測可能な場合
には、担保の役割も果たすことで信用制度への
アクセスを高めることができる（Barrientos, 
2012）。（資金調達面における）こうした制約は、
貧農世帯がさまざまな種類の投入材を十全に活

用できない主たる要因となっている。貧困世帯、
とりわけ女性は往々にして、担保資産に乏しかっ
たり、小口融資が比較的高金利であるために、資
金の借り入れが難しいと感じている。こうした制
約を緩和することで、世帯は八方塞がりから解
放され、彼らが自在に扱える資産をより有効に活
用できるようになる。

第３に、社会保護プログラムの効果は、こうし
たプログラムが実施されるコミュニティや地域
経済にも波及する。社会保護により、世帯は、リ
スク・シェアリングや相互扶助といったイン
フォーマルな社会ネットワークとの結びつきを
再開したり、さらに強めたりすることが可能にな
る。また、効果は限られるものの、打撃に見舞わ
れた場合に、社会保護はしばしば初動支援の供
給源となる。加えて、就学や健康診断の受診を促
すといった介入策により、非受給世帯の行動に
も感化を及ぼす（Fiszbein et al ., 2009）。また、適
切に運用された公共事業プログラムは、重要な
公共インフラや公共資産の構築・整備を行うこ

BOX	９
社会的リスク管理

リスクは農業世帯の意思決定において中心的な

要素となる。例えばAlderman	and	Paxson（1992）

は、世帯がリスクに対処する際に用いる２つの主

要な方法――「リスク管理」（risk	management）と

「リスク対処」（risk	coping）――について説明して

いる。「リスク管理」とは、保険市場が不完備であ

る場合に、世帯が所得の不安定性（変動性）を低

減するのに用いる戦略をいう。例えば、作物や農

地を多様化したり、儲けは薄いがリスクも少ない

生産活動を選択したり、家族を出稼ぎに出したり

といったリスク回避方法がこれにあたる。他方、

「リスク対処」は、打撃が起こった場合に消費を平

準化するためにとる方法で、これには、貯蓄を切

り崩したり、他人とリスク・シェアリングをした

り、あるいは、子どもを学校から退学させると

いった不利な対処戦略も含まれる。

世界銀行が2001年に刊行した「Social	Protection	

and	Labour	Strategy（社会保護と労働戦略）」初回

報告書は、リスクと脆弱性を貧困の一大要因に同

定し、その概念的枠組みとして、「社会的リスク

管理」（Social	Risk	Management,	SRM）（Holzmann	

and	Jørgensen,	2000に基づく）のコンセプトを打

ち立てた（World	Bank,	2012）。SRMでは、リスク

に対処するための戦略は次の３つに分類される。

（１）リスク削減（所得を増やしたり、所得の変動

性を低減するための事前的対応）、（２）リスク緩

和（万一打撃が起こった場合に備えて、所得の不

安定性を低減するための事前的対応）、（３）リス

ク対処（打撃が起こった後に、その影響を緩和す

るための事後的対応）。

SRMは、農業を基盤とした生計にとって依然大き

な意義をもち、農家や畜産農家、農業労働者な

ど、農村に暮らす人々が直面するリスクに取り組

むための一貫した政策オプションを提供するも

のであるが、その一方で、もっぱら経済面に焦点

が偏っていることや、貧困や食料不安の社会的リ

スクや構造的原因を度外視する傾向には批判も

ある（HLPE,	2012）。
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とで 、世 帯 の 投 資 や 経 済 活 動 を 促 進 する

（Alderman and Yemtsov, 2014）。
さらに、受給世帯の所得が増えれば、地域経

済への乗数効果にもつながる。付加的な可処分
所得があれば、家畜などの生産資産の購入にも、
あるいは単に農業用品や家庭用品といった財や
サービスの購入にも当てることができるが、こう
した財やサービスは、地元で、しかも多くの場
合、非受給世帯によって生産され、提供されるも
のである。こうした財の多くは、生鮮食品であっ
たり、輸送コストがかかったりするため、もっぱ
ら狭い地域で取引きされる。社会保護プログラ
ムが付加的な所得を生み、それが地元で生産さ
れた財やサービスの需要を創出すれば、農業収
入の増加と（地域内の）非農業収入の増加が互い

を強め合う好循環につながる。こうした効果の
程度は、労働力を含む地域の資源が、増加した
需要を満たすのに必要な財やサービスを、著し
い物価上昇を招くことなく供給できるかどうか
に左右される。

社会保護は、世帯の所得創出活動に関連した
幅広い影響をもたらす可能性がある。こうした影
響は、人的資源の向上から、貯蓄や信用制度へ
のアクセスの増加、農業／非農業の投資や生産
の拡大、世帯の労働力のより柔軟な配分、社会
ネットワークの強化、さらには、地域経済におけ
る所得乗数の創出に至るまで多岐にわたる。社
会保護策は、世帯が打撃に見舞われた場合に、
消費レベルを維持し、資産を保持するのを助け、
消極的なリスク対抗戦略を減らして、リスクは高

BOX	10
社会保護のレジリエンスに対する貢献

農業、食料安全保障、栄養との関連では、レジリ

エンス（強靭性）とは基本的に、特定の打撃に見

舞われた場合に、抵抗・対処したり、回復・適応

したり、変革したりするための個人、グループ、

コミュニティ、制度に内在した（本来備わってい

る）対処能力（キャパシティ）あるいは力量（アビ

リティ）のことを指す。

レジリエンスを強化する取り組みは、何よりもま

ず、食料不安を抱える、あるいは食料不安に陥る

リスクを抱える人々をターゲットにする必要が

ある。これは多くの場合、極度の貧困状態にある

か、貧困ラインに近い状態にある農村部の個人や

集団、さらには、紛争や自然災害といった深刻な

打撃により、食料システムが断たれるか、あるい

は、（少なくとも一部の住民に対して）栄養価の高

い十分な食料へのアクセスが阻害されている地

域に暮らす人々を指す。こうした人口集団のタイ

プ、その生計戦略や資産基盤、制度的環境、打撃

やストレス要因のタイプ――これらはすべて、

個々のコンテクストにおける「レジリエンス」の

具体的な定義を特徴づけるものである。

レジリエンスの構築に向けた取り組み（の選択

肢）は、国やコンテクストごとに特化し、さまざ

まな状況に応じて異なる介入点（エントリー・ポ

イント）を用いたものでなければならない。レジ

リエンスを高めるアプローチはいずれも、災害リ

スク軽減・管理、防災、減災、災害準備、災害対

応といった対策を一体的に組み込む必要がある。

防災対策は、被害を回避し、開発利益を保護し、

貧困者の生計の拠り所となる収入や資産を保持

し、打撃の頻度や影響を低減するのに極めて重要

である。脆弱性は、物理的・社会経済的な諸々の

措置や、より適切な土地利用計画、公平な資源ア

クセスや、天候リスクの対処に向けた給付の仕組

みへのアクセスを通じて削減される。

社会保護は、市場の諸制約を緩和し、世帯がリス

クを管理するのを助けることで、人的資源の向上

や、世帯の生計の促進、コミュニティの社会的

ネットワークや地域経済の活性化に貢献するも

のであるが、こうした役割を通じて、個人とコ

ミュニティのいずれにおいても、レジリエンスの

さまざまな側面を強化する可能性を有している。

特に気候変動に対するレジリエンスの向上を目

指した社会保護――例えば、公共事業の労働力を

動員して、環境にやさしく、かつコミュニティに

も裨益する資産を構築したり、土地の利用や管理

に対するコミュニティの意識喚起を図るといっ

た取り組み――は、適応的社会保護（adaptive	

social	protection）と呼ばれる（Devereux,	2015）。
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いがリターンも高い生計戦略をとれるようにす
る。さらに、これらの影響が相まって、世帯の脆
弱性の削減と、レジリエンスの強化につながる

（BOX 10を参照）。以下では、社会扶助が世帯の
投資や、労働力の供給、経済活動の選択にもた
らす影響を示す事例（エビデンス）を見ていく。

社会保護は人的資源や生産活動への
投資を刺激する

貧困世帯が所有する最も重要な資源は自身の
労働力である。したがってまずは、労働の質への
社会保護の影響――こうした影響は、栄養、教
育、健康面における改善に現れる――に関する
事例を取り上げる。続く各節では、社会保護を、
世帯の農業資産／資源への投資、貯蓄、起業活
動へと結びつける事例を検証し、最後に、より包
括的なコミュニティや経済への社会保護の影響
を考察する。

人的資源（栄養、教育、健康）の向上
第２章で提示した経験的証拠から、社会扶助

プログラムは、そのタイプに関係なく、食料安全
保障と食事の多様性、特に動物性食品の消費に
かなり大きな効果を上げる傾向にあることがわ
かった。では、社会保護プログラムは、健康、教
育、栄養といった人的資源の異なる側面をどの
程度改善するのであろうか。

Manley, Gitter and Slavchevska（2013）およ
びRuel and Alderman（2013）のレビューによる
と、条件付き／無条件現金給付は多くの場合、食
料の消費レベルや食事の多様性に好ましい効果
をもたらすが、栄養面では概して、効果がほとん
ど見られなかった。著者らは、社会保護プログラ
ムが最貧層と最弱者層にターゲットを絞り、健
康、衛生、母親の教育といった他の介入策を伴う
場合に、栄養改善効果が見られる傾向が高いと
している。また、無条件現金給付も有効であり、
条件の有無は、例えば世帯の子どもの年齢や性
別、医療アクセスといった他の問題点よりも重要
性がはるかに低いことがわかった。最終的には、
より適切なターゲティング（対象設定）に加えて、
提供するサービスの質を上げることで、現金給
付の栄養面における成果が高まるとしている。

栄養面で効果が見られた社会保護介入策 

の一例が、メキシコのPROG R E SA（後に
Oportunidades、Prosperaに改称）プログラムで
ある。同プログラムでは、定期的な現金給付に加
え、健康診断、栄養介入、就学促進といった取り
組みの完了後に、栄養補助食18も配給した。プロ
グラムの栄養面への好ましい効果は、子どもの
身体、認知、言語の発達の改善に現れている

（Fernald, Gertler and Neufeld, 2008）。具体的に
は、12〜36ヵ月の乳幼児の平均成長率が上昇し、
発育阻害の確率が低下した。PROGRESAに関連
づけられるこうした子どもの発育改善により、生
涯賃金は、控えめに見積もっても2.9%上昇する
と推定される。栄養状態の改善がもたらした認
知的発達の向上、就学率の上昇、所定教育レベ
ルの修了年齢の早期化といった効果も加味した
場合、プログラムの影響はさらに大きくなると考
えられる（Behrmanand Hoddinott ,  2005; 
Fernald, Gertler andNeufeld, 2008）。プログラム
が奏功した理由のひとつに、女性を現金給付の
受給対象にしただけでなく、健康や栄養に関す
る女性の知識の向上や意識喚起を図ったことが
ある。その結果、プログラムの実施地域に暮らす
５歳未満の子どもで、健康診断受診率が18%上
昇し、罹患率が12%低下した。さらに、栄養補助
食の配給や健康管理といった一連の補完的な介
入に伴い、食料消費と食事の多様性が改善した
ことも（第２章を参照）、プログラムの成功に大き
く寄与した（Ruel and Alderman, 2013; Skoufias, 
2005）。

学校給食は広く行われている介入策であり、
子どもの学習を助けるとともに、不利な立場にあ
る子どもの栄養改善にも貢献する。例えば、中
国、ジャマイカ、ケニアで実施した無作為比較試
験によると、19ヵ月を超える期間、学校で給食を
与えられた子どもは、与えられなかった子どもに
比 べ て 、体 重 が 平 均 で 0 . 3 9 k g 重 か っ た

（Kristjansson et al ., 2006）。また、鉄分が豊富な
学校給食は、とりわけ思春期の女子で鉄栄養が
改善するという調査データもある（Ruel and 
Alderman, 2013）。Adelman et al . （2008）による
と、ウガンダでは、学校給食をとっている10〜13
歳の女子で、軽度の貧血の有病率が対照群に比
べて有意に低下した。また、ある種の食品を意図
的に献立に取り入れることで、給食プログラムの

18 ４ヵ月〜２歳の子どもと妊産婦を対象に配給した。
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効果が高まっている。例えば南アフリカの学校
給食プログラムでは、生物学的栄養強化により
β-カロテンが豊富なオレンジ色果肉のサツマイ
モを取り入れ、ビタミンAの摂取レベルを高めた

（van Jaarsveld et al ., 2005）。ケニアで実施した
小学校給食の比較研究では、午前中の軽食に牛
乳と肉の補助食の両方またはいずれか一方を与
えられた子どもで、ビタミンA、ビタミンB12、カ
ルシウム、鉄、亜鉛を含む複数の栄養素や食事
エネルギーの摂取量が高まった（Murphy et al . 
2003; Neumann et al . 2003）。インドでは、学校
給食に栄養強化米を取り入れたところ、摂取群
で鉄欠乏性貧血が30%から15%と、統計学的に有
意な低下が見られたのに対し、対照群では貧血
の有病率にほとんど変化は見られなかった

（Moretti et al ., 2006）。
条件付き／無条件現金給付はいずれも、子ど

もの就学率や出席率、さらには健康面も改善す
ることがわかっている。メキシコのPROGRESA

（後にOportunidades、Prosperaに改称）の条件
付き現金給付プログラムでは、中等教育就学率
が男子で６ポイント、女子で９ポイント上昇し
た。バングラデシュでは、支援の手が最も届きに
くい子どもを対象にした小規模プログラムで、初
等教育就学率が９ポイント上昇した。ニカラグア
でかつて実施されていたRed de Protección 社
会保護プログラム（現在は終了）では、就学率が
全体で13ポイント、最貧困世帯の子どもで25ポ
イント上昇し、初等教育の出席率が20ポイント
改善した。条件付き現金給付プログラムは健康
面にも著しい効果をもたらしている。例えばコロ
ンビアとエクアドルでは、条件付きプログラムが
子どもの医療センターの受診率をそれぞれ33%
と20%引き上げた。ホンジュラスでは、子どもの
疾患で医療サービスを利用する親の割合が15〜
21ポイント増加した。もっとも、子どもの罹患率
には何ら効果は見られなかった（これはブラジル
も同様である）（Adatoand Hoddinott, 2007）。

サハラ以南アフリカで実施されている無条件
現金給付は就学率――とりわけ、就学が経済的
にきわめて困難な状況にある中等教育学齢期

（12〜17歳）の男女の就学率――に強い効果を着
実にもたらしている。例えば、ガーナのLEAP プ
ログラム、ケニアのCT-OVC、レソトのCGP、ザ
ンビアの児童助成金モデルでは、中等教育学齢
期の子どもの就学率が７ポイント（ガーナ）、８ポ

イント（ケニア）、６ポイント（レソト）、９ポイン
ト（ザンビア）上昇した。同様の効果は他の現金
給付プログラムでも見られた（Handa and de 
Milliano, 2015）。これらのプログラムは「無条件」
の現金給付であるが、その効果の規模は、子ども
の就学を条件に給付を行った条件付きプログラ
ムの代表例であるメキシコのPROGRESA（後に
Oportunidades、Prosperaに改称）プログラムと
同程度である。サハラ以南アフリカのコンテクス
トにおいて、子どもに対する効果を高める主たる
要因は、給付額（給付前の収入の２割が特に重要
な閾値とされる）と、給付の目的についての

「メッセージ」の強さである。例えば、ケニアの
CT-OVCやレソトのCGPといったいくつかのプ
ログラムでは、給付は子どもの厚生を支援する
ことを意図しているという強いメッセージを送っ
ており、これがきわめて有効であることがわかっ
ている。

サハラ以南アフリカの無条件現金給付プログ
ラムはまた、罹患率の低減でも一貫して著しい
効果を上げており、さらに、医療サービスの利用
でも、一貫性という点では劣るものの好ましい効
果を上げている。ケニア、レソト、マラウイ、南
アフリカ、タンザニア、ザンビアで実施されたプ
ログラムはすべて、（幼児の）下痢などの疾患の
発症率を下げることで子どもの罹患率を下げた
が、その効果は、レソトの15ポイントから南アフ
リカとザンビアの５ポイントまで幅がある。ガー
ナとケニアでは、プログラムは予防医療の利用
増加にもつながった。

Baird et al .（2013）によると、より厳格な給付
条件や、モニタリングまたは違反に対する罰則
のあるプログラムは、強制力や効力がなかったり
緩かったりするプログラムよりも、就学率や出席
率の改善効果が高まる傾向が見られた。もっと
も、こうした特質を持つプログラムはコストがか
かり、実施が困難であるのも事実だ。サハラ以南
アフリカでは、現金給付の条件として子どもの就
学を課す方法は、そうした条件の順守状況のモ
ニタリングが提供サイドの制約により困難なた
め、普及していない。しかし、現金給付を活用し
て、条件を課すことなく、就学率の改善効果を高
める方策はある。例えば、教科書や制服を提供し
たり、ピアサポート（学生同士の相互支援）の
ネットワークを構築して就学を促したり、家庭の
人的資源への投資を援助するなど、補完的な
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サービスを提供することが挙げられる（Handa 
and deMilliano, 2015）。

人的資源の向上における女性の役割の強化
世界の多くの地域で、世帯の食料安全保障や

栄養管理、子どもの教育や健康管理に女性が果
たす重要な役割については、すでに第２章で強調
した。社会保護プログラムは、女性のこうした役
割の強化に重要な役目を果たしてきた。こうした
取り組みは、プログラムの設計レベル、運用レベ
ル、組織レベル（例えばエチオピアのケベレ

［kebele：行政村］上訴委員会などのコミュニティ
レベルの委員会）での意思決定過程への女性の
参画といった形で現れている。加えて、プログラ
ムはジェンダー面の不平等の是正も明確な目標
のひとつに掲げ、財的資源に対する女性の裁量
や意思決定の向上に向けた施策の採用（ブラジル
のBolsa Família）、女性の収入増に向けた効果的
な方法の設計（ケニアのHSNPやバングラデシュ
のIGVD）、女性支援グループの設立（BRAC）な
ど、さまざまな支援策をプログラムに盛り込むこ
とを求めてきた。

プログラムのガバナンスに女性を参画させる
ことで、女性の発言力を高めることを目的とした
社会保護の企画イニシアティブの例もある。ペ
ルーの農村道路プロジェクト（Rural Roads 
Project）の選考委員会には、多くの女性が代表と
して参画し、女性の声がよく反映されている

（Okola, 2011）。パキスタンでは、条件付き現金給
付の旗艦プログラムであるベーナズィール所得
支援プログラム（Benazir Income Support 
Programme, BISP）が、社会動員に向けたパイ
ロットプロジェクトを通じて女性受給者の参画
を積極的に進めている（ACT International, 
2013）。同パイロットの狙いは、さまざまな行政
レベル（村落、労働組合、テシル［tehsil：いくつ
かの村落や町で構成される地方行政単位］）で女
性による委員会を設置したり、女性に自分たちの
権利に対する意識を高めるための教育を施した
り、女性のリーダーたちに月１回のミーティング
への参加や、BISP地域事務所などの行政機関と
の連絡役や、参加型のモニタリング活動への協
力を促すことである（Naqvi, 2013）。同様の取り
組みはバングラデシュでも進行中だ。BRACの
CFPR-TUPプログラムでは、女性受給者が週１
回のミーティング（ここで給付金が手渡される）

に参加し、各自が営む小規模事業や、医療やソー
シャルケアに関する問題について話し合う

（Holmes et al ., 2010）。
とはいえ、女性参画に関する社会保護プログ

ラムの目標を実行に移すのには困難がつきまと
う。例えばインドのMGNREGAプログラムは、村
落総会（グラム・サバ）19や、社会監査フォーラ
ム、州レベルや中央政府レベルの協議の場への
女性の代表者の参加を規定している。また、社会
監査フォーラムは女性や社会的に不利な立場に
あるコミュニティが最大限関与できるよう配慮
することを提言している（Holmes et al ., 2014）。
にもかかわらず、複数の研究によると、意思決定
機構への女性の参加の比率は低いままであるこ
とが確認されている。Khera and Nayak（2009）
によると、ヒマーチャル・プラデーシュ州とラー
ジャスターン州では、村落のミーティングに参加
しない女性は、あまり興味がない、いつ開かれて
いるのか知らない、参加して自分たちの関心事
について発言しても誰も取り合ってくれない、と
いった理由を挙げている。ジェンダーの役割分
担を規定する文化的規範に加え、女性――とり
わけ社会的に不利な立場にあるカーストや部族
コミュニティ（指定カーストや指定部族）の女性
――の識字率の低さもまた女性の参画が進まな
い原因のひとつである。

一方で、これと好対照を成すのが、ルワンダの
ビジョン2020ウムレンゲ・プログラム（Vision 
2020 Umurenge Programme, VUP）の事例（エ
ビデンス）である（Pavanello, Pozarny and dela 
O Campos, 2015）。この事例では、公共事業プロ
グラムが予想外に女性の参画を促すことがわ
かった。VUPの公共事業に参加した女性による
と、参加したことで自信や自尊心が高まり、公の
場での取り組みに好ましい波及効果があったと
している。インタビューを受けた男性の非受給者
も同様の実感を述べている。もっとも、こうした
実感や実例にもかかわらず、この研究では、
VUP公共事業への参加の結果、女性が政治や公

19 グラム・サバは、村落の成人住民全員が参加する総会。グラ
ム・パンチャヤート（末端の行政単位）のメンバーを選出する権
限を有する。サバはパンチャヤートによる意思決定に影響力を行
使し、決定に疑義があれば修正することができる。パンチャヤー
トは人口が1,000〜２万5,000人の村落で組織される。複数の小規
模な村落が集まってグラム・サバを開催することもできる。グラ
ム・サバにはさまざまな委員会がある（農業、畜産、公共事業、
社会福祉、健康衛生など）。
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の場でリーダーシップ的役割を担っている証拠
を何ら確認していない。エチオピアのPSNPも、
意思決定の場への女性の包摂を促す取り組みで
は、限られた成果しか上げていない。同プログラ
ムは、あらゆるレベルでの女性の参加を積極的
に進めており、ケベレ（行政村）上訴委員会をは
じめ、さまざまな委員会やタスクフォースで女性
がメンバーの半数を占めるよう求めている。しか
し、実際には、こうした組織に女性の占める割合
は比較的低いままである（Seyoum, 2012）。調査
したほぼすべてのケベレで､ケベレ食料安全保障
タスクフォース（食料安全保障のプランニングを
担う主要組織）に女性が少なくとも１人はいた
が、委員会メンバーの半数を占めるには程遠
かった。プログラムの適切な設計はむろん重要
であるが、効果的な実施も同様に重要である。

社会保護は世帯の貯蓄や信用制度への	
アクセスを増やす

農村部では、貧困層や弱者層は往々にして借
金と返済の悪循環に陥っている。それは、端境期
には借り入れして値上がりした食料を購入しな
ければならず、作物の収穫後、食料が値下がりし
た時に今度は返済しなければならないという悪
循環だ。これは、社会保護が、消費平準化を促
し、流動性制約を緩和し、世帯が資産を貯蓄する
のを助けることによって、どのように生計の不確
実性を減らし、世帯の支出やリスク負担行動に
感化を及ぼすことができるかを示す例にもなり
うる。事実、貯蓄は、貧困層、とりわけ女性によ
る生産的投資を大幅に増やす（Dupasand 
Robinson, 2009）。

Ahmed, Quisumbing et al .（2009）によると、
バングラデシュでは、IGVGD、FSVGD、FFA、
そしてとりわけRMPプログラムの受給世帯で貯
蓄が大幅に増加した20。理由のひとつには、これ
らのプログラムはすべて、貯蓄を給付の必須条
件としており、特にRMPでは貯蓄に大きな比重
が置かれていたことがある。Evans et al .（2014）
の報告によると、タンザニアでは、コミュニティ
を基盤とした現金給付プログラム（Community 
Based Conditional Cash Transfer Programme）
の受給者の貯蓄がわずかに増加した。当初はノ
ンバンク貯蓄を行っている世帯は全体の12%の

20 こうしたプログラムの詳細については、第２章を参照のこと。

みであったが、プログラムへの参加により３ポイ
ント上昇した。また、ザンビアの児童助成金モデ
ルも、受給世帯の貯蓄に好ましい効果をもたらし
ている（Daidone, Davis, Dewbre, González-
Flores et al ., 2014）。Soares, Ribas and Hirata

（2008）によると、パラグアイでは、Tekoparãプ
ログラムの受給世帯で貯蓄が20%増加し、効果
は最貧層でより強かった。同様にガーナでは、
Handa et al .（2013）の報告によると、LEAPプロ
グラムの受給者は非受給者よりも貯蓄する傾向
が11ポイント高かった。

Gahamanyi, Hartwig and Kettlewell（2014）に
よると、ルワンダのVUPでは、給付金を他の所得
創出活動に投資したのは受給者の７%に満たず、
世帯の33%が給付金の一部を貯蓄に回したと報
告している。このプログラムでは受給者に財務
教育を施し、賃金を預金するための信用取引口
座や銀行口座を開設して貯蓄を促した。貯蓄口
座の開設といった形でのこうした金融包摂は、
貯蓄行動に強い効果がある（Bynner and Paxton, 
2001）。

貧しい農村のコミュニティの世帯は、エチオピ
アのイッディル（iddir）のようなインフォーマル
な組合を通じて貯蓄を行っている場合が多い21。
社会保護プログラムは、こうした種類の社会
ネットワークへの受給者の参加の促進に重要な
役割を果たしているが、これについては本章の
後半で論じる。

社会保護プログラムが信用制度へのアクセス
を促進することを示す調査データもある。Barca 
et al .（2015）によると、サハラ以南アフリカの６
つの現金給付プログラムでは、受給世帯の返済
能力が高く評価され、貸付信用力が高まった結
果、負債のレベルが下がった事例が確認された。
信用力が高まれば、貸付業者からつなぎ貸付を
受けたり、定期的な出資が必要なグループや組
合に参加することができ、金融機関へのアクセ
スも容易になる（Barca et al ., 2015; OPM, 2014）。
とはいえ、多くのケースでは、世帯は依然として
リスク回避的であり、せっかく信用制度へのアク
セスが容易になっても、その活用には消極的な

21 イッディルはエチオピアで最も広く普及する相互扶助的社会
ネットワークである。もともとは、近親者を失った家族に葬儀の
手配や、精神的・金銭的援助を提供するものであったが、現在で
はその役割はさらに広範に及んでいる（Abay, Kahsay and 
Berhane, 2014）。
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ままだ。Handa et al .（2013）およびDaidone, 
Davis, Dewbre, González-Flores et al .（2014）に
よると、ガーナとザンビアの現金給付プログラム
では、世帯の借り入れと手元の借金の返済が減
る一方で、貯蓄が増えた。レソトでは、現金給付
は信用、借り入れ、負債に何ら効果が見られな
かった（Da idone ,  Dav i s ,  Dewbre  a nd 
Covarrubias ,  2014）。また、パラグアイの
Tekoparãプログラムでは、信用制度へのアクセ
スには好ましい効果があったものの、効果が見
られたのは中程度の貧困層のみで、最貧層には
見られなかった。受給世帯では、信用制度へのア
クセスが非受給世帯よりも平均で７%高まった。
農村部では８〜10%と数値は若干高まるものの、
ここでも恩恵を受けたのは中程度の貧困層のみ
で、最貧層には何ら効果が現れなかった（Soares, 
Ribas and Hirata, 2008）。

社会保護は農業投資を増やし、農業生産性
を高める

社会扶助は、家族農業の生産性に好ましい効
果をもたらすことができる。このことは、メキシ
コのPROCAMPO（現PROAGRO Productivo）や
PROGRESA（現Prospera）プログラム（Ruiz et 
a l . ,  2002）、さらには、1991年からの退職金 

（社会年金）制度の大幅な拡大がブラジルの農村
住 民 にもたらし た 効 果 を 見 ても明らか だ

（Delgado and Cardoso, 2004）。社会保護プログ
ラムはこうした農業投資を刺激することが、ます
ます多くの証拠により実証されている。社会保
護、とりわけ社会扶助の世帯資産に対するイン
パクトを評価した諸研究の最新の包括的なレ
ビュー（Hidrobo, Hoddinott, Kumar and Olivier, 
2014b）では、社会保護プログラムにより、平均す
ると、家畜を所有する世帯数が14%、所有する家
畜資産の総評価額が18%、生産的な農業資産を
所有する世帯の割合が41%増加し、所有される
生産的な農業資産も大幅に増加したことがわ
かった。もっとも、以下に取り上げる詳細な結果
が示すように、こうした成果には大きなばらつき
があった。

エチオピアでは、PSNPにより家畜の保有が増
加したが、プログラムへの参加期間が長い世帯
ほどこうした効果は強かった（Berhane et al ., 
2011; Berhane et al ., 2014）。また、この効果は、
その他の食料安全保障プログラム（Other Food 

Security Programme, OFSP）と、その後に家計
資産構築プログラム（Household Asset Building 
Programme, HABP）にも参加したPSNP受給者
で、際立って強まった。これらのプログラムに
は、信用制度へのアクセスや、家畜、ミツバチ、
農具、種子の購入支援、灌漑や雨水集水スキー
ムの支援、放牧地の土壌保全や土壌改良といっ
た施策も含まれていた。PSNPとOFSP/HABPの
両方を受給した世帯は、どちらも受給していな
い世帯に比べて、化学肥料を使用する傾向が21
ポイント高かった。PSNPのみに参加した世帯
と、PSNPとOFSP/HABPの両方に参加した世帯
とでは、後者で化学肥料を使用する傾向が19ポ
イント、石畦に投資する確率が13ポイント高かっ
た（Berhane et al ., 2011）。エチオピアでのこうし
た実績は、インフラや資源に乏しくても、資産形
成に向けた大規模なプログラムの実施が可能で
あることを示している（Berhane et al ., 2014）。

バングラデシュについては、極貧層をターゲッ
トにした３つの無条件現金給付プログラムが比
較された（Ahmed, Quisumbing et al ., 2009）――
IGVGD、FSVGDとFFA、公共事業プログラムで
あるRMPである（第２章も参照）。IGVGDとRMP
の参加者では、対照群と比べて、家畜保有の平
均評価額がそれぞれ96%と108%増加した。その
一方で、FSVGDとFFAの参加者では統計学的に
有意な増加は見られなかった。所得創出活動に
関するトレーニングを受け、実践している世帯で
は、特に高い成果が上がった。IGVGDとRMPの
成功の理由には、世帯が家畜の購入にかかる高
額の費用を準備するのを支援する仕組みがある
ことがある――IGVGDはNGOの仲介によりロー
ンへのアクセスを提供し、RMPは比較的高額の
まとまった給付金を提供する。IGVGDの受給者
だけが、耕作地の賃貸を大幅に増やしていた。筆
者らはその理由を、IGVGDが唯一、信用制度に
アクセスするための仕組みを備えたプログラム
であったためだと推測している。

ザンビアで実施されたSCTプログラムの児童
助成金モデルでは、１人当たりの所得のほぼ３
割に相当する比較的高額な現金を無条件で給付
したが、これにより、受給世帯――５歳未満の子
どもを持つ２万の極貧世帯――で、耕作地面積
が18ポイント増加した（American Institutes for 
Research, 2013）。プログラムはまた、多種多様な
家畜を所有する世帯も増やした。家畜を保有す
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る世帯の割合がベースラインの49%から21ポイ
ント増加し、さらに、さまざまな種類の家きんの
合計数も増えた。また、農具の所有にも顕著な好
ましい効果を及ぼすとともに、農業投入材（種
子、化学肥料、労働力雇用）に支出した世帯の割
合もベースラインの23%から18ポイント増加し
た。こうした投資により、自家消費用ではなく、
主に販売用として生産される農産物の総評価額
が５割増加した。プログラムは世帯レベルで乗
数を生み出し、１人当たりの消費が受給額よりも
25%増加した（Daidone ,  Davis ,  Dewbre , 
González-Flores et al ., 2014）。

レソトのCGPは作物への投入材の使用や支出
の増加をもたらし、農薬を使用する世帯の割合
が12%から20%に増えた。投入材利用の増加によ
り、トウモロコシ――労働力に制約のある世帯で
はソルガム――の生産が増加したのに加え、庭
地収穫（garden plot harvest）がより頻繁になっ
た（Daidone, Davis, Dewbreand Covarrubias, 
2014）。ケニアでは、小規模世帯（15.4ポイント）
と女性世帯主世帯（6.0ポイント）で小型家畜を所
有する割合に大幅な増加が見られた。受給世帯、
特に小規模世帯（しばしば女性世帯主世帯を含
む）は、対照群世帯に比べて穀物や動物性食品

（肉や乳製品）などの自家生産による食料の消費
が有意に多かった（Asfaw et al ., 2014）.

マラウイの無条件の社会的現金給付プログラ
ムのMchinjiでの試験では、ヤギとニワトリの所有
がそれぞれ52%と59%増加した（Covarrubias, 
Davis and Winters, 2012）。畜牛の所有の増加も
顕著ではあったが、その程度は前者に比べると
はるかに小さかった。同じプログラムで、受給世
帯は、鍬や鎌、斧といった農具により多く投資し
ていた。結果的に、こうした世帯は、自分の土地
での農業生産性を大幅に上げることができ、そ
の結果、自家生産による食料の消費が増加した。
こうした著しい効果は、世帯支出のほぼ３割とい
う比較的大きな給付金の額によるものでもあっ
た（Boone et al ., 2013）。

ボリビアのBONOSOL社会年金（非拠出型）プ
ログラムでは、受給世帯の作物生産への農業投
資が増加した。とりわけ、女性が世帯主の受給世
帯で、農薬を購入する傾向が8.8ポイント、耕地を
賃貸する傾向が7.5ポイント高まった（Martínez, 
2004）。

メキシコでは、PROGRESA/Oportunidades

（現Prospera）の条件付き現金給付プログラムへ
の参加が、農業資産に大きな効果をもたらした。
例えば、それまで農業資産を所有していなかっ
た受給世帯で、農業目的での土地の利用が15.3%
増えた。受給世帯は一般に、対照群世帯に比べ
て、役畜を所有する傾向が17.1%、用畜を所有す
る傾向が5.1%高く、こうした効果はそれまで農業
資産を所有していなかった世帯においてより強
かった（Gertler, Martínez and Rubio-Codina, 
2012）。

最後に、パラグアイのTekoporã条件付き現金
給付プログラムでは、受給者で農業生産への投
資が45〜50%増加し、家きんやブタといった小型
家畜を購入する傾向が６%高かった一方で、畜
牛などの大型家畜の購入には何ら効果がなかっ
た（Soares, Ribas and Hirata, 2008）。

こうした事例から、多くの社会保護プログラム
は、そのタイプに関係なく、家族農家の農業投資
に関する意思決定に好ましい効果をもたらした
が、そうした効果の程度には、プログラムの設計
や、ジェンダー、社会文化的コンテクストといっ
たいくつかの理由により、ばらつきがあることが
わかる（BOX 11も参照）（Tirivayi, Knowlesand 
Davis, 2013）。とはいえ、社会保護プログラムに
関するすべての研究で、投資や資産蓄積への好
ましい効果が確認されたわけではない。例えば、
Maluccio（2010）によると、ニカラグアで実施さ
れた（現在は終了）Red de Protección Socialプロ
グラムでは、家畜や耕地の所有への効果は何ら
確認されなかった。Handa et al .（2013）による
ガーナの研究も同様である。定性データによる
と、ガーナ（LEAP）とケニア（CT-OVC）の無条
件現金給付はより裕福な世帯の資産購入を刺激
したが、最貧世帯には効果がなかった（OPM, 
2013a and 2013b）。次章ではこの問題に立ち返
り、プログラムの成否の背景にある諸々の要因を
検討する。

社会保護は非農業活動も刺激する
農村世帯は、農家世帯を含め、農業以外の経

済活動や収入源にも大きく依存している（Davis, 
Di Giuseppe and Zezza, 2014）（第１章も参照）。
入手可能な事例（エビデンス）により、社会保護
が農村世帯の非農業投資も促すことが示されて
いることは、したがって妥当であるといえる。例
えばバングラデシュでは、RMP参加者のおよそ
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37%が小規模自営業を立ち上げた（Ahmed, 
Quisumbing et al ., 2009）。ケニアでは、CT-OVC
給付により、女性世帯主世帯で非農業事業への
参入が７ポイント高まったのに対し、男性世帯主
世帯では効果が見られなかった（Asfaw et al ., 
2014）。ザンビアでは、児童助成金モデルにより、
非農業事業を営む受給世帯の割合が17ポイント
増加した。さらに、プログラムにより、非農業事
業の平均営業月数、毎月の収入と利益の総額、
事業資産を所有する世帯の割合が倍増した

（American Institutes for Research, 2013）。南ア
フリカでは、社会年金受給者が新たに零細事業
を起業したり、既存の事業を強化するケースが
見られ（Du Toit and Neves, 2006）、エチオピア
では、PSNPとHABPの両方の受給者で、非農業
の自営業を立ち上げて営む傾向が高かった

（Gilligan et al ., 2009）。
ラテンアメリカの事例も、社会保護プログラム

が非農業投資にもたらす好ましい効果を実証し
て い る 。メキ シ コ の P R O G R E S A（ 後 に

BOX	11	
ジェンダーは投資の意思決定や生産性に重要な役割を果たす

社会保護プログラムは、女性の農業者に特に注意

を払う必要がある。ジェンダーの平等や女性のエ

ンパワーメントが農業の生産性を高め、社会のよ

り幅広い領域によりよい成果をもたらすことを

示すさまざまな証拠があるにもかかわらず、生産

性や農村の労働市場への参入に関して言えば、い

まだ厳然たる男女格差が存在するのが現状であ

る（FAO,	2011;	Croppenstedt,	Goldstein	and	

Rosas,	2013）。女性は労働市場でさまざまな差別

に直面している。女性は、生産資産や投入材、資

源、サービスへのアクセスに乏しく、このことが

女性の農業生産性に縛りをかけている。このほか

にも、資産や資源（労働を含む）に対する裁量が

制限され、教育水準が低く、家事負担がきわめて

大きく、賃金雇用を円滑化する社会的な繋がりに

乏しいといった壁に阻まれている。例えばマラウ

イでは、女性が管理する耕地の収量は、男性が管

理する耕地の収量よりも25%少ない。この隔たり

のうちの80%は、女性の耕地で、肥料や普及サー

ビスといった農業投入材の利用レベルが低いこ

とで説明がつく（World	Bank	and	ONE,	2014）。

ブラジルでは、農村部におけるジェンダー不平等

の認識の高まりをうけ、2003年より、積極的差別

是正措置（アファーマティブ・アクション）政策

が施行され、土地の共同所有権の義務付けを始

め、2004年からは、世帯が抱えるローン額の多寡

に関係なく、投資のための貸付へのアクセスを与

えるなど、さまざまな取り組みが行われている。

また、それまで多くの女性は公的書類を持ってお

らず、したがって多くが公共政策の対象から除外

されていたため、2004年より、女性農村労働者の

公的証明書取得国家プログラム（Programa	

Nacionalde	Documentação	da	Trabalhadora	

Rural,	PNDTR）を施行し、さまざまな公的証明書

への女性の完全なアクセスを保証した。こうした

文書には、出生証明書、身分証明書、労働者カー

ド、個人納税者登録、社会保障登録、漁業登録、

Pronaf1資格認定（Declaração	 de	 Aptidãoao	

Pronaf,	DAP）、連邦政府社会プログラムのための

統一登録システム（Cada s t r oÚn i c o 	 p a r a	

Programas	Sociais,	CadÚnico）への登録などがあ

る。これまでに120万人を超える女性が登録を行

い、250万件にのぼる公的文書が発行されている

（Del	Grossi	and	Marques,	2015）。こうした施策

は、諮問組織や意思決定組織への女性の参画を促

すさまざまな取り組みによりサポートされてい

る。このほかにも、農林業に従事する女性の暴力

被害の撲滅に向けた行動（Act ions 	 to 	 F ight	

Violence	Suffered	by	Farming	and	Forest	Working	

Women）や、経済活動面における女性の組織化を

促し、管理、生産、商業化、教育といった関心事

への支援を提供する農村女性の生産的組織プロ

グラム（Programa	de	Organização	Produtiva	das	

MulheresRurais,	POPMR）といった施策がある。

1	 P rona f（Programa 	 Nac iona l 	 de 	 Fo r ta l ec imento	
daAgricultura	Familiar）とは、「家族農家強化国家プログラ
ム（National	 Programme	 for	 Strengthening	 Family	
Farming）」を指す。同プログラムについては、第５章で詳
述する。
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Oportunidades、Prosperに改称）プログラムで
は、世帯が非農業の零細事業を営む確率が増加
し（Gertler, Martínez and Rubio-Codina, 2012; 
Todd, Winters and Hertz, 2010）、受給者は起業
する傾向が25%高かった（Bianchi and Bobba, 
2013）。しかし、ブラジルのBolsa Famíliaプログ
ラムは、都市部の起業投資にのみ好ましい効果
を及ぼし、農村部では何ら効果が見られなかっ
た（Lichand, 2010）。

農業投資の場合と同様、すべての社会扶助プ
ログラムで受給世帯による非農業事業活動が高
まったわけではない。例えば、ニカラグアで実施
されていた（現在は終了）Red de Protección 
Socialプログラムでは、実際、インフォーマル事
業への従事が減少し（Maluccio, 2010）、ガーナと
レソトでは現金給付プログラムの効果は何ら現
れなかった（Handa et al ., 2013; Daidone, Davis, 
Dewbre and Covarrubias, 2014）。

社会保護は世帯の労働力配分に影響
を及ぼす

社会保護は世帯の労働力配分に対しても重要
な意味合いをもつ。社会保護の供与がもたらす
所得効果により、それまでほど働く必要がなくな
る――実際、これは高齢世帯や児童労働の抑止
にとっての目的となるだろう。労働は減るように
見えるかもしれないが、そのかわり家事や育児
がこれに取って代わる場合もある。さらに、社会
保護により、他の雇用の選択肢が乏しいために
臨時の農業賃労働に費やしていた労働力を、別
の活動に振り向けることもできる（Fink, Jack 
and Masiye, 2014）。社会保護プログラムは、世
帯に労働力の提供（例えば公共事業プログラム）
や、子どもの就学を求める場合があるが、こうし
たことも結果的には世帯内の労働力の再配分に
結びつく。また、社会保護により農業／非農業生
産への投資が増えれば、労働力を家庭の生産活
動へと再配分することができる。調査データによ
ると、社会保護プログラムは、全体的に見て、労
働供給にはわずかな影響しかないものの、世帯
内労働力の再配分の大きなシフトにつながりう
ることが示唆されている。結局のところ、影響の
大きさや方向性は、世帯規模や構成、プログラム
の性格、世帯の経済活動、地域の労働市場と

いったさまざまな要因に依存する。
ラテンアメリカでの条件付き現金給付プログ

ラムの調査データによると、労働供給への影響
は、せいぜい労働意欲の若干の低下のみであっ
たが、一部のプログラムでは児童労働人口が減
少した（Fiszbein et al ., 2009）。多くの研究では、
男女の賃労働への参入に顕著な影響は見られな
かったが、一部の研究によると、世帯労働力が農
業分野と非農業分野の間で再配分される事例が
確認されている。例えばニカラグアで実施され
ていた（現在は終了）Red de Protección Social
は、労働市場への参入には影響がなかったもの
の 、男 性 の 労 働 時 間 が わ ず か に 減 少し た

（Maluccio and Flores, 2005）。また、農業から、
より見返りの大きい非農業雇用への労働力の再
配分にもつながった（Maluccio, 2010）。

ブラジルのBolsa Famíliaプログラムは、総労
働時間には何ら影響を与えなかったか、あるい
は与えてもせいぜい労働意欲のわずかな低下の
みであった（de Brauw et al ., 2015; Teixeira, 
2010）。労働意欲の低下は、収入が不定期か無収
入のインフォーマル就労者と無給就労者、さら
には女性でより大きく、受給額が多いほど顕著
であった。一部の女性では、家事が賃労働に取っ
て代わった。これはおそらく、プログラムの受給
資格条件を満たすには低賃金でなければならず、
時間的な要件が比較的厳しいことが理由だと思
われる（Ribasand Soares, 2011; de Brauw et al ., 
2015）。さらに、プログラムにより、世帯がフォー
マルセクターでの就労からインフォーマルセク
ターでの就労へと切り替える傾向も見られたが

（de Brauw et al ., 2015）、これはおそらく、プロ
グラムの受給資格を失わないために、インフォー
マルセクターでの就労により、所得を「隠す」意
図があったためと思われる。

パラグアイでは、Tekoporãプログラムが男性
の労働供給にマイナスの効果をもたらした。 こ
れはおそらく、貧困男性の留保賃金が上昇する
ことで22、臨時労働への参入が減ったためだと思
われる（Soares, Ribasand Hirata, 2008）。しかし、
メキシコのPROGRESA（後にOportunidades、
Prosperaに改称）では、成人の労働供給には何ら
影響が見られず、また、Oportunidadesでカバー

22 留保賃金とは、労働者がこの水準以上であれば就職するとい
う最低賃金を指す。
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されない地域を対象に現金または現物を給付す
るPrograma Apoyo Alimentario食料援助プロ
グラムでも同様に影響は見られなかった。ただ
し、両プログラムとも、男性のみに（女性には見
られなかった）、農業から、より見返りの大きい
非農業活動へと切り替える傾向が顕著に見られ
た（Skoufias, Unar and González-Cossío, 2008; 
Alzúa, Cruces and Ripani, 2012）。

サハラ以南アフリカの無条件現金給付の事例
（エビデンス）も、複雑な様相を呈している。南ア
フリカの高齢者年金スキームでは、全体的に高
齢者の参加が減少したように見えるが、効果に
はばらつきがあった。複数の研究によると、労働
供給への影響はないか、またはマイナスの影響
が認められた（例えばRanchhod, 2006を参照）。
その一方で、都市部への移住も考慮した場合、
一部の世帯で労働市場への参入が増加した。と
いうのも、年金は移住者の暮らしが軌道に乗っ
て自立できるようになるまで支援を提供するた
め、高齢の受給者が幼い子どもの世話を引き受
けて、若い親を育児から解放し、職探しに専念さ
せ るといった ケー スが 増 え た た め で ある

（Ardington, Case and Hosegood, 2009）。
マラウイとザンビア、さらに程度は小さいがケ

ニアでは、現金給付プログラムを受給した成人
において、農業賃労働から自分の土地での農業
活動への移行が見られた。ザンビアでは、児童助
成金の受給世帯において、家族の成員による農
業賃労働への就労と労働の集約度が減少した。
効果は特に女性で強く、農業賃労働への就労が
17ポイント減少し、就労日数が年12日減少した。
男女とも、世帯で営む農業や農業以外の家業の
就労時間が増加した（Daidone, Davis, Dewbre, 
González-Flores et al ., 2014）。マラウイでは、
SCTプログラムの受給者が、他に雇用の選択肢
が 乏しいために 従 事していた日雇 い 労 働 

（ガニュ：Ganyu）23から自分の土地での農業生産
に切り替えたことにより、農業における単純賃労
働への就労が大幅に減少した（２回目のフォロー
アップ調査によると61%の減少）（Covarrubias, 
Davis and Winters, 2012）。ケニア（Asfaw et al ., 
2014）とレソト（Daidone, Davis, Dewbre and 
Covarrubias, 2014）では、こうしたシフトは年齢

23 ガニュとは、マラウイで広く行われている低賃金の臨時労働
を指す。

や性別によってばらつきがあったのに対し、ガー
ナ（Handa et al ., 2013）のLEAPプログラムは、自
分の土地での農業活動の増加をもたらした。
ガーナ、ケニア、レソト、マラウイ、ジンバブエに
おける定性的フィールドワークでも、こういった
シフトが一貫して報告されている（Barca et al ., 
2015）。エチオピアでは、PSNPに加えて農業サー
ビスや農業投入材の補完的なパッケージも受給
する世帯においては、労働供給へのマイナス効
果が見られなかった（Gilligan, Hoddinott and 
Taffesse, 2008）。

社会保護プログラム――とりわけ公共事業プ
ログラム――が十分な規模を備えていると、都
市部と農村部の労働市場を引き締め、単純労働
賃金を押し上げる働きをする。コンテクストに
よっては、これは留保賃金を引き上げることで、
労働者の搾取の低減につながる。例えば、エチオ
ピアのキャッシュ・フォー・ワーク給付プログラ
ムであるMeket生計開発プロジェクト（Meket 
Livelihoods Development Project）では、貧困世
帯が、小作契約や家畜の貸借などについて裕福
な世帯と再交渉できるようになった（Adams and 
Kebede, 2005）。インドのMGNREGA公共事業プ
ログラムは、参加者に対価として支払う賃金を
地域の臨時労働賃金より高く設定することで、
人々が強制労働などの搾取的な臨時労働から抜
け出すのを促した（McCord, 2012）。加えて、男
女同額の賃金を支払うことにより、ジェンダーに
よる賃金格差を改善した。プログラム参加地域
ではプログラム不参加地域と比べて、女性の臨
時労働の賃金が８%上昇した（Azam, 2012）。

もっとも、公共事業プログラムで対価として支
払われる賃金が、地域の通常の賃金を上回れば、
他の生産部門が労働不足に陥り、地域の労働市
場に歪みを引き起こす恐れがある（Creti, 2010; 
McCord, 2012）。MGNREGAプログラムは実際
には、労働需要の季節性変動を緩和し、それによ
り賃金率を安定化させている（Shariff, 2009; 
Creti, 2010）。とはいえ、大半のサハラ以南アフリ
カの国々の極度に貧しい低賃金環境で、公共事
業プログラムの対価を地域の通常賃金と同等に
設定すると、農業賃労働者がプログラムへと流
れてしまうため、農業生産に支障をきたし、プロ
グラムの掲げる食料安全保障の目標を揺るがす
ことになりかねない（Barrett, Holden and Clay, 
2005）。
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社会保護は児童労働を抑止する

すべてではないが大半の事例（エビデンス）か
ら、社会保護プログラムが児童労働を抑止するこ
とが見て取れる。２編の主要な体系的レビューに
よると、ラテンアメリカでは大半の条件付き現金
給付プログラムで、児童労働が著しく減ったこと
が確認された（IEG, 2011; Fiszbein et al ., 2009）。
パラグアイのTekoporãプログラムでは、児童労
働の改善には顕著な効果は見られなかった反面、
就学率は改善した（Soares, Ribas andHirata, 
2008）。一方で、ニカラグアでかつて実施されて
いたRed de Protección Socialプログラムでは、７
〜13歳の子どもの労働が３〜５ポイント減った

（Maluccio and Flores, 2005）。多くの場合、効果
は主として年長の子どもで見られた。例えばメキ
シコのPROGRESA（後にOportunidades、
Prosperaに改称）プログラムでは、12〜17歳の子
ども、特に男子の労働が減り、中等教育レベルの
就学率が増加した（Skoufias and Parker, 2001）。
カンボジアとパキスタンの２つの条件付き現金
給付プログラム、バングラデシュとブルキナファ
ソの２つの学校給食プログラム、エクアドルの１
つの無条件現金給付プログラム、コロンビアとイ
ンドネシアの２つの授業料免除／奨学金プログ
ラムを評価した研究でも、同様の調査結果が報
告された（IEG, 2011）。

サハラ以南アフリカでは、多くの無条件現金
給付プログラムが児童労働の大幅な低減に結び
付いている。南アフリカでは、高齢年金の受給資
格者のいる世帯に暮らす子どもで、総労働時間
が33%減少した（Edmonds, 2006; IEG, 2011）。ケ
ニアではCT-OVCプログラムにより、家族農業で
の児童労働、とりわけ男児の労働が大幅に減少
し（Asfaw et al ., 2014; OPM, 2013b）、レソトの
CGPプログラムでも農業での児童労働が減少し
た（Daidone, Davis, Dewbre and Covarrubias, 
2014）。他の複数の研究がガーナのLEAPプログ
ラムについても同様の調査結果を報告している

（OPM 2013a）。しかし、マラウイのSCTプログラ
ムでは、家庭の外での子どもの賃労働は減った
が、家庭内では増えた。というのも、幼い子ども
が大人に代わって家事をしたり、他の家族の世
話をしたり、畑で働いたりするためである。もっ
とも、これには就学率の大幅な改善も伴ってい
た（Covarrubias, Davis and Winters, 2012）。ザ
ンビアの児童助成金モデルでは、児童労働への

明らかな効果は見られなかった（Daidone, Davis, 
Dewbre, González-Flores et al ., 2014）。エチオピ
アでは、PSNP公共事業スキームで農村部に相反
する効果が認められた――すなわち、子どもの
賃金労働の時間と女子の勉強時間が増えたが、

（家庭内の仕事を含む）あらゆるタイプの子ども
の労働の総労働時間が減った（Woldehanna, 
2009）。

社会保護は社会ネットワークへの	
参加を促す

社会保護策がもたらす影響は世帯だけにとど
まらず、地域社会や経済にも波及する。こうした
波及効果は、社会ネットワークによって促進され
る場合がある24。こうしたネットワークは、信用や
流動性といった資金調達面における諸制約の打
開を促し、ネットワークを介して拡大家族（親
類）、友人、隣人間でのインフォーマルな交換や
贈与を行うことで、貧困世帯はリスクを管理する
ことができる。例えばエチオピアでは、地域のイ
ンフォーマルな貯蓄貸付組合（イッディル）――
近親者の死去などで苦境にある家族を支援する
ことが主な機能である――に加入している世帯
では、土地、労働市場、信用市場へのアクセスが
７〜11ポイント改善した（Abay, Kahsay and 
Berhane, 2014）。メキシコでは（Angelucci et al ., 
2009）、拡大家族のネットワークをもつ世帯は、
親類間で資源を共有するため、村落に近親者の
いない近隣世帯と比べて、時間とともにより上手
く消費を平準化できる傾向にあった。さらに、子
どもの教育といったまとまった投資をする傾向
も高かった。その結果、こうしたネットワークと
のより強い繋がりをもつ世帯は、近隣の孤立した
世帯（それ以外は何ら変わらない）よりも、より
多くの資源を蓄積する傾向にあった。

社会保護策と、社会ネットワークへの参加が
増えたこととの関連性を示す、経験的証拠も出
てきている。パラグアイのTekoporãプログラム
では、労働組合、協同組合、生産者組織、宗教団
体への参加が６〜10ポイント増加した。極貧層
の社会参加は７〜９ポイント増加したのに対し、

24 社会ネットワークが助長する波及効果は、その性格上、経済的
なものだけにとどまらず、社会的なものでもある。
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中程度の貧困層では顕著な変化は見られなかっ
た（Soares, Ribas and Hirata, 2008）。

さらに、無条件現金給付プログラムは、既存の
社会ネットワークとの結びつきを復活させる役
割も果たすようであった。というのも、受給者
は、コミュニティの他の住民からより好意的に見
られ、より信頼が置かれるようになり、これが一
部の人々にとって、所得創出活動、経済活動全
般、社会的地位、自尊心、さらには、他の住民と
の結びつきを強めているためだ。こうした側面
は、世帯のレジリエンスや持続可能な生計に、直
接的、間接的に影響を与える。サハラ以南アフリ
カの６つの現金給付プログラムでは（Barca et 
al ., 2015）25、予測可能な間隔で定期的に支払われ
る給付は多くの場合、受給者の社会ネットワーク
へのアクセスを向上させたが、その一方で、高齢
であったり、体が不自由であったり、読み書きの
できない受給者では、こうしたネットワークの意
思決定の場への積極的な参加が特に困難であっ
た。

レソトのCGPは食料分配をめぐる相互扶助的
な仕組みを大幅に強化した一方で、コミュニティ
の 外 で 暮らす 家 族 からの 送 金を減らした

（Daidone, Davis, Dewbre and Covarrubias, 
2014）。マラウイでは、現金給付受給者に対する
こうした民間移転が32%減少したが、これは送金
が減ったというより、主として友人や家族からの
現 金 ／ 現 物の 贈 与 が 減ったためであった

（Covarrubias, Davis and Winters, 2012）。エチ
オピアでは（Berhane et al ., 2011）、PSNPが民間
移転を低減したり、それに取って代わったという
証拠は見られなかった。ただし、初期の研究

（Gilligan et al ., 2009）によると、給付が定期的で
あれば、プログラムが民間移転に取って代わり、
非定期であれば、民間移転が低減する傾向に
あった。他方で、エチオピアとケニアの畜産農家
では、食料援助やフード・フォー・ワークにより
民間移転が減ったという証拠はない（Lentzand 
Barrett, 2005）。南アフリカでは、年金の受給を
開始した高齢者で、子どもからの民間移転が25-
30%減少した（Jensen 2003; IEG 2011）。

ラテンアメリカでも、社会保護プログラムの民

25 この報告書が対象とするのは、次の６つの現金給付プログラ
ムである。エチオピアのSCTPP、ガーナのLEAP、ケニアのCT-
OVC、レソトのCGP、マラウイのSCT、ジンバブエのHSCT。

間移転への影響を示す更なる事例が見られる。
ニカラグアのRed de Protección Social プログラ
ム（現在は終了）は、贈与やローンといった民間
移転に取って代わることはなかった（Maluccio 
and Flores, 2005）。メキシコのPROGRESA（後
にOportunidades、Prosperaに改称）では、プロ
グラムの実施期間によって民間移転への影響に
ばらつきが見られた。開始から６ヵ月では、プロ
グラムにより受給世帯への民間移転が減ったが

（Albarran and Attanasio, 2002）、別の調査デー
タでは、19ヵ月経ってもこうした効果は確認され
なかった（Teruel and Davis, 2000）。一方で、社
会保護プログラムにより、ターゲット・コミュニ
ティの非受給世帯への民間移転の流れが、対照
コミュニティの非受給世帯に比べて33%増えた

（Angelucci and De Giorgi, 2009; IEG, 2011）。
社会保護プログラムは、地域コミュニティ内に

緊張関係を引き起こす場合もある。ガーナ、ケニ
ア、レソト、タンザニア、ジンバブエでは、無条
件現金給付プログラムにより、受給者と非受給
者の間に妬みや軋轢が生じた（OPM, 2013a; 
OPM, 2013b; Barca et al ., 2015; Pellerano et al ., 
2014; Evans et al ., 2014）。メキシコのProsperaの
前身であるPROGRESAでも、受給者と非受給者
の間に摩擦が生じたとする報告がある。多くの
場合、非受給者はなぜ自分たちが受給対象から
除外されるのか理解できず、こうした憤懣が、特
に受給者が給付を受け取る時期に表面化したも
のであった（Adato, 2000）。こうした緊張関係は
たいてい、ターゲティングのミスや、選考プロセ
スにおける透明性の欠如、不十分なコミュニ
ケーションといった要因に起因する。

公共事業は地域インフラなどの地域
共有資産を提供する

公共事業プログラムは、コミュニティレベルの
資産――とりわけ、インフラ整備、土地の保全管
理、社会サービスなど――を供与するための雇
用を提供または保証することで、貧困や経済的
苦難を軽減することを目的としている（Subbarao 
et al ., 2013）。したがって、公共財を提供すること
は、副次的ではあるものの、重要な目的である。
こうしたプログラムは、適切に実施された場合、
世帯の投資にとって重要な補完的役割を果たす
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（Alderman and Yemtsov, 2014）。例えばエチオ
ピアのPSNPは、16万7,000ha超の土地の復耕や、
27万5,000kmに及ぶ石堤や土堤の建設、900万株
を超える苗木の植樹といった取り組みを支援し
た（World Bank, 2012）。PSNPの下での地域灌漑
プロジェクトにより、農業用水の水量が増加した

（Subbarao et al ., 2013）。バングラデシュでは、道
路整備プロジェクトにより、農業賃金が27%、１
人当たりの消費が11%増加し、男女ともに就学率
が改善した（Khandker, Bakht, and Koolwal, 
2006）。

公共事業プログラムは、ジェンダーに対応し
た（ジェンダーレスポンシブ）コミュニティのイ
ンフラや資産を改善する、重要な機会を提供す
ることもできる。一部の社会保護プログラムは、
インフラと女性のエンパワーメントとの繋がりを
はっきりと認識し、女性の（上水や燃料といっ
た）資源へのアクセスを改善したり、時間の節約
や安全性の向上をもたらす、ジェンダーに対応
した地域共有資産の開発を支援している。エチ
オピアのPSNPは、女性の仕事の負担軽減につな
がるコミュニティ資産を整備するプロジェクト
に優先的に取り組んでいる（Berhane et al ., 
2013）。これには、地域の給水所や燃料用材木置
き場の整備や、公共事業の労働力を活かして働
き手の足りない女性世帯主世帯の土地を耕作す
る、といった例が挙げられる（Holmes and Jones, 
2013）。こうした優先順位付けは奏功している―
―例えば、水道設備や衛生設備の建設は、女性
の労働負担を軽減している（USAID, 2012）。

他の国々も「女性の」コミュニティ資産の整備
に優先的に取り組んでいる。僻地に暮らす原住
民を対象にしたペルーの農村道路整備プロジェ
クトは、住民女性が歩道を整備するのを支援し
た。これにより、女性のソーシャルサービスや
マーケットへのアクセスや、女子の通学が容易
になった（World Bank, 2009; Okola, 2011）。同様
に、ザンビアのフード・フォー・ワークプログラ
ムでは、ほぼすべて女性の手で（というのも男性
が現金以外で支払われる仕事を拒んだため）、村
落の汲み取り式便所を設置した。便所の設置に
より、女性は遠くまで歩く必要がなくなり、性的
暴行のリスクも減った（Kabeer, 2008）。

資産創出プログラムが直面する大きな難問の
ひとつは、選択の問題――つまり、誰がいかに選
択するかである（p. 40〜41の「人的資源の向上に

おける女性の役割の強化」の項も参照）。女性と
男性では、優先するインフラのタイプが異なる。
男女が同じタイプの資産（例えば道路）を優先し
たとしても、男女では求める道路のタイプが決定
的に異なる可能性がある。例えばペルーでは、女
性はどこにでも歩いて行くため、車用道路では
なく歩道の整備を希望した。同様にインドでも

（MGNREGAプログラムはインフラ開発よりも雇
用創出を重視するとして批判されているが）

（Mahaptra et al ., 2008）、女性受給者は医療や育
児、衛生に関するプロジェクトを選ぶ傾向にあ
る。とはいえ、女性は意思決定へのアクセスが限
られるため、実際の公共事業プロジェクトでは、
道路や水管理、植林といった取り組みが優先さ
れがちである。

もっとも、公共事業プログラムにも当然、批判
されるべき点はある。例えば、多くの貧困世帯は
労働力に事欠くため、状況次第では、公共事業
プログラムは貧困世帯を助ける手立てとして適
切でないかもしれない。さらに、公共事業プログ
ラムで構築された資産は、必ずしも基本レベル
の 技 術 水 準 に 達 し て い る と は 限 ら な い

（Devereux and Guenther, 2009）。

社会保護は総じて地域経済に大きな
効果をもたらす

社会保護受給者は、金融サービス――信用制
度や保険制度、労働、財、投入資本など――の市
場が不完備であったり、そうした市場へのアクセ
スが困難であったり、あるいは、そうした市場が
適切に機能していない地域に暮らす。現金給付が
予測可能な間隔で定期的に提供された場合、世帯
は、信用制度や現金へのアクセスに制約を課すさ
まざまな障壁を打開することができる（Tirivayi, 
Knowles and Davis, 2013）。これが今度は、生産
的資産などさまざまな所得創出活動への支出を増
やし、社会ネットワークにおける受給者の役割に
感化を及ぼし、市場アクセスを増やして地域経済
に資源を注入する。

現金給付の直接の効果は、受給世帯の購買力
を引き上げることである。受給者は給付金を受
け取ると、たいていその現金を支出する（一部を
貯蓄に回すこともあるが）。現金が支出されると、
給付金の影響は受給世帯から他の人々へと波及
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する。こうして、プログラムの恩恵を受けた村々
で、家々の戸口での取引や、村の商店や、定期市
場での取引を介して、所得乗数効果が動き始め
る。

地域の所得乗数（給付単位当たりの地域の総
所得の変化を測るもの）（Taylor, 2013）は従来、
社会会計マトリックス（socia l  account ing 
matrices）や応用一般均衡（CGE）といった種々
のモデルを用いて推定されてきた。Taylor, Dyer 
and Yúnez-Naude（2005）は、CGEモデルにミク
ロ農業世帯モデルを組み合わせて用い、中央西
部メキシコでPROGRESA（後にOportunidades、
Prosperaに改称）プログラムを中止した場合の
所得の変化を推定したところ、土地を持たない
世帯で７%超、小規模の土地を所有する世帯で
４%超、所得が低下することがわかった。プログ
ラムを中止すると、商業用のトウモロコシの生産
にはほとんど影響はないが、トウモロコシの需要
と自給生産が1.3〜2.1%低下すると推定された。
同様に、ブラジルでは、Bolsa Famíliaの給付金
が10%増加した場合、地域GDPが0.6%上昇する
と推定された（Landim, 2009）。

地 域 経 済 全 域 イン パ クト 評 価（ L o c a l 
Economy-wide Impact Evaluation, LEWIE）モ
デルは、地域の経済活動全般への影響を評価す

ることで、社会保護プログラムなどの介入策の
所得乗数効果を捕捉する手法である（Taylor 
and Filipski, 2012）。LEWIEは、現金給付の地域
経済全域への効果を子細に評価し、把握するこ
とを目的とする。これには、受給者グループと非
受給者グループの両方の生産活動への効果や、
こうした効果がなぜ生じるのか、さらには、プロ
グラムがさらに広範な地域に拡大された場合、
こうした効果がどう変化するかといった評価が
含まれる。こういった見地はすべて、プロジェク
トの設計はむろんのこと、政府や他のパートナー
にプログラムが将来もたらす効果を説明する際
に極めて重要になってくる26。

LEWIEモデルは、多くの国々の多数のプログ
ラムで、地域の所得乗数を推定するのに用いら
れてきた（図13）。所得乗数推定値は、マラウイの
1.25から、エチオピアのヒンタロ・ウェジェラト

（ティグレ州）の2.52までの範囲に及ぶ。「2.52」と
はつまり、エチオピアのヒンタロ・ウェジェラト
で実施された社会的現金給付パイロットプログ
ラム（Social Cash Transfer Pilot Programme, 

26 FAOの「保護から生産へ（PtoP）」プロジェクトは、アフリカの
現金給付プログラムのインパクトを評価するのに、LEWIEモデ
ルを採用した。その結果、現在、現金給付の経済全域に対するイ
ンパクトや、その規模、経路、非受給者への大きなメリットを裏
づける有益なエビデンスが得られている。

図 13
社会現金給付プログラムの地域所得乗数効果

地域経済乗数

名目乗数 実質乗数

出典：（1）Thome et al., 2015;（2）Taylor et al., 2013;（3）Kagin et al., 2014;（4）Taylor et al., 2014;（5）American Institutes for 
Research, 2013;（6）Taylor, Thome, and Filipski, 2013;（7）Thorne et al., 2014
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SCTPP）の給付金１ビル（birr）につき1.52ビルの
追加的な所得が生まれ、よって合計で2.52ビルの
所得が地域経済で創出されたことを表す。

各国間、あるいは同じ国でも、地域間でこうし
た乗数に生じる開きは、地域経済の開放性や構
造、購入される財やサービスが地元で生産され
ている程度、さらには、地域の供給の柔軟性に左
右される。現金給付プログラムによってもたらさ
れる需要増は、地域の供給反応がそれに追いつ
かない場合、物価の上昇を招き、結果的に実質単
位での所得乗数の低下につながる（BOX 12）。
LEWIE研究はいずれも、信用や資本などにおけ
るさまざまな制約を加味したモデルを用いてい
るが、供給制約がある場合、実質所得乗数は―
―すべてのケースで１よりは大きくなるものの―
―名目乗数を大幅に下回ると考えられる（図13）。

例えばザンビアのChild Grantモデルでは、給

付金１クワチャ（kwacha）につき1.79クワチャの
追加所得を創出する可能性があるが、供給制約
やインフレがある場合、実際の乗数は1.34にとど
まると想定される（American Institutes for 
Research, 2013）。ガーナでは、供給サイドの制約
により、乗数は2.5から1.5に低下する可能性があ
る（Thorne et al ., 2014）。

参考になる例が、2011年に導入されたエチオ
ピアのSCTPPである。このプログラムはティグ
レ州の２つの郡（ウォレダ：woredas）27――１つ
は農村部のヒンタロ・ウェジェラト、もう１つは
都市部のアビアディ――を対象地域とした

（Kagin et al ., 2014）。ヒンタロ・ウェジェラトで
は、給付金１ビルにつき1.52ビルの所得を創出
し、所得乗数は2.52となった。これに対し、アビ

27 ウォレダはエチオピアの行政区分の第３階層で、郡に相当。

BOX	12
社会保護プログラムの物価への影響

所得の上昇により、財やサービスの需要が拡大

し、供給がこれに追いつかない場合、追加所得の

多くが物価上昇により相殺されてしまう恐れが

ある。それゆえ、供給反応の強さは、地域経済へ

の影響を左右する点で重要である。

地域の物価に対する食料援助の効果は、地域のコ

ンテクストに極めて大きく依存しており、時とし

て物価の上昇や下落を引き起こす（Bar re t t ,	

2002）。サハラ以南アフリカでは、プログラムの

規模や期間、援助のレベルや規模、地域市場の状

況といった要素はすべて、社会保護が地域の物価

に作用する仕方に影響を及ぼす。例えばウガンダ

北部では、緊急現金給付プログラムにより、地域

の物価に一時的なインフレが起きた（Cre t i ,	

2010）。ニジェールでは、広範な受給対象にかな

りの規模の現金給付を短期間実施したプログラ

ムで、取引コストが高く、市場情報に乏しい市場

の食用油や牛乳の価格に一時的なインフレが起

きた（Save	the	Children,	2009）。他方、ケニアの

HSNP（Merttens	et	al .,	2013）とザンビアの児童助

成金モデル（American	 Institutes	 for	Research,	

2013）ではインフレの兆候は見られなかった。

特に大規模な社会保護スキームは、短期的に物価

に影響をもたらすことがある。例えば、エチオピ

アのPSNPの現金給付コンポーネントは、短期的

な物価上昇を招いたが（Devereux	et	al .,	2006）、

上昇は間もなく収まり、PSNPの対象地域と非対

象地域の物価はやがて同水準に収れんした（Creti,	

2010）。PSNPと食料援助は穀物価格には影響しな

かったものの、一部の現金給付は物価（特にテフ

〔エチオピアの主食のイネ科穀物〕の価格）に上昇

圧力をもたらした（Assefa	Arega	and	Shively,	

2014）。サハラ以南アフリカの６ヵ国で実施され

た現金給付プログラムでは、物価に対する影響を

示す証拠はほとんど見られなかった（Barca	et	al .,	

2015）。

現金給付と現物給付の両方を実施したメキシコ

のPrograma	de	Apoyo	Alimentario（PAL）は、物

価に比較的大きな影響をもたらした（Cunha,	De	

Giorgi	and	Jayachandran,	2011）。現金が給付され

た村落では物価が上昇したのに対し、現物が給付

された村落では物価が下落した。PROGRESA（現

Prospera）プログラムでは、プログラムを実施し

たコミュニティと対照コミュニティで、食料価格

に開きは見られなかった（Hoddinot	and	Skoufias,	

2004;	Angelucci	and	De	Giorgi,	2009）。
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アディでは１ビルにつきわずか0.35ビルの所得増
で、所得乗数は1.35にとどまった。したがって、
地域経済内で、ヒンタロ・ウェジェラトの給付金
の原資558万ビルは1,406万ビルの追加所得を創
出し、アビアディの給付金原資162万ビルは219
万ビルの追加所得を創出したと考えられる。こ
のインパクトの違いの要因は、ヒンタロ・ウェ
ジェラトと異なり、アビアディが小売り部門しか
持たないことにある。小売り部門へのインパクト
は大きいが、購入される財の多くは地元で生産
されるものではなく、他地域から入って来る。し
たがって、乗数効果が地域経済の内部にとどま
らず、農村部のヒンタロ・ウェジェラトの場合よ
りもはるかに広範囲に拡散する。

ヒンタロ・ウェジェラトでは、給付金を受け
取っていない非受給者が、受給世帯との経済的
な相互依存によって間接的に恩恵を受けていた。
事実上、波及効果によるすべての利益が非受給
世帯に回ったのだが、こうした世帯は生産的資
産を所有していたため、需要拡大の波に乗るこ
とができたのだ。もっとも、ヒンタロ・ウェジェ
ラトでも、供給サイドの制約が乗数効果を推定
1.84に低減させた（Kagin et al ., 2014）。こうした
ことからも、供給制約の緩和を助ける農業やイン
フラ整備といった介入策は、社会保護策を補完
する重要な役割を果たすといえる。

主要メッセージ

•   社会保護は、栄養や健康を改善し、教育水準
を高めることができるため、将来の生産性や
雇用適性に重要な意義を持つ。

•   社会保護プログラムが定期的かつ予測可能
であれば、農業活動と非農業活動のいずれ
においても貯蓄や投資を促進し、世帯が直
面するリスクを軽減することで、そうした世
帯が、リスクは大きいが見返りも大きい活動
に従事するよう促す。

•   社会保護は労働意欲を削ぐものではない。し

かし、受給者にはより幅広い選択肢が与えら
れるため、多くの人々は、以前は臨時の賃金
労働に当てていた時間を自分の土地での農
作業や農業以外の雇用に振り向けることが
できる。一部のプログラムは、労働市場への
女性の参入を支援している。農業や農業以
外の生産活動の増加といった効果を考え合
わせると、社会保護は人々の依存を助長する
のではなく、むしろ生計手段を強化するもの
である。

•   社会保護プログラムは、労働者の交渉力を
高めることができる。とりわけ、公共事業／
雇用創出プログラムは、十分な規模を備えて
いる場合、単純労働の賃金の底上げにつな
がる。もっとも、プログラム設計では、農業
生産に支障をきたさぬように留意せねばなら
ない。

•   社会保護プログラムは、受給者の所得を増
やし、受給者に明確なメッセージを届けるこ
とで、児童労働を抑止し、就学率を向上させ
る傾向にある。

•   社会保護は、コミュニティのリスク管理機構
の役割を果たすインフォーマルな貯蓄貸付
組合や相互扶助といった社会ネットワーク
を強化することができる。こうしたネット
ワークは、プログラムの効果が受給者当人に
とどまらず、非受給者、さらには、より広範
な地域経済へと波及するのを助ける。

•   公共事業プログラムは重要なインフラや地
域共有資産を提供することができ、適切に設
計・運用されれば地域経済に直接貢献する。

•   社会保護プログラムは、地域の財やサービス
への需要を刺激することで、大きな地域経済
的メリットをもたらす。ここから利益を得る
のは、とりわけ非受給者である。地域の生産
面での諸制約（投資、信用、普及サービスへ
のアクセスなど）を緩和する補完的プログラ
ムは、社会保護による地域需要の拡大に地
域の生産者が対応できるよう支援し、インフ
レを予防する。
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これまでに提示された証拠では、社会扶助プ
ログラムが貧困の削減、食料安全保障と栄養の
改善、地域経済における貯蓄・投資・成長の促
進に有効であることが明らかになっている。し
かし、すべてのプログラムが同じように有効と
いうわけではなく、その効果は、規模の点でも
性質においても非常に異なる場合がある。社会
保護プログラムは多様性が非常に高く、その影
響を比較する作業は複雑である。例えば、貧困
層のための現金給付のように全く同じように
見えるプログラムでも、その設計と実施方法が
異なると、効果も非常に異なったものになり得
る。本章では、プログラムの効果には、その目
的に直接関連する効果もあれば、意図せずもた
らされた効果もあるという点を念頭に置きな
がら、プログラムの設計と実施方法のどのよう
な特徴が効果につながるのかについて検証す
る。

ターゲティングはより低コストでの	
プログラムの目的達成に役立つ場合
がある

社会保護プログラムは、一般に、目的があっ
て対象となる受給者を特定している。例えば、
一般に、現金給付プログラムの目的が貧困削減
である場合、貧困層の人々を対象にする必要が
ある。貧困削減という一般的な目的に加えて、
一部のプログラム、特にサハラ以南アフリカの
プログラムは、例えば孤児、HIV感染者、高齢
者、学童など弱者を支援するという、より具体
的な目的を持っている。各プログラムがどの程
度有効に目的を達成できるかは、何よりも、そ
のプログラムが対象者層にどの程度手を差し
伸べられるかどうかにかかっている。

すべてのプログラムが特定の対象者層にア
プローチする方法をとっているわけではない。
いくつかの理由で、例えば、歴史的または政治
的に避けられない事情や、実施の容易さ、万人
に同じ権利を保障するという約束などが理由
となり、一部のプログラムでは住民全体が受給
者となっている。例えば、エジプトでは、最近

まで食料補助金にはGDPの１〜２％程度の費
用が計上されていたが、その６割程度について
は対象が設定されていなかった28。残りの４割
程度は補助金付き配給カードであり、この配給
カードで、エジプトの世帯の８割は、パンや砂
糖など一定の品物を割り当てられた量だけ買
うことができる。一部のプログラムは対象者を
設定していなかったものの、貧困層はこうした
補助金からかなりの恩恵を受けていた。エジプ
トで食料補助金が廃止されれば、貧困率は
25.2％から34.0％へと９ポイント上昇する可能
性がある（Breisinger et al ., 2013）。しかし、食
料補助金を給付しているにもかかわらず、慢性
的栄養失調は2003年以降増加しており、エジプ
トの子ども全体の３分の１程度が発育阻害、国
民の35％が偏った食生活をしている。その一方
で、15歳を超えた女性の48％が肥満である。補
助金が適切な対象者に使われれば、より多くの
財源を必要な人々に当て、より多様性豊かな食
生活を送れるように推進できる可能性がある。

前述の例では、政府の予算が限られていると
しても、対象者を設定することで、選ばれた個
人や世帯に対してより多くの財源をよりよい
形で使うことができることが明らかにされて
いる。当然のことながら、ターゲティングは開
発途上国の社会プログラムの大多数で行われ
ている。最も一般的なターゲティング方法の概
要をBOX 13で説明している。たいていの社会
保護プログラムは、地理的ターゲティング、
PMT（代理資産調査）、地域参加を組み合わせ
ている。複数のターゲティング方法を組み合わ
せるやり方は、ラテンアメリカ・カリブ海の条
件付き現金給付プログラムや、サハラ以南アフ
リカの無条件現金給付プログラムの大半で行
われている（表１を参照）。

対象を特定するには、行政コストや、政治コ
スト、民間コスト、社会コスト、インセンティ
ブ・コストが必要である（Coady, Grosh and 
Hoddinott, 2004）。行政コストは、ターゲティ
ング方法の設計と実施のためのデータ収集・

28 エジプトの食料補助金制度は現在改革中であり、ターゲティ
ングを拡大する動きも改革の一部であることを指摘しておく。

第４章　	効果が上がる要因を	
理解する：プログラムの	
設計・実施の効果
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分析に関わる費用である。ターゲティングのた
めの行政コストは容易に算出できないが、それ
は、信頼性あるデータが不足しているだけでな
く、対象の特定が継続的なプロセスであること
もその理由である。受給者グループを最初に特
定した後も、不正行為がないか、あるいは世帯
の社会経済的な状態に変更がないかどうかを
継続的に監視する必要がある。対象者を頻繁に
設定し直すことは不確実性を生じさせ、受給者

にリスク回避的な決定を取らせることにつな
がるため、望ましいものではないが、適格とさ
れるグループが特定された後も、継続的な監視
は必要である（Farrington, Sharp and Sjoblom, 
2007）。最後に、対象者を特定する方法の中に
は高額な行政コストがかかる方法もあるため、
このこともまた考慮が必要である（Coady, 
Grosh and Hoddinott, 2004）。

ターゲティングには政治コストもかかる。全

BOX	13
社会保護プログラムのターゲティング方法

地理的ターゲティング：この方法は、ある特定の

地域に住んでいる個人と世帯を対象とする方法

である。この方法を用いる理論的根拠は地域差が

あることである。地域差は通常、自然資源やイン

フラの分布にむらがあること、農業や気候の条件

に差があることが原因で生じる（Hentschel	et	al .,	

2000）。この方法がうまくいくのは、都市部のス

ラム地域や過疎地域など、特定の地域に貧困層や

弱者層グループが集中して均一に居住している

場合である。

コミュニティに基づくターゲティング：この方

法は、コミュニティの構成員やリーダーから選ん

だ人々の評価に基づいて受給資格のある世帯を

選定するという方法である。この方法は、地域社

会の日常を経験していない他者の決定に頼るよ

りも、そのコミュニティのメンバーのほうが、社

会的プログラムを必要とする者をきちんと特定

できるという考え方に基づいている。コミュニ

ティに基づくターゲティングは、貧困層の状況の

見極めが他の方法では難しい場合に、貧困層を特

定する有効な方法である。

カテゴリーに基づくターゲティング：この方法

は、孤児、弱者の子ども、高齢者、障がい者、女性

が世帯主の家庭など、一定のカテゴリーに属する

人々を選ぶ方法である。こうしたカテゴリーの特

徴は、気づいたりチェックしたりするのが容易で

ある。カテゴリーによるターゲティングの利点に

は、行政コストや政治コストが比較的低いこと、

最も弱い立場の人々に対して社会的共感を得ら

れることなどがある。

セルフターゲティング：この方法は、給付金や恩

恵を受けようとする申請者が貧困層だけになる

ように設計されたプログラムを、自主的に選択し

てもらう方法である。その一例は、貧困層の人々

だけが申請しようと考えるような低賃金を設定

している公共事業プログラムである。たとえ別の

問題が起こったとしても、セルフターゲティング

に伴う行政コストは低い。

資産調査：個人や世帯が所得水準など一定の客

観的基準を満たしていることを基準に、対象者を

選定する調査である。所得データが検証可能で、

行政能力が優れている場合、資産調査はターゲ

ティングを正確に行える方法となり得る。多くの

開発途上国では、データが不足しているうえに行

政能力が乏しいため、資産調査の実施は難しい。

代理資産調査：所得に関して信頼性あるデータ

がない場合、代理資産調査が使われることがあ

る。この方法は、世帯の幸福度を測る所定の基準

（例えば所得）の代用となる、観察可能な特徴を使

用する方法である。代理資産調査に使用される観

察可能な特徴としては、通常、人口学的特徴、世

帯構成員の教育水準、住宅の質、所有する耐久消

費財、所有する生産的資産などが挙げられる

（AusAID,	2011;	Slater	and	Farrington,	2009）。

注記：特にそれぞれの手法の賛否両論に関する情報など、詳
細情報については、Coady	Grosh	and	Hoddinott（2004）、
Cirillo,	Gyori	and	Soares（2014）を参照されたい。

出典：Cirillo,	Gyori	and	Soares,	2014
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住民を対象としたプログラムは幅広く大衆か
ら支持されるが、一方、特定グループに対象を
設定すると、プログラムへの政治的支持は減
り、そのためプログラムの持続性が損なわれる
可能性がある。対象の設定は、政治的に優遇さ
れているグループの利益になるように操作さ
れる場合もある。受給者グループと非受給者グ

ループの相対的規模が、最終的には、政治選挙
や、さらにはターゲティングについての政治的
意思決定に何らかの影響を及ぼす可能性があ
る。

社会的プログラムの受給者もコストを負担
する場合がある。例えば、（再）認定など受給資
格に直接関わるコスト（申請に必要な書類の手

表	１
社会扶助プログラムで使用されているターゲティング方法

	 資産調査 代理資産調査 地理的
ターゲティング

コミュニティに
基づく

ターゲティング*

カテゴリーに
よる

ターゲティング

セルフ
ターゲティング

東アジア・太平洋

中国：Di	Bao X

インドネシア：Program	Keluarga	Harapan X X X

フィリピン：Pantawid	Pamilya X X X

ラテンアメリカ・カリブ海

ブラジル：Bolsa	Família X

チリ：Solidario X

エクアドル：Bono	de	Desarrollo	Humano X X

エルサルバドル：Comunidades	Solidarias	
Rurales	(formerly	Red	Solidaria)

X X

メキシコ：
PROGRESA/Oportunidades/Prospera**

X X

ペルー：Juntos*** X X X

南アジア

バングラデシュ：Food	for	Education X X X

インド：Indira	Gandhi	National	Old-Age	
Pension	Scheme

X X

インド：Mahatma	Gandhi	National	Rural	
Employment	Guarantee	Act	(MGNREGA)

X

サハラ以南アフリカ

エチオピア：Productive	Safety	Net	Programme	
(PSNP)

X X

エチオピア：Social	Cash	Transfer	Pilot	
Programme	(SCTPP)

X X X

ガーナ：Levelihood	Empowerment	Against	
Poverty	(LEAP)

X X X

ケニア：Cash	Transfer	for	Orphans	and	
Vulnerable	Children	(CT-OVC)

X X X X

ケニア：Hunger	Safety	Net	Programme	(HSNP) X X X

レソト：Child	Grans	Programme	(CGP) X X

マラウイ：Social	Cash	Transfer	Scheme	(SCT) X X X

モザンビーク：Programa	Subsídio	de	
Alimentos	(PSA)

X X X

南アフリカ：Child	Grant	Programme X X

ザンビア：Multiple	Category	Cash	Transfer	
(MCP)

X X

注記：
*			通例、ラテンアメリカ・カリブ海のコミュニティに基づくターゲティングは、他のターゲティング方法（資産調査や代理資産調査など）で決定された受給
者リストを検証するために用いられている。これは、コミュニティに基づくターゲティングが多くのプログラムで重要な方法となっているサハラ以南ア
フリカとは対照的である。
**			過疎地域では、代理資産調査で決定された受給者を、決定後にコミュニティで検証するためにコミュニティに基づくターゲティングが用いられていた。
都市部では、コミュニティに基づくターゲティングは使われていなかったが、このプログラムではセルフターゲティングを使用していた。つまり、受給
資格があると考える世帯が、自ら申請する必要がある。

***			ペルーでは、代理資産調査で決定された受給者リストを、決定後にコミュニティで検証するためにコミュニティに基づくターゲティングが用いられて
いた。

出典：Cirillo,	Gyori	and	Soares,	2014



世 界 食 料 農 業 白 書 2 0 1 5 年 報 告56
数料支払いなど）や、本来なら働いていた時間
を申請に費やすことで失われた機会費用など
である。こうしたコストが受給者の参加決定に
影響する可能性がある。対象世帯が受給資格者
ではなくなるようなインセンティブを高める
可能性や（例：失業手当が手に入ることで、自
らの労働提供を阻害する要因となる）、行動を
より良い方向へ変化させる場合がある（例：受
給条件を満たそうとして子どもを学校に通わ
せる）。

社会コストとしては、例えば、貧困層や弱者
層に分類される人 （々障害者、HIV/AIDS患者
など）を対象としたプログラムの受給資格を得
た世帯が社会的烙印を押されることや、コミュ
ニティが受給者と非受給者とに分裂すること
などが挙げられる。コミュニティの構成員が受
給者の選定に関わる場合、マイナスの影響がさ
らに悪化する可能性がある。極端な例では、あ
るエチオピアの郡（ウォレダ）では、PSNPから
外された元受給者によって、食料安全保障タス
クフォースのあるメンバーの穀物倉庫が焼き
払われた（Devereux et al ., 2008）。

ターゲティングがうまく機能しているかど
うかを評価することは、そのターゲティングメ
カニズムがプログラムの目的達成に費用対効
果の高い形で役立っているかどうかを判断す
るうえで必要不可欠である。ターゲティングメ
カニズムの有効性を評価するためのツールが
いくつか存在する29。頻繁に使われている方法
の一つは、ターゲティングにおけるミスターゲ
ティング（包摂エラーと除外エラー）の分析で
ある。受給資格がない人々が誤って対象者に含
まれてしまうのが「包摂エラー（inclus ion 
error）」であり、他方、受給資格のある人々が
誤ってプログラムから除外されてしまうのが

「除外エラー（exclusion error）」である。こうし
たエラーは、プログラムの設計段階と実施段階
の両方で起こる可能性がある（Sab a t e s -
Wheeler, Hurrell and Devereux, 2014）。設計
段階でエラーが起こる原因は主に２つある。予
算の制約により政府が受給者の定員を決めざ
るを得ないこと（これは実際のエラーというよ
りも、受給対象者数の計画的削減である）30と、
貧困層を特定するための方法が決められてい
ることである。実施段階でエラーが起こるの

29 これらのツールには賛否両論あるが、その議論の詳細につい
てはCirillo, Gyori and Soares（2014）を参照。
30 一方、ブラジルでは、Bolsa Famíliaのターゲティングに先立
ち、貧困世帯がプログラムから除外されないようにするために、
より多くの世帯を対象者に算入する方法がとられた。その結果、
2010年、ボルサ・ファミリアでは算入エラーが除外エラーの数を
上回った。算入エラーの主な原因は、貧困ラインをかろうじて上
回る世帯が対象者に入れられたことである（Cirillo, Gyori and 
Soares, 2014）。

は、受給者の経済的・社会的状況について事実
と違った報告がされること、受給者になる可能
性のある人々から必要な書類が提出されない
こと、対象の特定作業が効率的に行われないこ
となどが原因である。行政の能力もまた重要で
ある。ブラジルでは、行政のマネジメント能力
が高い自治体ほど、Bolsa Famíliaでカバーさ
れる割合が高かった（Portela Souza et al ., 
2013）。

ターゲティングがうまく行われているかど
うかを評価するためによく使われるもう１つ
の基準は、Coady、Grosh、Hoddinott（2014）が
開発し、この３人にちなんで名づけられた

「CGH指数」である。この指数は、あるプログラ
ムによる実際のターゲティングの結果と、給付
金の任意割当てまたは全員への割当てで得ら
れる一般的な参考結果とを比較するものであ
る。この指数は、最貧困層の人々に支給される
給付金割合をその最貧困層に属する人々の人
口割合で割ることによって算出される。CGH
指数は、諸プログラムのターゲティングに関す
る最大規模の分析となることを目指して、48ヵ
国122の社会プログラムに適用された。この３
人は、指数が中央値を示したプログラムの方
が、仮説に基づき無作為に割り当てるプログラ
ムよりも25％多くの財源を貧困層に回すこと
ができたことを明らかにした。また、この３人
は、資産調査や代理資産調査など、ある種の方
法の方が平均して成績が良かったことも明ら
かにしたが、良い結果を出した評点法のほうが
点数のばらつきが大きいかったことも指摘し
ている。３人は、どの点においても他より優れ
ているターゲティング方法は存在せず、同じ方
法でもプログラムや国が違うと、結果も異なる
可能性があると結論付けている。

実際には、複数のターゲティング法を組み合
わせて用いることでより良い結果がもたらさ
れるが、効果的に実施することがカギとなり、
効果的に実施できるかどうかは、行政の実施能
力や説明責任、格差の程度によって左右され
る。格差の程度が大きいほど貧困層や弱者層の
特定が容易になり、ターゲティングの結果は総
じてより良いものになるからである（Coady, 
Grosh and Hoddinott, 2004）。

どのターゲティング法を使うのが好ましいか
は上述した諸要因によって左右されるが、ある
種のツールを使用した場合はターゲティングが
改善されている。例えば、ラテンアメリカで
ターゲティングが最もうまく行われている部類
に入るブラジルのBolsa Famíliaプログラムは、
統一されたデータベース「CadÚnico」を使用し
ていることが成功の要因である（BOX 14）

（Lindert et al ., 2007）。2001年に作られたこの
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データベースは、社会保障を除くすべてのプロ
グラムに使用されており、2,300万世帯以上を
カバーしている（Del Grossi and Marques, 
2015; World Bank, 2014）。統一データベースの
使用による効率向上とコスト削減には、諸外国
から大いに関心が寄せられ、現在では23ヵ国ほ
どが社会データベースを既に持っているか、作
成段階にあり、他に10ヵ国が社会データベース
の構築を計画しているところである（World 
Bank, 2014）。

統一されたデータベースがあると、国は複数
のプログラムをより効果的に組み合わせるこ
とができる。ブラジル政府の社会福祉データ
ベース「CadÚnico」は、異なる10のプログラム
を組み合わせている。ペルーでは、過疎地の条
件付き現金給付プログラム「Juntos」が、単一
の世帯データベース「Padrón General de 
Hogares」とターゲティングシステム「Sistema 
de Focalización de Hogares」のデータを使用
して受給者を選び出している。同じデータと対
象者特定システムが、「Vaso de Leche」、

「Comedores Populares」、「Programa Integral 
de Nutrición」などの栄養プログラムや、無料
健康保険プログラム「Seguro Integral de 
Salud」でも活用されている。また、統一データ
ベースがあれば、各国政府は、社会保護や農業
などの政策分野で相乗効果を上げることが可
能である。この話題については第５章で取り上
げる。

ターゲティングの成否を示す指標の利用は、
貧困削減のための１つの方法であるが、ターゲ
ティングの精度を高めるためには常にコスト
がかかる。つまり、国民全体に配分できる資源
が少なくなるということである。したがって、

ターゲティングに成功しているプログラムは、
そうでないプログラムよりも貧困削減の効果
が低くなる可能性がある。そうであれば、プロ
グラムの評価では、ターゲティングそのものの
成否ではなく、貧困削減効果に焦点を合わせる
べきである（Ravallion, 2009）。

現金の給付水準、タイミング、予測
可能性が重要

給付金によって現金や信用における制約が
取り除かれ、受給世帯のリスク管理能力が向上
するのであれば、社会扶助策は貧困と飢えを削
減し、生産に影響を及ぼすことができる。これ
らを効果的に行うことができるプログラムと
は、適切な金額を給付するだけでなく、定期的
に確実に現金を給付できるプログラムである

（IEG, 2011; Barca et al . , 2015; Tirivayi, 
Knowles and Davis, 2013; Daidone et al ., 
2015）。

例えば、バングラデシュのRMPやFFAと
いったプログラムは、IGVGDやFSVGDに比べ
て給付金額がほぼ２倍と多いため、女性の地位
向上や福祉により大きな効果を上げている

（Ahmed, Quisumbing et al ., 2009）（これらのプ
ログラムに関する詳細は第２章、第３章も参
照）。同様に、マラウイのSCTの給付金額は、平
均で受給世帯の支出額（給付前）の30％程度に
上り、比較的高額であることから、大きな効果
を上げていた（Boone et al ., 2003）。その一方、
レソトのCGPによる給付金は主に食料購入や
子どもの教育に使われ、給付金額が少ないため
生計戦略に対する効果はほとんど上がってい

BOX	14
カダストロ・ウニコ（Cadastro	Único）

2001年に構築されたカダストロ・ウニコ（Cad	

Único）は、ブラジルの社会的に最も脆弱な最貧

層の人々を登録した重要なデータベースである。

Bolsa	Familiaや「Brasil	Sem	Misera（極貧なきブラ

ジル）」といったプログラムで使用され、毎月約

1,400万世帯に支援が届いている（World	Bank,	

2015d）。Cad	Únicoは各種の現金給付プログラム

を統合し、データ収集の負担を軽減している

（Mostafa	and	Sátyro,	2014）。諸データを統合した

このデータベースの運用を担当しているのは政

府系公営銀行Caixaである。この銀行は大規模

データベースの運用経験があり、毎月適時に現金

給付を行うことができる。

この新しいデータベースは、資産調査の未確認

データを使って（未確認の世帯所得をスクリーニ

ングして）受給者を特定し、世帯メンバー１人１

人の社会識別番号と照合するもので、行政コスト

を大幅に削減している（de	la	Brière	and	Lindert,	

2005）。このデータベースは、貧困層に関するあ

らゆるデータを網羅する全国データベースと

なっている。
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なかった（Pellerano et al ., 2014）。エチオピア
では、プログラムの期間も重要であることが調
査で明らかになっている。PSNPでは、プログ
ラムへの参加期間が５年間と１年間の場合、５
年間参加した者のほうが食料安全保障の大幅
改善につながった（Berhane et al ., 2011）。

受給世帯の１人当たりの消費額に現金給付
額が占める割合は、プログラムによって大きな
ばらつきがある。世界銀行のASPIRE（Atlas of 
Social Protection Indicators of Resilience and 
Equity）のデータを基に計算すると、受給者の
消費金額に占める給付額の割合は、東ヨーロッ
パ・中央アジアの53％から、ラテンアメリカの
27％、サハラ以南アフリカ・新興アジアの10％
未満まで、大きなばらつきがある（Fiszbein, 
Kanbur and Yemtsov, 2013）。ラテンアメリカ
のとりわけ大規模のプログラムの場合、現金給
付額は平均的「貧困ギャップ」を埋めるために
調 整 さ れ て い る よ う で あ る 。し か し 、
Barrientos and Hinojosa-Valencia（2009）は、現
金給付は、貧困ギャップを埋めるのではなく、
子どもの就学や保健医療へのアクセスを支援
することに重点を置いていると結論付けてい
る。

サハラ以南アフリカでは、通常、給付金額は
プログラムが定めた一定の目的と結びついて
いる。例えば、ザンビアの児童助成金モデルは

対象世帯で１日１人当たり最低１食を提供す
ることを目指しており、それをもとに給付金額
が算出されている。他のプログラムは、貧困
ギャップをなくす、食料貧困ギャップを埋め
る、または食料貧困ライン所得の一定割合を支
給することに重点的に取り組んでいる。サハラ
以南アフリカ諸国のプログラムの多くは食料
安全保障を重要な目的としているため、食料貧
困ラインや通常の食事にかかるコストが、給付
額を設定する際に用いられる最も一般的な基
準となっている（Davis and Handa, 2015）。サ
ハラ以南アフリカの13のプログラムでは、給付
額は貧困層の１人当たり所得の10〜32％、８つ
のプログラムでは所得の15〜28％となってい
た（図14）。ザンビアでは、児童手当の給付金額
の相対的価値は、１人当たり所得のほぼ30％に
達していたが、これに対してガーナのLEAPで
は、当初は10％未満であった（図14）。給付金額
が大きいほど効果が大きいが、効果が現れるか
どうかを分ける重要な境界値は１人当たり所
得の20％程度だと考えられる。

定額給付を用いている国々では、１人当たり
の給付金額は世帯の規模によって変動する。ケ
ニアの給付金は、平均規模の世帯では１人当た
り消費額の14％であるが、大規模世帯では
10％、小規模世帯では22%までと幅がある

（Daidone et al ., 2015）。ケニア（CT-OVCと

図 14
給付金が受給者の世帯所得に占める割合
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注記：20％が効果を左右する重要な境界値となっている。20％を大幅に下回るプログラムは受給世帯に及ぼす効果が小さく限定
的であるが、他方、20％を大幅に上回るプログラムは幅広い効果があることを示している。
出典：Davis and Knowles, 2015
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HSNP）およびザンビア（児童助成金モデル）の
給付金は、一世帯当たりの子どもの数で調整さ
れていない。したがって、世帯の規模が小さい
ほど給付金の効果は大きくなっていた。給付金
額は、インフレ調整がなされなければ時間とと
もに目減りする可能性もある。ケニア（CT-
OVC）では、2007年から2011年にかけてのイン
フレにより、給付金の実質的価値は60％近く低
下した。

社会扶助の給付金のほとんどは、最低限の食
料庫の消費額をカバーできるように設計され
ており、それ以上の効果を求める場合は、それ
に応じて給付金額を増やす必要がある。入手可
能なデータを見ると、給付金の水準には大きな
幅があることが分かるが、貧困国の多くで、給
付金は貧困ギャップを埋めるのに必要な金額
を大きく下回っている（Fiszbein, Kanbur and 
Yemtsov, 2014）。

給付金の水準と同様に重要なのは、給付金を
支給するタイミングと、支給が予測可能である
ことであろう。受給世帯は、定期的に予測可能
な形で給付金を受け取る場合と、不定期に一括
給付金を受け取る場合では、その使い方が異な
る。サハラ以南アフリカのいくつかの現金給付
プログラムでは、給付金の支給が遅れたり確実
に支払われなかったりしたため、せっかくのプ
ラス効果がなくなってしまった（Barca et al ., 
2015; Daidone et al ., 2015）。給付金が定期的か
つ確実に支払われないと、受給世帯は長期的な
消費計画を立てて順調に消費を進めることが
できず、その結果、食事の量と質が継続的に変
化する。ガーナとレソトで現金給付策の効果が
出ないのは、こうしたことが要因だと考えられ
る（Handa et al ., 2013; Pellerano et al ., 2014）。
一括で支払われる給付金は、貯蓄に回される
か、より高価な品物の購入に費やされるかのい
ずれかである（Haushofer and Shapiro, 2013; 
Handa et al ., 2013）。さらに、給付金が定期的
に確実に支払われると、受給世帯の長期的展望
が開け、リスクや打撃により効果的に対処でき
るようになり、その結果、家畜を投げ売りした
り子どもを退学させたりといった「後ろ向き」
の対応を回避することができる。それと同時
に、受給世帯はリスク回避的な生産戦略を避
け、その代わりに、より収益性の高い活動をし
たり作物を栽培したりするなど、思い切ってリ
スクをとることができる。給付金が定期的に確
実に支払われると、自信や借入れ時の信用度、
計画力が高まると同時に、非公式の保険メカニ
ズムへの負荷を減らすことができる。また、社
会的ネットワークへの受給世帯の参加を促す
ことにもなる（Barca et al ., 2015）。

受給世帯の諸要因がプログラムの	
効果に影響を及ぼす

受給対象を設定する基準は、各種プログラム
における受給世帯の人口学的特徴（例えば、労
働年齢にある成人など）と密接に関係してい
る。そのため、人口学的特徴は、各種のプログ
ラ ム で 効 果 が 異 な る 要 因 と な っ て い る

（Winters and Davis, 2009; Daidone et al ., 
2015）。例えば、弱者と貧困層を対象とした
ガーナのLEAPの受給世帯では、高齢者と年齢
が高めの子どもの割合が比較的高く、労働年齢
の成人が比較的少ない。ケニアのCT-OVCとレ
ソトのCGPは子どもの貧困に重点的に取り組
むもので、たいていの受給世帯には、孤児や社
会的に弱い立場の子どもがいる。その一方、ザ
ンビアの「児童手当」は、０〜５歳の子どもを
持つ世帯を対象としたものであり、その世帯に
は他にも比較的年齢の低い子どもが一緒に住
んでいる。したがって、他のプログラムの受給
対象世帯より、労働年齢にある成人の数が多
い。

このように受給世帯の人口構成が異なって
いることは、世帯レベルでの効果にも表れてい
る。例えば、利用可能な労働力が多い世帯ほ
ど、給付された現金を長期的にも短期的にも建
設的な投資に活用しやすい状況にある。ザンビ
アでは、他の３ヵ国のプログラムに比べて、労
働力の供給や割当てに見られる効果がはるか
に顕著であるが、その理由の一部は、他の３つ
のプログラムよりもザンビアの給付金額が高
いことで説明できる（表２）。さらには、農業投
入材、農具、家畜の所有、農業以外の事業に対
する投資の点でも、ザンビアの受給者の方によ
り強い効果が表れていた（Daidone et al . , 
2015）。以下で議論する他の要因もまた何らか
の影響を及ぼしているが、それぞれの要因がど
のような効果をもたらすのかを明確にするこ
とは不可能である。したがって、表２はあくま
で可能性を示しているにすぎない。

労働力のほかに資産と資源へのアクセスも、
給付金の建設的活用を促す。より多くの土地や
ツール、教育へアクセスできる世帯ほど、建設
的な目的のために給付金を活用しやすく、した
がって進歩する可能性が高い。一般に、現金給
付は、土地の入手可能性ではなく運転資金が主
な制約となっている場合に、建設的効果を生み
出す効果が高い。土地が不足している場合に
は、たいていは生活必需品の購入が最優先さ
れ、農業投入材への投資は実現されないことが
多い（Barca et al ., 2015）。
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ジェンダーで異なるプログラムの効果

効果に差があるのは、男女で給付金の使い方
が違うためでもある31。まず、社会保護策の多
くが女性を対象に設定しているが、それは、家
計支出を女性に管理させるほうが、食料・保健
医療・教育・子どもの衣類・栄養などに対す
る支出が増え、人的資源を向上させるというこ
とが、多くの研究から分かっているからである

（Holmes et al ., 2014; FAO, 2011; Yoong, 
Rabinovich and Diepeveen, 2012）。子どもの性
別によってもプログラムの効果が変わる可能
性がある（Yoong, Rabinovich and Diepeveen, 
2012; Duflo, 2003）。

このほか、多くの研究から、現金給付は男女
によって異なる思いがけない効果をもたらす
ことが分かっている。例えば、男性と女性では
投資する家畜の種類が異なる場合がある。女性
は一般的にヤギ、ヒツジ、ブタ、ニワトリなど
小型の家畜を好み、男性はウシ、ウマ、ラクダ
など大型の家畜を好む傾向がある（Martinez, 
2004; FAO, 2009; Tirivayi, Knowles and Davis, 
2013）。こうした違いは、次に、家族が打撃を受
けた時の資産の使い方に表れる。例えばバング
ラデシュでは、家族が病気になった場合は女性

31 Tirivayi, Knowles and Davis（2013）は、効果に差が出る最も
一般的な原因はジェンダーだと結論付けている。

の資産のほうが早く処分される。これに対し
て、男性の資産は通常、結婚費用や持参金を賄
うために使われる（Quisumbing, Kumar and 
Behrman, 2011）。マラウイのSCTでは、そもそ
も所有する家畜の数がずっと少ない女性を世
帯主とする世帯の方が効果が大きかった

（Covarrubias, Davis and Winters, 2012）。全て
の地域で、女性のほうが押しなべて男性よりも
所有している動物の数が格段に少ない（FAO, 
2009）。

最後に、労働力の供給について男女で異なる
決定をする場合がある。例えば、ケニアのCT-
OVCでは、現金給付のおかげで女性、特に過疎
地に住んでいる女性の就業が容易になった

（Asfaw et al ., 2014）。女性が家族の世話や食事
の支度を担っている状況では、所得の増加は女
性の家庭外労働にはつながらず、家族の世話や
家庭内労働への切り替えにつながることもあ
る。

プログラムの設計が肝要

プログラムが違うと、それに必要な手段や方
法が異なるため、その効果も異なってくる。例
えば、条件付きプログラムのほうが、無条件プ
ログラムよりも行動に与える影響が大きい。バ
ングラデシュのRMPは（FFA、IGVGD、
FSGVDと比較して）高い貯蓄率を生み出して

表	２
プログラムが世帯に及ぼす効果

国／プログラム名

ザンビア	CG ケニア	CT-OVC レソト	CGP ガーナ	LEAP

世帯労働力における効果

農業分野の賃金労働者として雇用 ↓↓ ↓ ↓↓ —

農業分野以外の賃金労働者として雇用 ↑ — ↓↓ —

家族農業経営における雇用 ↑↑ ↑ ↑ ↑

農業以外の事業での雇用 ↑↑ —

世帯の生産における効果

農業投入材 ↑↑ ↓ ↑↑ ↑

農具 ↑↑ — — —

農業生産 ↑ — ↑ —

食料の自家栽培 — ↑ —

家畜の所有 ↑↑ ↑ ↑ —

農業以外の事業 ↑↑ ↑ — —

注記：↑↑＝	多くの指標について顕著プラス効果が認められる；↑＝	特定のサブグループについて１つまたは数個の指標で顕
著なプラス効果が認められる；―	＝	顕著な効果が認められない；↓＝	特定のサブグループについて１つまたは数個の指標で
顕著なマイナス効果が認められる；↓↓＝	 多くの指標について顕著なマイナス効果が認められる；空白の項は指標がないこと
を示している。
出典：Daidone	et	al.,	2015
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いるが、その理由は貯蓄を増やすことが条件の
ひとつだからである（Ahmed, Quisumbing et 
at., 2009）。ブルキナファソには、５歳未満の子
どもを持つ親に対して地元の診療所で年４回
子どもに発育検査を受けさせるよう義務付け
ている制度があるが、条件付き現金給付の方は
受診者が大幅に増加したが、無条件給付はそう
した効果が見られなかった（Akresh ,  d e 
Walque and Kazianga, 2012）。

しかし、サハラ以南アフリカでは、少なくと
も子どもの就学に関しては、無条件給付も、世
界各地で実施されている条件付き現金給付と
遜色ない効果を上げていることが、調査で明ら
かになっている（Kenya CT-OVC Evaluation 
Team, 2012; Baird et al ., 2013）。サハラ以南ア
フリカのプログラムの多くでは、明確な条件を
示す代わりに、その一部を受給者へのメッセー
ジに置き換えているプログラムもあり、これも
大きな効果を上げていることが分かっている

（p. 27のBOX ６を参照）。保健医療や教育に関
わる条件は、診療所や学校がない場合や遠くて
行きづらい場合には役に立たない（Grosh et 
al ., 2008; Handa and Davis, 2006）。

市場も重要

地域経済の性質も、現金給付プログラムがど
のような種類の効果をどの程度上げることが
できるかを方向づける。過疎地域では人口密度
や公共投資の水準が低く、公的インフラが不十
分であるため、市場の制約による縛りがとりわ
け大きい。

市場の発達が進んでいる場合の方が、現金給
付が生活戦略に与える効果は大きくなる傾向
にある（Barca et al ., 2015）。市場の条件の重要
性は、一般に、各種生産要素の利用可能性との
関係で決まってくる。例えば、ケニアの世帯の
農業経済投資は、カンガンドゥ地区（Kangundo）
よりオウェンド地区（Owendo）の方が活発で
ある。オウェンド地区のほうが土地や家畜、労
働力の利用可能性が大きく、換金作物であるサ
トウキビの栽培が普及しているためである。カ
ンガンドゥでは農業経済分野の経済機会がオ
ウェンドより限られており、給付金は主にセー
フティネットとして使われている。ガーナとケ
ニアでは、農場労働者として雇用される能力
が、プログラムの受給者の新たな経済活動への
従事を可能にする重要な要素となっている。ま
た、マラウイでは、市場とのつながりが良い地

域の現金受給者はたいてい小規模ビジネスに
投資していたのに対して、過疎地の受給者は投
資を行っていなかった（OPM, 2014）。

同時にまた、社会保護プログラムも地域市場
に影響をもたらしている。この効果は現金支給
日の近辺でいっそう顕著であるが、支給される
金額は、一般に、新しい市場を作り出すほど多
額ではない（Barca et al ., 2015）。プログラムの
効果は、市場規模に対する受給者コミュニティ
の規模によって決まる場合がある。

主要メッセージ

•   ターゲティングを正確に行うことが、現金
給付が目的を効果的に達成できるかどうか
の有効性を決定する非常に重要な要素とな
る。しかし、ターゲティングにかかるコス
トと、支給される給付金総額を比較検討す
る必要がある。どのターゲティング法にも
コストがかかると共にメリットがあり、他
の方法より押しなべて優れているという方
法は１つとしてない。どのような方法をと
るにせよ、実施がカギである。多くのプロ
グラムは、それぞれの方法が持つ長所を組
み合わせて、複数の方法を選択している。

•   プログラムの成功には、現金給付額の水準
と、タイミング、予測可能性が重要である。
現金給付額は、受給者がプログラムの目的
と合致する消費を行い、その他の必需品の
購入に費やされる支出額を増やせるだけの
十分な金額にする必要がある。さらに、信
用や資金の流動性における制約に対して効
果的に取り組み、受給者世帯のリスク管理
をサポートするために、現金給付は定期的
かつ確実に実施する必要がある。

•   受給者世帯の特徴、とりわけ労働利用可能
性と受給者のジェンダーが、プログラムの
効果に影響を与える。受給者のジェンダー
は、給付金の使い道や投資方法、資産や資
源の管理方法のいずれにも影響を及ぼす。

•   プログラムの設計において給付条件を設け
るかどうか、あるいは単に受給者にメッ
セージを伝えるだけにするかは、地域の実
情によるが、いずれの場合も受給者の行動
に影響を与えるという点では効果的であ
る。状況によっては、受給者へのメッセー
ジがあっても無くても、無条件プログラム
は条件付きプログラムと同様の効果を受給
者の行動にもたらす。
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第５章　社会保護と農業開発

前章で示された事例は、農村世帯への社会保
護施策、とりわけ世界の貧困層の大部分を占
め、収入の主要部分を農業に頼る農村世帯に対
する所得移転の役割を強く論証している。社会
保護プログラムから現金給付を受けている者
は生産性が向上し、その一方、現金受給者が食
料その他の地元の商品やサービスを購入する
ことで、地元の経済全般も刺激される可能性が
ある。しかし、貧困層や弱者層に必要不可欠な
社会保護も、地域経済そのものを変貌させるわ
けではなく、補助的な役割を果たすに過ぎな
い。社会保護策では、農村の農家世帯が直面す
る全ての構造的制約や、市場・インフラの欠如
に取り組むことはできない。農村開発や農業の
変革の文脈の中で貧困と食料安全保障に取り
組むためには、社会保護と農業両面での政策と
介入策が必要である。

本章では、社会保護策と農業介入策を組み合
わせて一体的に機能させるためには、どのよう
な施策を一連に実施すべきか、その選択肢につ
いて検討する。こうした選択肢は、各部門が個
別に実施する単独型の社会保護や農業プログ
ラムから部門別の介入策まで、非常に多岐にわ
たっている。前者は、その設計により、社会保
護と農業を組み合わせた統合的施策の中にこ
の２つをまとめて反映している。後者は、施策
相互の補完性を最大限に高めて食い違いを減
らすための調整が行われている（Gavrilovic et 
al ., 2015）。こうした分類は固定的なものではな
く、複数の取り組みをどのように組み合わせる
か、どのような順序で実施するかは多種多様で
ある。

それぞれが単独で実施される部門固有型の
プログラムは、社会保護と農業を１つに統合す
ることが可能である。社会保護策は受給者の農
家の暮らしを向上させるように設計すること
ができる。例えばケニアのHSNPは、半遊牧民
として牧畜で生計を立てている受給者の生活
に合わせて、希望する時間と場所で給付金を受
け取れるようにしている。第４章で述べたよう

に、給付金の金額や支払い時期、定期的な支払
いなど、施策の設計や実施方法を変更するとい
う方法でも、農業に対する効果を高めることが
可能である。農業の観点からは、投入材に対す
る補助金を、社会的に脆弱な小規模家族農家が
関心を持ち、そうした農家が農業投入材を利用
しやすいような設計にすることができる。

社会保護と農業は、具体的な対象者層に影響
を与えられるように、両方の介入策が導入され
た複合プログラムの中で連携させることが可
能である。社会保護プログラムは補完的な農業
包括対策と抱き合わせにすることができる。エ
チオピアのPSNP、OFSP、HABPといった公共
事業がそうであるし、また、レソトのCGP現金
給付プログラムは家庭菜園プログラムと連携
させているが、これも同じである。また、ルワ
ンダのVUOに見られるように、貯蓄と資産形
成を行う世帯をサポートする「金融包摂」の施
策と組み合わせることもできる。社会保護と農
業は統合的プログラムの中でも組み合わせる
ことができる。一例としてバングラデシュの
BRACの「Graduation（卒業）」モデルが挙げら
れるが、これは、生産資産、現金または食料の
１回限りの支援、貯蓄、研修、ヘルスケア、社
会的統合などを施策パッケージにまとめたも
のである。介入策は順番に実施したり、複層的
に実施することもできる。世帯の福祉水準が
徐々に改善すれば、それに応じて、農家をサ
ポートし農業生産や収入を拡大するための補
足的な農業介入策をより多く受けることがで
きる。

複数のプログラムをうまく調整して組み合
わせれば、社会保護と農業開発の相乗効果を引
き出すことも可能である。農業と社会保護の連
携は、世帯やコミュニティ、地域経済などさま
ざまなレベルで起こるため、たとえ施策が同じ
場所で実施されない場合や、同じ受給者を対象
としていない場合でも、異なる施策の相互作用
を引き出す機会は非常に数多く存在する。例え
ば、「組織的調達プログラム（Institutional 



社 会 保 護 と 農 業 ―― 農 村 貧 困 の 悪 循 環 を 断 つ 63
Procurement Programmes, IPPs）」のような農
業施策は、学校給食などの社会保護施策の実施
地域と同じ地理的エリアにいる、生産能力のあ
る小規模家族農家を対象にすることが可能で
ある。個別のプログラムが複数存在する場合、
問題となるのは、複数のプログラムをうまく調
整してプログラムがカバーする範囲を改善す
ることである。例えば、複数の社会保護策と農
業施策の範囲が十分に調整されている場合、そ
の双方を、貧困層の特定グループのニーズに応
えるように連携させることができる。

本章の残りの部分では、社会保護と農業の一
貫性を持たせるための手法や、これに関連する
問題・証拠のうち、最も一般的なものについて
より詳細に取り扱う。具体的には、複合プログ
ラムの事例を複数検討し、投入材補助金と融資
という農業の二大政策について論じ、社会保護
施策との一貫性向上に関わる諸問題について
論じ、IPPの検討を行う。最後の節では、社会
保護と農業の一貫性を向上させる際に問題と
なる、運用上の主要課題のひとつ、すなわち
ターゲティングについて取り上げる。

複数の施策を複合プログラムに組み
合わせる

複数の施策を組み合わせることのメリット
について、これを裏付けるような複合プログラ
ムの効果に関する証拠が次第に増えている。エ
チオピアでは、PSPNの給付金だけを受けてい
る世帯は農業投入材を購入しておらず、農業へ
の投資額も限られていた（Hoddinott et al ., 
2012）。しかし、PSNPと農業支援補助策パッ
ケージ（OFSP/HABP）の両方から支援を受け
ている世帯は、食料の確保、生産のための借
入、進んだ農業技術の利用、農業以外の事業活
動の展開などを実施できている可能性が大き
かった（Gilliagan, Hoddinott and Taffesse, 
2008; Berhane et al ., 2014）。これら２種類の施
策の補完効果は逆方向でも見られ、OFSP/
HABPから支援を受けて収量を改善しようと
いう試みは、PSNPの給付金も併せて受けてい
る場合のほうが、効果が大きかった場合もあっ
た（Hoddinott et al ., 2012）。

バ ン グ ラ デ シ ュ の ４ つ の 社 会 扶 助 策

（IGVGD、FSGVD、FFA、RMP。これらについ
ては第２章と第３章を参照）の比較から、食料
支給や現金給付に加えて、相互補完的な施策も
プラス効果があることが分かっている。例え
ば、IGVGDにはマイクロクレジット（少額融
資）のための引当金が組み込まれており、他の
施策と比べて大きな効果を上げていた。また、
４つの施策のいずれも、収入創出活動、生活技
術、基本的な読み書き能力などの研修を提供す
るとともに、社会問題・法律問題・健康や栄養
の問題に対する意識向上を図っていた。収入創
出活動についての研修は、参加者の大半が研修
受講後にこうした活動を開始したと報告して
お り 、非 常 に 効 果 的 で あ っ た（ A h m e d , 
Quisumbing et al ., 2009）。

バングラデシュでは、もう１つの例として、
BRACのCFPR-TUPプログラムが社会保護の
複数の施策を組み合わせており、最終的に貧困
層を貧困状態から「卒業」させ、マイクロクレ
ジット・プログラムへの参加者を増やすこと
を目指している。CFPR-TUPの第１段階と第
２段階の評価では、農業資産の所有率や自営業
を営む割合、貯蓄高、土地へのアクセス、食料
安全保障、収入、貧困削減率が高まったことが
明らかになった（Rabbani、Prakash and 
Sulaiman, 2006; Das and Shams, 2011）。CPFR-
TUPの複数の介入策が個別にどのような効果
を上げたのか明らかにするのは難しいが、入手
できるデータでは、多角的に取り組む（つま
り、条件付きまたは無条件の現金給付、収入を
生み出すための資産助成、技能研修、コミュニ
ティ投資、社会開発、地元有力者の動員、保
健・栄養の支援など、複数の施策を統合した）
複合的施策は、福祉水準を持続的に改善させ
る、より意欲的な目標を効果的に推進できるこ
とが指摘されている（Ahmed, Rabbani et al ., 
2009; Sabates-Wheeler and Devereux, 2014）32。
施策を成功させるためには、最初に最低限の生

32 BRACのCFPR-TUPの参加者の約92％が極貧からの脱出に成
功し、極貧に逆戻りしなかった（Pahlowan and Samaranyake, 
2014）。このプログラムをモデルにした施策が、フォード財団と

「貧困層支援協議グループ（Consultative Group to Assist the 
Poor, CGAP）」により、数ヵ国で試験的に実施された。その後、エ
チオピア、ガーナ、ホンジュラス、インド、パキスタン、ペルーで
実施されたプログラムについて評価が行われ、プログラム終了後
１年経過した後も、貧困層の食料消費が大幅に改善されているこ
とが明らかになった（Banerjee et al ., 2005）。
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活を維持するための手当を支給すること（資産
がすぐに収入を生み出すわけではないため）、
資産給付から収入を生む一定の事業へとつな
げること、技能研修を行うことが重要である

（Sabates-Wheeler and Devereux, 2011）。
ペルーでは、現金給付プログラム「Juntos」

の受給者は、農村開発プログラム「Haku 
Wiñay」からも支援を受けている。Haku Wiñay
は、生産システムの改善や、衛生状態の改善、
農村企業の支援、お金に関する教育の提供を目
的とする相互補完的支援によって、極貧農家の
生産能力と収入を生み出す能力を高めること
を目指したものである。農家に簡単かつ低コス
トの技術（スプリンクラー灌漑システム、農家
周辺の土地での簡単な作物栽培、耕作地と牧草
地の混在する区画、アグロフォレストリー、有
機肥料の製造、実験用モルモットやメスのホロ
ホロチョウの飼育など）の導入を促そうと、
Haku WiñayはJuntosの受給者に対して生産資
産や技術支援、研修を提供している33。効果を
評価するための予備調査の結果では、２年経っ
て、作物・家畜の生産や農業加工に関連する収
入源の伸びが、非受給者世帯より受給者世帯の
方が速かったことが明らかになっている

（Escobal and Ponce, 2015）。

栄養失調に効果的に取り組むには	
補完的介入策が不可欠

栄養面でより成果が上がる直接的な要因は、
複数あるうえに、多面的な要因が組み合わさっ
ている。「必要十分な量の安全で多様な栄養価
の高い食物が用意されていて、それを利用でき
ること」、「清潔な水や公衆衛生、保健医療への
アクセス」、「子どもにまともな食事が与えられ
ていることや成人の食べ物の選択が適切であ
ること」などはその一部である。栄養状態が改
善される根本的な原因はこれよりさらに複雑
で、経済・社会・政治・文化および物理的な環
境などが総合的に関わってくる。社会扶助は貧
困層の栄養事情を改善するために重要な方策
であるが、それだけで長期的に持続して貧困と

33 Haku Wiñayの対象者はJuntosの受給者だけに限定されている
わけではない。

栄養失調をなくすことはできない。農業や食料
システム全般、公衆衛生や教育のみならず、よ
り広い政策領域においても、総合的な措置や補
完的施策を追加して実施する必要がある

（BOX 15）（OPM, 2013a）。
微量栄養素をより多く摂取できるようにす

ることは、特に大きな課題である。家庭での果
物と野菜の消費量を増やすために小規模な家
庭菜園を設けるプロジェクトは、貧困世帯に適
した取り組みのひとつで、これは社会扶助プロ
グラムと併せて実施することができる。家庭菜
園はすでに広く普及しており、小規模で効果が
上がるうえ、たいていの場所でできる。しか
し、水や労働力の制約から家庭菜園を作れない
こともあるため、プロジェクトの設計段階で慎
重に検討する必要がある（FAO, 2013a）。家庭
菜園を進める施策で規模が拡大されたものと
しては、20年近く前にヘレン・ケラー・イン
ターナショナルがバングラデシュに導入した、

「ホームステッド食料生産（Homestead Food 
Production）」プロジェクトがある。当初は、微
量栄養素の摂取量を増やすために家庭菜園の
推進に重点を置いていたが、その後プロジェク
トは、小型動物の飼育や栄養教育を含むまでに
拡大した（Iannotti, Cunningham and Ruel, 
2009）。レソトでは、政府のCGP現金給付プロ
グラムと組み合わせる形で、家庭菜園プログラ
ムが試験的に実施された。労働制約がある世帯
にとっては、現金給付と組み合わせたほうが、
キーホールガーデン（鍵穴型の家庭菜園）だけ
の場合よりも、食料安全保障の改善という点で
大きな効果につながった（Dewbre et a l . , 
2015）34。

一部のコミュニティでは、畜産を拡大するこ
とで微量栄養素の摂取量をより効果的に増や
すことができる。例えば、エチオピアの一部の
地域ではヤギを主軸に混合農業が展開されて
いるが、これを背景として、「FARM-Africa 
Dairy Goat Development Project」が実施され、
プロジェクトの参加家族の栄養状態改善と福
祉水準の向上に成功している（Ayele and 
Peacock, 2003）。また、これもエチオピアの例

34 基本のキーホールガーデンは高さ１m、直径２m程度の小さい
円形で、土や灰、堆肥、その他の有機物を層状に積み重ねて一段
高くしたものである。このような構造だと、病気がちな人や高齢
者も手入れがしやすい。
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であるが、セーブ・ザ・チルドレンが導入した
プロジェクト「Milk Matters（牛乳が重要）」は
遊牧民の家畜の飼育生産を拡大するとともに、
子どもたちの栄養状態の改善につながった

（Sadler et al ., 2012）。
Sumberg and Lankoandé（2013）は、「ヘ

ファー・イン・トラスト（heifer-in-trust）」（家
畜の現物貸与（livestock-in-kind credit）ともい
う）というプロジェクトをいくつか調査した35。
その結果、このプロジェクトでは社会保護とい
う言葉は使われていないが、資産形成、栄養の
改善、収入増大、明確な対象者層の特定などの
目的は、社会保護プログラムと密接な関連性が
あると結論付けた。しかし、プロジェクトの成
果はさまざまな状況に左右されるうえ、貧困層
が家畜資産に伴うリスクや需要に対応する能

35 「ヘファー・イン・トラスト」事業は、第１に貧しい人々の生
産資産の構築を目指すものである。この事業は一般に、現物を貸
与して現物で支払ってもらうというサイクルを基本にした制度
である。事業では受給者にメスの動物１頭以上が支給されるが、
そのメスから生まれたメスの子どもを決められた数だけ事業に
返済するという条件で支給を受ける。返済されたメスの子ども
は、今度は別の者に支給される。決められた数のメスの子どもを
事業に「返す」までの間は、最初に貸与された動物は事業の所有
物であるが、受給者に「預けられた」ものである。しかし、メスの
子どもをプロジェクトに返済した後は、最初に貸与された動物は
受給者のものになる（Sumberg and Lankoandé, 2013）。

力は非常に低い可能性があることに注意を促
している。ヘファー・インターナショナル

（Heifer International）がルワンダで実施して
いる乳牛と食肉用ヤギを寄付するプログラム
の効果について最近評価が行われたが、それに
よると、乳牛を受け取った世帯では乳製品の消
費量が、ヤギを受け取った世帯では肉の消費量
が、それぞれ大幅に増加したことが明らかに
なっている（Rawlins et al ., 2014）。評価した研
究者は、受給者を選ぶ際にニーズ評価が実施さ
れたものの、プログラムには最貧層（または最
富裕層）が含まれていないことも指摘してい
る。

家庭の食料生産戦略の有効性や栄養状態に
及ぼす効果は、数多くの要因によって左右され
る（Girard et al ., 2012）。伝染病がよく発生する
場合、追加介入策がなければ生産戦略の効果は
限られたものになる。乏しいながらも現在入手
できるデータからは、おおむね次のようなこと
がいえると考えられる。生産戦略は、栄養につ
いて明確な目的を持ち、栄養戦略にジェンダー
への配慮を組み込んだ場合に、微量栄養素を多
く含む食料の摂取量を改善することができる
ということである。

栄養教育を施策に組み込むことは重要であ

BOX	15	
栄養状態を改善するための社会保護政策とプログラムの設計

FAOとWHOの共催による第２回国際栄養会議

（ICN2）では、栄養状態を改善するためのカギは

社会保護部門であるとしている。ICN2の成果文書

「栄養に関するローマ宣言」および付随する「行動

のための枠組み」は、各国政府や政策担当者に対

して、栄養政策と社会保護政策を相互に補完する

ための方策を検討し、あらゆる形態の栄養失調に

効果的に取り組むよう強く求めている。

ICN2のきっかけとなった研究では、栄養状態を改

善するためには、社会保護プログラムの対象の幅

広さと明確な目的意識を利用すべきだと結論づ

けている（Alderman	and	Mustafa,	2013）。しか

し、栄養状態の改善は、社会保護策が取り組もう

とする数多くの開発目標のひとつに過ぎないこ

とが多く、こうしたプログラムを実施するのは難

しい。これまでに集められたデータからは、いく

つか運用上の必須条件を導入すれば、栄養に関わ

る社会保護の政策やプログラムの効果を最大限

に高めることができると考えられている。

社会保護プログラムのモニタリング・評価シス

テムの中に栄養に関する明確な目的や指標を組

み込むことで、栄養問題に対する感受性を大幅に

高めることができる。栄養弱者を対象にすること

も、世帯レベルの社会経済的状況に加えて、世帯

の中の栄養弱者についての考察を促す誘因にな

る。さらに、栄養教育と栄養促進をプログラムに

組み込み、保健医療サービスとの連携を強化し、

女性を中心にしたプログラム設計にすれば、栄養

指標が改善される可能性が高い。

出典：FAO,	2016
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り、そうすることで、社会扶助プログラムや家
庭菜園プロジェクト、他の農家介入策が栄養状
態にもたらす効果を高めることができる。栄養
教育は、広義には総合的なプログラムと位置づ
けられることが多く、何をもって良好な栄養状
態と言うのかについて消費者の知識を向上さ
せるために、情報関連の介入策が複数含まれて
いる。栄養教育の最終目標は、１人ひとりの行
動を変化させ、栄養価がより高い食事や、より
健康なライフスタイルを選択できるようにす
ることである。こうしたプログラムには、栄養
に関する研修や、公共情報キャンペーン、広告
や商品ラベルの規制などの要素が含まれると
考えられる。栄養教育は、多様で栄養価の高い
食品へのアクセスを向上するための他の施策
と連携して実施した場合に、とりわけ効果が上
がる場合がある。栄養教育は教養教育として行
う場合も専門教育として行う場合もあるが、い
ずれにせよ栄養の改善に効果的である（FAO, 
2013a）。

以降の節では、２つの主な農業政策（投入材
補助金と信用制度）、ならびに社会保護と農業
政策との一貫性の向上に関わる問題について
検討する。

社会保護と農業投入材補助金

1960年代と1970年代、投入材補助金は食料安
全保障の問題に欠かせないものであったが、農
村地域の貧困や食料安全保障の解決策として市

場志向型の方策の方が選ばれたために、補助金
は広範囲で打ち切られた。しかし、食料不安が高
まった期間を経て、特に2006年以降に食料価格
と肥料コストが急激に上昇した後は、投入材へ
の補助金、とりわけ肥料への補助金がアフリカ、
アジア、ラテンアメリカ・カリブ海で再び幅広く
採用されるようになった。投入材補助金は、現在
実施されている生産支援策としては最も普及し
ている施策であるが、ラテンアメリカ・カリブ海
では一般に小規模で、必要に応じて臨時で実施
されているに過ぎない（表３）（Demeke et al ., 
2014）。通常、投入材補助金策は農業省の所管で
あるが、低所得の小規模家族農家が対象である
ことや、家庭における食料安全保障の向上や飢
餓削減を目指していることから、往々にして、社
会保護政策や農業政策ともみなされている。

サハラ以南アフリカで投入材補助金が本格化
したのは、2006年にナイジェリアのアブジャで第
１回アフリカ肥料サミットが開催された後のこと
である。サミットでは、貧困農家に特別に配慮し
ながら対象を設定した補助金を支給することで
農家が肥料へのアクセスを改善できるよう、アフ
リカ連合加盟各国に呼びかけた（Druilhe and 
Barreiro-Hurlé, 2012）。肥料補助金は魅力ある施
策でもあった。比較的短期間で食料生産量を増
やせるうえ、他の地域に比べてサハラ以南アフ
リカでは、１ha当たりの肥料の使用量が非常に
少なかったことが理由である。例えば、肥料の平
均使用量は、アジアでは150kg/haであったが、
これに対してサハラ以南アフリカでは７kg/haで
あった（Druihe and Barreiro-Hurlé, 2012）。

表	３
各国で実施されている投入材補助金制度（規模・地域別、2007〜2012年）

地域 小規模又は臨時の制度 大規模な制度

東アジア・太平洋 カンボジア、タイ、ベトナム 中国、インドネシア、フィリピン

ヨーロッパ・中央アジア タジキスタン アゼルバイジャン、カザフスタン

ラテンアメリカ・カリブ海 アルゼンチン、ボリビア、ブラジル、チリ、
コロンビア、コスタリカ、キューバ、ハイチ、
ニカラグア、パナマ、ペルー、ウルグアイ

エクアドル、エルサルバドル、グアテマラ、
ホンジュラス、メキシコ、パラグアイ、
ベネズエラ、

中東・北アフリカ アルジェリア、チュニジア エジプト、イラン、イラク、レバノン、シリア、
イエメン

南アジア ブータン、ネパール バングラデシュ、インド、スリランカ

サハラ以南アフリカ チャド、レソト、モーリタニア、
モザンビーク、シエラレオネ、シンバブエ

ブルキナファソ、ガーナ、ケニア、マラウイ、
マリ、モロッコ、ナイジェリア、ルワンダ、
セネガル、トーゴ、タンザニア、ザンビア

注：投入材には肥料と種子を含む。補助金は実施期間の全体を通して実施された場合もあれば、期間の一部で実施された場合
もある。
出典：Demeke	et	al.,	2014
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最も研究されているプログラムのひとつは、
マラウイの「農業投入材補助金プログラム

（FISP）」である。2004/2005年の深刻な干ばつと
長引く食料不足を受け、2005/2006年のシーズ
ンに開始されたFISPは、生産量の増大や食料価
格の低下・安定化により、家庭の食料安全保障
を強化することを目指している。FISPは170万
世帯以上（全世帯の半分以上、全小規模家族農
家の６割以上に相当）を対象に、2011/2012年の
GDPの３％程度の費用をかけて、補助金の助成
を受けてトウモロコシの種子と肥料を提供して
いる（Chirwa and Dorward, 2013）。

世帯や市場、国の経済のレベルで顕著な効果
が見られた（BOX 16）。農村市場でトウモロコ
シが手に入りやすくなったことやトウモロコ
シの価格が低下したこと、農業労働者（ガ
ニュ：日雇い労働）の賃金が上昇したことな
ど、大きなプラス効果が見られた。マラウイの
トウモロコシ生産量は、2004年の120万トンか
ら2013年には360万トンに増加し、2005年から
は、毎年、国内の必要量を上回る生産量となっ
た（FAO, 2015a）36。生産量の増加、トウモロコ
シ価格の低下、日雇い労働者の賃金上昇が相

36 プログラムの効果がどの程度の規模であるかについては、議
論があることを指摘しておく。Chirwa and Dorward（2013）は、
トウモロコシは入手しやすくなるのに、それと同時に、食料不安
や子どもの栄養失調のレベルが上がることの矛盾を指摘してい
る。Lunduka, Ricker-Gilber and Fisher（2013）は、マラウイの全
国生産量の推定によるとトウモロコシ生産量は大幅な増加を示
しているが、農家レベルの調査ではトウモロコシの収量と生産量
はそれほど増加していないことを明らかにしている。

まって、食料不安の大きい農村世帯の飢えが緩
和された。FISPのクーポンを受け取っている
世帯では、トウモロコシの生産量は「十分」だ
と回答した世帯が22％増えた。３分の２の世帯
が、FISP補助金プログラムの結果、世帯レベル
でも地域レベルでも食料安全保障が向上した
と回答している（Chirwa and Dorward, 2013）。
FISPが生産量の増加に成功したことで、他の
サハラ以南諸国でも同様の制度が導入された。
マラウイ以外の国でも収量や農業生産量の増
大におおむね成功しているが、家庭の食料安全
保障にどのような効果があったのかは、効果に
ついての評価が不足しているためにはっきり
しないことが多い（Druilhe and Barreiro-
Hurlé, 2012）。

投入材補助金プログラムにより主要産品が
手に入りやすくなって価格が低下し、そのおか
げで食料安全保障が向上する限りにおいては、
これらの施策は貧困層の利益となり、社会保護
の政策や施策の目的に合致して役立っている
と考えることができる。しかし、一般に、貧困
層はこうしたプログラムの対象ではなく、プロ
グラムに関心を持っていない（表４）。例えば
ザンビアでは、小規模家族農家の73％は耕作地
が２ha未満であるが、こうした農家が極貧状
態の小規模家族農家の78％を占めている。しか
し、投入材補助金の55％は、耕作面積が２haを
超える23％の世帯に渡っている（Mason, Jayne 
and Mofya-Kukuka, 2013）。また、マラウイの
プログラムは、いくらか土地を所有し、その土

BOX	16
肥料補助金には貧困層の成長を効果的に促すための補完的施策が必要

アジア諸国の経験から、肥料補助金は成功してき

たと考えられている。インド、バングラデシュ、イ

ンドネシア、パキスタンは多額の公的資金を使っ

て肥料に補助金を出した。補助金は、少なくとも

初期段階では、「緑の革命」といわれる食料生産の

急増に貢献したと考えられる（Djurfeldt	et	 al .,	

2005）。しかし、投入材への補助金は一要因にすぎ

ず、他にも、研究開発や農業改良普及事業、灌漑、

農村の道路、肥料市場の開発などに多額の費用が

支出された（Rashid	et	al .,	2013）。したがって、肥

料補助金を農業の持続的成長をもたらす特効薬と

考えてはならない。補助金を総合的投資政策に組

み込み、効果を上げるようにする必要がある。公

的支出が成長と貧困削減にどのような効果をもた

らしたか調査が行われたが、それによると、道路、

農業の研究開発、教育、灌漑への支出が最も効果

が大きく、肥料補助金の効果をはるかに上回って

いた（FAO,	2012）。補助金に財源を支出すること

については、公平性が担保され貧困を削減すると

して支持される場合が多いが、この点では公共財

への投資のほうが効果ははるかに高いということ

が、入手できるデータから明らかである。
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地で農業をする能力がある貧しい農家を対象
としていたが、必ずしも最貧層が対象ではな
かった（Kilic, Whitney and Winters, 2015）。

政府の農業予算の大半は肥料補助金プログ
ラムに使われている。例えば、ブルキナファ
ソ、エチオピア、ガーナ、ケニア、マラウイ、マ
リ、ナイジェリア、セネガル、タンザニア、ザ
ンビアでは2011年の公共支出の28.6％にあたる
10億USドルが農業部門に費やされていた

（Jayne and Rashid, 2013）37。こうした単独型の
投入材プログラムを社会保護策と連携させる
方法としては、例えばターゲティングを改善し
たり、投入材のための一連の施策の規模や種類
を小規模家族農家の具体的なニーズに合わせ
て調整したりすることで、投入材補助金が最貧
困層の世帯にまで行き渡るように改善すると
いう方法があるだろう。最貧層を対象にするた
めには、投入材への一連の施策を最貧困層の
ニーズに合わせて設計するとうまくいく。例え
ば、ザンビアの「食料安全保障パック（Food 
Security Pack Programme）」というプログラ
ムは、耕作面積が0.5ha未満の世帯を対象とし
ている。この食料安全保障パックは生産に必要
な投入材の一式として、穀物0.25ha分、キャッ
サバ0.25ha分、マメ類0.25ha分がパッケージと
なっている。最初の２年間は無料であるが、そ
の後は、農家はパッケージの半額相当分を現物

37 肥料に対する投入材補助金は、いくつかの理由で批判を受けてき
た。サハラ以南アフリカの肥料補助金プログラムの効果は十分に証
明されているとはいえず、それゆえ反対意見がある（Druilhe and 
Barreiro-Hurlé, 2012）。プログラムを改善し、優れた政策決定を行う
ためには、モニタリングと評価が不可欠である。農業補助金プログラ
ムの是非と改善方法について詳しくは、Chirwa and Dorward

（2013）；Rashid et al .（2013）；Jayne and Rashid（2013）などを参照。

で返済する。このプログラムは比較的規模が小
さく、FISPに割り当てられる金額の５％が充
当されているにすぎない（Burke, Jayne and 
Sitko, 2012）。もう１つの方法は、こうしたプロ
グラムと組み合わせて、投入材の「補助金が付
かない」部分の支払いに必要な現金を最貧困層
の受給者に提供する、社会的現金給付プログラ
ムを用いることである。

農業への信用供与

信用制約は農業投資を阻害する重要な要因
である。農業に対して割り当てられる貸付額は
比較的少額であり、農業生産者は借り入れを制
約されている。農村世帯はフォーマルな資金調
達がほとんどできない状態である。例えば、
Adesina（2010）によると、東部および西部アフ
リカの各地では、GDPの５割から７割を農業
が占めているにもかかわらず、銀行が供与する
信用貸付のうち農業への貸付けはわずか３％
程度に過ぎない。同様に、ホンジュラスやニカ
ラグア、ペルーでも、全農業生産者の４割は信
用制約がある（World Bank, 2007）。Zezza et 
al .（2007）によると、サハラ以南アフリカ、アジ
ア、ラテンアメリカ諸国の10ヵ国の農家で、信
用制度（家族や親戚からの借金を含む）を利用
している世帯は４割未満であり、大半の国で
は、わずか１割程度の農家しか信用制度を利用
していない。インフォーマルな信用制度は大抵
が非常に高くつくことも、その理由のひとつで
ある（Banerjee and Duflo, 2007）。多くの国で
は、特別プログラムや信用保証制度、専門銀行

表	４
社会扶助や農業投入材補助金を受けている農村世帯の割合（受給支援の種類別）

	 社会扶助のみ* 農業投入材補助金
のみ**

両方受けて
いる

両方受けて
いない

Percent

エチオピア（2012） 9.8 22.2 3.2 64.8

ケニア（2005） 13.7 2.2 0.1 84.0

マラウイ（2011） 2.6 48.1 2.9 46.4

ニジェール（2011） 2.5 2.7 0.3 94.5

タンザニア（2009） 2.8 1.9 0.1 95.3

注：*	 社会扶助には、奨学金と学校給食を除くすべての種類の給付（条件付き、無条件、現金、現物）を含む。**	 農業投入材
補助金には種子と肥料補助金を含む。
出典：世帯調査のデータを使って著者が計算したもの。参照した全調査のリストについては、本報告書巻末の世帯調査に関す
る参考文献を参照（p.	127）。
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を通じて信用市場の失敗に取り組むことが優
先課題のひとつである。アジア、ラテンアメリ
カ・カリブ海諸国のほぼすべての国やアフリ
カの大多数の国では、農業への信用供与を促す
措置が取られている（表５）。

ブラジルでは近年、家族農家に対する支援・
振興が政府の優先事項となっている。このた
め、「家族農業強化国家プログラム」（Programa 
Nacional de Fortalecimento da Agricultura 
Familiar, Pronaf）が2003年に設置された。この
プログラムで実施している活動はいくつかあ
るが、その１つに農村の生産活動に対する信用
供与がある。近年、Pronafは、特に農村の貧困
が集中している地域において約200万件、金額
にして約100億USドルに上る資金を提供した。
現在、農家への融資は、支援策として、政府の
補助金を受けて年利率２％で提供されており、
保険でカバーされている（BOX 17）（Del Grossi 
and Marques, 2015）。

Pronafは、年間総収入が２万レアル（8,800US
ドル程度）までの比較的貧しい農家に対するマ
イクロクレジットも提供している。マイクロク
レジットはブラジル北東部の方が大規模であ
る。ブラジル北東部では、東北ブラジル銀行

（Bank of the Northeast of Brazil, BNB）が
Agroamigoという信用供与枠を提供している。
Argoamigoでは、農家はコンサルタントから直
接経営状態をチェックしてもらうモニタリン
グ・サービスを受けることができる。また、コ
ンサルタントは農家の投資プラン作成も手
伝っている。2013年、Agroamigoによるマイク
ロクレジット融資は、Pronafの融資全体の２割

を超えていた。
しかし、最貧層を（マイクロクレジットの）

融資の直接の対象者に設定するのは難しいこ
とが判明している。実際には、世界に推定１億
5,000万人いるマイクロクレジットの顧客のう
ち、大半が貧困ラインをわずかに下回っている
と考えられるが、貧困ラインをわずかに上回る
者も相当数存在すると考えられる（Hashemi 
and de Montesquiou, 2011）。言い換えれば、彼
らは最貧層ではない。最貧層の世帯は融資を利
用するだけの資産と技能を持たないことが多
く、たとえ少額の融資でも返済するのは難しい
と考えるからである。さらに、バングラデシュ
ではマイクロクレジットが家庭の福祉水準を
向上させることが明らかになっているが

（Khandker and Samad, 2014）、常にそうだと
いうわけではない。最近の６件の調査結果か
ら、マイクロクレジットが食料消費に及ぼす効
果はプラスとマイナスが混在していることが
明らかになっている（多くは効果がない）。そ
のうえ、世帯収入総額を基準にした場合、マイ
クロクレジットが貧困削減や生活水準の改善
につながったことを示す明確な証拠は、この調
査では見つからなかった（Banerjee, Karlan 
and Znman, 2015）。

しかし、現金給付プログラムから得られた事
例では、たとえ融資を利用できる場合でも、受
給者の多くは、融資額を増やすよりも借金を減
らす方を選んでいることが示されている

（Barca et al ., 2015）。また、貧しい世帯が貧困
状態から抜け出すためにはマイクロクレジッ
トだけでは不十分であったり、消費、健康、教

表	５
各国で導入されている主な信用供与策（種類・地域別、2007〜2012年）

地域 融資拡大 金利補助 両方

東アジア・太平洋 カンボジア、中国、タイ インドネシア、ベトナム ラオス、フィリピン

ラテンアメリカ・カリブ海 キューバ アルゼンチン、チリ、
コスタリカ、ドミニカ共和国、
グアテマラ、メキシコ、
ニカラグア、パラグアイ、パナマ

ボリビア、ブラジル、
コロンビア、エクアドル、
エルサルバドル、ペルー、
ベネズエラ

中東・北アフリカ イラン、イラク、シリア アルジェリア、エジプト、
モロッコ

南アジア バングラデシュ ネパール インド、パキスタン、スリランカ

サハラ以南アフリカ レソト、マラウイ、
モーリタニア、ルワンダ、
ザンビア

ケニア、チュニジア、ウガンダ、
ジンバブエ

ガーナ、モザンビーク、
ナイジェリア、南アフリカ、
タンザニア

注：各施策は、調査期間の全体を通して導入された場合もあれば、期間の一部で導入された場合もある。
出典：Demeke	et	al.,	2014
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育、女性の地位向上などを基準にした場合に貧
困世帯の福祉水準を向上させるのに十分では
ないことが、ますます多くのデータで明らかに
なっている（Banerjee, Karlan and Zinman, 
2015）。最貧層のためのマイクロクレジットは、
一連の貧困削減策や、社会扶助を含む複合プロ
グラムの一部として実施する必要がある

（Barrientos, 2012）。例えば、バングラデシュの

BRACのCFPR-TUPには信用供与へのアクセ
スや現金給付など複数の施策が含まれており、
マイクロクレジット制度への参加によって最
貧層を貧困から卒業させることを最終目標と
定めている（第２章、p. 34も参照）。

BOX	17
農業保険

農村への融資は農村の開発促進に貢献するが、農

村生産者の債務につながる可能性もある。した

がって、融資と保険を連携させれば信用市場が機

能するようになる。ブラジルでは、「家族農家強

化計画」（Pronaf）により実施された融資をサポー

トするため、2004年に政府により家族農業保険

（SEAF）の制度が導入された。自然災害や害虫、作

物に悪影響を及ぼす病気などが原因で損害が出

た場合に備える保険である。現在、SEAFは、関連

する農学的調査を利用できる場合に、諸経費や農

業投資契約をカバーしている。損害が出た場合、

Pronafの融資を受けている農家はその年の借入返

済額を100％保険でカバーできるうえ、不足した

収益の補償として最高7,000レアル（約3,100USド

ル）までを受け取ることができる。

もう１つの重要な新制度は、2006/2007年に導入

された「家族農業価格保証プログラム」（Programa	

de	Garantia	de	Preços	para	a	Agricultura	Familiar,	

PGPAF）である。これは、融資を受けた農畜産物

の市場価格が保証価格を下回った場合はいつで

も、Pronaf融資の金利を割り引いて提供するプロ

グラムである。保証価格は生産コストを参考にし

て作物サイクルの始めに設定される。この価格保

証は貧困層の農家に資することが目的であるた

め、現在は、政府からの交付金の上限額が、融資

契約については5,000レアル（約2,200USドル）、投

資契約については2,000レアル（約900USドル）に

制限されている。

一般に、農業保険は無料や補助金付きでない限

り、貧困層に利用する余裕はない。ブラジルでは

SEAFプログラムが家族農家に作物保険を提供し

ており、保険料の75％を政府の補助金で負担して

いる。さらに、農業保険は、これに伴う情報問題

が無数にあるために普及していない。こうした問

題の一部は、何らかの指標に基づくインデックス

保険制度で克服できる可能性がある。最も一般的

なものとして、天候を指標にするインデックス保

険がある。この保険の契約は、例えば一定期間の

降雨量など、天候に関する指標からどの程度ずれ

ているかを基準にしている。一定地域内の保険契

約者は全て、同じ営業所の同じ契約・判断基準に

基づいて支払いを受けるため、耕地評価を行う必

要がない（IFAD	and	WFP,	2011）。

インドは1999年に国民農業保険制度（National	

Agricultural	 Insurance	Scheme）を導入した。現

在、全農家の15％程度が保険に加入している

（Demeke	et	al .,	2014）。この保険は収量を指標と

して用いるもので、一定地域の作物収量が過去の

一定期間の平均収量を下回った場合に保険金支

払いが発生する。サハラ以南アフリカでは保険は

ほとんどないが、天候を指標とするインデックス

保険の例はいくつかある。例えばエチオピアで

は、民間保険会社「Nyala	Insurance」が、ある協同

組合の加盟農家に天候インデックス保険を提供

しており、ある程度のスケールメリットが実現さ

れている。その協同組合の全農家がこの保険会社

の保険に加入しており、保険料の支払いと保険金

が下りた場合の分配については、組合が責任を

負っている（Meherette,	2009）。天候インデック

ス保険の運用上の難点としては、過去30年間の毎

日の降雨量データが必要とされることである。
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組織による調達プログラム

適切な市場がないことは、農業の成長や農村
開発を制約する重要な要因である。この制約を
克服する画期的な方策として、小規模家族農家
のための市場を作り出す社会保護プログラム
を活用することによって、社会保護制度と農業
上の目的を連携させるという取り組みが行わ
れてきた。いわゆる組織的調達プログラム

（IPPs）であるが、これは、学校給食や食料備
蓄、病院などで使用する食料や慈善団体を通じ
て配布される食料など、社会扶助プログラムで
使うための食料を地元の農家または業者から
直接調達する制度である38。

この制度は、小規模家族農家が生産する農作
物の市場を作り出すことで農村開発を促すも
のであるが、社会扶助と組織的需要を関連付け
る施策は同時に、資源へのアクセスが制約され
ている貧困農家の支援に置かれていることが
多い。最終的には、小規模家族農家の農業生産
を増大すること、農家や農業改良普及員の食料
生産やマーケティングの技能・知識を向上さ
せること、小規模生産者団体と地元市場を結び
付けることを目指している。

地産食材による学校給食に地元食材を使用
する地産地消プログラム

IPPの取り組みのひとつに、学校給食の食材
を地元で調達する取り組みがある。これは地産
食材による学校給食（home-grown school–
feeding, HGSF）と呼ばれることが多い39。その
目的は子どもたちに食事を提供し、就学率を改
善することであるが、場合によっては寄生虫の
駆除、ワクチン接種、歯科衛生などの保健プロ
グラムも含んでいる。なかには、教員研修、地
域菜園、親への栄養情報の提供など別の施策と
組み合わせているプログラムもある。主な目標
のひとつは、委員会や保護者会、教育委員会を

38 「組織購入者（institutional buyer）」とは、国内市場の農家や業者
から農産物を大量に購入する官民の組織で、学校、食料備蓄当局、
軍事刑務所、病院、食料支援団体、救援組織、開発機関などをいう。
39 調達方法はプログラムによって異なり、地元農家から購入さ
れる食料の量もさまざまである。慢性的に食料不安の大きい地域
で「学校給食地産地消プログラム」が実施されている場合、食料
生産能力は低く、地元調達は難しくなる（Devereux, Sabates-
Wheeler and Pascual Martinez, 2010）。

通じて住民参加を促すことである。
一部の中所得国では、HGSFは農村開発を促

進する施策であるとともに、社会的セーフティ
ネットを提供する施策でもあると考えられて
いる。HGSFは、貧しく食料不安を抱える人々
に対して食料を分配することで、飢えを緩和
し、栄養失調を減らすのに役立っている。さら
には、貧困世帯が生産資産を売却したり、子ど
もに仕事をさせて食料を買うお金を稼がせた
りするなど、不利な対処をせずに済むのにも役
立っている。また、HGSFの受給者ではない農
家も、プログラムに食料を供給すれば恩恵を受
けることができる。適切に設計されたプログラ
ムは、教育におけるジェンダー格差を埋めるの
に役立つ。教育アクセスのジェンダー格差が大
きい農村地域ではとりわけ効果的である（Gelli, 
Neeser and Drake, 2010）。インドネシア政府
は、金融危機の間、地元の生産者からキャッサ
バ、バナナ、コメを購入するHGSFプログラム
を実施し、貧困地域に貢献していた（BOX 18
も参照）（Studdert et al ., 2004）。特に、就学児
童のいる世帯だけでなく、食料を提供する農家
や給食を用意する女性にも休業時の所得補償
を給付したため、このプログラムは高く評価さ
れている。子どもの教育や栄養の面でもプラス
になったが、これは長期的な人材開発にも効果
を上げると考えられる。

HGSFプログラムは、食料不安を削減し、社
会的弱者の人々と農業の成長機会を結び付け
る取り組みの一環として、「包括的アフリカ農
業開発プログラム（CAADP）」や「アフリカ開
発のための新たなパートナーシップ（NEPAD）」
に組み込まれている。現在、HGSFプログラム
は少なくともアフリカ20ヵ国で実施されてい
るが、国連世界食糧計画（WFP）の「前進のた
めの食糧購入プログラム（Purcha se  f o r 
Progress, P4P）」に基づいて設置されている場
合もある（以下を参照）。

WFPの「前進のための食糧購入プログラム
（P4P）」

WFPは大手の食料購入機関である。2013年、
WFPは11億6,000万USドル相当の主食を購入
したが、その８割は途上国の業者から供給され
たものである。地元や地域で食料を調達するこ
うしたプログラムは小規模家族農家の生産能
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力を育成するためのものであるが、WFPはこ
れにP4Pを導入した。2008年から、アフリカ、
アジア、中央アメリカの20ヵ国で、5ヵ年プロ
グラムが試行された40。プログラムを試行する
なかで、WFPは、小規模家族農家から主食を
調達する方法をいろいろと試した。どのような
モデルであれば、正規市場へのアクセス拡大に
よって小規模家族農家の成長を持続的に促す

40 http://www.wfp.org/purchase-progressを参照。P4Pについて
一連のケーススタディが最近実施されたが、これもhttp://www.
fao.org/ag/ags/institutional-procurement/en/ に掲載されている。

ことができるのかを見極めることが狙いで
あった。P4Pの取り組みには、良質な食品に対
する恒常的な需要、生産能力増強の対象となる
小規模家族農家の設定（通常は生産者組織を通
じて行われる）、主軸となるサプライチェー
ン・サービス提供者の調整および連携支援な
どが必要である（BOX 19も参照）。

５ヵ年の試行プログラムの期間中、WFPは
小規模家族農家から36万7,000トンの食料調達
に成功し、１億4,800万USドル以上を中間搾取
がより少ない形で農家とその家族に渡すこと
ができた（年間平均3,000万USドル）。さらに、

BOX	18
ボリビアとホンジュラスの「地産食材による学校給食」

学校給食はボリビアの学校の87％で実施されて

いる。改正公共調達法では、学校給食やその他の

食料安全保障のプログラムに使う食料は国内生

産者が生産から調達しなければならないと定め

ている。農家は、コメ、トウモロコシ、キヌアな

どの作物や、ビスケット、乳製品などの加工食品

を幅広く供給できたた。アルカラ（Alcalá）、トミ

ナ（Tomina）、ヤンパラエス（Yamparaéz）、スダ

ニェス（Zudanez）などの地方自治体では、農家の

有機食品市場への参入を強化するため、地元政府

は小規模農家から有機農産物を調達してきた

（FAO,	2013a）。国は学校給食で有機バナナを出す

ことでも、小規模な有機農業を推進してきた。国

の動きは小規模農家にとってプラスに働いた

（Bioversity	International,	2012）。需要に応えよう

と農家はバナナ専用の作付面積を２倍以上に増

やし、収穫時や収穫後の作業効率を上げる方法を

導入した。生産者の85％以上が収入増となり、牛

乳や肉の消費量が増えたと報告している。

ホンジュラスでは、学校給食を補うため政府が資

金を投じて「Vaso	de	Leche（一杯の牛乳）」プログ

ラムを実施した。2012年には、主に農村の143自

治体の児童63万8,000人が同プログラムでカバー

された。一番の目的は、就学前児童および小学生

のタンパク質とカルシウムの摂取量を増やして、

子どもたちの栄養状態を改善することである。さ

らには、小規模の酪農家から直接購入することで

農村開発の推進も目指している。プログラムで

は、年間を通して生産者から固定価格で買い取

り、安定収入を保証している。プログラムに参加

するための最も重要な要件は、国立農業保健安全

サービス（National	Agricultural	Health	and	Safety	

Service）の認定を受けることである。多くの場

合、生産者はグループを作って加工所や貯蔵施設

を建設し、プログラムが生産者から円滑に牛乳を

直接購入できるようにしていた。農牧省は一連の

計画を実施し、プログラムに参加している生産者

に対して技術支援やインフラ、資金の提供などを

行ってきたが、これは中米で実施された小規模家

族農家に対する組織的需要の例として最良の事

例のひとつと考えられている（FAO,	2013b）。

小規模家族農業と学校給食プログラムの連携が

成功したのは、公共調達に適した法的枠組みによ

るところが大きい。両国の法律が目指したのは、

国内生産者のための市場形成と、中小規模事業者

の市場参加の拡大である。法律により、地方自治

体は面倒な入札手続きを減らして、生産者団体や

家族農家から直接購入できるようになった。さら

に、両国政府は、国内生産者からの食料の公共調

達を公共政策上の優先事項と位置づけ、HGSFプ

ログラムの実施の円滑化を図ったのである。

出典：Nehring,	Miranda	and	Howe,	2014
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以前は食料を販売していなかった生産者団体
が、合計6,000万USドル相当の良質の食料を
WFP以外に販売することができた。試行プロ
グラム全体で、WFPは500件以上のパートナー
シップを締結したが、その半数を大きく上回る
パートナーシップは合意締結による正式なも
のである。WFPのパートナーシップは政府省
庁以外にも及び、国際NGOや地元のNGO、統
括的生産者団体、国連機関、投入材のサプライ

ヤー、生産物の収集組織、加工業者、金融サー
ビス提供者、研究機関、二国間開発パート
ナー、地域団体などともパートナーシップを締
結している（WFP, 2014）。

ブラジルの経験：組織的調達に向け家族	
農業と市場を結び付ける

ブラジルは、小規模生産者に対する農作物の
需要保証と食料安全保障戦略を結び付け、組織

BOX	19
重要な役割を果たす生産者団体

小規模家族農家にとって、官民の大手購入機関へ

の供給に当たり競争力を確保することは大きな

課題である。厳しい基準を満たし、商品を大量に

提供することが求められるためであるが、そのた

めには有能な生産者団体が不可欠である。生産者

団体は、個人の農家が直面するさまざまな制約や

障害を克服するうえで重要な役割を果たす。生産

者団体があれば、借入資金や情報、労働力、輸送

手段などの資源を共同でプールしておくことが

可能になる。その結果、スケールメリットを生か

して取引コストが引き下げられ、ある程度の価格

支配力が生み出されている。また、農家の技能養

成をサポートしたり、情報や知識を提供したり、

法律問題への取り組みや認定・登録に力を貸し

たり、小規模農家に対して国内や時には国際的な

場における発言力を与えたりということも可能

である。政府は、支援的条件や支援政策の整備、

法的枠組みや経済的インセンティブの提供など

を通じて、生産者団体をサポートできる（FAO、

2012）。比較的有名な生産者団体としては、イン

ド酪農協同組合ネットワーク（Indian 	 Dai ry	

Cooperatives	Network）が挙げられる。1,230万の

酪農家が加盟するこのネットワークは、2005年の

時点でインドで生産される牛乳の22％を占めて

いた。組合員の６割は、土地を持たない、きわめ

て小規模の農家や女性である。

例えばエチオピアには、農業改革庁（Agricultural	

Transformation	Agency）が連邦政府や国連、

NGO、民間部門などさまざまな農業関係者の経験

を生かして計画し、まとめあげた「Ma i z e	

Alliance」というパートナーシップがあるが、WFP

はMaize	Allianceとの連携の一環で、2009〜2013

年の期間の学校給食用の調達先として５万戸の

農家を対象に設定した。さらに、Maize	Alliance

は、100万戸以上の小規模家族農家が加盟する31

の協同組合に対して、農業投入材へのアクセス強

化のほか、生産作業、収穫後の処理、効率的な組

織化・商業化サービスといった分野における研

修と能力養成を実施した。投資金の共同運用は、

協同組合による良質な食品をWFPに販売すること

につながり、売上額は2,500万USドル以上となっ

た。Maize	Allianceとの連携の一環として、WFP、農

業改革庁、エチオピア商業銀行（Commercial	Bank	

of	Ethiopia）は三者協定に署名した。これは、WFP

との契約を担保にした融資により、成果ベースの

資金提供を支援するためのものである。P4Pとの

契約がある協同組合は金融機関から低リスクと

見なされ、新しい貯蔵施設の建設や、月賦での購

入・支払い、WFPの厳しい契約条件のクリアが可

能になった。

P4Pの手法は多くの課題に直面しているが、それ

らは国に固有の課題もあれば各国に共通する課

題もある。例えば、辺地での価格発見（price	

discovery）は複雑な問題である。また、小規模家

族農家への信用供与、女性農家への支援、専門能

力の提供や能力育成を手伝ってくれる供給側

パートナーの割り出しと支援なども重要な課題

である。すべてのIPP制度に共通する課題は、方針

をきちんと伝えたり画期的な調達方法を確立し

たりするために、プログラムのモニタリングや評

価を効果的に行う必要があるということだ（BOX	

20を参照）。
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BOX	20
適切な法的枠組みの構築

組織的な需要が小規模農家にどのような恩恵を

もたらすかは、政府がどのような調達モデルを使

うかによって左右される。生産者団体や組合から

食料を直接購入すれば、民間の中間業者の役割は

減り、生産者にとって一層有利な価格設定ができ

るようになる。さらに、生産者団体は取引コスト

削減にも一役買い、小規模生産者の正規市場への

より本格的な参画を可能にしている。IPP制度で

は、協同組合以外の方法でも、農家は一定量の農

産物を固定価格で納品することが認められてい

る。こうした方法をとれば市場が形成され、収入

が保証され、リスクや不安要素が減るなど、いく

つかメリットがある。

それでも、生産者団体からの調達は、民間業者か

ら調達するよりもリスクが大きくコストがかか

る場合がある。入札が小口に分割されれば供給も

小口に分断される。そうなると必然的に、処理す

べき入札数が増え、複数の異なるロットの品質検

査やモニタリング、輸送の手配が必要となる。ま

た、協同組合に研修プログラムを提供する費用

や、生産者グループの方がリスクに弱いために債

務不履行の発生率が高くなるという問題もある。

しかし、こうした費用は、生産者団体の能力養成

に適切に投資することで削減できる。

入札のルールは、小規模生産者の入札を促すこと

もあれば阻害要因にもなるため、どのようなルー

ルにするかは農村開発政策が成果を上げるため

に重要である（Sumberg	and	Sabates-Wheeler,	

2010）。プログラムの効果的なターゲティングが

行われていない場合、官僚制度や面倒な条件が小

規模生産者の参加を難しくする。とはいえ、需要

規模が拡大するほど生産は刺激され、前方連関効

果および後方連関効果（生産者の成長が需要を刺

激すること、あるいはその逆）が創出される可能

性も大きくなる。また、食料は、余っている地域

から食料不安を抱えた地域に送ることもできる。

小規模家族農家から作物を購入する調達制度を

成功させるためには、適切な法的枠組みがカギと

なる。こうした枠組みは、契約法、保健や安全に

関する規制、協同組合や生産者団体に関する規定

など、数種類の法律で構成されている。

公共調達プロセスには、通常、不正や無駄を最小

限に抑えるために厳しい規制が設けられている。

しかし、こうした厳しい規制は、小規模の農家や

生産者からの公共調達にとって大きな障害にも

なる。需要に応える生産力があるにもかかわら

ず、厳しい規制のせいで小規模家族農家が学校給

食制度への参加をあきらめたという事例が数多

くある。また、生産者団体に関する法律は、役所

の手続きや複雑な説明責任を義務付けているこ

とが多い。そのため、生産者団体は正規団体の認

定を受けられず、その結果、必要な金融取引を実

行できない場合がある。政府はこうした課題への

取り組みとして、公共調達プロセスにおいて小規

模家族農家への優遇策を実施すればよいだろう。

以下はその一例である。

　◦			公共調達の総額または総量の一定割合を小

規模家族農家に割り当てる。

　◦			小規模家族農家向けに設計された入札プロ

セスを促進する。

　◦			大口購入を小口に分割して、小規模生産者

が対応できるようにする。

出典：Nehring,	Miranda	and	Howe,	2014



社 会 保 護 と 農 業 ―― 農 村 貧 困 の 悪 循 環 を 断 つ 75
的食料調達の制度を最初に作り上げた国であ
る。食料調達プログラム（Prog r ama  d e 
Aquisição de Alimentos, PAA）と、国の学校給
食プログラム（Prog r ama  Nac i o n a l  d e 
Alimentacão Escolar, PNAE）が、ブラジルで
最も重要な調達プログラム（IPP）である41。
PAAは、食料備蓄整備の支援、生乳の生産・消
費の奨励策（PAA Milk）、組織的調達など、い
くつかの方法を用いて制度を運用している。

PAAはゼロ・ハンガー・プログラム（Zero 
Hunger Programme）の一環として2003年に開
始された。家族農家の生産や市場アクセスを支
援し、食料安全保障と栄養状態を確保するため
に人々に食料を配布し、戦略的に食料の備蓄を
行うことが狙いである。PAAもPNAEも購入
先を個人や農家グループに制限しているが、
PNAEは学校へ供給するために大量の食料を
必要とすることから、より厳しい制限を設けて
いる。最貧層がPAAから確実に恩恵を受けら
れるようにするために、CadÚnicoに登録して
ボルサ・ファミリアから支給を受けている家
族農家に対して優先的に参加資格が与えられ
た。PAAの規模は、2003年の４万1,500世帯、
5,020万USドルから、2012年には18万5,000世
帯、４億1,030万USドルへと急速に拡大した

（Del Grossi and Marques, 2015）。10年間の運
用で、PAAは家族農家20万戸以上から300万ト
ンを超える食料を購入した。それでも、これは
ブラジルのGDPのわずか0.0004％を占めるに過
ぎない（IPC-IG and WFP, 2013）。

PAAに参加するためには、Pronafの受給資
格を示す有効な資格証明書（DAP）が必要であ
る（BOX 21）。これはPAAの参加者を家族農家
に限定するための措置である。家族農家は
DAPを通じて貧困と脆弱性を基準に分類され、

41 PNAE制度は1950年代からあるが、家族農家政策と関連付け
られたのは2009年になってからである。現在、州や地方自治体、
連邦学校は給食で使用する食料の最低30％を家族農家から直接
購入することが義務付けられている。PNAEは急速に拡大し、
2014年には35億レアル（約15億4,000万USドル）の予算が付き、
4,720万人の生徒が恩恵に浴した。この予算のうち約４億6,000万
USドル（10億500万レアル）が、家族農家から直接農作物を購入
するために確保された（Del Grossi and Marques, 2015）。しかし、
30％を家族農家から購入するという法律で定められた最低要件
に従っているのは、実施機関の45％に過ぎない（Swensson, 
2015）。ブラジルの経験はさまざまな教訓をもたらしたが、こう
した教訓をもとに、ラテンアメリカ・カリブ海諸国における学校
栄養プログラムも強化されているところである

（http://www.fao.org/in-action/program/brazil-fao/projects/
school-feeding/en を参照）。

最も貧困で脆弱な家族農家が特定される。法律
では、こうした農家はPAAの対象者として優
先権が与えられると定めている。

PAAプログラムの開始時点で、家族農家は
政府の刺激策に応えられないだろうと懸念さ
れていた。このため、農村向け信用供与、保険、
技術支援や農業普及事業、ジェンダー格差是正
策、輸送・エネルギー・衛生への投資プログラ
ムなど、多数のプログラムが家族農家の市場参
加を拡大するためのサポートを行った（BOX  
22も参照）（Del Grossi and Marques, 2015）。第
２の課題である公共調達の入札制度について
は、適切な法律を導入することで取り組みが行
われた。

ブラジルのIPPの効果について全国的な評価
はこれまで行われていない。これまでの評価で
は、定性的ケース・スタディや、５自治体のひ
とつについて実施した小規模調査を用いてい
た（IPC-IG and WFP, 2013）。こうした調査で
は、家族農家の生産の多様化および生産量の増
加や、共同組織の収入増および強化・発展など
が、PAAの最も一般的な効果として確認され
ている。

Doretto and Michellon（2007）は、パラナ州
の３つの自治体で公共調達が家族農家の収入
にどのような影響をもたらしたのかを調べる
ため、PAAの参加者と非参加者を調査した。調
査では、家族農家融資を利用した参加者の間で
は25.2％の収入増となり、利用しなかった参加
者は43％の収入増となったことが明らかに
なった（Doretto and Michellon, 2007）。また、
調査したPAA参加者の３分の１は耕作面積を
増やし、３分の２は作物生産技術を向上させて
いた。収入の増加、作付面積の増加、技術レベ
ルの向上により、家庭内の分業がうまく行われ
る状況が作り出され、家族のメンバーは農業以
外の仕事をできるようになり、収入源の多様化
が実現された。調査したうち２つの自治体で
は、PAA参加世帯の３分の１が農業以外の収
入があったことを報告している。

PAAは生産の多様化を促すインセンティブ
を提供しており、農家の市場化の機会拡大につ
ながった（Vogt and Souza, 2009）。リオグラン
デ・ド・スル州のセレイロ地域（Ce le i r o 
region）のケース・スタディでは、２つの地方
自治体に重点を置いて調査が行われたが、この
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調査では、PAAには地元市場に社会的側面や
社会構造を付加し、他に資源の乏しい農家の市
場化を促す手段をもたらす力があることを指
摘している。PAAは、市場アクセスと価格を保
証することで、プログラム参加世帯が生産を拡
大するための要となっていた（Vogt and Souza, 
2009）。

PAAの調達制度によって家族農家、中間業
者、地方自治体職員、消費者の間に新たな関係
が作り出されたことで、地元の食料システムの
在り方が変わってきた。ブラジル北東部の
PAA参加者の収入は、非参加者の３倍になっ
た（Sparovek, et al ., 2007）。これは、PAAに作
物を販売することで参加者の収入が増えたこ
とだけが要因ではない。プログラムの非参加者
は、どちらかというと自給自足のための生産し
かしていなかったためでもある。「貧困なきブ
ラジル（Brazil without Poverty）」という新た
な計画は、DAP登録を拡大し、貧困ライン以下
で暮らす約20万人の家族農家を組み込むこと
を目指している。こうした農家の大多数は、ブ
ラジルでも貧困発生率が最も高い北東部に暮
らしている。

サンパウロ州の自治体カンピナ・ド・モン
テ・アレーグレでは、PAAから提示される価
格は他の中間業者が提示する平均価格より

45.9％高かった（Agapto et al ., 2012）。Lucena 
and Luiz（2009）によると、調査したリオグラ
ンデ・ド・ノルテ州のPAA参加者７人につい
て、PAAの高い価格のおかげで収入が平均
43％増加した。このように高いPAA価格は、農
家がより価格の高い野菜その他の食料作物を
生産する動機となっている（Agapto et al . , 
2012）。

アフリカのためのアフリカからの購入	
プログラム
「アフリカのためのアフリカからの購入プロ

グラム」（PAAアフリカ：Purchase from 
Africans for Africa）は、家族農家から食料を
調達するブラジルの食料調達プログラムの経
験を基に、アフリカ５ヵ国（エチオピア、マラ
ウイ、モザンビーク、ニジェール、セネガル）
で実施されているものである42。PAAアフリカ
は、家族農家を積極的に取り込むとともに、脆
弱な人口層に対する食料支援と社会保護を併
せて提供してきた。2012年に開始され、２年間
で5,000人を超える家族農家（その大半は生産
者団体に加入）を支援し、学童12万8,000人以上
が現地調達した食材を使った学校給食の提供

42 詳細についてはPAA Africa（2015）を参照のこと。

BOX	21
家族農家の登録制度

Pronafの資格証明書「DAP」（Declaração	 de	

Aptidão	ao	Pronaf）とは、当該の生産者または正

規団体が法律で定められたすべての要件を満た

し、「家族農家」または「農村の家族経営事業者」

だと認定できるということを証明する文書であ

る。つまり、（i）当該農地が４財務単位（fiscal	

module）を超えていない1、（ii）農村事業で使われ

る労働力が主として家族労働である、（iii）世帯収

入のうち、定められた最低割合が当該の農地また

は事業を用いた活動から生み出されている、	

（iv）当該施設は当該家族が直接経営している、と

いうことである。DAPは、技術支援や農業普及に

関わる正規団体や、農業連盟・連合など、指定機

関が無料で発行する。世帯か正規団体（DAP法人）

に対して発行されるもので、組織的調達制度を含

め、ブラジルの家族農業関連の公的プログラムに

参加するために不可欠の書類になってきた。個人

に発行されるDAPの有効期間は通常６年である

が、DAP法人格（加盟員の最低７割がDAPを持つ

正規団体に対して発行される）の有効期間はわず

か１年である。2014年８月時点で有効なDAP認定

を受けていた個人は507万3,215人、法人数は

2,900件であった。

1			財務単位（fiscal	module）は農業不動産の測定単位で、自治
体によって異なる場合がある。

出典：Swensson,	2015	and	Del	Grossi	and	Marques,	2015
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を受けている。ニジェールでは、「３Nイニシア
ティブ」の一環としてPAAアフリカも現地調
達を行い、国の備蓄食料を供給することで危機
回避と危機管理をサポートした。農家は農業投
入材を支給されて研修を受けた結果、生産性が
大幅に向上した。例えばエチオピアでは、アカ
インゲンマメを供給している参加農家の生産
性は50％向上し、セネガルでは稲作農家が生産
性を300％以上向上させた（PAA Afr ica , 
2014）。PAAアフリカは、参加農家が生産した
食料の平均37％を購入していた。

複数部門の統合：ターゲティングと
いう重要問題

複数の部門をまとめる場合には運用上の根
本的な問題に取り組まないとならないが、その
問題とは介入策の対象者を設定すること（ター
ゲティング）である。国によっては、公平性の
観点から、社会保護プログラムと農業投入材補
助金プログラムの対象を同じ世帯に設定する
ことを避ける傾向がある。また、異なる複数の

プログラムが相乗効果をもたらす可能性を重
視してきた国もある。施策の重複を認めること
が目的であってもなくても、複数の施策を実施
するに当たって重要な問題は、対象世帯を特定
することである（BOX 23も参照）。複数の国の
経験から、複数のプログラムで目的や対象とな
る人口層が重なる場合は、統一あるいは一元的
な 登 録 デ ー タ ベ ー ス（ 例 ： ブ ラ ジ ル の
CadÚnico、ペルーのPadrón General  de 
Hogares）や、一元化されたターゲティング・
システム（例：チリのFicha de Protección 
Social、ペルーのSistema de Focalizatión de 
Hogares）が特に有効性が高いことが明らかに
なっている。

ペルーの事例は、政策分野の内部や分野の相
互間で相乗効果を生み出そうとする努力が意
識的に行われていることがはっきりと分かる
例である。ペルー農村部で実施されている条件
付き現金給付プログラム「Juntos」は、一元的
登録データベース「Padrón  Genera l  d e 
Hogares」のデータとターゲティングシステム

「Sistema de Focalización de Hogares」を使っ
て受給者を選んでいる。同じデータとターゲ

BOX	22
ブラジルの貯水槽プログラム

「貯水槽プログラム（Water	Cistern	Programme）」

は2003年に設置され、2011年に「水へのユニバー

サル・アクセスと利用に関する国家プログラム

（National	Programme	for	Universal	Access	and	

Use	of	Water）」（Water	for	All：すべての人々に水

を）として拡大された。このプログラムは、農村

地域において、人の消費や家畜の飼育などの農業

用に誰もが水を使えるようにするもので、社会的

に脆弱な世帯の食料・栄養安全保障を高めるこ

とを目的としている。極度の貧困生活を送る人々

が対象で、プログラムは、貯水槽や共同給水シス

テム、小規模ダムの建設により実行されている。

このプログラムは以下の３つの取り組みで構成

されている。

　◦			「Water	for	human（人のための水）」（第１の

水）は、人が使うために雨水を集めてためて

おく貯水槽を建設するもので、飲用水が手

に入らない農村世帯を対象としている。こ

の取り組みを優先的に受けられるのは、

CadÚnicoに登録されている適格対象世帯で

ある。

　◦			「Water	for	production（生産のための水）」

（第２の水）は、すでに人間用貯水槽の提供

を受けている世帯が対象である。第２の水

では、農業用、特に菜園や小型の家畜に使う

雨水を集めてためておくために社会工学を

導入している。

　◦			「Cistern	in	schools（学校の貯水槽）」は、ブ

ラジルの半乾燥地域の農村にある公立学校

で、飲料用や菜園での農作物の栽培用に雨

水を集積する貯水槽を建設するものである。

出典：Del	Grossi	and	Marques（2015）
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ティングシステムが他の社会的施策にも使用
されている（栄養プログラムの「Vaso de Leche

（一杯の牛乳）」、「Comedores Populares（大衆
食堂）」、「Programa Integral de Nutrición（栄
養総合プログラム）」や、無料健康保険制度

「Seguro Integral de Salud」など）。さらに、ペ
ルー政府は、政策分野間の連携強化を狙って、
社会保護と農業介入策の間でターゲティング
の相乗効果を上げる努力もしている。具体的に
は、農村開発プログラム「Haku Wiñay」がそう
である。このプログラムは極貧農家の生産能力
と収入を生み出す能力の強化を狙ったもので、
Juntosの現金給付を受けている住民の割合に
基づいて対象となる村を選んでいる。このペ
ルーの事例が示すように、農村施策を貧困層に
行き届かせることが目的である場合、こうした
施策の対象は、社会保護プログラムの対象者と
重なる場合もある（Mnisterio de Desarrollo e 

Inclusión Social, Gobierno del Perú, 2012）。ペ
ルーのターゲティングシステムがもたらす相
乗効果によって、より費用対効果の高い形で
ターゲティングを行うことができるとともに、
社会保護策と農業施策の対象者のモニタリン
グを改善できるという効果がある（Ciri l lo , 
Gyorgi and Soares, 2014）。

主要メッセージ

•   社会保護と農業施策をより効果的に連携さ
せる方法には、非常に多様な選択肢があ
る。単独型で部門別の社会保護プログラム
や農業施策から、社会保護と農業を組み合
わせた統合策、複数の部門別施策を連携さ
せて補完的効果が最大限になるようにした
ものまで、選択肢は多岐にわたる。

農業の施策では、BOX	13（p.	54）で解説している

ような各種のターゲティング方法が用いられて

いる。施策の実施地域の選定には地理的ターゲ

ティングがよく使われているが、その際には貧

困、干ばつリスク、気候変動に対する脆弱性、特

定農作物の栽培、土地の傾斜度、都市化のレベル

など他の基準と組み合わせて使われている。

地理的ターゲティング：地理的ターゲティング

は、社会保護のプログラムや施策が実施される、

貧困発生率を基準に選ばれた場所で用いられて

いるが、農村の貧困削減を目的とした農業施策で

地理的ターゲティングを用いる場合も、それと同

じ考え方に基づくことが多い。社会保護で用いら

れる場合と異なるのは、地理的ターゲティングは

貧困マップや貧困関連の基準だけでなく、灌漑や

農村開発、天然資源の管理、土地改革など農業施

策のタイプも基準にしていることである。例え

ば、「市場と気候変動への適応プロジェクト

（Adapting	 to	Markets	 and	Climate	Change	

Project,	NICADAPTA）」は、ニカラグアでコーヒー

やココアを栽培している小規模農家の気候変動

への適応を促すプロジェクトであるが、このプロ

ジェクトでは地理的ターゲティングと貧困その

他の基準を組み合わせて使っている。施策が実施

される場所は、当然ながらコーヒーやココアの生

産に適した地域であり、気候変動の影響を受けや

すいことが特徴である。こうした場所のどの地域

や地区で施策を実施するかは、貧困の蔓延率や、

施策の恩恵を受ける原住民やアフリカ系カリブ

人の世帯数を基準に選ばれる（Cirillo,	Gyori	and	

Soares,	2014）。

コミュニティに基づくターゲティング：コミュ

ニティに基づくターゲティングは、中央で一元的

に調整するのとは逆に、地元住民の知識に頼って

プログラムの受給者を特定する方法である。タン

ザニアにおける投入材用バウチャー（クーポン

券）がその一例である。地区や村にクーポン券を

割り当てる際には地理的基準に基づいて割り当

てるが、村の中でどのようにクーポン券を配分す

るかは、村のクーポン券委員会が担当する。委員

会は、プログラムのターゲティング基準に基づい

て受給者リストを作成し、村議会の承認を得たう

BOX	23
農業施策のターゲティング方法
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•   小規模家族農家が直面する複数の制約に取
り組むにあたっては、社会保護策と農業施
策を組み合わせると効果が高まる。

•   社会保護は、投入材補助金や信用供与など
の農業政策を補い、貧しい小規模家族農家
をより直接的にサポートし、より一貫性あ
る農村開発戦略に寄与することができる。
農家が農業投入材補助金や信用供与を利用
するためには、他の種類の施策も必要な場
合がある。

•   組織的調達プログラムは、社会保護プログ

ラムを農業開発目標と連携させた画期的な
手法である。プログラムが生み出す需要を
利用して家族農家のための市場を作り出し
ているのである。

•   受給対象者の設定（ターゲティング）によ
り、社会保護と農業政策の一貫性を高める
ことができる。目的が異なる複数の施策の
受給者を的確に特定するためには、施策対
象を決める適切な手法と、その適切な設計
が必要である。

えでクーポン券を受給者に配布する。

分類にあ基づくターゲティング：一定の状況下

では、分類に基づくターゲティングが費用対効果

の高い場合がある。容易に観察できる特徴をもと

にプログラムの受給者を選ぶ方法である。例え

ば、コロンビアの土地改革策である「土地返還法

（Ley	de	Restitución	de	Tierras）」は、コロンビア

の国内武力紛争で土地を失った市民に補償する

ことを目的としている。この対象者の設定は、対

象者の社会経済的地位や地理的位置、その他の特

徴がどうあれ、「内戦で土地を失った被害者」に分

類される市民全員に資格があるという点では、分

類に基づく方法である。

セルフターゲティング：セルフターゲティング

はあまり一般的ではないが、農業の施策では普及

しつつある。自主的選択に頼るのが１つの方法で

ある。一例はブルキナファソの「小規模水管理お

よび灌漑プロジェクト（PIGEPE）」で、小規模土地

所有農家しか魅力を感じない小規模灌漑キット

を提供するプロジェクトである。対象グループに

属する農家だけがこのキットを入手できる。

資産調査：資産調査は、経済的基準を用いて対象

グループを規定でき、こうした基準に関するデー

タが簡単に入手できる場合に、受給者の選択を効

果的に行える透明性の高い方法である。例えば、

チリ政府の農牧開発局（INDAP）のプログラムに

参加できるのは、以下に挙げる経済基準を満たす

小規模家族農家だけである。すなわち、当該農家

の農業資産価値が約14万USドルを上回らないこ

と、当該農家の耕作面積が場所ごとに設定されて

いる制限値以下であること、そして農業が当該世

帯の主な収入源であることである。INDAPのプロ

グラムに参加を申請するためには、農家は参加資

格を証明できる複数の公的文書を提出しなけれ

ばならない。INDAPは提出書類の内容が正しいか

どうか検証するために、農家を視察調査すること

がある。

出典：Cirillo,	Gyori	and	Soares,	2014

BOX	23
農業施策のターゲティング方法
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貧困と栄養失調は、今なお世界の多くの地域で
甚だしく高い水準にあり、生計を農業に依存する
農村部の人々にとって、貧困の連鎖を断ち切るの
はとりわけ困難な状況だ。しかし、社会保護策を
農業政策と組み合わせ、農村部の貧困層をター
ゲットに両者を一体的に実施することで、こうし
た状況に変化をもたらすことができる。近年、社
会保護プログラムは着実に増加しており、なかに
は、農業世帯に特化して補完的な介入策を提供す
る取り組みも見られるが、いまだ十分とは言えず、
更なる努力が求められる。

貧困層の多くは農村部に暮らし、直接的にせよ
間接的にせよ、世帯収入と食料安全保障のかなり
の部分を農業に依存している。貧困層が貧困から
恒常的に抜け出すだけの持続可能な生計を築く
には、長期的には経済成長が不可欠である。農業
を端緒とする成長は、農業を主産業とする国々の
貧困削減に特に威力を発揮している。

しかし、これはあくまで長期的なシナリオであ
る。貧困層は目の前の貧困と飢餓から逃れるの
に、即時の支援を必要としている。貧困と飢餓は
それ自体、現在そして将来においても、個人や世
帯の生産能力を損なうものであるからだ。一方で、
社会保護は、農業の構造変革の長期的なコンテク
ストにおいても――農業従事者が変化に適応す
るのに被るコストを軽減することで、プロセスを
より包摂的で痛みの少ないものにしたり、世帯が
農業以外へと生産活動を多様化するのを支援す
ることによって――重要な役割を果たすことがで
きる。こうした社会保護の基本原理は、特にブラ
ジル、エチオピア、インド、メキシコ、南アフリカ
をはじめとする途上国で、これまで実施されてき
たいくつかの代表的な大規模プログラムの主要な
促進力であったし、今なおそうであり、こうしたプ
ログラムでの成功が、貧困と飢餓、さらには、社会
的、経済的、政治的不平等との闘いにおける社会
保護プログラムの価値や役割を再評価する機運

へとつながっている。
社会保護プログラムに対するこうした新たな関

心の現れの一例が、2009年に国連システム事務局
長調整委員会により始動し、2010年９月のミレニ
アム開発目標に関する国連総会（MDGサミット）
で承認された、「社会保護の床」（Social Protection 
Floor, SPF）イニシアティブ（BOX 24）である43。

しかし、社会保護プログラムへの最も強い支持
の現れはおそらく、途上国で貧困と飢餓の削減を
目指したプログラムの数が急増していることだと
いえる。2014年には少なくとも145ヵ国が、社会扶
助（最貧層と最弱者層に特に的を絞った社会保護
の一形態）のプログラムを１つ以上提供している。
こうしたプログラムは、途上国のおよそ15億人に
のぼる貧困者や弱者――そのうち３分の１を極貧
層が占める――の少なくとも一部を庇護下にお
く。とはいえ、多くの貧困国では、社会扶助プログ
ラムの普及はいまだ進んでおらず、最貧層の多く
に支援の手が届いていないのが現状である。

普及が進まないのは、１つには、こうしたプロ
グラムの財源確保においてしばしば難しい選択を
迫られるためだ。国によっては、ドナーによる支援
が短中期的に不可欠になるであろうが、社会扶助
プログラムを長期にわたって政治的、財政的に持
続可能なものにするには、国内の資源の活用が不
可欠となる。国内での財源確保には、社会扶助の
内容や規模、資金調達に関する国民のコンセンサ
ス形成に向けた政策対話が求められる。

社会保護プログラムは貧困と飢餓の
削減に有効である

ここまで、社会保護プログラムが貧困と飢餓の

43 SPFが想定している社会保護の概念は、本報告書で述べるも
のよりもはるかに幅広い目的や手段を包摂している。

第６章　	結論：社会保護と農業政策
の相乗効果をテコに農村部
の貧困の連鎖を断つ
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削減に有効であることを示す多くの事例（エビデ
ンス）を見てきた。2013年には、社会保護の支援
により、１億5,000万人もの人々が極度の貧困から
救い出された。社会保護は、多くの場合、食料の
自家生産を促すことで、世帯が食料消費を増やし
たり、食事を多様化するのを可能にする。プログ
ラムがジェンダーに配慮していたり、女性をター
ゲットにしている場合、母子の厚生への好ましい
効果が高まる。このことはとりわけ重要である 
――というのも、母子の栄養失調により、貧困は
母から子へと、世代を超えて際限なく引き継がれ
るためだ。

とはいえ、食料消費の増加と食事の多様化は、
自動的に栄養改善をもたらすわけではない。栄養
状態は、上水へのアクセスや公衆衛生、医療に加

え、適切な子どもの保育や成人の食事の選択な
ど、多くの付加的な要素に依存する。それゆえ、
社会扶助プログラムを通じて栄養面の改善を図る
には、補完的な介入策と組み合わせて一体的に取
り組む必要がある。家庭菜園や小型家畜の飼育と
いった多くの農業介入策も、栄養改善に役立つ。

社会保護は生産活動への投資を促す

途上国の農村部に暮らすほとんどの貧困世帯
は、今でも農業、特に自給農業を生活基盤にして
いる。こうした農業生活者の多くは、市場――農
業投入材・産出財、労働、その他の財やサービス

（信用制度や保険制度など）の市場――が不完備

BOX	24
社会保護の床（The	Social	Protection	Floor）	

「世界人権宣言」と「経済的、社会的及び文化的権

利に関する国際規約」は、必要最低限の財やサー

ビスへの権利、とりわけ十分な生活水準への権利

（十分な食料への権利を含む）、健康への権利、水

への権利、教育への権利、住居への権利、社会保

障への権利をはじめとする諸権利を定めている。

「社会保護の床（SPF）」イニシアティブは、国際労

働機関（ILO）と世界保健機関（WHO）の主導の下、

こうした権利の確実な実現を掲げて立ち上げら

れたイニシアティブである。SPFは、万人に基本

的な社会保障を提供するとともに、こうした社会

保障の水準を漸次向上させていくことを目指し、

とりわけ社会的・経済的に弱い立場にある人々

に主要な関心を向け、一生を通じて人々の保護と

エンパワーメントを図ることで、すべての人々に

所得保障と、必要最低限の社会サービスへのアク

セスを保証することを目的とした、諸々の社会政

策の統合体に相当する（ILO,	2011）。

「人権に基づく（rights-based）」アプローチをとる

SPFは、社会保護は政府と人民の間の社会契約を

反映すべきであるという「規範的（normative）」

な信条に基づいている。こうした信条は、社会保

護を、主として貧困削減や経済成長の実現に向け

たツールと捉える「道具主義的（instrumentalist）」

な考え方と対照を成すものである（HEPE、2012）。

SPFは、ILOが定めた必要最低限の社会保障水準を

拠り所に、２つの主要な構成素を提唱する。１つ

は、「必要不可欠な公的サービス」（水、衛生、栄

養、保健、教育など）へのアクセス、もう１つは、

「必要不可欠な社会的移転（現金または現物によ

る最低限の所得保障）」へのアクセスである（ILO	

and	WHO,	2009）。

2012年の国際労働総会で採択された「社会保護の

床勧告」は、社会保護の床には、最低でも以下の

基本的な社会保障を盛り込むべきであると明記

している――すなわち、子ども、高齢者、および、

心身障害、失業その他により十分な所得を得るこ

とのできない成人に対する、必要最低限の医療と

基本的な所得保障の提供である。

SPFイニシアティブは、2011年と2012年のG20サ

ミットで支持された。2012年のG20では、政策一

貫性、連携、協同、知識共有の推進によりSPFを実

施するための低所得国の能力構築を支援する	

ことでも合意した。2012年の国際労働総会	

では、「各国の社会保護の床に関する勧告

（Recommendations	Concerning	National	Floors	

of	Social	Protection）」が採択されたが、これは、

各国の包摂的な社会保障制度の基本要素として

の「社会保護の床」の漸進的実施に関し、指針を

提供するものである（EU,	2012）。
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BOX	25
一貫した農業・社会保護介入策の実現に向けた環境整備の強化

一貫した農業・社会保護政策やプログラムの実

施には、複数の行政機関にまたがる、連携した取

り組みが伴う。もっとも、行政機関は、分野横断

的な協調をたやすく許容するように組織されて

いないのが常であり、さまざまな政治的、制度

的、運用上の要因が、往々にして、農業と社会保

護の関係各省間の効果的な協業を阻む障壁と

なっている。これら２つの領域にまたがる協調や

連携の強化に向けた環境整備には、次の５つの要

素がきわめて重要になってくる――政治的コミッ

トメント、統合的・一体的な政策枠組み、連携体

制の整備、財源基盤の整備、政策一貫性を可能と

する対処能力の５つである。

政策一貫性の構築には、技術面、運用面でのソ

リューションが必要だが、それだけでは十分とは

言えない。政策一貫性や共通のビジョンの重要性

やメリットについて、さまざまな利害関係者間で

コンセンサスを形成するには、政府上層レベルの

政治的コミットメントがきわめて重要となる。政

策一貫性に向けた政治的コミットメントを打ち

出せるかどうかは、政治的コンテクストや政治経

済的要因――これには（小規模家族農業の振興や

社会保護の提供に対する）さまざまな関係主体の

意欲や関心度、価値観も含まれる――に左右され

る。

統合的な政策枠組みは、政策一貫性に向けた政治

的コミットメントを、長期的ビジョンや実践に向

けた具体的な戦略につなげる機会を提供するも

のである。統合的な政策枠組みを策定するプロセ

スでは、さまざまな利害関係者（政府や開発パー

トナー、市民社会組織を含む）を引き込んで、課

題を討議し、政策ナラティブを一本化し、共通の

目標を打ち出し、各領域の目標、優先順位、役割、

責任分担を明確にして、一貫した政策やプログラ

ムの構築に向けた行動計画を策定することがで

きる。

連携体制の整備は、政策一貫性の追求にとってき

わめて重要である。というのも、これにより、さ

まざまな組織間の協業が促され、政策やプログラ

ムのすり合わせを確実に行って、介入策を適切に

実施することができるためだ。こうした連携の仕

組みは、（小規模家族農家をターゲットにした）農

業・社会保護介入策が複数の関係各省によって

実施される場合や、政府、市民社会、開発パート

ナーなどのさまざまな関係主体がこうした介入

策に関連した諸々のプロセスに関与している場

合、特に重要になる。

（適切に構築された）財源基盤の整備は、（農業・

社会保護の）関係各省間における連携の円滑化に

つながる。というのも、財源をめぐる争いは、省

庁間の協調に支障をきたしかねないからである。

資源の配分や財源の整備を戦略的に行うことで、

こうした問題に折り合いをつけ、組織横断的な協

業を促進することができる。

利害関係者には、農業と社会保護との政策一貫性

を効果的に追求し、管理するための十分な対処能

力が求められる。複数の手段を並行して運用する

ことで、プログラムに補完性や連続性を付与する

やり方は、行政の力量が限られ資源に乏しい多く

の低所得国にとってハードルが高いのも事実だ。

政策一貫性に向けた政治的コミットメントを打

ち出し、制度的枠組みを立ち上げ、政策やプログ

ラムの効率的な実施により政策目標を推し進め

るには、縦割り行政の枠を超えた、幅広い技術

的、機能的能力と、地方分権型の行政システムが

必須となる。

出典：Gavrilovic	et	al ,	2015



社 会 保 護 と 農 業 ―― 農 村 貧 困 の 悪 循 環 を 断 つ 83
であるか、適切に機能していない地域に暮らす。
さらに、とりわけ深刻化する気候変動による天候
不順や、価格的に手の届く保険の欠如が、家計を
農業に頼る世帯の脆弱さの根底にある。

脆弱な農業世帯はその日暮らしが精一杯であ
るため、こうした世帯の時間尺度は短期化する傾
向にある。その結果、こうした世帯は往々にして、
低リスク・低リターンの（農業／非農業）所得創
出戦略をとり、臨時労働市場で流動収入を得た
り、所得源を多様化しようとする。同様の理由か
ら、子どもの教育や健康に十分な資金投入をしな
かったり、資産の投げ売りといった消極的なリス
ク対抗戦略をとって、食料消費の質と量を落とし
たり、金品を無心したり、子どもを退学させたりす
る。

本報告書では、社会保護が貧困世帯の投資の
意思決定に好ましい効果をもたらすことを論証し
てきた。社会保護は、世帯のリスク管理を支援す
る。社会保護が定期的かつ予測可能な間隔で提
供されれば、保険の部分的代用になり、また、流
動収入のきわめて重要な供給源にもなるため、農
業世帯はより多くの確実性や安心を得ることがで
きる。また、社会保護により、世帯は、リスク・
シェアリングや相互扶助といったインフォーマル
な社会ネットワークとの結びつきを再開したり、さ
らに強めたりすることが可能になる。効果は限ら
れるとはいえ、こうした社会保護はしばしば、打
撃に見舞われた場合に、最初に支援の手を差し伸
べるものとなる。このように、社会保護は、資金の
流動性や信用、あるいは貯蓄といった資金調達面
の諸制約を緩和するのに役立つ。

本報告書で取り上げた多くの事例（エビデン
ス）が示すとおり、社会扶助プログラムは、世帯が
打撃に見舞われた場合に、より深刻な貧困や飢餓
に陥るのを防ぐだけでなく、資金の流動性や信用
といった資金調達面の諸制約を打開して、リスク
をより効果的に管理できるよう支援することで、
貧困世帯が生産活動に投資し、資産や資源を形
成するのを可能にする。また、社会保護は子ども
の教育や健康へのより多くの投資を促すうえ、児
童労働の抑止にもつながり、子どもの将来の生産
性や雇用適性に大きな影響を及ぼすことも、証拠
により裏づけられた。さらに、社会保護が適切に
実施された場合、農業生産活動への投資に加え、
非農業事業への投資も促す。給付金が比較的少
額であっても、貧困層が資金の流動性や信用にお

ける諸制約を打開する助けとなるうえ、より見返
りの大きい活動に従事するのを尻込みさせるある
種のリスクに対する保険にもなる。加えて、給付
は、貧困世帯に社会ネットワークへの参加や貢献
を促すことで、より大きな包摂環境を醸成し、こ
れにより、世帯がリスクに対処したり、コミュニ
ティの社会機構において重要な役割を担う助けと
なる。

社会保護策は労働意欲を削ぐもので
はない

社会保護対策が受給者の労働意欲を削ぐので
はないかとの懸念もあるが、事例（エビデンス）を
見れば、杞憂であることがわかる。むしろ、多くの
受給者は、以前は苦肉の策として臨時の農業賃労
働に当てていた時間を、自分の土地での農業や農
業以外の就労に振り向けている。農業／非農業生
産活動の増加といった効果を考え合わせると、社
会保護は人々の依存を助長するのではなく、むし
ろ生計手段を強化するものだといえる。

社会保護策は地域コミュニティや	
地域経済に好ましい効果をもたらす

公共事業プログラムは、適切に設計され、実施
された場合、重要なインフラや地域共有資産を供
与することができ、地域経済に直接貢献する。さ
らに、社会保護プログラムによりもたらされた追
加所得は、地域で生産される財やサービスの需要
を拡大し、地域の経済成長の好循環にも貢献す
る。供給サイドの制約を改善し、これにより、物価
上昇を抑えて、実質所得や生産活動へのプログラ
ムの効果を高めるには、補完的プログラムが必要
になる場合もある。

プログラムの効果は設計や実施方法、
世帯の特徴に左右される

ターゲティングは貧困や不平等の削減に有効な
手段となりうるが、いかに実施するかがカギであ
り、行政の力量に大きく依存する。登録データ
ベースの一元化は、ターゲティングの改善やコス
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ト削減、複数のプログラム間の連携促進をもたら
した。また、給付の水準、タイミング、予測可能性
もプログラムの成否のカギを握る。給付はプログ
ラムの目的にとって十分な水準でなければなら
ず、定期的かつ確実に実施されねばならない。
ジェンダー、世帯の特徴、地域経済の性格もまた、
プログラムの効果に隔たりが生じる要因となる。
政府やドナーがより効果的なプログラムを設計
し、説明責任（アカウンタビリティ）を徹底して、
より大きな国民の支持を得るためには、効果的な
モニタリングや実効性評価の実施が不可欠とな
る。

貧困と飢餓の撲滅には社会保護と	
農業の連携が不可欠

社会保護にはこうした確かな効果があるもの
の、単独では飢餓と貧困から人々を持続的に脱却
させることはできず、また、地域経済を変革する
こともない。農村の暮らしにおいては、農業と社
会保護は根本的に結びついている。食料不安を抱
える貧困家庭は、生計を主に農業に頼っており、
こうした家庭が社会保護プログラムの受給者の
大半を占めるためだ。農業と社会保護介入策との
連携が強まれば、貧しい小規模農業生活者の厚
生を保護したり、彼らがより効果的にリスクを管
理し、農業生産性を高めて、より持続的な生計を
確保することで、貧困と飢餓から漸次、脱却でき
るよう支援することが可能になる。

しかし、農業介入策と社会保護プログラムが連
携あるいは一体化した例は比較的少ない。農業政
策と社会保護政策は元来異なる領域に属してお
り、異なる行政当局が、財源をめぐって争いなが
ら別個に実施している、接点のない政策だとみな
されている。限られた政府予算では互いに財源確
保が困難なため、農業と社会保護を組み合わせ、
相乗効果を引き出すことは、チャンスであると同
時に必須でもある。一方で、本報告書は、最貧層
が最低限の消費ニーズを満たせるよう支援するこ
とが（そうした人々が働くことができない場合は
特に）必須であるだけでなく、そうした支援はそ
れ自体、貧困層の生計に漸進的な改善をもたらす
基盤となることも論証してきた。また、農業プログ
ラムと社会保護プログラムへの公費投入を、互い
を補完し合う形でテコ入れし、両者に一体的に取

り組むことは、こうした貧困世帯の変容を促すだ
けでなく、農業開発と地域振興の強化にもつなが
る。

国家ビジョンの必要性

各国は、農業と社会保護策をいかに協調させ、
人々を貧困と飢餓から徐々に脱却させていくかに
ついて、必要な制度上・運営上の措置を採用する
に当たり共通の国家ビジョンを掲げる必要があ
る。農村開発、貧困削減、食料安全保障、栄養改
善に向けた政策や政策立案の枠組みは、こうした
目的の達成に農業と社会保護が――さまざまな補
完的介入策とともに――果たす役割を明確に示
す必要がある。

社会扶助と連携して一体的に実施される補完
的介入策のタイプは、個々のコンテクストや制約
要因を前提とし、実行能力や利用可能な資源と
いった点も勘案したものでなければならない。い
ずれにせよ、こうした介入策は、最貧層が貧困か
らの持続的な脱却に向け、自らの生計戦略を主体
的に変革していけるよう、さまざまな制約の打開
を図るものでなければならない。例えば、農村部
では、教育やトレーニングへの投資により人材育
成に取り組むことで、農業生活者に、より採算の
高い（商業志向の）生産活動に必要な能力や技能
を提供することができる。また、商業活動に参入
するには、借地権の保証や貯蓄、種々の金融サー
ビスへのアクセスも必要になる。食料安全保障、
栄養改善、農村開発に向けた国レベル、地方レベ
ルの分野横断的な連携メカニズムでは、共同でプ
ログラムを構築する段階で、あらゆる関係主体を、
農業と社会保護の両領域に引き込んでいく必要
がある。登録データベースの一元化も、分野をま
たいだ連携により種々の介入策を運用するうえ
で、また、世帯が貧困と飢餓から、徐々に主体的
に脱却するのに必要な補完的支援を提供するうえ
で、重要な役割を果たす。

本報告書の主要メッセージ

•   社会保護プログラムは貧困と食料不安を削減
する。効果的なターゲティングと適切な給付
水準が、プログラムの成否を握る重要な決定
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因子となる。社会保護は、消費の増加を確保
するだけでなく、世帯が食料を自給し、所得
を創出する能力を高めることで、所得と食料
安全保障の向上に寄与する。

•   女性をターゲットにしたプログラムは、食料
安全保障と栄養改善により強い効果をもたら
す。ジェンダーに配慮したプログラムは、女
性の時間的制約を緩和し、女性の家計管理の
権限を強化することで、母子の厚生を向上さ
せる。母子の栄養失調により、貧困は母から
子へと、世代を超えて際限なく引き継がれる
ため、このことはとりわけ重要である。

•   社会保護策は、農業生産活動やその他の経
済活動への投資を刺激する。社会保護は、栄
養や健康、教育機会を向上させ、将来の生産
性、雇用適性、所得、厚生に大きな影響を及
ぼす。定期的で予測可能な給付を提供する社
会保護プログラムは、農業活動と非農業活動
のいずれにおいても、貯蓄や投資を促し、世
帯がより野心的で見返りの大きい活動に従事
するのを後押しする。

•   社会保護策は労働意欲を削ぐものではない。
むしろ、受給者にはより幅広い選択肢が与え
られるため、多くの人々が、以前は苦肉の策と
して臨時の農業賃労働に従事していた時間
を、自分の土地での農業や農業以外の就労に
振り向けている。農業／非農業生産活動の増
加といった効果を考え合わせると、社会保護
は人々の依存を助長するのではなく、むしろ
生計手段を強化するものだといえる。

•   社会保護は地域社会や地域経済に好ましい
効果をもたらす。公共事業プログラムは、重
要なインフラや地域共有資産を供与すること
ができるため、適切に設計され、実施された
場合、地域経済に直接貢献する。現金給付は
受給世帯の購買力を高め、財やサービスの需
要を拡大するが、こうした財やサービスの多
くは、地域経済の中で非受給世帯によって生
産され、提供されるものである。生産上の制
約を改善し、インフレを抑えて、実質所得や
生産活動へのプログラムの効果を最大化する
には、補完的プログラムが必要になる場合も
ある。

•   社会保護は、単独では人々を貧困から脱却さ
せるのに不十分である。貧困世帯は通例、多

様な制約やリスクに直面しているため、社会
保護と農業介入策が一体化したプログラム、
あるいは連携・協調したプログラムは、貧困
世帯が貧困から持続的に脱却するのを支援す
るのに、より高い効果が見込める。

•   社会保護プログラムと農業プログラムの活用
は、地域振興を推進するための紛れもない契
機となる。限られた政府予算では、社会保護
と農業との相乗効果を引き出すことは、チャ
ンスであると同時に必然でもある。最貧層が
最低限の消費ニーズを満たせるよう援助する
ことが（そうした人々が働くことができない場
合は特に）必須であるのはいうまでもないが、
こうした援助はそれ自体、貧困層の生計に漸
進的な改善をもたらす基盤にもなる。農村の
貧困層の多くがもっぱら農業に依存すること
を考慮すると、成長を妨げる供給サイドの構
造的な障害を打開するには、農業介入が不可
欠となる。農業プログラムと社会保護プログ
ラムへの公費投入を、互いを補完し合う形で
テコ入れし、両者に一体的に取り組むことは、
こうした貧困世帯の生活の変容を促すだけで
なく、農業開発と地域振興の強化にもつなが
る。

•   農業と社会保護により、いかに人々を貧困と
飢餓から徐々に脱却させるかについて、国家
ビジョンを示す必要がある。国家ビジョンや
コミットメントは、国内のリソースの恒常的な
動員を拠り所に、国レベルや地方レベルで緊
密に連携した取り組みを支援するものでなけ
ればならない。農村開発、貧困削減、食料安
全保障、栄養改善に向けた政策や政策立案の
枠組みは、こうした目的の達成に農業と社会
保護が――さまざまな介入策とともに――果
たす役割を明確に示す必要がある。社会扶助
と組み合わされる農業介入策のタイプは、
諸々のコンテクストや制約に依存するが、地
域の実施主体の実行力や利用可能な資源と
いった問題も勘案する必要がある。いずれに
せよ、こうした介入策は、最貧層が貧困から
の持続的な脱却に向け、自らの生計戦略を主
体的に変革していけるよう、さまざまな制約
要因の打開を目的としたものでなければなら
ない。
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付属表についての注記

記号

付属表には次の記号を用いている。

..	=	データなし
0または0.0	＝	ゼロまたは無視できる範囲
空欄	＝	該当データなし

表に記載された数字は、端数処理またはデータ加工により、元のデータ
ソースと異なる場合がある。小数部分と整数部分とを区別する小数点に
は、ピリオド（．）を用いている。

技術上の注記

表A１　貧困率と子どもの低体重率
出典：World	Bank,	2015a（columns	１	and	２）;	UNICEF,	2014（columns	３–
６）
注：アルゼンチンとミクロネシアの推定値は、都市部のデータのみに基づ
く。

１日1.25ドル未満生活者の割合
１日当たり1.25ドル未満で暮らす人口の割合（2005年の購買力平価により
調整したPPPドルで換算）。「最貧層（extreme	poverty）」ともいう。

１日２ドル未満生活者の割合
１日当たり２ドル未満で暮らす人口の割合（2005年の購買力平価により調
整したPPPドルで換算）。

子どもの低体重率
WHOの小児成長基準（WHO	Child	Growth	Standards）による年齢相応の体
重の中央値からの標準偏差がマイナス２未満である生後０〜59ヵ月児の
割合。

表A２　経済と労働人口に占める農業の比重、肥料使用度、農地規
模、農業への女性の参画
出典：World	Bank,	2015c	(column	１);	FAO,	2015a	(columns	２,	３,	８	and	
９);	FAO,	2001	and	FAO,	2013a	(columns	４–７).

農業付加価値率
2012年における農業部門の総産出額から中間投入額を控除した純産出額
を、GDPに占める割合で表記したもの。農業部門には、作物栽培、家畜生産
のほか、林業、狩猟、漁業が含まれる。
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農業労働人口比率
2014年に農業、狩猟、漁業、林業に従事していた、あるいはこれらの分野
で就職活動を行っていた労働人口の割合。「労働人口」は「経済活動人口」
と同義であり、これには、就業者と失業者（これまで就業経験がない〕者を
含む）が含まれる。「労働人口」には、雇用者、自営業者、給与所得者、賃金
労働者、家族・農場・家業を手伝う無給労働者、生産者組合の成員、軍隊
の兵員などが含まれる。

肥料使用度
2010〜2012年の期間における、耕作地および永久耕作地のha当たりの肥
料栄養素（窒素、リン酸塩、カリ肥料など）の平均値（単位：kg）。（南スー
ダン共和国が分離独立する以前の）旧スーダン共和国（「国についての注
記」参照）の肥料使用度も記載しているが、データは旧スーダンの2010年
の肥料使用量と土地面積に基づく。

農業事業体の割合（農地規模区分別）
農業事業体の割合は農地規模区分別に記載している。これらは、FAO
（2001）およびFAO（2013a）に詳述している「World	census	of	agriculture
（FAO世界農業センサス）」1990/2000年調査からの直近データを基に、筆者
らが集計したものである。「農業センサス」に報告される農業事業体は、作
物生産と家畜生産のみを対象としている。林業または漁業に従事している
事業体は、作物生産や家畜生産にも従事している場合にのみ、対象に含ま
れる。農業事業体とは、その所有権、法的形式、規模に関係なく、飼育する
全家畜や使用する全土地の全部または一部を農業生産目的で利用すること
により、単一の管理のもと、農業生産を実施する経済単位をいう。単一の
管理には、個人または世帯による管理、複数の個人または世帯による共同
管理、一族または部族による管理、会社や政府機関などの法人による管理
などがある。農業事業体が保有する農地は、当該事業体が同じ生産手段
（労働、農舎、機械、役畜など）を利用して農業生産を行っている、１ヵ所以
上の離れたエリアか、１ヵ所以上の領土区分や行政区分に位置した、１つ
以上の区画から構成される。

農業労働人口に占める女性の割合
2014年の農業部門の経済活動人口のうち、女性の占める割合

女性労働人口に占める農業労働人口の割合
2014年の女性の経済活動人口のうち、就農者の占める割合

表A３　社会扶助の受給率（人口集団別）
出典：World	Bank,	2015e

社会扶助の受給
社会扶助プログラムの受給者が1人以上いる世帯に暮らす個人の人口に占
める割合。社会扶助プログラムには次のようなタイプがある――条件付き
／無条件現金給付、家族／子ども手当、現物給付、公共事業プログラムま
たはキャッシュ・フォー・ワークプログラム、学校給食、社会年金など。プ
ログラムに関する情報の入手状況が国によって異なるため、国別の比較は
可能性が限定される。

表A４　社会扶助給付額（人口集団別）と便益帰着
出典：World	Bank,	2015e
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受給者1人当たりの1日平均給付額
世帯が１日に受給する社会扶助給付金を平均世帯規模で割り、2005年の購
買力平価ドルで換算した。社会扶助については表A３で定義している。た
だし、表A３とA４の比較可能性は限られる。というのも、一部の国につい
ては、受給率に関する情報は入手でき、表A３に記載しているが、給付額に
関する情報が得られず、表A４に推定値を記載していないためだ。そのう
え、多くの国で、受給率の算定に用いたプログラムのタイプや数（表A３）
と、給付額（表A４）が得られたプログラムのタイプや数が異なっている。

地域別、所得グループ別分類と集計データ

国名は、世界銀行の国分類システムの定義に従い、所得グループ別、地域
グループ別にアルファベット順で表示している。世界銀行の国分類システ
ムの詳細については、World	Bank（2015c）を参照のこと。地域平均値をは
じめとする平均値は、算定に必要なデータが入手できなかった場合を除
き、すべて加重平均値を記載している。

国についての注記

中国のデータは、香港特別行政区とマカオ特別行政区のデータを除く。
スーダン共和国と南スーダン共和国については、データが入手できた場合
にのみ記載した。入手できなかった場合は、（分離以前の）旧スーダン共和
国の推定値を記載している。
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表A１
貧困率と子どもの低体重率

貧困率 子どもの低体重率

１日1.25ドル
未満生活者

の割合

１日2.00ドル
未満生活者

の割合

地域別 所得五分位世帯
区分別

農村部 都市部 最貧層 最富裕層

（%） （%） （%）

低・中所得国 17.0 36.2

東アジア・太平洋 7.9 22.7

米領サモア .. .. .. .. .. ..

カンボジア 10.1 41.3 30.6 19.8 35.4 15.9

中国（本土） 6.3 18.6 4.4 1.3 .. ..

北朝鮮 .. .. 26.7 13.2 .. ..

フィジー 3.3 16.4 5.4 5.0 .. ..

インドネシア 16.2 43.3 23.0 16.9 27.8 13.9

キリバス	 .. .. .. .. 17.6 7.9

ラオス	 31.2 63.2 28.9 16.3 36.5 12.1

マレーシア	 .. 0.8 .. .. .. ..

マーシャル .. .. .. .. .. ..

ミクロネシア 17.5 26.7 .. .. .. ..

モンゴル	 .. .. 7.3 2.8 5.0 0.9

ミャンマー	 .. .. 24.2 18.7 33.1 13.5

パラオ	 .. .. .. .. .. ..

パプアニューギニア 7.3 22.0 29.0 19.9 .. ..

フィリピン	 18.6 41.4 23.7 16.4 .. ..

サモア	 .. .. .. .. .. ..

ソロモン諸島	 .. .. 12.2 8.2 13.7 9.8

タイ	 0.3 3.3 10.4 7.1 13.5 3.7

東ティモール	 33.2 69.6 48.0 35.4 49.4 35.3

トンガ	 .. .. .. .. .. ..

ツバル .. .. 3.0 3.6 0.7 0.0

バヌアツ	 .. .. 11.6 12.0 12.2 10.3

ベトナム 5.0 22.4 15.3 6.6 20.6 3.1

ヨーロッパ・中央アジア 0.5 2.2

アルバニア 0.3 2.0 7.1 5.0 7.9 3.6

アルメニア 2.5 17.6 8.0 3.3 7.9 1.5

アゼルバイジャン 0.3 1.9 12.0 4.7 15.4 2.2

ベラルーシ .. .. 1.7 1.1 2.4 0.4

ボスニア・ヘルツェゴビナ 0.0 0.1 1.4 1.9 0.9 3.9

ブルガリア 1.9 3.9 1.1 1.8 .. ..

ジョージア 16.1 33.5 1.4 0.9 3.0 1.0

カザフスタン 0.0 0.5 3.3 4.0 4.1 3.5

キルギスタン 5.1 21.1 3.7 3.7 4.5 3.3

ラトビア 1.1 2.0 .. .. .. ..
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貧困率 子どもの低体重率

１日1.25ドル
未満生活者

の割合

１日2.00ドル
未満生活者

の割合

地域別 所得五分位世帯
区分別

農村部 都市部 最貧層 最富裕層

（%） （%） （%）

リトアニア 0.8 1.2 .. .. .. ..

モンテネグロ 0.2 0.7 1.9 2.4 3.8 0.9

モルドバ 0.2 2.8 3.8 1.9 5.5 0.7

ルーマニア 0.0 1.6 4.0 3.0 .. ..

ロシア 0.0 0.2 .. .. .. ..

セルビア 0.1 0.4 1.3 1.8 3.0 2.1

タジキスタン 6.0 25.1 13.7 12.1 15.8 9.3

マケドニア旧ユーゴスラビア共和国 0.2 3.6 1.8 0.8 1.9 0.0

トルコ 0.1 2.6 2.7 1.3 4.2 0.5

トルクメニスタン 5.7 21.3 .. .. .. ..

ウクライナ	 .. .. 5.4 3.5 .. ..

ウズベキスタン .. .. 4.3 4.7 4.5 3.1

ラテンアメリカ・カリブ海 4.6 9.3

アンティグア・バーブーダ .. .. .. .. .. ..

アルゼンチン 1.4 2.9 .. .. .. ..

ベリーズ	 11.3 20.0 6.6 5.4 8.8 3.0

ボリビア 7.0 12.0 6.4 2.8 7.5 2.0

ブラジル 4.5 8.2 2.0 2.2 2.2 1.8

チリ 0.8 1.9 .. .. .. ..

コロンビア 5.0 11.3 4.6 2.9 5.6 1.8

コスタリカ 1.4 3.2 2.0 1.2 .. ..

キューバ .. .. .. .. .. ..

ドミニカ国	 .. .. .. .. .. ..

ドミニカ共和国 2.5 8.5 3.8 3.2 5.3 1.2

エクアドル 4.0 9.0 8.2 4.7 .. ..

エルサルバドル 2.8 10.3 8.5 4.4 11.6 0.9

グレナダ .. .. .. .. .. ..

グアテマラ	 13.7 29.8 15.7 8.3 20.8 3.2

ガイアナ 5.3 11.9 12.2 7.5 15.7 4.1

ハイチ 51.6 69.5 13.1 8.6 17.8 3.8

ホンジュラス 16.5 29.2 9.0 4.7 12.8 3.1

ジャマイカ	 0.0 1.9 2.5 5.1 .. ..

メキシコ 1.1 4.5 4.6 2.2 .. ..

ニカラグア	 6.8 16.0 6.9 4.2 8.6 1.3

パナマ	 3.6 8.4 3.2 2.4 .. ..

パラグアイ 4.4 11.0 .. .. .. ..

ペルー 3.0 8.7 5.9 2.1 7.3 0.6

セントルシア	 11.8 25.8 3.0 1.8 .. ..

セントビンセントおよびグレナディーン諸島 .. .. .. .. .. ..

表A１（続き）
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貧困率 子どもの低体重率

１日1.25ドル
未満生活者

の割合

１日2.00ドル
未満生活者

の割合

地域別 所得五分位世帯
区分別

農村部 都市部 最貧層 最富裕層

（%） （%） （%）

スリナム	 10.5 19.8 6.1 5.6 6.2 4.2

ウルグアイ 0.3 1.2 .. .. .. ..

ベネズエラ 5.6 10.7 .. .. .. ..

中東・北アフリカ 1.7 11.6

アルジェリア 1.2 8.2 4.3 3.2 4.5 1.8

ジブチ 10.2 27.8 39.6 26.0 .. ..

エジプト 1.7 15.3 6.7 6.9 7.5 5.4

イラン 0.8 4.6 .. .. .. ..

イラク 3.7 20.9 8.5 8.4 9.1 8.2

ヨルダン 0.1 1.0 2.1 3.2 5.2 0.4

レバノン .. .. .. .. .. ..

リビア	 .. .. .. .. .. ..

モロッコ	 1.8 11.0 4.3 1.7 6.7 1.1

パレスチナ占領地区	 0.1 0.5 3.9 3.7 4.6 2.9

シリア 0.4 8.3 10.7 9.6 10.0 6.9

チュニジア 0.7 4.3 2.4 2.3 3.2 2.2

イエメン 4.8 25.7 38.2 27.9 .. ..

南アジア 24.5 60.2

アフガニスタン .. .. .. .. .. ..

バングラデシュ 39.6 73.9 39.2 28.3 50.3 20.9

ブータン	 3.0 17.1 13.8 10.4 16.1 7.3

インド 24.7 60.6 46.6 33.9 56.6 19.7

モルディブ 0.0 2.3 20.1 12.1 24.3 10.5

ネパール 25.4 58.0 30.3 16.8 40.3 10.0

パキスタン	 12.7 50.7 34.6 24.7 47.8 15.6

スリランカ 2.8 19.9 27.1 18.0 33.4 17.9

サハラ以南アフリカ 46.9 68.8

アンゴラ	 43.0 67.0 18.0 14.1 .. ..

ベナン 51.6 74.3 22.4 15.9 25.0 10.0

ボツワナ 10.0 23.2 11.3 10.1 15.7 3.9

ブルキナファソ	 40.8 69.3 27.7 19.1 31.7 15.5

ブルンジ 79.8 92.9 30.1 18.7 40.7 17.0

カーボベルデ	 24.9 50.1 20.8 7.5 29.8 3.9

カメルーン 11.9 31.9 .. .. .. ..

中央アフリカ 56.7 75.5 23.6 23.2 26.0 19.0

チャド 36.5 60.6 32.9 21.7 33.2 21.1

表A１（続き）
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貧困率 子どもの低体重率

１日1.25ドル
未満生活者

の割合

１日2.00ドル
未満生活者

の割合

地域別 所得五分位世帯
区分別

農村部 都市部 最貧層 最富裕層

（%） （%） （%）

コモロ 48.2 66.9 18.1 13.7 19.8 9.3

コンゴ共和国 32.8 57.3 15.8 9.1 17.6 4.8

コートジボワール 37.3 61.6 17.7 12.3 20.7 10.0

コンゴ民主共和国	 84.0 93.5 26.8 16.9 28.8 12.3

エリトリア .. .. .. .. .. ..

エチオピア 36.8 72.2 30.9 16.9 35.6 15.1

ガボン 5.4 19.4 9.0 6.0 10.4 1.9

ガンビア	 34.0 56.4 21.4 11.9 23.5 9.5

ガーナ 18.0 37.3 15.5 10.5 20.0 6.3

ギニア 41.3 71.9 21.5 10.6 19.8 4.8

ギニアビサウ 48.7 77.8 20.7 13.2 22.1 10.6

ケニア 38.0 62.0 17.6 10.9 24.9 8.8

レソト 45.7 63.7 13.6 13.1 17.8 9.2

リベリア 70.2 .. 21.3 18.3 21.0 13.0

マダガスカル 87.8 95.2 38.1 31.1 40.4 24.0

マラウイ	 71.6 .. 14.3 11.1 16.5 12.8

マリ 50.8 78.9 30.7 20.6 31.0 17.0

モーリタニア 23.5 47.8 29.7 16.4 36.4 9.7

モーリシャス 0.4 1.8 .. .. .. ..

モザンビーク 55.8 79.2 17.5 10.5 23.0 6.4

ナミビア 22.0 41.6 19.8 12.8 21.5 6.9

ニジェール 40.8 76.1 39.7 25.4 14.3 26.2

ナイジェリア	 60.1 80.9 34.5 24.7 41.9 15.6

ルワンダ 63.0 82.3 12.4 6.2 15.5 5.2

サントメ・プリンシペ 42.2 72.0 15.4 13.7 17.8 6.8

セネガル	 34.1 60.3 19.1 12.2 20.8 9.6

セイシェル 0.2 1.3 .. .. .. ..

シエラレオネ 56.6 82.5 21.8 19.3 21.5 14.9

ソマリア .. .. 39.5 21.1 42.0 13.9

南アフリカ	 9.4 26.2 11.4 11.7 .. ..

南スーダン .. .. 29.1 22.8 32.1 20.5

スーダン .. .. 35.4 32.7 40.0 16.5

スーダン（旧） 17.2 40.2 .. .. .. ..

スワジランド 39.8 59.6 6.2 4.2 8.4 3.6

トーゴ 52.5 72.8 19.4 10.3 21.0 8.8

ウガンダ	 37.0 63.1 15.2 6.9 18.1 8.4

タンザニア	 43.5 73.0 14.6 9.2 21.5 9.3

ザンビア 73.2 .. 15.7 13.0 15.7 10.7

ジンバブエ .. .. 10.7 8.4 12.0 5.7

表A１（続き）
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表A２
経済と労働人口に占める農業の比重、肥料使用度、農地規模、農業への女性の参画

農業付加
価値率

農業労働
人口比率

肥料
使用度

農業事業体の割合
（農地規模区分別）

農業労働人口
に占める女性

の割合

女性労働人口
に占める農業
労働人口の

割合1ha未満 1〜2ha 2〜5ha 5ha超

（%） （kg/ha） （%） （%）

世界 3.6 38.3 124.0 72.0 12.4 9.6 6.1 39.3 40.2

低・中所得国 10.1 45.2 126.0 73.8 12.1 9.3 4.7 40.5 48.1

東アジア・太平洋 10.8 54.4 321.5 87.0 7.4 4.4 1.3 46.7 57.0

米領サモア .. 26.1 .. 57.3 26.3 13.1 3.3 33.3 22.2

カンボジア 35.6 64.2 14.0 .. .. .. .. 51.0 67.9

中国（本土） 10.1 58.7 520.9 93.0 4.9 1.7 0.4 45.5 61.7

北朝鮮 .. 20.9 .. .. .. .. .. 46.5 21.0

フィジー 12.0 34.7 23.5 43.3 11.8 19.6 25.3 21.9 23.1

インドネシア 14.5 38.7 99.6 70.8 16.8 11.0 1.4 39.4 41.7

キリバス .. 21.2 .. .. .. .. .. 27.3 13.6

ラオス 28.1 74.2 .. 38.3 35.2 26.5 .. 52.0 77.1

マレーシア	 10.0 10.7 253.7 .. .. .. .. 20.6 5.7

マーシャル .. 23.1 0.0 .. .. .. .. 16.7 9.1

ミクロネシア .. 21.2 .. .. .. .. .. 27.3 13.6

モンゴル	 16.3 15.7 22.0 .. .. .. .. 48.3 15.1

ミャンマー	 .. 65.7 11.0 33.7 23.3 29.9 13.2 48.6 68.4

パラオ	 5.2 18.2 .. .. .. .. .. 50.0 25.0

パプアニューギニア .. 66.8 29.9 .. .. .. .. 55.8 76.4

フィリピン	 11.8 31.4 66.6 40.1 28.0 23.5 8.4 24.3 19.2

サモア	 .. 24.7 0.4 19.0 31.9 30.0 19.2 33.3 24.0

ソロモン諸島	 .. 66.5 .. .. .. .. .. 47.8 80.2

タイ	 12.3 45.4 123.5 19.7 22.5 37.2 20.5 44.6 43.4

東ティモール	 18.4 78.8 .. .. .. .. .. 45.2 86.8

トンガ	 19.2 25.6 142.8 .. .. .. .. 36.4 21.1

ツバル 25.4 25.0 .. .. .. .. .. 0.0 0.0

バヌアツ	 28.0 27.9 .. .. .. .. .. 46.2 27.3

ベトナム 19.7 61.4 196.7 84.9 9.9 4.7 0.5 48.8 62.0

ヨーロッパ・中央アジア 6.6 12.9 39.8 44.3 17.0 22.6 16.1 39.2 57.0

アルバニア 21.8 39.2 80.3 59.9 30.1 10.0 .. 41.7 38.7

アルメニア 21.6 9.0 25.3 .. .. .. .. 12.1 2.4

アゼルバイジャン 5.5 21.2 12.9 .. .. .. .. 52.5 23.8

ベラルーシ 9.8 7.6 274.7 .. .. .. .. 16.4 2.5

ボスニア・ヘルツェゴビナ 7.7 1.7 85.0 .. .. .. .. 59.4 2.1
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農業付加
価値率

農業労働
人口比率

肥料
使用度

農業事業体の割合
（農地規模区分別）

農業労働人口
に占める女性

の割合

女性労働人口
に占める農業
労働人口の

割合1ha未満 1〜2ha 2〜5ha 5ha超

（%） （kg/ha） （%） （%）

ブルガリア 5.4 2.9 111.9 77.0 .. 19.8 3.2 27.2 1.7

ジョージア 8.6 13.5 23.6 70.2 23.0 5.2 1.6 34.4 10.0

カザフスタン 4.7 12.8 1.7 .. .. .. .. 22.2 5.8

キルギスタン 19.2 19.0 20.6 85.3 6.9 5.0 2.8 28.3 12.7

ラトビア .. 8.3 83.2 0.0 6.1 19.8 74.1 23.2 3.9

リトアニア .. 6.7 89.7 0.2 7.8 47.1 44.9 21.4 2.8

モンテネグロ 8.8 10.6 12.0 .. .. .. .. 37.5 8.8

モルドバ 13.4 12.6 12.4 .. .. .. .. 27.4 6.5

ルーマニア 6.0 7.5 49.7 49.5 20.0 22.9 7.5 40.9 6.7

ロシア 3.9 7.3 16.0 .. .. .. .. 22.7 3.3

セルビア 9.0 10.7 127.9 27.5 18.7 31.3 22.4 36.5 8.6

タジキスタン 26.6 25.0 49.7 .. .. .. .. 52.1 28.5

マケドニア
旧ユーゴスラビア共和国 10.4 6.0 57.7 .. .. .. .. 29.8 4.6

トルコ 9.0 29.6 89.1 17.0 17.5 30.9 34.6 55.2 62.3

トルクメニスタン 14.5 28.3 .. .. .. .. .. 53.5 32.0

ウクライナ	 9.3 9.1 36.6 .. .. .. .. 25.1 4.6

ウズベキスタン 18.9 19.2 173.9 .. .. .. .. 42.5 17.8

ラテンアメリカ・カリブ海 5.2 13.5 110.9 17.2 9.0 25.3 48.5 21.1 6.7

アンティグア・バーブーダ 2.2 20.0 2.9 .. .. .. .. 25.0 11.8

アルゼンチン 6.9 6.9 40.7 .. .. 15.1 84.9 10.8 1.8

ベリーズ 15.0 23.0 8.6 .. .. .. .. 2.9 1.8

ボリビア 13.0 40.0 158.2 .. .. .. .. 41.7 36.4

ブラジル 5.3 9.4 71.6 10.6 9.7 16.5 63.2 24.4 5.1

チリ 3.4 12.4 318.5 14.6 10.2 17.7 57.5 15.1 4.9

コロンビア 6.3 13.2 332.1 18.1 13.5 21.2 47.2 25.2 7.1

コスタリカ 6.1 13.7 264.8 .. .. .. .. 13.8 5.3

キューバ .. 10.3 34.7 .. .. .. .. 19.3 5.0

ドミニカ国 16.9 18.8 17.0 53.2 21.3 18.3 7.2 33.3 15.4

ドミニカ共和国 6.3 9.0 59.1 .. .. .. .. 35.0 7.0

エクアドル 9.1 16.6 117.9 29.5 14.0 20.1 36.5 26.1 10.5

エルサルバドル 11.9 20.9 135.4 .. .. .. .. 9.7 4.9

グレナダ 5.6 19.1 .. 85.0 7.5 5.4 2.2 22.2 10.5

グアテマラ	 11.2 36.8 97.8 78.5 10.4 6.0 5.1 9.6 9.1

ガイアナ 21.5 13.5 28.9 .. .. .. .. 7.8 2.9

ハイチ .. 56.6 .. .. .. .. .. 23.8 41.4

ホンジュラス 14.8 21.2 58.2 .. .. 54.7 45.3 21.2 14.3

ジャマイカ .. 16.2 39.7 69.4 15.2 11.9 3.5 27.7 10.2

表A２（続き）
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農業付加
価値率

農業労働
人口比率

肥料
使用度

農業事業体の割合
（農地規模区分別）

農業労働人口
に占める女性

の割合

女性労働人口
に占める農業
労働人口の

割合1ha未満 1〜2ha 2〜5ha 5ha超

（%） （kg/ha） （%） （%）

メキシコ 3.5 14.3 73.2 .. .. .. .. 12.7 4.7

ニカラグア	 18.3 12.6 39.0 12.4 9.2 18.6 59.7 7.7 3.0

パナマ	 3.5 14.0 50.0 52.7 10.3 11.6 25.4 3.2 1.2

パラグアイ 18.1 23.5 86.0 9.7 10.1 20.1 60.0 7.2 3.7

ペルー .. 22.6 74.0 .. .. 69.6 30.4 31.9 16.1

セントルシア 2.9 20.0 42.6 62.8 18.0 14.8 4.5 22.2 10.8

セントビンセントおよび	
グレナディーン諸島 7.2 20.0 .. 72.8 14.9 9.6 2.6 27.3 13.0

スリナム	 7.1 16.1 138.2 .. .. .. .. 24.2 10.5

ウルグアイ 10.2 10.8 177.6 .. .. 11.0 89.0 14.8 3.5

ベネズエラ .. 4.5 134.6 8.5 14.1 25.7 51.6 6.4 0.7

 

中東・北アフリカ 11.2 19.5 58.5 59.0 11.4 13.8 15.8 47.6 33.0

アルジェリア 9.3 19.7 17.4 21.8 12.6 23.4 42.2 52.5 28.6

ジブチ .. 72.3 .. .. .. .. .. 46.3 76.9

エジプト 14.5 22.6 454.9 87.1 8.0 3.8 1.1 40.8 35.3

イラン .. 20.0 31.7 47.5 12.1 18.4 22.1 50.2 31.6

イラク .. 4.4 43.8 .. .. .. .. 52.9 12.7

ヨルダン 3.1 5.4 632.2 53.7 32.5 7.4 6.4 65.3 19.4

レバノン 6.1 1.4 174.8 72.7 14.1 10.0 3.2 30.8 1.7

リビア	 .. 2.4 24.6 14.4 10.1 25.0 50.6 74.1 6.5

モロッコ 14.4 22.8 32.6 25.4 18.2 27.5 28.9 49.7 46.2

パレスチナ占領地区 5.3 6.7 .. .. .. .. .. 74.8 19.3

シリア .. 18.4 30.8 .. .. .. .. 63.8 53.3

チュニジア 9.2 19.3 26.7 .. .. .. .. 32.4 21.8

イエメン .. 34.7 11.3 73.4 10.5 9.1 7.0 40.6 54.7

南アジア 18.1 50.5 157.9 61.8 19.0 14.4 4.7 35.0 58.8

アフガニスタン 24.6 58.4 5.0 .. .. .. .. 34.3 81.4

バングラデシュ 17.1 41.6 229.6 .. .. .. .. 52.7 53.8

ブータン	 17.0 92.7 11.3 .. .. .. .. 34.4 98.3

インド 17.5 52.5 161.3 62.9 18.9 13.9 4.3 32.5 59.0

モルディブ 4.2 12.5 63.9 .. .. .. .. 40.9 11.8

ネパール 36.5 92.9 27.2 74.9 17.5 6.8 0.8 50.1 97.7

パキスタン	 24.5 37.1 175.9 36.1 21.5 28.1 14.3 31.9 53.5

スリランカ 11.0 41.3 128.1 .. .. .. .. 37.9 39.8

サハラ以南アフリカ 15.7 56.5 14.9 61.8 21.5 12.7 4.1 48.9 60.1

アンゴラ 7.2 68.2 8.3 .. .. .. .. 55.6 79.4

表A２（続き）
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農業付加
価値率

農業労働
人口比率

肥料
使用度

農業事業体の割合
（農地規模区分別）

農業労働人口
に占める女性

の割合

女性労働人口
に占める農業
労働人口の

割合1ha未満 1〜2ha 2〜5ha 5ha超

（%） （kg/ha） （%） （%）

ベナン 36.0 40.5 9.9 .. .. .. .. 40.1 38.6

ボツワナ 2.9 41.3 53.2 .. .. .. .. 57.5 55.0

ブルキナファソ	 35.3 92.0 10.2 12.9 19.5 41.2 26.4 48.2 93.2

ブルンジ 40.6 88.5 3.7 .. .. .. .. 55.8 97.2

カーボベルデ	 23.2 42.6 8.1 .. .. .. .. 46.6 47.0

カメルーン 8.1 15.0 .. .. .. .. .. 40.0 14.3

中央アフリカ 54.3 59.1 .. .. .. .. .. 49.6 65.7

チャド 55.8 61.0 .. .. .. .. .. 57.6 71.8

コモロ 38.2 67.7 .. .. .. .. .. 52.2 80.4

コンゴ共和国 3.9 28.9 4.9 .. .. .. .. 55.2 39.5

コートジボワール 22.5 33.8 10.1 42.1 14.2 19.3 24.4 35.6 39.4

コンゴ民主共和国 21.8 55.3 1.1 86.7 10.4 2.9 .. 49.0 70.7

エリトリア .. 72.3 0.9 .. .. .. .. 42.9 77.1

エチオピア 48.0 75.1 20.6 62.9 24.3 11.9 1.0 45.0 70.3

ガボン 4.0 23.8 6.7 .. .. .. .. 49.0 26.7

ガンビア	 .. 74.6 7.9 .. .. .. .. 54.4 85.5

ガーナ 23.0 53.4 14.2 .. .. .. .. 45.2 48.2

ギニア 20.5 78.0 2.3 34.1 31.0 28.0 6.8 50.3 82.2

ギニアビサウ 48.3 77.9 .. 70.2 17.6 10.1 2.1 45.9 94.0

ケニア 29.2 68.5 36.5 .. .. .. .. 48.5 71.1

レソト 8.3 37.7 .. 46.8 29.2 20.4 3.5 64.8 48.7

リベリア 38.8 59.6 .. .. .. .. .. 43.7 64.9

マダガスカル 28.2 68.0 2.2 .. .. .. .. 53.3 73.3

マラウイ	 28.7 77.2 33.8 77.7 17.3 5.0 .. 59.7 93.6

マリ 42.3 72.2 22.1 .. .. .. .. 36.1 69.3

モーリタニア 15.7 49.4 .. .. .. .. .. 56.0 62.6

モーリシャス 3.5 7.1 199.5 .. .. .. .. 25.0 4.7

モザンビーク 28.9 79.5 6.8 53.8 30.4 14.0 1.8 65.2 93.5

ナミビア 8.7 30.7 5.7 14.4 24.5 48.9 12.2 43.5 28.1

ニジェール 39.4 81.6 0.8 .. .. .. .. 36.8 97.0

ナイジェリア	 22.1 22.0 4.3 .. .. .. .. 41.2 23.9

ルワンダ 33.4 88.7 1.2 .. .. .. .. 56.8 95.8

サントメ・プリンシペ .. 54.9 .. .. .. .. .. 51.3 66.7

セネガル	 16.7 68.9 7.8 20.9 16.5 32.5 30.0 48.5 75.0

セイシェル 2.1 71.1 21.1 .. .. .. .. 50.0 76.2

シエラレオネ 56.7 57.6 .. .. .. .. .. 61.8 70.7

ソマリア .. 63.6 .. .. .. .. .. 45.9 74.0

南アフリカ	 2.5 5.6 56.7 .. .. .. .. 29.5 3.5

南スーダン .. 47.6 .. .. .. .. .. 40.9 60.2

表A２（続き）
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農業付加
価値率

農業労働
人口比率

肥料
使用度

農業事業体の割合
（農地規模区分別）

農業労働人口
に占める女性

の割合

女性労働人口
に占める農業
労働人口の

割合1ha未満 1〜2ha 2〜5ha 5ha超

（%） （kg/ha） （%） （%）

スーダン .. 47.6 .. .. .. .. .. 40.8 60.2

スーダン（旧） 28.7 .. 3.6 .. .. .. .. .. ..

スワジランド .. 26.2 .. .. .. .. .. 51.8 27.8

トーゴ .. 50.9 7.4 .. .. .. .. 42.4 56.3

ウガンダ 25.9 72.4 1.3 49.2 24.2 17.4 9.2 49.3 74.6

タンザニア 28.7 73.8 5.4 .. .. .. .. 55.1 82.2

ザンビア 10.3 60.7 30.6 .. .. .. .. 46.2 64.3

ジンバブエ 13.2 53.7 30.1 .. .. .. .. 51.9 65.1

高所得国 1.4 2.7 117.6 32.6 17.5 16.0 33.9 34.4 2.1

アンドラ .. 5.3 .. .. .. .. .. 50.0 6.3

アルバ .. 20.0 .. .. .. .. .. 22.2 10.5

オーストラリア 2.4 3.7 45.0 .. .. .. .. 47.9 3.8

オーストリア 1.5 2.8 100.2 .. 14.6 21.8 63.6 45.2 2.7

バハマ 2.3 1.9 .. 36.3 24.8 20.5 18.4 0.0 0.0

バーレーン .. 0.5 424.4 .. .. .. .. 0.0 0.0

バルバドス 1.5 2.3 124.0 95.0 2.8 1.1 1.1 50.0 2.5

ベルギー	 0.8 1.1 278.7 .. 17.2 13.6 69.2 32.1 0.8

バミューダ 0.8 0.0 .. .. .. .. .. .. 0.0

ブルネイ 0.7 0.0 101.8 .. .. .. .. .. 0.0

カナダ	 .. 1.5 66.5 .. 2.5 3.3 94.2 56.6 1.8

ケイマン諸島 .. 19.2 .. .. .. .. .. 20.0 9.1

中国（香港） 0.1 0.2 682.8 .. .. .. .. 49.3 0.1

中国（マカオ） 0.0 0.0 .. .. .. .. .. 47.9 0.0

クロアチア 4.5 3.3 282.9 50.6 16.0 19.1 14.3 27.4 2.0

キプロス .. 4.4 137.8 54.8 16.7 16.0 12.5 38.5 3.8

チェコ 2.6 5.5 98.4 29.0 15.4 17.2 38.4 21.1 2.6

デンマーク 1.8 2.2 112.8 .. 1.7 1.8 96.5 24.6 1.1

赤道ギニア .. 62.2 .. .. .. .. .. 42.9 85.4

エストニア 4.1 8.1 72.8 19.5 20.4 24.0 36.0 24.1 3.9

フェロー諸島 .. 3.8 .. .. .. .. .. 0.0 0.0

フィンランド 2.6 3.0 154.2 .. 3.4 7.1 89.5 35.4 2.2

フランス 1.9 1.7 133.7 .. 16.8 12.3 70.9 33.1 1.2

仏領ポリネシア	 .. 24.0 28.2 77.0 11.8 6.2 5.0 36.7 22.4

ドイツ 0.9 1.3 195.2 .. 8.0 16.9 75.1 35.4 1.0

ギリシャ 3.7 10.4 79.2 .. 49.0 27.7 23.2 53.6 13.3

グリーンランド .. 0.0 .. .. .. .. .. .. 0.0

グアム	 .. 21.4 .. 30.1 15.7 27.5 26.8 27.8 14.3

ハンガリー 4.5 6.5 87.9 27.0 13.3 19.2 40.6 20.9 3.0

表A２（続き）
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農業付加
価値率

農業労働
人口比率

肥料
使用度

農業事業体の割合
（農地規模区分別）

農業労働人口
に占める女性

の割合

女性労働人口
に占める農業
労働人口の

割合1ha未満 1〜2ha 2〜5ha 5ha超

（%） （kg/ha） （%） （%）

アイスランド 7.7 5.6 161.4 .. .. .. .. 9.1 1.1

アイルランド	 1.5 5.6 424.1 .. 2.2 6.1 91.8 7.4 0.9

イスラエル .. 1.4 238.1 .. .. .. .. 21.7 0.7

イタリア 2.2 2.7 99.9 38.1 19.2 20.6 22.2 47.0 2.9

日本 1.2 1.7 244.8 68.5 20.0 9.1 2.4 39.6 1.6

クウェート 0.4 1.0 462.2 .. .. .. .. 0.0 0.0

リヒテンシュタイン .. 0.0 .. .. .. .. .. .. 0.0

ルクセンブルグ	 0.4 1.2 301.3 .. 12.5 10.0 77.6 33.3 0.9

マルタ .. 1.1 89.5 76.0 14.7 8.0 1.4 0.0 0.0

モナコ .. 0.0 .. .. .. .. .. .. 0.0

オランダ 1.8 2.2 273.7 .. 15.9 15.4 68.7 37.7 1.8

ニューカレドニア .. 27.7 110.8 .. .. .. .. 38.7 28.6

ニュージーランド	 .. 7.6 1323.8 .. .. 16.8 83.2 36.7 5.9

北マリアナ諸島 .. 22.2 .. 26.2 27.6 27.6 18.7 16.7 9.1

ノルウェー	 1.2 3.0 182.5 1.6 3.5 15.4 79.5 41.5 2.6

オマーン 1.2 27.0 274.2 .. .. .. .. 5.6 9.1

ポーランド 3.2 15.4 181.4 33.3 17.6 21.5 27.6 34.1 11.5

ポルトガル	 2.2 8.5 92.1 26.9 27.7 24.2 21.2 68.3 12.3

プエルトリコ 0.8 0.9 .. .. .. 52.7 47.3 7.7 0.2

カタール 0.1 0.5 8043.2 68.8 5.3 6.0 19.9 0.0 0.0

韓国 2.5 4.0 337.7 59.5 30.7 9.8 .. 43.0 4.2

サンマリノ .. 6.7 .. .. .. .. .. 0.0 0.0

サウジアラビア 1.8 3.9 185.4 .. .. .. .. 4.8 1.2

シンガポール	 0.0 0.0 3129.5 .. .. .. .. 0.0 0.0

スロバキア 3.6 6.4 93.0 70.1 11.5 10.2 8.1 19.7 2.8

スロベニア 2.2 0.5 239.4 28.4 12.8 23.2 35.6 40.0 0.4

スペイン 2.4 3.6 91.9 25.8 14.9 21.6 37.7 38.4 3.2

スウェーデン 1.5 2.0 74.1 .. 3.4 8.6 88.0 37.9 1.6

スイス 0.7 3.0 201.4 19.7 7.1 11.1 62.1 46.3 3.0

トリニダード・トバゴ	 0.6 6.1 252.7 35.5 18.0 33.7 12.8 15.9 2.2

タークス・カイコス諸島 .. 20.0 .. .. .. .. .. 33.3 16.7

アラブ首長国連邦 0.7 2.6 354.8 .. .. .. .. 0.0 0.0

イギリス	 0.7 1.4 238.2 .. 13.9 9.2 76.9 25.8 0.8

米国 1.3 1.4 125.4 .. .. 10.7 89.3 26.9 0.8

英領ヴァージン諸島 .. 18.8 .. .. 49.7 22.5 27.7 33.3 12.0

表A２（続き）
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表A３
社会扶助の受給率（人口集団別）

社会扶助の受給率

総人口 居住地別 農村部
所得五分位区分別

都市部
所得五分位区分別

農村部 都市部 最貧層 最富裕層 最貧層 最富裕層

（%） （%） （%） （%）

低・中所得国 25.7 30.5 24.5 35.1 20.3 39.6 11.8

東アジア・太平洋（中国を除く） 39.8 46.8 35.1 60.6 32.1 61.9 16.4

米領サモア .. .. .. .. .. .. ..

カンボジア 0.5 0.4 1.0 0.2 0.2 0.0 3.1

中国（本土） .. .. .. .. .. .. ..

北朝鮮 .. .. .. .. .. .. ..

フィジー 9.6 .. .. .. .. .. ..

インドネシア 41.1 50.7 30.9 64.1 30.1 64.6 3.8

キリバス	 4.6 5.9 3.0 7.9 5.3 0.0 2.8

ラオス	 .. .. .. .. .. .. ..

マレーシア	 82.8 93.0 77.7 97.1 87.8 87.6 68.1

マーシャル .. .. .. .. .. .. ..

ミクロネシア 6.3 .. .. .. .. .. ..

モンゴル	 83.2 84.5 82.2 92.1 72.1 91.1 69.0

ミャンマー	 .. .. .. .. .. .. ..

パラオ	 .. .. .. .. .. .. ..

パプアニューギニア 3.4 3.3 4.2 1.6 6.3 2.9 4.7

フィリピン	 27.4 .. .. .. .. .. ..

サモア	 .. .. .. .. .. .. ..

ソロモン諸島	 1.6 1.5 2.0 1.3 4.1 0.5 1.4

タイ	 70.4 74.6 61.0 87.6 63.7 75.1 52.9

東ティモール	 26.3 23.9 32.8 25.4 24.5 28.0 34.3

トンガ	 .. .. .. .. .. .. ..

ツバル .. .. .. .. .. .. ..

バヌアツ	 .. .. .. .. .. .. ..

ベトナム 20.9 23.9 12.5 45.5 12.8 25.7 6.9

ヨーロッパ・中央アジア 32.4 39.6 28.7 57.4 24.3 44.7 18.4

アルバニア 33.2 39.3 26.8 49.5 25.7 39.2 17.3

アルメニア 23.0 27.3 20.7 37.0 17.4 32.7 16.1

アゼルバイジャン 87.5 79.1 95.1 79.4 80.6 95.5 92.9

ベラルーシ 58.3 56.6 58.9 65.6 45.4 69.8 46.7

ボスニア・ヘルツェゴビナ 20.5 21.5 18.9 22.5 20.7 20.5 16.2

ブルガリア 39.5 44.1 37.6 64.4 27.9 54.2 22.8

ジョージア 31.3 38.8 23.9 53.2 26.5 46.2 14.5

カザフスタン 29.1 31.7 27.2 50.9 18.0 35.0 22.1

キルギスタン 8.5 11.7 4.3 20.3 2.7 5.9 2.2
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社会扶助の受給率

総人口 居住地別 農村部
所得五分位区分別

都市部
所得五分位区分別

農村部 都市部 最貧層 最富裕層 最貧層 最富裕層

（%） （%） （%） （%）

ラトビア 40.2 40.5 40.1 46.1 41.9 36.0 40.2

リトアニア 58.7 65.5 55.3 72.1 57.4 65.6 42.8

モルドバ 33.8 35.5 31.4 43.0 30.1 37.3 20.3

ルーマニア 55.4 56.1 54.8 79.8 32.8 79.0 32.8

ロシア 28.2 39.4 24.1 58.7 20.1 38.2 14.8

セルビア 11.9 13.2 10.8 20.1 7.1 24.5 4.7

タジキスタン 9.7 11.5 4.5 16.6 8.1 2.0 3.5

マケドニア旧ユーゴスラビア共和国 .. .. .. .. .. .. ..

トルコ 21.2 33.3 15.6 69.2 9.1 44.1 2.2

トルクメニスタン .. .. .. .. .. .. ..

ウクライナ	 47.4 52.6 44.9 54.4 48.3 51.8 33.3

ウズベキスタン .. .. .. .. .. .. ..

 

ラテンアメリカ・カリブ海 34.4 59.1 31.2 72.1 34.9 56.4 11.0

アンティグア・バーブーダ .. .. .. ..

アルゼンチン 9.4 .. .. .. ..

ベリーズ 16.3 14.9 17.6 17.6 9.9 20.0 11.4

ボリビア 54.4 66.2 48.2 74.8 54.0 63.2 31.0

ブラジル 21.1 39.7 17.6 71.3 8.0 46.1 2.6

チリ 83.2 88.7 82.3 95.7 71.7 95.6 53.6

コロンビア 41.7 55.0 38.1 66.1 35.7 60.5 14.0

コスタリカ 44.6 36.5 55.9 60.4 8.4 76.3 26.9

キューバ .. .. .. .. .. .. ..

ドミニカ国 8.0 5.7 9.3 5.9 2.5 13.5 4.2

ドミニカ共和国 23.7 29.4 21.0 41.0 14.3 33.9 4.0

エクアドル 64.7 85.1 54.2 91.7 68.3 77.7 18.6

エルサルバドル 42.6 63.9 30.2 76.7 42.9 51.0 6.9

グレナダ .. .. .. .. .. .. ..

グアテマラ	 48.3 59.5 36.2 62.3 47.2 56.0 8.0

ガイアナ .. .. .. .. .. .. ..

ハイチ 0.8 0.7 0.8 0.9 0.6 1.2 1.9

ホンジュラス 49.3 61.4 34.6 65.9 47.4 48.7 19.0

ジャマイカ 67.3 74.5 61.7 85.6 53.8 85.9 40.1

メキシコ 48.9 77.8 40.5 87.3 52.2 63.5 13.8

ニカラグア	 47.2 36.0 61.5 55.1 16.9 70.2 50.0

パナマ	 52.0 70.2 41.9 80.9 47.7 68.3 12.0

パラグアイ 40.1 51.8 31.9 62.0 30.7 49.3 13.1

ペルー 57.0 78.0 45.1 87.3 56.7 72.0 12.2

表A３（続き）
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社会扶助の受給率

総人口 居住地別 農村部
所得五分位区分別

都市部
所得五分位区分別

農村部 都市部 最貧層 最富裕層 最貧層 最富裕層

（%） （%） （%） （%）

セントルシア	 .. .. .. .. .. .. ..

セントビンセントおよびグレナディーン諸島 .. .. .. .. .. .. ..

スリナム	 .. .. .. .. .. .. ..

ウルグアイ 42.2 53.2 41.3 84.8 19.3 84.6 3.9

ベネズエラ 4.7 .. .. .. ..

中東・北アフリカ 46.3 41.8 49.6 46.2 35.1 60.2 35.1

アルジェリア .. .. .. .. .. ..

ジブチ 10.8 45.8 4.1 55.3 30.9 6.1 2.7

エジプト 44.9 48.1 40.5 51.4 50.4 64.0 20.3

イラン .. .. .. .. .. ..

イラク 80.0 81.5 79.4 87.0 72.6 86.2 66.3

ヨルダン 65.7 86.8 61.2 94.0 71.1 79.9 27.7

レバノン .. .. .. .. .. ..

リビア	 .. .. .. .. .. ..

モロッコ	 36.8 44.9 30.9 50.6 34.7 44.3 14.7

パレスチナ占領地区	 11.5 18.6 7.4 19.3 13.2 14.5 1.9

シリア .. .. .. .. .. ..

チュニジア .. .. .. .. .. ..

イエメン 13.4 14.6 10.0 17.2 12.8 14.7 7.6

 

南アジア 17.1 26.1 10.7 27.3 16.4 18.4 3.8

アフガニスタン 15.3 18.4 3.5 24.0 12.0 4.8 1.7

バングラデシュ 14.6 17.8 5.3 25.9 9.7 11.9 2.0

ブータン	 1.0 1.2 0.4 1.9 0.9 0.3 0.7

インド 17.2 28.4 11.1 28.0 17.9 19.8 2.9

モルディブ 3.8 1.5 3.1 1.4 0.8 3.6 2.0

ネパール 38.7 41.5 27.0 51.2 29.9 31.8 25.5

パキスタン	 12.6 13.2 11.2 11.6 10.7 15.3 9.1

スリランカ 29.7 33.2 16.0 59.3 8.4 22.8 3.5

 .. ..

サハラ以南アフリカ 18.9 19.9 17.4 21.6 16.4 21.5 10.1

アンゴラ	 .. .. .. .. .. ..

ベナン .. .. .. .. .. ..

ボツワナ 70.3 73.3 68.1 89.5 45.4 91.2 37.5

ブルキナファソ	 34.3 29.9 53.9 29.5 30.3 62.6 45.5

ブルンジ .. .. .. .. .. ..

カーボベルデ	 21.9 25.2 19.3 26.6 18.6 17.2 22.9

カメルーン 1.4 0.5 2.4 0.2 0.7 1.1 2.6

表A３（続き）
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社会扶助の受給率

総人口 居住地別 農村部
所得五分位区分別

都市部
所得五分位区分別

農村部 都市部 最貧層 最富裕層 最貧層 最富裕層

（%） （%） （%） （%）

中央アフリカ .. .. .. .. .. ..

チャド .. .. .. .. .. ..

コモロ .. .. .. .. .. ..

コンゴ共和国 0.9 5.1 6.3 0.7 0.0 2.2 1.7

コートジボワール 5.8 0.4 1.3 2.4 2.7 4.3 13.0

コンゴ民主共和国	 5.5 3.8 8.4 3.8 4.6 7.3 5.1

エリトリア .. .. .. .. .. ..

エチオピア 13.2 15.0 4.4 17.7 10.9 6.8 2.3

ガボン 44.8 35.2 47.2 36.9 25.4 56.6 28.5

ガンビア	 2.9 2.1 3.8 0.7 3.5 3.6 4.1

ガーナ 6.1 5.8 6.5 6.5 4.8 6.3 4.6

ギニア .. .. .. .. .. ..

ギニアビサウ .. .. .. .. .. ..

ケニア 20.0 22.6 9.8 35.0 13.6 14.2 8.5

レソト 51.6 58.5 32.8 65.5 46.9 55.4 16.0

リベリア 61.2 68.7 44.1 67.2 73.7 41.3 39.9

マダガスカル 0.9 0.9 1.1 2.3 0.5 1.3 0.8

マラウイ	 20.2 19.5 23.8 20.0 17.5 23.8 11.5

マリ .. .. .. .. .. ..

モーリタニア 33.5 34.4 32.5 28.5 38.5 30.9 30.5

モーリシャス 40.6 .. .. .. .. .. ..

モザンビーク 5.4 6.4 3.1 9.2 4.2 4.4 2.2

ナミビア 9.8 12.6 4.6 21.6 6.5 10.0 3.7

ニジェール 2.7 2.9 2.0 2.8 2.5 2.2 0.5

ナイジェリア	 1.7 1.7 1.5 1.0 2.5 2.5 0.7

ルワンダ 1.4 1.6 0.3 0.5 2.9 0.3 1.0

サントメ・プリンシペ .. .. .. .. .. ..

セネガル 10.3 6.8 15.0 6.8 4.6 12.2 12.8

セイシェル .. .. .. .. .. ..

シエラレオネ 30.2 29.2 31.8 35.2 26.0 35.6 27.3

ソマリア .. .. .. .. .. ..

南アフリカ	 58.5 75.7 47.7 84.5 49.6 74.6 17.3

スーダン .. .. .. .. .. ..

スワジランド 51.6 61.5 20.7 72.7 41.2 29.6 10.2

トーゴ .. .. .. .. .. ..

ウガンダ	 66.8 72.6 45.9 77.6 59.9 60.7 23.1

タンザニア 77.4 77.4 77.5 78.5 74.6 82.8 69.5

ザンビア 0.6 0.7 0.4 1.2 0.4 0.4 0.2

ジンバブエ .. .. .. .. .. ..

表A３（続き）
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表A４
社会扶助給付額（人口集団別）と便益帰着

受給者１人当たりの1日平均給付額 最貧層の
受給総額の比率
（便益帰着）全受給者 居住地別 農村部

所得五分位区分別
都市部

所得五分位区分別

農村部 都市部 最貧層 最富裕層 最貧層 最富裕層

（2005年PPPドル） （%）

低・中所得国 0.32 0.20 0.42 0.14 0.37 0.30 0.92 21.5

東アジア・太平洋（中国を除く） 0.15 0.11 0.19 0.04 0.25 0.08 0.33 21.5

米領サモア .. .. .. .. .. .. .. ..

カンボジア 0.34 0.09 0.81 0.01 0.12 .. 1.23 0.2

中国（本土） .. .. .. .. .. .. .. ..

北朝鮮 .. .. .. .. .. .. .. ..

フィジー 0.65 .. .. .. .. .. .. 13.7

インドネシア .. .. .. .. .. .. .. ..

キリバス	 0.32 0.30 0.37 0.15 0.63 .. 0.02 8.8

ラオス .. .. .. .. .. .. .. ..

マレーシア	 0.21 0.23 0.20 0.21 0.25 0.15 0.33 20.8

マーシャル .. .. .. .. .. .. .. ..

ミクロネシア 1.02 .. .. .. .. .. .. 3.6

モンゴル	 0.28 0.29 0.27 0.28 0.29 0.27 0.27 22.6

ミャンマー	 .. .. .. .. .. .. .. ..

パラオ	 .. .. .. .. .. .. .. ..

パプアニューギニア 0.10 0.03 0.46 0.01 0.05 0.06 1.70 2.3

フィリピン	 0.18 .. .. .. .. .. .. 45.2

サモア	 .. .. .. .. .. .. .. ..

ソロモン諸島	 0.59 0.40 1.35 0.17 0.55 0.16 2.62 4.0

タイ	 0.00 0.00 0.01 0.00 0.01 0.00 0.02 7.4

東ティモール	 0.18 0.10 0.35 0.01 0.20 0.12 0.67 0.9

トンガ	 .. .. .. .. .. .. .. ..

ツバル .. .. .. .. .. .. .. ..

バヌアツ	 .. .. .. .. .. .. .. ..

ベトナム 0.19 0.18 0.25 0.05 0.46 0.07 0.53 13.8

ヨーロッパ・中央アジア 0.60 0.56 0.64 0.51 0.72 0.58 1.02 29.3

アルバニア 0.34 0.34 0.35 0.17 1.62 0.18 0.70 14.3

アルメニア 0.39 0.40 0.38 0.48 0.28 0.39 0.32 32.4

アゼルバイジャン 2.20 1.83 2.47 1.70 2.20 2.25 2.87 18.0

ベラルーシ 1.06 0.97 1.09 1.34 0.74 1.40 0.96 29.2

ボスニア・ヘルツェゴビナ 2.73 2.50 3.14 1.52 3.87 1.84 5.00 13.2

ブルガリア 0.74 0.81 0.70 0.53 1.24 0.63 0.87 24.5

ジョージア 0.40 0.35 0.48 0.41 0.26 0.49 0.72 37.0

カザフスタン 0.19 0.16 0.20 0.13 0.26 0.17 0.25 22.4
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受給者１人当たりの1日平均給付額 最貧層の

受給総額の比率
（便益帰着）全受給者 居住地別 農村部

所得五分位区分別
都市部

所得五分位区分別

農村部 都市部 最貧層 最富裕層 最貧層 最富裕層

（2005年PPPドル） （%）

キルギスタン 0.56 0.51 0.72 0.57 0.78 0.60 0.93 36.2

ラトビア 1.29 1.12 1.36 0.96 1.07 1.29 1.81 17.0

リトアニア 0.87 0.93 0.84 0.93 1.29 0.88 1.12 24.6

モルドバ 0.50 0.51 0.48 0.56 0.47 0.44 0.68 26.8

ルーマニア 0.51 0.52 0.50 0.60 0.58 0.54 0.62 31.7

ロシア .. .. .. .. .. .. .. ..

セルビア 1.00 0.90 1.09 0.84 1.55 0.82 2.89 30.7

タジキスタン 0.14 0.10 0.44 0.03 0.10 0.06 1.93 7.6

マケドニア旧ユーゴスラビア共和国 .. .. .. .. .. ..

トルコ 0.35 0.32 0.39 0.21 0.49 0.72 0.78 38.4

トルクメニスタン .. .. .. .. .. .. .. ..

ウクライナ	 0.65 0.55 0.71 0.63 0.50 0.72 0.78 23.3

ウズベキスタン .. .. .. .. .. .. .. ..

 

ラテンアメリカ・カリブ海 0.48 0.45 0.49 0.34 0.88 0.35 0.93 31.5

アンティグア・バーブーダ .. .. .. .. .. .. .. ..

アルゼンチン 1.01 .. .. .. .. .. .. 40.0

ベリーズ 0.08 0.06 0.09 0.12 0.02 0.02 0.25 18.7

ボリビア 0.16 0.19 0.14 0.02 0.27 0.04 0.35 9.3

ブラジル 0.68 0.57 0.73 0.41 1.84 0.47 1.33 33.2

チリ 0.46 0.79 0.41 0.61 0.64 0.45 0.20 24.1

コロンビア 0.29 0.25 0.31 0.25 0.28 0.19 1.09 21.3

コスタリカ 0.16 0.16 0.17 0.15 0.04 0.15 0.15 27.5

キューバ .. .. .. .. .. .. .. ..

ドミニカ国 0.97 0.92 0.99 0.03 3.19 0.10 6.00 2.4

ドミニカ共和国 0.24 0.27 0.22 0.21 0.40 0.20 0.27 25.7

エクアドル 0.19 0.28 0.12 0.22 0.29 0.15 0.05 27.9

エルサルバドル 0.03 0.03 0.01 0.05 0.03 0.01 0.04 43.9

グレナダ .. .. .. .. .. .. .. ..

グアテマラ	 0.23 0.23 0.22 0.17 0.28 0.17 0.41 19.5

ガイアナ .. .. .. .. .. .. .. ..

ハイチ 0.01 0.01 0.02 0.00 0.05 0.00 0.02 5.7

ホンジュラス 0.08 0.08 0.06 0.05 0.09 0.03 0.26 17.3

ジャマイカ 0.08 0.12 0.03 0.19 0.06 0.06 0.01 44.1

メキシコ 0.64 0.95 0.47 0.73 1.42 0.44 0.94 29.6

ニカラグア	 .. .. .. .. .. .. .. 48.7

パナマ	 0.04 0.07 0.01 0.04 0.02 0.00 0.07 48.7

パラグアイ 0.03 0.05 0.01 0.04 0.08 0.00 0.09 39.7

ペルー 0.05 0.10 0.00 0.11 0.05 0.01 0.00 56.4

表A４（続き）
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受給者１人当たりの1日平均給付額 最貧層の
受給総額の比率
（便益帰着）全受給者 居住地別 農村部

所得五分位区分別
都市部

所得五分位区分別

農村部 都市部 最貧層 最富裕層 最貧層 最富裕層

（2005年PPPドル） （%）

セントルシア	 .. .. .. .. .. .. .. ..

セントビンセントおよびグレナディーン諸島 .. .. .. .. .. .. .. ..

スリナム .. .. .. .. .. .. .. ..

ウルグアイ 0.33 0.32 0.33 0.33 0.31 0.34 0.38 41.5

ベネズエラ .. .. .. .. .. .. .. ..

中東・北アフリカ 0.10 0.09 0.10 0.08 0.13 0.09 0.17 21.9

アルジェリア .. .. .. .. .. .. .. ..

ジブチ 0.15 0.17 0.10 0.09 0.29 .. .. 53.8

エジプト 0.10 0.10 0.11 0.07 0.14 0.07 0.24 17.6

イラン .. .. .. .. .. .. .. ..

イラク 0.09 0.09 0.09 0.07 0.10 0.08 0.11 18.2

ヨルダン 0.22 0.25 0.22 0.26 0.42 0.19 0.54 22.7

レバノン .. .. .. .. .. .. .. ..

リビア	 .. .. .. .. .. .. .. ..

モロッコ	 .. .. .. .. .. .. .. ..

パレスチナ占領地区	 0.05 0.07 0.04 0.04 0.10 0.03 0.01 38.5

シリア .. .. .. .. .. .. .. ..

チュニジア .. .. .. .. .. .. .. ..

イエメン 0.07 0.08 0.07 0.07 0.13 0.06 0.10 22.9

 

南アジア 0.15 0.14 0.22 0.08 0.23 0.12 0.50 18.3

アフガニスタン 0.05 0.03 0.54 0.01 0.09 0.19 1.31 6.7

バングラデシュ 0.08 0.08 0.06 0.06 0.10 0.05 0.07 24.7

ブータン	 0.08 0.05 0.26 0.03 0.09 0.02 0.46 15.3

インド .. .. .. .. .. .. .. ..

モルディブ 0.35 .. .. .. .. .. .. 25.7

ネパール 0.05 0.04 0.08 0.03 0.06 0.04 0.13 15.7

パキスタン	 0.28 0.25 0.35 0.13 0.49 0.18 0.86 11.6

スリランカ 0.10 0.10 0.08 0.09 0.20 0.08 0.15 32.5

 

サハラ以南アフリカ 0.21 0.12 0.37 0.06 0.27 0.20 1.36 9.4

アンゴラ .. .. .. .. .. .. .. ..

ベナン .. .. .. .. .. .. .. ..

ボツワナ 0.33 0.28 0.36 0.20 0.44 0.20 0.83 16.6

ブルキナファソ	 0.13 0.05 0.35 0.01 0.09 0.13 0.83 2.5

ブルンジ .. .. .. .. .. .. .. ..

カーボベルデ	 0.72 0.63 0.73 0.02 1.09 0.37 1.37 0.8

カメルーン 0.29 0.26 0.32 0.17 0.42 0.18 0.37 14.8

中央アフリカ .. .. .. .. .. .. .. ..

表A４（続き）
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受給者１人当たりの1日平均給付額 最貧層の

受給総額の比率
（便益帰着）全受給者 居住地別 農村部

所得五分位区分別
都市部

所得五分位区分別

農村部 都市部 最貧層 最富裕層 最貧層 最富裕層

（2005年PPPドル） （%）

チャド .. .. .. .. .. .. .. ..

コモロ .. .. .. .. .. .. .. ..

コンゴ共和国 1.44 0.43 1.65 0.73 0.36 0.61 4.33 10.5

コートジボワール .. .. .. .. .. .. .. ..

コンゴ民主共和国	 0.01 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.01 4.5

エリトリア .. .. .. .. .. .. .. ..

エチオピア .. .. .. .. .. .. .. ..

ガボン 0.03 0.03 0.03 0.02 0.06 0.01 0.13 5.8

ガンビア	 0.07 0.02 0.10 0.03 0.04 0.05 0.16 2.1

ガーナ 0.01 0.02 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 11.7

ギニア .. .. .. .. .. .. .. ..

ギニアビサウ .. .. .. .. .. .. .. ..

ケニア 0.07 0.05 0.33 0.02 0.13 0.03 1.45 7.9

レソト 0.19 0.19 0.20 0.14 0.32 0.12 0.54 17.3

リベリア 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0

マダガスカル 0.17 0.21 0.04 0.04 1.75 0.01 0.04 8.9

マラウイ	 0.01 0.01 0.02 0.00 0.01 0.00 0.15 10.8

マリ .. .. .. .. .. .. .. ..

モーリタニア 1.58 1.26 2.01 0.48 2.82 0.89 4.31 7.2

モーリシャス 1.96 .. .. .. .. .. .. 14.2

モザンビーク .. .. .. .. .. .. .. ..

ナミビア .. .. .. .. .. .. .. ..

ニジェール .. .. .. .. .. .. .. ..

ナイジェリア	 0.04 0.02 0.08 0.00 0.02 0.05 0.11 11.1

ルワンダ 0.06 0.04 0.42 0.01 0.07 0.02 0.69 0.9

サントメ・プリンシペ .. .. .. .. .. .. .. ..

セネガル 0.15 0.04 0.22 0.06 0.06 0.04 0.55 3.6

セイシェル .. .. .. .. .. .. .. ..

シエラレオネ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15.1

ソマリア .. .. .. .. .. .. .. ..

南アフリカ	 1.16 1.07 1.29 0.76 1.54 0.82 5.99 20.8

スーダン .. .. .. .. .. .. .. ..

スワジランド 0.18 0.14 0.56 0.09 0.37 0.12 1.15 13.7

トーゴ .. .. .. .. .. .. .. ..

ウガンダ	 .. .. .. .. .. .. .. ..

タンザニア 0.01 0.01 0.01 0.00 0.03 0.00 0.04 4.1

ザンビア .. .. .. .. .. .. .. ..

ジンバブエ .. .. .. .. .. .. .. ..

表A４（続き）
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世界食料農業白書（既刊）の特集記事
（1992年までは世界農業白書、1993 〜 95年は世界食糧農業白書）

　1957年以降、この白書の各号は、各年の世界食料農業情勢の概観のほか長期的に興味深い
問題について１編以上の特集記事を掲載してきた。これまでに出た特集記事は、次に掲げる
主題にかかるものである。

1957年	 食糧消費のすう勢に影響を与える諸要因
	 農業に影響を与えた制度的要因の戦後における変化
1958年	 サハラ以南アフリカにおける食糧事情
	 林産業の成長と世界の森林に対するその影響
1959年	 経済発展段階の異なった各国における農業所得と生活水準
	 戦後の経験に照らしてみた低開発国の農業発展の一般的諸問題
1960年	 農業開発計画
1961年	 1961年土地改革および制度の変化		

アフリカ、アジアおよびラテン・アメリカにおける農業普及、教育および試験
研究	

1962年	 低開発経済の克服と林産物工業の役割		
後進国の畜産業

1963年	 農業における生産性の増大に影響を及ぼす基本的要因
	 化学肥料の施用は農業開発の尖兵である
1964年	 蛋白栄養―その必要性と展望	
	 合成化学製品およびそれが農産物貿易に及ぼす影響
1966年	 農業と工業化
	 世界食糧経済における米
1967年	 開発途上国の農民に対する刺激要因と抑制要因
	 漁業資源の管理
1968年	 技術改善による開発途上国の農業生産性の上昇		

貯蔵の改善とその世界食糧供給への寄与	
1969年	 農業マーケティング改善計画：最近の経験に基づく若干の教訓		

林業開発を促進するための制度の近代化
1970年	 国連の第２次開発10年の初頭における農業
1971年	 水の汚染とそれが水産生物資源並びに漁業に及ぼす影響1）

1972年	 開発のための教育と訓練
	 開発途上国における農業研究の推進
1973年	 開発途上国における農業雇用開発2）

1974年	 人口、食糧供給及び農業開発3）

1975年	 第２次国連開発10年の期央検討及び評価
1976年	 エネルギーと農業
1977年	 食糧農業の天然資源と人的環境情勢	
1978年	 開発途上国地域における問題と戦略
1979年	 林業と農村開発
1980年	 国家管轄権の新時代における海洋漁業
1981年	 開発途上国における農村の貧困の緩和方策
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1982年	 畜産―世界の展望
1983年	 農業開発における婦人
1984年	 都市化、農業及び食糧システム
1985年	 農業生産のエネルギー使用
	 食糧、農業における環境対策のすう勢
	 農産物流通と農業開発
1986年	 農業開発の財源
1987–88年	 開発途上国における農業科学・技術の優先順位の変化	
1989年	 持続可能な開発と天然資源管理
1990年	 構造調整と農業
1991年	 農業政策と争点△）

1992年	 海面漁業と国連海洋法△）

1993年	 水政策と農業△）

1994年	 世界の森林・林業政策と課題△）

1995年	 農産物貿易：新時代を迎えて4）

1996年	 食料安全保障：若干のマクロ経済的側面
1997年	 農産加工業と経済発展
1998年	 開発途上国における農村の農外所得△）

1999年	 （FAO原本非刊行のため欠版）
2000年	 世界の食料と農業；過去50年の教訓
2001年	 国境を越えて移動する植物病害虫及び動物疾病（越境病害虫等）の経済的影響
2002年	 地球サミット10年後の農業と地球規模の公共財
2003–04年	 農業バイオテクノロジー：貧困者の必要を満たすことができるか？
2005年	 農産物貿易と貧困：貿易は貧困者を助けうるか？
2006年	 食料援助は食料安全保障に役立っているか？
2007年	 環境便益に対する農家への支払い
2008年	 バイオ燃料の見通し、リスク、および機会
2009年	 重要な局面に立つ世界の畜産
2010–11年	 農業における女性：開発に向けたジェンダーギャップの解消
2012年	 より良い未来のための農業投資
2013年	 栄養向上のための食料システム
2014年	 家族農業における革新

（注）
△）日本語版は別冊として発行。
１）『世界の農林水産』（FAO協会）1972年６、７月号に翻訳掲載。
２）『世界の農林水産』1974年４月号に翻訳掲載。
３）『世界食糧会議の全貌』（FAO協会、1975年）第２編世界食糧情勢の評価とほとんど
　　同内容につき省略。
４）『世界の農林水産』1996年11、12月号、1997年１、２月号に翻訳掲載。
※上記はいずれもFAO寄託図書館にて閲覧可能。
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私たちの優先課題
FAOの戦略目標

飢餓と貧困を終わらせるというFAOの目標の達成は、挑戦的で複雑な課題です。こ
れまで大きな改革に取り組んできたFAOは、現在、より調和的かつフラットで柔軟
な組織となり、その活動は下記の5つの戦略目標に沿って行われています。改革され
た新しいFAOは、飢餓、栄養失調および農村の貧困との闘いに打ち勝つチャンスを
手にしています。

1. 飢餓・食料不安・栄養不良の撲滅支援
私たちは、食料安全保障を支える政策と政治的コミットメントを促し、飢餓と栄養
における課題と解決策に関する最新の情報を収集することで、飢餓の撲滅に貢献し
ます。

2. 農林水産業の生産性・持続性の向上
私たちは、高度に生産的な農業セクター（農業、畜産、林業、水産業）を支援する
ため、自然資源が傷つくことのないよう注意を払いながら、エビデンスに基づいた
政策や慣行を促進します。

3. 農村の貧困削減
私たちは、農村雇用や社会保護を含め、貧困層が必要とする資源やサービスに対する彼
らのアクセスを高め、貧困から脱却する道を切り開きます。

4. 包括的かつ効率的な農業・食料システム
私たちは、小規模農業を支援し農村の飢餓と貧困を削減するための、安全かつ効率
的な食料システムの構築を支援します。

5. 災害に対する生計のリジリエンスの強化
私たちは、各国が自然災害および人的災害のリスクを減らし、食料・農業システム
のレジリエンスを高める取り組みを支援します。
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貧困と飢餓の削減を掲げたミレニアム開発目標の取り組みでは、大きな

前進が見られたものの、世界では今なお10億人近くが極度の貧困（１日当

たり1.25ドル未満）の中で暮らし、７億9,500万人が慢性的な飢餓に苦し

む。2030年までに貧困と飢餓の根絶を目指す新たな「持続可能な開発目

標」の実現には、更なる取り組みが必要だ。最貧層の多くは途上国の農村

部に暮らし、生計を農業に依存している。こうした人々は、貧困による栄

養失調が甚だしく、貧困が親から子へと世代を超えて引き継がれる負の

連鎖に陥っている。

多くの途上国は、こうした農村部の貧困の連鎖を断ち切るために、社会保

護と農業開発を組み合わせた新たな戦略を取り入れ、成果を上げている。

寡婦や孤児への給付金や、公共事業による貧困層への雇用保証といった

社会保護策は、こうした社会的・経済的弱者を深刻な困窮状態から救う

ことができる。社会保護により、世帯は食料消費を増やし、食事を多様化

することができる。また、自分の土地での農業生産や新たな事業の立ち上

げのために、貯蓄や投資をすることもできる。農業開発プログラムは、 

小規模家族農家が市場にアクセスしたり、リスクを管理するのを支援し、

雇用機会を創出することで、こうした家庭の自立を促し、レジリエンス

（強靭性）を強化する。社会保護と農業振興を組み合わせ、一体的に取り

組むことで、農村部における貧困の連鎖を断ち切ることが可能となる。
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